
資料 5 

2020年 10月 8日 

日本原燃株式会社 

再処理事業部 

技術基準要求事項から設工認添付書類の評価項目の展開について 

 様式－6及び様式－7を用いて技術基準要求事項から設工認添付書類の評価項目の展開

を実施しており、2020 年 10 月 1 日の面談にて「第 4 条 核燃料物質の臨界防止」、「第 6 

条 地震による損傷の防止」、「第 11条 火災等による損傷の防止」、「第 18条 搬送設備」

に対する添付書類への展開を説明した。 

今回は、以下の 9条文に対する展開について説明する。 

・第 5条 安全機能を有する施設の地盤

・第 7条 津波による損傷の防止

・第 9条 再処理施設への人の不法な侵入等の防止

・第 11条 再処理施設内における溢水による損傷の防止

・第 14条 安全避難通路等

・第 20条 計測制御系統施設

・第 21条 放射線管理施設

・第 22条 安全保護回路

残り 34条文については次回面談にて提出予定。

以上 

（様式－６、７の整理）
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

第５条（安全機能を有する施設の地盤） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・

号 

解

釈 

添付書類 

DB

地盤

① 

耐震重要施設及びそれらを支持す

る建物・構築物に係る地震時の接

地圧に対する十分な支持力 

技術基準の要求事項を受けている内容 1項 － a 

DB

地盤

② 

耐震重要施設及びそれらを支持す

る建物・構築物に係る地震時に弱

面上のずれが発生しないこと 

技術基準の要求事項を受けている内容 1項 － a 

DB

地盤

③ 

耐震重要施設に係る地震発生に伴

う地殻変動による支持地盤の傾斜

及び撓み、地震発生に伴う建物・

構築物間の不等沈下、液状化及び

揺すり込み沈下等の周辺地盤の変

状による安全機能の喪失 

技術基準の要求事項を受けている内容 1項 － a 

DB

地盤

④ 

耐震重要施設に係る断層等の露頭

の有無 
技術基準の要求事項を受けている内容 1項 － a 

DB

地盤

⑤ 

耐震重要施設以外の安全機能を有

する施設に係る地震時の接地圧に

対する十分な支持力 

技術基準の要求事項を受けている内容 1項 － a 

DB

地盤

⑥ 

安全機能を有する施設に係る地盤

の支持性能についての許容限界 
技術基準の要求事項を受けている内容 1項 － a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  
他条文との重複記載 

（安全上重要な施設の周辺斜面） 

第６条（地震による損傷の防止）にて記載する内容で

あるため、記載しない。 
a 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  
他条文との重複記載 

（安全上重要な施設の周辺斜面） 

第６条（地震による損傷の防止）にて記載する内容で

あるため、記載しない。 
a 

◇2  冒頭宣言 冒頭宣言であるため、記載しない － 

◇3  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内

の記載と重複する内容であるため、記載しない。 
a 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 主要な再処理施設の耐震性に関する説明書 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第５条 （安全機能を有する施設の地盤）（1 / 2） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
（安全機能を有する施設の地盤） 

第五条 

 安全機能を有する施設は、事業指定基準規則

第六条第一項の地震力が作用した場合において

も当該安全機能を有する施設を十分に支持する

ことができる地盤に設置されたものでなければ

ならない。 

DB地盤①②③④⑤⑥ 

 

※基本設計方針の記載順位は、第32条SA地盤の

技術基準規則要求事項を踏まえて記載。 

2.地盤 

 

 

 

 

 安全機能を有する施設のうち，地震の発生に

よって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失

に起因する放射線による公衆への影響の程度が

特に大きい施設（以下「耐震重要施設」とい

う。）及びそれらを支持する建物・構築物，若

しくは重大事故等対処施設のうち常設耐震重要

重大事故等対処設備は，その供用中に大きな影

響を及ぼすおそれがある地震動（以下「基準地

震動」という。）による地震力が作用した場合

においても，接地圧に対する十分な支持性能を

有する地盤に設置する。DB地盤① 

 

また，上記に加え，基準地震動による地震力

が作用することによって弱面上のずれが発生し

ない地盤として，事業許可を受けた地盤に設置

する。DB 地盤② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要施

設，若しくは重大事故等対処施設のうち，常設

耐震重要重大事故等対処施設は，地震発生に伴

う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び

撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不

等沈下，液状化及び揺すり込み沈下の周辺地盤

の変状により，その安全機能が損なわれるおそ

れがない地盤として，事業許可を受けた地盤に

設置する。DB地盤③ 

 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要施

設，若しくは重大事故等対処施設のうち，常設

耐震重要重大事故等対処施設は，将来活動する

可能性のある断層等の露頭がない地盤として，

事業許可を受けた地盤に設置する。DB地盤④ 

 

 

 

 

四、再処理施設の位置，構造及び設備並びに再

処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 

イ．再処理施設の位置 

(１) 敷地の面積及び形状 

安全機能を有する施設のうち，地震の発生に

よって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失

に起因する放射線による公衆への影響の程度が

特に大きい施設（以下「耐震重要施設」とい

う。），若しくは重大事故等対処施設のうち常設

耐震重要重大事故等対処設備及びそれらを支持

する建物・構築物は，その供用中に大きな影響

を及ぼすおそれがある地震動（以下「基準地震

動」という。）による地震力が作用した場合に

おいても，接地圧に対する十分な支持性能を有

する地盤に設置する。DB地盤① 

 

また，上記に加え，基準地震動による地震力

が作用することによって弱面上のずれが発生し

ないことも含め，基準地震動による地震力に対

する支持性能を有する地盤に設置する。 

DB地盤② 

 

耐震重要施設以外の安全機能を有する施設に

ついては，耐震重要度分類の各クラスに応じて

算定する地震力が作用した場合においても，接

地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設

置する。DB地盤⑤ 

 

 

 

 

 

 

耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動に

よって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地

震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状

化及び揺すり込み沈下の周辺地盤の変状によ

り，その安全機能が損なわれるおそれがない地

盤に設置する。DB地盤③ 

 

 

 

 

耐震重要施設は，将来活動する可能性のある

断層等の露頭がない地盤に設置する。DB地盤④ 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.1  安全設計の基本方針 

1.1.1  安全機能を有する施設に関する基本方

針 

 

(14) 安全機能を有する施設は，地震力が作用し

た場合においても当該安全機能を有する施設

を十分に支持することができる地盤に設置す

るとともに，地震力に十分に耐えることがで

きる設計とする。◇3  
 

1.6 耐震設計 

再処理施設の耐震設計は，事業指定基準規

則に適合するように，「1.6.1 安全機能を有

する施設の耐震設計」に基づき設計する。◇2  

1.6.1 安全機能を有する施設の耐震設計 

1.6.1.3 基礎地盤の支持性能 

(１) 安全機能を有する施設は，耐震設計上の

重要度に応じた地震力が作用した場合におい

ても，当該安全機能を有する施設を十分に支

持することができる地盤に設置する。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基① 

「性能」 

第六条第一項（地震によ

る損傷の防止）の地震力

が作用した場合において

も当該施設を十分に支持

することができる地盤に

設置 

 

「手段」DB地盤①②③

④⑤⑥ 

・建物・構築物を接地圧

に対する十分な支持性能

を有する事業変更許可を

受けた地盤に設置 

・基準地震動による地震

力又は静的地震力により

生じる施設の基礎地盤の

接地圧が，安全上適切と

認められる規格及び基準

に基づく許容限界に対し

て，妥当な余裕を有する

よう設計 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第５条 （安全機能を有する施設の地盤）（2 / 2） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設

以外の安全機能を有する施設については，耐震

重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力

が作用した場合，若しくは，重大事故等対処施

設のうち，常設耐震重要重大事故等対処設備以

外の常設重大事故等対処設備については，代替

する機能を有する安全機能を有する施設が属す

る耐震重要度のクラスに適用される地震力が作

用した場合においても，接地圧に対する十分な

支持性能を有する地盤に設置する。DB地盤⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施

設に係る建物・構築物を設置する地盤の支持性

能については，基準地震動又は静的地震力によ

り生じる施設の基礎地盤の接地圧が，安全上適

切と認められる規格及び基準に基づく許容限界

に対して，妥当な余裕を有するよう設計する。 

DB 地盤⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震重要施設は，基準地震動による地震力に

よって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対し

て，その安全機能が損なわれるおそれがない地

盤に設置する。□1 

 

 

 

(２) 建物・構築物を設置する地盤の支持性能

については，基準地震動又は静的地震力によ

り生じる施設の基礎地盤の接地圧が，安全上

適切と認められる規格及び基準に基づく許容

限界に対して，妥当な余裕を有するよう設計

する。 

DB 地盤⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.7 耐震重要施設の周辺斜面 

耐震重要施設の周辺斜面は，基準地震動に

よる地震力に対して，耐震重要施設に影響を

及ぼすような崩壊を起こすおそれがないもの

とする。なお，耐震重要施設周辺において

は，基準地震動による地震力に対して，施設

の安全機能に重大な影響を与えるような崩壊

を起こすおそれのある斜面はない。◇1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6条「地震による損傷

の防止」の技術基準規則

の要求事項に対する基本

設計方針で整理 
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

第７条（津波による損傷の防止） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 
項・

号 

解

釈 
添付書類 

DB

津波

① 

耐震重要施設に係る津波防護 

（津波防護施設等の設置をしな

い） 

津波に対しては，防護設計の要否を判断

する基準を超えないことを事業変更許可

申請書段階での津波評価で確認している

ことから，津波防護施設等を設置する必

要がないことを記載する。 

1項 － － 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  耐震重要施設に係る津波防護 

事業変更許可申請書段階での津波評価で確認している

ことから，津波防護施設等を設置する必要がないことを

基本設計方針に記載するため、記載しない。 

－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  耐震重要施設に係る津波防護 

事業変更許可申請書段階での津波評価で確認している

ことから，津波防護施設等を設置する必要がないことを

基本設計方針に記載するため、記載しない。 

－ 

◇2  重複記載 
事業変更許可申請書本文及び添付書類内で重複してい

る内容であるため，記載しない。 
－ 

◇3  

他条文との重複記載 

（重大事故等対処施設の津波防

護） 

第３４条（津波による損傷の防止）にて記載する内容で

あるため、記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

－ － 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第７条（津波による損傷の防止）（1 / 2） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
（津波による損傷の防止） 

第七条 安全機能を有する施設は、基準津波

（事業指定基準規則第八条に規定する基準津波

をいう。第三十四条において同じ。）によりそ

の安全性が損なわれるおそれがないものでなけ

ればならない。 

DB 津波① 

 

 

※津波の基本設計方針は第３４条の津波による

損傷の防止を含めた記載としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 津波による損傷の防止 

基準津波によって，耐震重要施設の安全機能

及び重大事故等対処施設の重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれはない

ことから，津波防護施設等は新たに設置しな

い。 

なお，可搬型重大事故等対処設備の据付け

は，使用時に基準津波による影響を受けるおそ

れのない場所を選定する。 

DB 津波① 

ロ．再処理施設の一般構造 

 (６) 耐津波構造 

設計上考慮する津波から防護する施設は，事

業指定基準規則の解釈別記３に基づき安全機能

を有する施設のうち耐震重要施設及び重大事故

等対処施設とし，これらの施設は大きな影響を

及ぼすおそれがある津波に対して必要な機能が

損なわれないものとする。□1  

耐震重要施設，重大事故等対処施設のうち常

設重大事故等対処設備を設置する敷地及び可搬

型重大事故等対処設備を保管する敷地は，標高

約 50ｍ～約 55ｍ及び海岸からの距離約４ｋｍ～

約５ｋｍの地点に位置しており，断層のすべり

量が既往知見を大きく上回る波源を想定した場

合でも，より厳しい評価となるように設定した

標高 40ｍの敷地高さへ津波が到達する可能性は

なく，また，低レベル廃液処理建屋及び使用済

燃料受入れ・貯蔵管理建屋から導かれ，汀線部

から沖合約３ ｋｍまで敷設する海洋放出管は，

低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵管理建屋が標高約 55ｍの敷地に設置するこ

とから，海洋放出管の経路からこれらの建屋に

津波が流入するおそれはない。□1  

したがって，津波によって，耐震重要施設の安

全機能及び重大事故等対処施設の重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれ

はないことから，津波防護施設等を設ける必要

はない。 

DB 津波① 

1. 安全設計 

1.8  耐津波設計 

設計上考慮する津波から防護する施設は，事

業指定基準規則の解釈別記３に基づき安全機能

を有する施設のうち耐震重要施設及び重大事故

等対処施設とし，これらの施設は大きな影響を

及ぼすおそれがある津波に対して必要な機能が

損なわれないものとする。◇1  
耐震重要施設，重大事故等対処施設のうち常

設重大事故等対処設備を設置する敷地及び可搬

型重大事故等対処設備を保管する敷地は，標高

約 50ｍから約 55ｍ及び海岸からの距離約４ｋｍ

から約５ｋｍの地点に位置しており，断層のす

べり量が既往知見を大きく上回る波源を想定し

た場合でも，より厳しい評価となるように設定

した標高 40ｍの敷地高さへ津波が到達する可能

性はなく，また，低レベル廃液処理建屋及び使

用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋から導かれ，汀

線部から沖合約３ｋｍまで敷設する海洋放出管

は，低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵管理建屋が標高約 55ｍの敷地に設置す

ることから，海洋放出管の経路からこれらの建

屋に津波が流入するおそれはない。◇1  

したがって，津波によって，耐震重要施設の

安全機能及び重大事故等対処施設の重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれるおそ

れはないことから，津波防護施設等を新たに設

ける必要はない。◇2  
なお，可搬型重大事故等対処設備の据付け

は，使用時に津波による影響を受けるおそれの

ない場所を選定する。◇3  
重大事故等対処施設について，当該設備の保

管場所及び使用場所の敷地高さを踏まえれば，

耐津波設計を講じなくとも，重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれはな

い。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事業変更許可段階にお

ける津波ガイドに基づく

津波評価で影響しないこ

とが確認されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基④：DB 津波① 

安全上重要な施設の安全

性が損なわれるおそれは

ないことから，津波防護

施設等は新たに設置しな

い旨を記載 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第７条（津波による損傷の防止）（2 / 2） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
1.9.8 津波による損傷の防止 

（津波による損傷の防止） 

第八条 安全機能を有する施設は、その供用中

に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及

ぼすおそれがある津波（以下「基準津波」とい

う。）に対して安全機能が損なわれるおそれが

ないものでなければならない。 

 

 適合のための設計方針 

 耐震重要施設であるＳクラスに属する施設の

設置される敷地は，標高約 55ｍ及び海岸からの

距離約５ｋｍの地点に位置しており，断層のす

べり量が既往知見を大きく上回る波源を想定し

た場合でも，より厳しい評価となるように設定

した標高 40ｍの敷地高さへ津波が到達する可能

性はなく，また，低レベル廃液処理建屋及び使

用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋から導かれ，汀

線部から沖合約３ｋｍまで敷設する海洋放出管

は，低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵管理建屋を標高約 55ｍの敷地に設置す

ることから，海洋放出管の経路からこれらの建

屋に津波が流入するおそれはない。◇1  
 したがって，津波によって，耐震重要施設で

あるＳクラスに属する施設の安全機能が損なわ

れるおそれはないことから，津波防護施設等を

新たに設ける必要はない。◇2  

 

添付書類四の下記項目参照 

8. 津  波 

添付書類六の下記項目参照 

1.8 耐津波設計 
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

第８条外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 設工認資料作成の考え方（理由） 項・

号 

解

釈 

添付書類 

竜① 竜巻防護に関する設計 技術基準の要求を受けている内容 1 - a 

竜② 

設計条件 

（風圧力による荷重，気圧差によ

る荷重，設計飛来物による衝撃荷

重，廃棄物管理施設に常時作用す

る荷重，運転時荷重及びその他竜

巻以外の自然現象による荷重等） 

設計荷重（竜巻）による影響評価に必要な

事項 
1 - a 

竜③ 竜巻防護措置 竜巻防護をするための必要な措置、運用 1 - a 

竜④ 竜巻随伴事象 竜巻防護設計において考慮するべき事項 1 - a 

竜⑤ 重大事故等対処施設への措置 技術基準の影響を受けている内容 - - a 

２．事業許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

竜□1  添付書類六を基本とした記載 
具体的な設計方針となっている添六を採用するため記

載しない。 
－ 

竜□2  許可で検討済である内容 
添付書類六で評価が完了し、設工認への展開が不要で

あるため記載しない。 
－ 

３．事業許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

竜◇1  
冒頭宣言・導入説明 各説明における冒頭宣言又は導入説明であることから

記載しない。 
－ 

竜◇2  
使用済燃料を収納した輸送容器 

（使用済燃料収納キャスク） 

個別施設に対する説明であることから記載しない。添

付書類に記載する。 
a 

竜◇3  設計対処施設 
設計対処施設については詳細を添付書類に記載するた

め、基本設計方針には記載しない。 
a 

竜◇4  設計荷重の設定 
設計荷重の設定については詳細を添付書類に記載する

ため、基本設計方針には記載しない。 
a 

竜◇5  設計飛来物の設定 
設計飛来物の設定については詳細を添付書類に記載す

るため、基本設計方針には記載しない。 
a 

竜◇6  施設外からの飛来物の考慮 

再処理事業所の近隣に設置されている風力発電施設の

ブレードについては、設計飛来物として考慮しないこ

とを事業変更許可の段階で評価済みであるため、基本

設計方針には記載しない。 

－ 

竜◇7  荷重の組合せと許容限界 
荷重の組合せと許容限界については詳細を添付書類に

記載するため、基本設計方針には記載しない。 
a 

竜◇8  各設計対処施設の設計 
詳細設計に係る説明項目であることから、添付書類に

記載する。 
a 

竜◇9  竜巻防護対策設備 詳細設計に係る説明項目であることから、添付書類に a 
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

記載する。 

竜◇10  手順等 
保安規定（運用）で担保する条件であり、基本設計方針

には記載しない。 
a 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 再処理施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書 

・竜巻防護設計に係る強度計算書（風圧力による荷重，気圧差による荷重，設計飛来物による衝撃荷重，

安全機能を有する施設に常時作用する荷重，運転時荷重及びその他竜巻以外の自然現象による荷重等を適切

に組み合わせた荷重） 

 

9



様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・

号 

解

釈 

添付書類 

山① 火山防護設計の方針 技術基準の要求事項を受けている内容 1 - a 

山② 

設計条件 

（降下火砕物を湿潤状態とした場

合における荷重，個々の設計対処

施設に常時作用する荷重，運転時

荷重及び火山と同時に発生し得る

自然現象による荷重を組み合わせ

た荷重） 

降下火砕物による影響評価に必要な事項 1 - a 

山③ 
火山防護措置 火山事象に対する防護のための必要な措

置 
1 

- a 

山④ 重大事故等対処設備への措置 技術基準の要求事項を受けている内容 - - a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

山□1  
粒子の衝突 降下火砕物の衝突は「竜巻」の設計飛来物の影響に包

含されることから記載しない。 

- 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

山◇1  
冒頭宣言・導入説明 各説明における冒頭宣言又は導入説明であることから

記載しない。 

 

山◇2  
重複記載事項 本文と添六又は添六間での重複記載であることから記

載しない。 

a 

山◇3  
使用済燃料収納キャスク 使用済燃料収納キャスクの波及的破損の防止について

は添付書類に記載する。 

a 

山◇4  
設計対処施設の選定 設計対処施設の抽出に係る具体的な説明項目であるこ

とから記載しない。詳細は添付書類に記載する。 

a 

山◇5  

降下火砕物の設計条件及び特徴 降下火砕物の設計条件の設定に係る説明項目であるこ

とから、設工認においては設計の前提となる条件のみ

を記載し、詳細な内容は記載しない。 

a 

山◇6  
降下火砕物で考慮する影響 降下火砕物の特徴を踏まえた影響因子の選定に係る説

明項目であることから記載しない。 

- 

山◇7  
設計対処施設に影響を与える可能

性のある影響因子 

降下火砕物の影響に対する施設の設計方針の導入説明

であり記載しない。 

- 

山◇8  
荷重の許容限界 荷重の許容限界に関する具体的な説明項目であること

から記載しない。詳細は添付書類に記載する。 

a 

山◇9  
火山防護措置 火山防護措置に関する具体的な説明項目であることか

ら記載しない。詳細は添付書類に記載する。 

a 

山◇10  
火山影響等発生時における再処理

施設の保全のための活動を行う体

保安規定（運用）で担保する条件であり、基本設計方針

には記載しない。 

a 
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

制の整備の方針 

山◇11  
実施する主な手順 保安規定（運用）で担保する条件であり、基本設計方針

には記載しない。 

a 

山◇12  
火山の状態に応じた対処方針 保安規定（運用）で担保する条件であり、基本設計方針

には記載しない。 

a 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 

再処理施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書 

・火山防護設計に係る強度計算書（降下火砕物を湿潤状態とした場合における荷重，個々の設計対処施設

に常時作用する荷重，運転時荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象による荷重を組み合わせた荷重） 
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・

号 

解

釈 

添付書類 

外① 
外部火災防護設計の方針 技術基準の要求を受けている内容 

１、

２ 
- 外 a 

外② 森林火災 

・外部火災防護施設の熱影響 

外部火災防護のための必要な措置 

（事業指定本文に記載している内容） 
１ - 外 a 

外③ 近隣の産業施設（近隣の工場，石

油コンビナート等特別防災区域，

危険物貯蔵所及び高圧ガス貯蔵施

設）の火災・爆発 

外部火災防護のための必要な措置 

（事業指定本文に記載している内容） 
２ - 外 a 

外④ 敷地内の危険物貯蔵施設等、敷地

内に設置されるMOX燃料加工施設

の第１高圧ガストレーラ庫の火

災・爆発 

外部火災防護のための必要な措置 

（事業指定本文に記載している内容） 
２ - 外 a 

外⑤ 
航空機墜落による火災 

外部火災防護のための必要な措置 

（事業指定本文に記載している内容） 
２ - 外 a 

外⑥ 近隣の産業施設の火災と森林火災

の重畳 

外部火災防護のための必要な措置 

（事業指定本文に記載している内容） 

１、

２ 
- 外 a 

外⑦ 航空機墜落に起因する敷地内危険

物タンク火災の熱影響 

外部火災防護のための必要な措置 

（事業指定本文に記載している内容） 
２ - 外 a 

外⑧ 
二次的影響（ばい煙） 

外部火災防護のための必要な措置 

（事業指定本文に記載している内容） 

１、

２ 
- 外 a 

外⑨ 
有毒ガスの影響 

外部火災防護のための必要な措置 

（事業指定本文に記載している内容） 

１、

２ 
- 外 a 

外⑩ 外部火災（影響評価の定期的な実

施） 

外部火災防護のための必要な措置 

（事業指定本文に記載している内容） 

１，

２ 
- 外 a 

外⑪ 
危険物貯蔵施設等への影響 外部火災防護のための必要な措置 

１，

２ 
- 外 a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

－ － － － 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

外◇1  本文と添付６の重複記載箇所 本文と趣旨が同じであるため記載しない。 外 a 

外◇2  

使用済燃料を収納した輸送容器 

（使用済燃料収納キャスク） 

波及的影響を考慮した使用済燃料輸送容器管理建屋に

一時的に保管されるものであり、波及的影響を考慮す

る施設の影響評価は添付書類に記載するため基本設計

方針には記載しない。 

 

 

外 a 
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

外◇3  外部火災防護対象施設 

・設計対処施設 

評価結果を受けて必要となった措置を基本設計方針と

して記載し、防護対象となる施設の考え方について

は、添付書類に記載する。 

外 a 

外◇4  森林火災 

・森林火災の想定 

・評価対象範囲 

・入力データ 

・延焼速度及び火線強度の算出 

・火炎到達時間による消火活動 

・防火帯幅の設定 

・危険距離の確保及び熱影響評価

（森林火災の想定） 

・異種の自然現象の重畳及び設計

基準事故との組合せ 

評価結果を受けて必要となった措置を基本設計方針に

記載し、森林火災における詳細な評価条件については、

添付書類に記載する。 

外 a 

外◇5  近隣の産業施設の火災及び爆発 

・石油備蓄基地火災の想定 

・近隣の産業施設の火災と森林火

災の重畳評価 

・ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧

ガストレーラ庫の爆発 

評価結果を受けて必要となった措置を基本設計方針に

記載し，近隣の産業施設の火災及び爆発の想定におけ

る詳細な調査結果については，添付資料に記載する。 

外 a 

外◇6  敷地内に存在する危険物貯蔵施設

等の火災及び爆発 

・危険物貯蔵施設等の火災 

・危険物貯蔵施設等の火災の想定 

・評価対象施設 

・外部火災防護施設への熱影響 

・危険物貯蔵施設等の爆発 

・ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧

ガストレーラ庫の爆発 

評価結果を受けて必要となった措置を基本設計方針に

記載し，敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災及

び爆発の想定における詳細な調査結果については，添

付資料に記載する。 

外 a 

外◇7  航空機墜落による火災 

・航空機墜落による火災の想定 

・墜落による火災を想定する航

空機の選定 

・航空機墜落地点の設定 

・設計対処施設への熱影響評価

について 

・航空機墜落による火災と敷地内

の危険物貯蔵施設等の火災及び爆

発の重畳について 

評価結果を受けて必要となった措置を基本設計方針に

記載し，航空機墜落による火災の想定における詳細な

調査結果については，添付資料に記載する。 

外 a 

外◇8  危険物貯蔵施設等への影響 

・熱影響の評価対象 

・熱影響について 

評価結果を受けて必要となった措置を基本設計方針に

記載し，危険物貯蔵施設等への影響の想定における詳

細な調査結果については，添付資料に記載する。 

外 a 

外◇9  二次的影響（ばい煙） 評価結果を受けて必要となった措置を基本設計方針に

記載し、詳細な設計については、添付書類に記載する。 

 

外 a 
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

3 

 

外◇10  有毒ガスの影響 評価結果を受けて必要となった措置を基本設計方針に

記載し、詳細な設計については、添付書類に記載する。 
外 a 

外◇11  体制、手順等 

・消火体制 

・火災防護計画を策定するための

方針 

・手順等 

・外部火災（影響評価の定期的な

実施） 

体制、手順等については保安規定にて担保する。内容

については、添付資料に記載する。 
外 a 

４．添付書類等 

№ 書類名 

外 a 再処理施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書 

・外部火災への配慮に関する説明書 

（敷地内の火災源（森林火災、敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災、航空機墜落による火災），

敷地外の火災源（石油備蓄基地の火災、近隣産業施設の火災と森林火災の重畳），森林火災及び近隣の

産業施設の火災による熱影響並びに敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発の影響） 
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（共通・その他） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・

号 

解

釈 

添付書類 

外① 
外部からの衝撃による損傷の防止

（8条） 

技術基準の要求を受けている内容 
1～3 - a 

外② 
設計基準事故時に生じる応力との

組合せ 
事業指定の要求を受けている内容 1～3 - a 

外③ 
安全機能を有する施設以外の施設

又は設備等への措置 
事業指定の要求を受けている内容 1～3 - a 

外④ 自然現象の組合せ 事業指定の要求を受けている内容 1 - a 

外⑤ 
設計上考慮する自然現象または人

為事象 
事業指定での約束事項を反映 1～3 - a 

外⑥ 防護する対象 事業指定での約束事項を反映 1～3 - a 

外⑦ 重大事故等対処設備の対策 事業指定での約束事項を反映 - - a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

外□1  添付書類六を基本とした記載 
具体的な設計方針となっている添六を採用するため記

載しない。 
－ 

外□2  
飛来物（航空機落下等） 「飛来物（航空機落下等）」については「８条（航空機

落下）」で説明するためここでは記載しない。 
－ 

外□3  
塩害 塩害の起こる環境についての一般的な説明であって，

設計の方針に関係しない 
－ 

外□4  
有毒ガスに対する設計 有毒ガスに対する設計について、基本設計方針により

具体的な内容を記載している。 
a 

外□5  
化学物質の漏えいに対する設計 化学物質の漏えいに対する設計について、基本設計方

針により具体的な内容を記載している。 
a 

外□6  
対象生物の選定 生物的影響にあたり対象生物の選定についての記述で

あり，設計の方針は選定結果を反映している 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

外◇1  規則内容 規則内容の説明であることから記載しない。 － 

外◇2  
自然現象又は人為事象の選定過程 自然現象又は人為事象の選定に係る検討過程であるこ

とから記載しない。 
－ 

外◇3  
気象データ 気象データは設計基準事象の荷重を定める検討過程で

あることから記載しない。 
－ 

外◇4  
生物学的事象の対象生物の選定 設計基準事象の荷重を定める検討過程であることから

記載しない。 
－ 

外◇5  
自然現象と設計基準事故時の応力

の組合せの検討過程 

自然現象と設計基準事故時の応力の組合せの検討過程

の説明であることから記載しない。 
－ 

外◇6  塩害 塩害の起こる環境についての一般的な説明であって， － 
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

設計の方針に関係しない 

外◇7  竜巻 「８条（竜巻）」と重複記載 － 

外◇8  落雷 「８条（落雷）」と重複記載 － 

外◇9  
火山の影響 

 

「８条（火山）」と重複記載 
－ 

外◇10  
森林火災、爆発、近隣の産業施設

の火災、航空機墜落による火災 

「８条（外部火災）」と重複記載 
－ 

外◇11  
有毒ガスの条件 有毒ガスのうち設計対処しない範囲についての説明で

あるため，設計の方針に記載しない 
－ 

外◇12  
風応力と竜巻応力の包絡関係 風応力を設計上考慮しないことを説明する記述である

ため，設計の方針に記載しない 
a 

外◇13  
使用済燃料を収納した輸送容器 

（使用済燃料収納キャスク） 

個別施設に対する説明であることから記載しない。添

付書類に記載する。 
a 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 再処理施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書 
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（落雷） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・

号 

解

釈 

添付書類 

雷①

-1 
防護設計の基本方針 技術基準の要求を受けている内容 １ - － 

雷①

-2 
設計対処施設の選定 範囲の妥当性について １ - a 

雷①

-3 
落雷防護対象施設の選定 

要求を満たすための防護対象の範囲の妥

当性について 
１ - a 

雷①

-4 
再処理工場の配置の特徴 

再処理工場の配置の特徴を踏まえ、適切な

耐雷設計の方針を示す 
１ - － 

雷②

-1 
設計対処施設の範囲 

要求を満たすための設計対処施設の範囲

について 
１ - a 

雷②

-2 
設計対処施設以外の施設 

落雷防護対象施設でない施設の落雷対策

について 
１ - － 

雷②

-3 

間接雷に対して防護する施設の範

囲 

再処理工場の配置の特徴を踏まえ、間接雷

に対して防護する施設の範囲を示す 
１ - a 

雷③ 
想定する落雷の規模 

設計上想定する落雷の規模の妥当性を示

す 
１ - a 

雷④

-1 
直接雷の防止設計 避雷設備の設計について １ - a 

雷④

-2 
間接雷の防止設計 雷サージ抑制設計について １ - a 

雷④

-3 
接地設計 接地の満足するべき基準について １ - a 

雷④

-4 雷サージの影響阻止設計 

計測制御系統施設，放射線監視設備及び電

気設備における雷サージの影響阻止設計

について記載 

１ - a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

雷□1  
自然現象との重畳の想定が不要で

あることについて 

設工認申請の対象にならない部分に関する記載である

ため基本設計方針に記載しない。また、要否の検討は

事業指定申請書添付書類六にて説明済みであるため 

- 

雷□2  間接雷による雷サージ抑制のうち

設計対応でないもの 

設工認申請の対象にならない部分に関する記載である

ため基本設計方針に記載しない。 

－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

雷◇1  確認対象設備の範囲 確認結果は添付書類六にて説明済みであるため。 － 

雷◇2  
落雷の特徴 

落雷の規模の設定が添付書類六にて説明済みであるた

め。 

－ 
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

雷◇3  
再処理工場の特徴 

設計対処施設の選定は添付書類六にて説明済みである

ため。 

－ 

雷◇4  設計対処施設の選定 添付資料六にて説明済みであるため。 － 

雷◇5  
落雷の統計 

落雷の規模の設定が添付書類六にて説明済みであるた

め。 
－ 

雷◇6  
自然現象及び設計基準事象との重

畳 

添付書類六にて重畳を考慮しないことが説明済みであ

り、設工認申請の対象にならない部分に関する記載で

あるため 

－ 

雷◇7  
直撃雷の防止設計 

設計が不要であることを添付書類六にて説明済みであ

るため。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 再処理施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書 
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（航空機落下） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・

号 

解

釈 

添付書類 

航① 防護設計の基本方針 技術基準の要求を受けている内容 ３ - － 

航②

-1 
防護対象の選定について 技術基準の要求を受けている内容 ３ - - 

航②

-2 

防護の方法について（放射性物質

を内蔵する対象の場合） 

技術基準の要求を受けている内容の具体

化 
３ - - 

航②

-3 

防護の方法について（放射性物質

を内蔵しない対象の場合） 

技術基準の要求を受けている内容の具体

化 
３ - - 

航③

-1 

建物・構築物の防護設計に用いる

航空機の物性（航空機本体） 
防護の基準 ３ - a 

航③

-2 

建物・構築物の防護設計に用いる

航空機の物性（エンジン） 
防護の基準 ３ - a 

航④

-1 
設計上考慮する衝撃の種類 防護の基準 ３ - a 

航④

-2 
衝突条件 防護設計の条件 ３ - a 

航④

-3 

エンジンの貫通防止に係る設計条

件 

エンジンの貫通防止に係る想定する飛来

物の諸元，貫入限界厚さの計算式 
３ - a 

航④

-4 

版の全体的な破壊防止に係る設計

条件 

版の全体的な破壊防止に係る想定する飛

来物の諸元，評価方法，許容値 
３ - a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

航□1  三沢対地訓練区域の立地の特徴 
環境条件の解説であり、これを織り込んで具体化した

設計条件は設工認で記載済みであるから記載しない 
a 

航□2  
追加の防護設計が不要であること

について 

設工認申請の対象にならない部分に関する記載である

ため基本設計方針に記載しない。 
- 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

航◇1  
落下確率に基づき設計対象から除

外する方針について 

設工認申請の対象にならない部分に関する記載である

ため基本設計方針に記載しない 
－ 

航◇2  再処理工場の特質 
環境条件の解説であり、これを織り込んで具体化した

設計条件は設工認で記載済みであるから記載しない 
a 

航◇3  
落下確率に基づき設計対象から除

外する設備について 

設工認申請の対象にならない部分に関する記載である

ため基本設計方針に記載しない 
－ 

航◇4  
被ばく線量評価に基づき設計から

除外する設備について 

同上 
－ 

航◇5  
Ｆ－２を設計から除外する件につ

いて 

同上 
－ 
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

航◇6  F-16の条件の計算根拠 計算結果を設計条件として記載したため不要 － 

航◇7  F-4EJ改の条件の計算根拠 同上 － 

航◇8  航空燃料火災時の圧力影響 
設計上考慮しない条件についての記載のため基本設計

方針に記載しない 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 
既認可申請書において以下の項目で申請済み 

・その他の添付書類 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （竜巻）（1 / 17） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第八条 安全機能を有する施設は、想定される自然現象(地

震及び津波を除く。)によりその安全性を損なうおそれがあ

る場合において、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切

な措置が講じられたものでなければならない。 

a. 竜巻 

 

 

 

安全機能を有する施設は，想定される竜巻（最大風速

100ｍ／ｓ）が発生した場合において，作用する設計荷重

（竜巻）を設定し，設計荷重（竜巻）に対して影響評価

を行い，必要に応じ対策を行うことにより，安全機能を

損なわない設計とする。竜①-1、竜①-5、竜②-1 

設計竜巻から防護する施設（以下，「竜巻防護対象施

設」という。）は，安全評価上その機能を期待する構築

物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上

重要な機能を有する構築物，系統及び機器を抽出する。

竜巻防護対象施設及びそれらを収納する建屋（以下，

「竜巻防護対象施設等」という。）は，竜巻により冷

却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止等の安全

機能を損なわないよう機械的強度を有すること等によ

り，安全機能を損なわない設計とする。竜①-2、竜①-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，その施設の倒壊等により竜巻防護対象施設等に

波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがあ

る施設の影響竜①-4及び竜巻の随伴事象による影響を考

慮した設計とする。竜④ 

 

 

 

 

上記に含まれない安全機能を有する施設は，竜巻及び

その随伴事象に対して機能を維持すること若しくは竜巻

による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間での修理を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機

能を損なわない設計とする。竜①-5 

また，重大事故等対処設備は，「〇. 〇. 〇 多様

性，位置的分散等」の位置的分散，「〇. 〇. 〇 悪影

響防止等」及び「〇. 〇. 〇 環境条件等」を考慮した

設計とする。竜⑤ 

竜巻影響評価については，定期的に新知見の確認を行

い，新知見が得られた場合に評価を行うことを保安規定

に定めて管理する。竜③-1、竜③-2 

 

 

 

 

 

 

（a）影響評価における荷重の設定 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ａ) 外部からの衝撃による損傷の防止 

(イ) 竜  巻 

安全機能を有する施設は，想定される竜巻が発生した場

合においても，作用する設計荷重に対してその安全機能を

損なわない設計とする。竜①-1 

竜巻に対する防護設計を行うための設計竜巻の最大風速

は 100ｍ／ｓとし，設計荷重は，設計竜巻による風圧力によ

る荷重，気圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合

わせた設計竜巻荷重並びに安全機能を有する施設に常時作

用する荷重，運転時荷重及びその他竜巻以外の自然現象に

よる荷重等を適切に組み合わせたものとして設定する。竜

②-1 

 安全機能を有する施設の安全機能を損なわないようにす

るため，安全機能を有する施設に影響を及ぼす飛来物の発

生防止対策として，竜□1飛来物となる可能性のあるものの

うち，運動エネルギ及び貫通力の大きさを踏まえ，設計上

考慮すべき飛来物（以下「設計飛来物」という。）を設定

する。竜②-5飛来物となり得る資機材及び車両のうち，衝

突時に与える運動エネルギ又は貫通力が設計飛来物による

ものより大きくなるものについては，固定，固縛，建屋収

納，退避又は撤去を実施する。竜③-3 

 また，再処理事業所外から飛来するおそれがあり，か

つ，再処理事業所内からの飛来物による衝撃荷重を上回る

と想定されるものがある場合は，設計飛来物としての考慮

の要否を検討する。竜□2  

 竜巻に対する防護設計においては，機械的強度を有する

建物により保護すること，竜巻防護対策設備を設置するこ

と等により，安全機能を有する施設が安全機能を損なわな

い設計とすること，竜①-2若しくは竜巻による損傷を考慮

して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上

支障のない期間で修理を行うこと又はそれらを適切に組み

合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とす

る。竜□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.10 竜巻防護に関する設計 

1.7.10.1 竜巻防護に関する設計方針 竜◇1  

原子力規制委員会の定める事業指定基準規則の第九条で

は，外部からの衝撃による損傷の防止として，安全機能を

有する施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除

く。）が発生した場合においても安全機能を損なわないも

のでなければならないとしており，敷地の自然環境を基に

想定される自然現象の一つとして，竜巻を挙げている。 

再処理施設の供用期間中に極めてまれに発生する突風，

強風を引き起こす自然現象としての竜巻及びその随伴事象

等によって安全機能を有する施設の安全機能を損なわない

設計であることを評価するため，「原子力発電所の竜巻影

響評価ガイド」（平成 25年６月 19日 原規技発第 13061911

号 原子力規制委員会決定）（以下「竜巻ガイド」とい

う。）を参照し，以下の竜巻影響評価について実施する。 

 

(１) 設計竜巻及び設計荷重（設計竜巻荷重及びその他の

組合せ荷重）の設定 

(２) 再処理施設における飛来物に係る調査 

(３) 飛来物発生防止対策 

(４) 考慮すべき設計荷重に対する設計対処施設の構造健

全性等の評価を行い，必要に応じ対策を行うことで

安全機能が維持されることの確認 

 

安全機能を有する施設は，再処理施設が竜巻の影響を受

ける場合においてもその安全機能を確保するために，竜巻

に対して安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，竜巻によってその安全機能が損なわれないこ

とを確認する施設を，再処理施設の全ての安全機能を有す

る構築物，系統及び機器とする。設計竜巻から防護する施

設（以下「竜巻防護対象施設」という。）としては，安全

評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れな

く抽出する観点から，安全上重要な機能を有する構築物，

系統及び機器を抽出する。竜巻防護対象施設及びそれらを

収納する建屋（以下「竜巻防護対象施設等」という。）

は，竜巻により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨

界防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有する

こと等により，安全機能を損なわない設計とする。竜①-3 

また，その施設の倒壊等により竜巻防護対象施設等に波

及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施

設及び竜巻防護対象施設を収納する建屋は，機械的強度を

有すること等により，竜巻防護対象施設の安全機能を損な

わない設計とする。竜①-4ここで，竜巻防護対象施設，竜

巻防護対象施設を収納する建屋及びその施設の倒壊等によ

り竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能を

損なわせるおそれがある施設を併せて，設計対処施設とい

う。 

上記に含まれない安全機能を有する施設は，竜巻及びそ

の随伴事象に対して機能を維持すること若しくは竜巻及び

その随伴事象による損傷を考慮して代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理を行

うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その

安全機能を損なわない設計とする。竜①-5 

なお，使用済燃料収納キャスクは，再処理施設内に一時

的に保管されることを踏まえ，竜巻により使用済燃料収納

キャスクに波及的破損を与えない設計とする。竜◇2  

 

1.7.10.2 設計対処施設竜◇3  

設計対処施設は，竜巻防護対象施設の安全機能を損なわ

ないよう，設計竜巻に対して設計上の考慮を行う施設全体

とする。 

安全機能を有する施設のうち，安全評価上その機能を期

待する施設の安全機能を維持し，かつ，冷却，水素掃気，

火災及び爆発の防止，臨界防止等の安全機能を損なわない

ようにするため，安全上重要な施設を竜巻防護対象施設と

する。 

 

 

 

 

 
 

竜巻防護設計における冒頭宣言 

 

○許○設 基③ⅱ（その１） 

【性能１】 

設計荷重（竜巻）に対して安全

機能を損なわない 

 

（評価段階） 

竜巻防護設計について設工認に

て示す 

（評価方法） 

詳細は添付書類にて記載 

 

【評価条件１】 

・最大風速 100ｍ／ｓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻防護設計における冒頭宣言 

 

 

 

 

 

 

○許○設 基①② 

【性能】 

竜巻防護対象施設等以外の安全

機能を有する施設は竜巻及びそ

の随伴事象に対して安全機能を

損なわない 

 

【手段：設備及び運用】 

以下の適切な組み合わせ 

・建屋による防護等での機能維

持 

・代替設備による機能確保 

・安全上支障のない期間での修

理 

 

○許○設基② 

【運用】 

竜巻影響評価 

・定期的な新知見の確認 

・新知見が得られた場合の評価 

《保安規定》 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （竜巻）（2 / 17） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
構造健全性等の評価においては，設計竜巻による風圧

力による荷重，気圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷重

を組み合わせた設計竜巻荷重並びに安全機能を有する施

設に常時作用する荷重，運転時荷重及びその他竜巻以外

の自然現象による荷重等を適切に組み合わせた設計荷重

（竜巻）を設定する。竜②-1 

風圧力による荷重，気圧差による荷重としては，設計

竜巻の特性値に基づいて設定する。竜②-2 

 

 

飛来物の衝撃荷重としては，飛来物となる可能性のあ

るもののうち，運動エネルギ及び貫通力の大きさを踏ま

え，鋼製材（長さ 4.2ｍ×幅 0.3ｍ×奥行き 0.2ｍ，質量

135ｋｇ，最大水平速度 51ｍ／ｓ，最大鉛直速度 34ｍ／

ｓ）及び鋼製パイプ（長さ 2.0ｍ×直径 0.05ｍ，質量

8.4ｋｇ，最大水平速度 49ｍ／ｓ，最大鉛直速度 33ｍ／

ｓ）を設計飛来物として設定する。竜②-3、竜②-4、竜

②-5 

なお，設計飛来物よりも運動エネルギ又は貫通力が大

きくなる資機材及び重大事故等対処設備は設置状況を踏

まえ，固定，固縛，建屋収納又は敷地からの撤去を実施

すること，並びに車両については，周辺防護区域内への

入構を管理及び停車又は走行している場所に応じて固縛

するか又は飛来対策区域外の退避場所へ退避することに

より，飛来物とならないよう措置を講ずることを保安規

定に定めて管理するため，設計飛来物が衝突する場合の

荷重としては考慮しない。竜③-3、竜③-4、竜⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの施設を第 1.7.10－１図～第 1.7.10－３図に示す

選定フローに従い，竜巻による風圧力，気圧差及び飛来物

に対する設計対処施設として選定するとともに竜巻防護対

象施設を収納する建屋を設計対処施設として選定する。ま

た，建屋に収納される竜巻防護対象施設のうち第 1.7.10－

４図に示す選定フローに従い選定される設計荷重（竜巻）

に対して十分な耐力を有しない建屋に収納される竜巻防護

対象施設及び開口部を有する室に設置される竜巻防護対象

施設のうち第 1.7.10－５図に示す選定フローに従い選定さ

れる竜巻防護対象施設は，建屋に収納されるが防護が期待

できない竜巻防護対象施設として選定する。 

以上の選定結果から，竜巻防護対象施設は以下のように

分類できる。 

 

(１) 建屋に収納される竜巻防護対象施設（外気と繋がっ

ている竜巻防護対象施設を除く） 

(２) 屋外の竜巻防護対象施設 

(３) 建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施

設 

(４) 建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対

象施設 

 

また，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設に

ついては，当該施設の破損等により竜巻防護対象施設等に

波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせる可能性がある

施設又はその施設の特定の区画を，竜巻防護対象施設に波

及的影響を及ぼし得る施設として選定する。 

竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設として

は，竜巻防護対象施設等を除く構築物，系統及び機器の中

から，竜巻防護対象施設等に対し，倒壊による機械的影響

を及ぼし得る施設及び付属施設の破損等による機能的影響

を及ぼし得る施設を以下のとおり選定する。 

竜巻防護対象施設等に機械的影響を及ぼし得る施設とし

ては，建物・構築物の高さと竜巻防護対象施設等との距離

を考慮して，破損又は倒壊により竜巻防護対象施設等に波

及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施

設を竜巻防護対象施設に機械的影響を及ぼし得る施設とし

て選定する。 

竜巻防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設として

は，竜巻防護対象施設の付属設備のうち屋外にあるもの

で，風圧力，気圧差及び飛来物の衝突による破損等により

竜巻防護対象施設の安全機能を損なわせるおそれがある施

設を竜巻防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設とし

て選定する。 

選定した結果から，設計対処施設は以下に分類される。 

・屋外の竜巻防護対象施設 

・竜巻防護対象施設を収納する建屋 

・建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設 

・建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象 

施設 

・竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

 

設計対処施設を以下のとおり，分類ごとに選定する。 

ａ．屋外の竜巻防護対象施設 

(ａ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却

水系冷却塔Ａ，Ｂ 

(ｂ) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

(ｃ) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａに接続す

る屋外設備 

(ｄ) 第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却

塔Ａ，Ｂ 

(ｅ) 主排気筒 

(ｆ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処

理設備 

(ｇ) 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｈ) 前処理建屋換気設備 

○許○設 基③ⅱ（その２） 

【性能１】 

設計荷重（竜巻）に対して安全

機能を損なわない 

 

【評価条件２】 

●設計荷重（竜巻） 

・設計竜巻荷重 

・風圧力による荷重 

・気圧差による荷重 

・飛来物の衝撃荷重 

※風圧力及び気圧差は設計竜巻

の特性値による 

・常時作用する荷重 

・運転時荷重 

・竜巻以外の自然現象による荷 

重 

 

●設計飛来物 

・鋼製材 

寸法：長さ 4.2ｍ×幅 0.3ｍ×奥

行き 0.2ｍ 

質量：135ｋｇ 

最大水平速度：51ｍ／ｓ 

最大鉛直速度：34ｍ／ｓ 

 

・鋼製パイプ（飛来物防護ネッ

トのみ） 

寸法：長さ 2.0ｍ×直径 0.05ｍ 

質量：8.4ｋｇ 

最大水平速度：49ｍ／ｓ 

最大鉛直速度：33ｍ／ｓ 

 

 

○許○設 基② 

【運用】 

設計飛来物よりも運動エネルギ

又は貫通力が大きくなる資機材

及び重大事故等対処設備は固

定，固縛，建屋収納又は敷地か

らの撤去の実施並びに車両の入

構管理，固縛，退避等の措置を

講ずる《保安規定》 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （竜巻）（3 / 17） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｉ) 分離建屋換気設備 

(ｊ) 精製建屋換気設備 

(ｋ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

(ｌ) 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

ここで，屋外の竜巻防護対象施設のうち，(ｃ) を「冷却

塔に接続する屋外設備」，(ｆ)～(ｌ)を合わせて「主排気

筒に接続する屋外配管及び屋外ダクト」という。 

 

ｂ．竜巻防護対象施設を収納する建屋 

(ａ) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

(ｂ) 前処理建屋 

(ｃ) 分離建屋 

(ｄ) 精製建屋 

(ｅ) ウラン脱硝建屋 

(ｆ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

(ｇ) ウラン酸化物貯蔵建屋 

(ｈ) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

(ｉ) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

(ｊ) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

(ｋ) チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 

(ｌ) ハル・エンドピース貯蔵建屋 

(ｍ) 制御建屋 

(ｎ) 分析建屋 

(ｏ) 非常用電源建屋 

(ｐ) 主排気筒管理建屋 

 

ｃ．建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設 

(ａ) せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

(ｂ) 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｃ) 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｄ) 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｅ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処

理設備 

(ｆ) 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ｇ) 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

(ｈ) 前処理建屋換気設備の排気系 

(ｉ) 分離建屋換気設備の排気系 

(ｊ) 精製建屋換気設備の排気系 

(ｋ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の排気

系 

(ｌ) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備

の貯蔵室からの排気系 

(ｍ) 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の排気系 

(ｎ) ガラス固化体貯蔵設備の収納管 

(ｏ) 制御建屋中央制御室換気設備 

 

ｄ．建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象

施設 

(ａ) 第２非常用ディーゼル発電機 

(ｂ) 前処理建屋の安全蒸気系 

(ｃ) 前処理建屋の非常用所内電源系統 

(ｄ) 前処理建屋の計測制御系統施設 

(ｅ) 精製建屋の非常用所内電源系統 

(ｆ) 精製建屋の計測制御系統施設 

(ｇ) 高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用所内電源系統 

(ｈ) 高レベル廃液ガラス固化建屋の計測制御系統施設 

(ｉ) 高レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水系 

(ｊ) 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽

容器 

(ｋ) 非常用電源建屋の非常用所内電源系統 

(ｌ) 主排気筒の排気筒モニタ 

(ｍ) 制御建屋中央制御室換気設備 

 

ｅ．竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

(ａ) 北換気筒 

(ｂ) 使用済燃料輸送容器管理建屋 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （竜巻）（4 / 17） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 

(ｄ) 低レベル廃棄物処理建屋 

(ｅ) 出入管理建屋 

なお，再処理施設内に一時的に保管される使用済燃料収

納キャスクは，竜巻により波及的破損を与えない設計とす

る。竜◇2  

 

1.7.10.3 設計荷重（竜巻）の設定 竜◇4  

1.7.10.3.1 設計竜巻の設定 

設計竜巻の特性値については，現状，設定に足る十分な

信頼性を有した観測記録等が無いため，竜巻ガイドを参考

に設定する。竜②-2設計竜巻の特性値を第 1.7.10－１表に

示す。また，設計竜巻については，今後も継続的に観測デ

ータ及び増幅に関する新たな知見の収集に取り組み，必要

な事項については適切に反映を行う。竜③-1 

 

(１) 設計竜巻の移動速度（ＶＴ） 

設計竜巻の移動速度（ＶＴ）は，独立行政法人原子力安全

基盤機構が東京工芸大学に委託した研究の成果（以下「東

京工芸大学委託 成 果

（７３）

」という。）を参考に，日本の竜巻

における移動速度と最大竜巻風速の関係に基づく以下の式

を用いて算定する。 

ＶＴ＝0.15×ＶＤ 

ＶＤ（ｍ／ｓ）：設計竜巻の最大風速 

 

(２) 設計竜巻の最大接線風速（ＶＲｍ） 

設計竜巻の最大接線風速（ＶＲｍ）は，米国原子力規制委

員会の 基 準

（７４）

類を参考に，以下の式を用いて算定する。 

ＶＲｍ＝ＶＤ－ＶＴ 

 

(３) 設計竜巻の最大接線風速が生じる位置での半径（Ｒ

ｍ） 

設計竜巻の最大接線風速が生じる位置での半径（Ｒｍ）

は，東京工芸大学委託 成 果

（７３）

による日本の竜巻の観測記録

を基に提案されたモデルを参考として，以下の値を用い

る。 

Ｒｍ＝30（ｍ） 

 

(４) 設計竜巻の最大気圧低下量（ΔＰｍａｘ） 

設計竜巻の最大気圧低下量（ΔＰｍａｘ）は，米国原子力規

制委員会の基 準 類

（７４）

のランキン渦モデルによる風速分布を

参考に， 以下の式を用いて算定する。 

ΔＰｍａｘ＝ρ×ＶＲｍ
２ 

ρ：空気密度（1.22（ｋｇ／ｍ３）） 

 

(５) 設計竜巻の最大気圧低下率（（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ） 

設計竜巻の最大気圧低下率（（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ）は，米

国原子力規制委員会の基 準 類

（７４）

のランキン渦モデルによる

風速分布を参考に， 以下の式を用いて算定する。 

（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ＝（ＶＴ／Ｒｍ）×ΔＰｍａｘ 

 

1.7.10.3.2 設計飛来物の設定 竜◇5  

竜巻ガイドを参考に再処理事業所内をふかんした現地調

査及び検討を行い，再処理事業所内の資機材の設置状況を

踏まえ，設計対処施設に衝突する可能性のある飛来物を抽

出する。抽出した飛来物に竜巻ガイドに例示される飛来物

を加え，それぞれの寸法，質量及び形状から飛来の有無を

判断し，運動エネルギ及び貫通力の大きさを考慮して，設

計竜巻により設計対処施設に衝突し得る飛来物（以下「設

計飛来物」という。）を設定する。衝突時に設計対処施設

に与える運動エネルギ又は貫通力が設計飛来物によるもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24



様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （竜巻）（5 / 17） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より大きくなるものについては，浮き上がり又は横滑りの

有無を考慮した上で，固定，固縛，建屋収納又は敷地から

の撤去により飛来物とならないようにする。 

設計対処施設以外の建屋及び屋外施設は，衝突時に設計

対処施設に与える運動エネルギ又は貫通力が設計飛来物よ

り大きくなる飛来物を発生させることのないよう，建屋の

屋根及び外壁を固定する運用とすることから，飛来物の発

生源として考慮しない。 

車両については，周辺防護区域への入構を管理するとと

もに，固縛又は退避を必要とする区域（以下「飛来対策区

域」という。）を設定し，竜巻の襲来が予想される場合に

は，停車又は走行している場所に応じて固縛するか又は飛

来対策区域外の避難場所へ退避することにより，飛来物と

ならないよう管理を行うことから，設計飛来物として考慮

しない。竜③-4 

また，再処理事業所外から飛来するおそれがあり，か

つ，再処理事業所内からの飛来物による衝撃荷重を上回る

と想定されるものとしてむつ小川原ウィンドファームの風

力発電施設のブレードがある。むつ小川原ウィンドファー

ムの風力発電施設から設計対処施設までの距離及び設計竜

巻によるブレードの飛来距離を考慮すると，ブレードが設

計対処施設まで到達するおそれはないことから，ブレード

は設計飛来物として考慮しない。竜◇6  

以上のことから，竜巻ガイドに例示される鋼製材を設計

飛来物として設定する。さらに，飛来物防護ネットの形状

及び寸法を考慮して，鋼製材より小さく飛来物防護ネット

を通過する可能性がある設計飛来物として，竜巻ガイドに

例示される鋼製パイプを設定する。竜②-3 

鋼製パイプより小さく，飛来物防護ネットで捕捉できな

い飛来物として砂利が考えられるが，衝突時の運動エネル

ギは十分小さく，飛来物防護ネットを設置する施設は砂利

による影響を受けない。 

なお，降下火砕物の粒子による影響については，設計飛

来物の影響に包絡される。 

第 1.7.10－２表に再処理施設における設計飛来物を示

す。 

 

 
竜②-4 

 

1.7.10.3.3 荷重の組合せと許容限界 竜◇7  

(１) 設計対処施設に作用する設計竜巻荷重 

設計竜巻により設計対処施設に作用する設計竜巻荷重を

以下に示す。 

ａ．風圧力による荷重 

竜巻の最大風速による荷重であり，竜巻ガイドを参考に

次式のとおり算出する。 

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

ここで， 

ＷＷ ：風圧力による荷重 

ｑ ：設計用速度圧 

Ｇ ：ガスト影響係数（＝1.0） 

Ｃ ：風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位

に応じて設定する。） 

Ａ ：施設の受圧面積 

ｑ＝（1／2）・ρ・ＶＤ
２ 

である。ここで， 

ρ ：空気密度 

ＶＤ ：設計竜巻の最大風速 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （竜巻）（6 / 17） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

である。 

ただし，竜巻による最大風速は，一般的には水平方向の

風速として算定されるが，鉛直方向の風圧力に対してぜい

弱と考えられる設計対処施設が存在する場合には，鉛直方

向の最大風速に基づいて算出した鉛直方向の風圧力による

荷重についても考慮した設計とする。 

 

ｂ．気圧差による荷重 

外気と隔離されている区画の境界部が気圧差による圧力

影響を受ける設備並びに竜巻防護対象施設を収納する建屋

の壁及び屋根においては，設計竜巻による気圧低下によっ

て生じる設計対処施設の内外の気圧差による圧力荷重を考

慮し，より厳しい結果を与える「閉じた施設」を想定して

次式のとおり算出する。「閉じた施設」とは通気がない施

設であり，施設内部の圧力が竜巻の通過以前と以後で等し

いとみなせる。他方，施設の外側の圧力は竜巻の通過中に

変化し，施設内外に圧力を生じさせる。 

ＷＰ＝ΔＰｍａｘ・Ａ 

ここで， 

ＷＰ ：気圧差による荷重 

ΔＰｍａｘ ：最大気圧低下量 

Ａ ：施設の受圧面積 

である。 

 

ｃ．飛来物の衝撃荷重 

竜巻ガイドを参考に，衝突時の荷重が大きくなる向きで

設計飛来物が設計対処施設に衝突した場合の衝撃荷重を算

出する。 

また，貫通評価においても，設計飛来物の貫通力が大き

くなる向きで衝突することを考慮して評価を行う。 

 

(２) 設計竜巻荷重の組合せ 

設計対処施設の設計に用いる設計竜巻荷重は，竜巻ガイ

ドを参考に風圧力による荷重（ＷＷ），気圧差による荷重

（ＷＰ）及び設計飛来物による衝撃荷重（ＷＭ）を組み合わ

せた複合荷重とし，複合荷重ＷＴ１及びＷＴ２は米国原子力規

制委員会の基 準 類

（７５）

を参考として，以下のとおり設定す

る。 

ＷＴ１＝ＷＰ 

ＷＴ２＝ＷＷ＋（1／2）・ＷＰ＋ＷＭ 

設計対処施設にはＷＴ１及びＷＴ２の両荷重をそれぞれ作用さ

せる。 

 

(３) 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は，以下のとおりとす

る。 

ａ．設計対処施設に常時作用する荷重及び運転時荷重 

ｂ．竜巻以外の自然現象による荷重 

竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象で あ り

（３２）

，積

乱雲の発達時に竜巻と同時に発生する可能性がある自然現

象は，落雷，積雪，降雹及び降水である。これらの自然現

象により発生する荷重の組合せの考慮は，以下のとおりと

する。 

なお，風（台風）に対しては，「1.7.9 その他外部から

の衝撃に対する考慮」にて考慮することとしている建築基

準法に基づく風荷重が設計竜巻を大きく下回ることから，

設計竜巻荷重に包絡される。 

ただし，竜巻と同時に発生する自然現象については，今

後も継続的に新たな知見の収集に取り組み，必要な事項に

ついては適切に反映を行う。竜③-2 

 

(ａ) 落  雷 

竜巻及び落雷が同時に発生する場合においても，落雷に

よる影響は雷撃であり，荷重は発生しない。 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （竜巻）（7 / 17） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）竜巻に対する影響評価及び竜巻防護対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 積  雪 

再処理施設の立地地域は，冬季においては積雪があるた

め，冬季における竜巻の発生を想定し，建築基準法に基づ

いて積雪の荷重を適切に考慮する。 

 

(ｃ) 降  雹 

降雹は積乱雲から降る直径５ｍｍ以上の氷の粒であり，

仮に直径 10ｃｍ程度の大型の降雹を仮定した場合でも，そ

の質量は約 0.5ｋｇである。竜巻及び降雹が同時に発生する

場合においても，直径 10ｃｍ程度の降雹の終端速度は 59

ｍ／ｓ

（３３）

，運動エネルギは約 0.9ｋＪであり，設計飛来物の

運動エネルギと比べて十分小さく，降雹の衝突による荷重

は設計竜巻荷重に包絡される。 

 

(ｄ) 降  水 

竜巻及び降水が同時に発生する場合においても，降水に

より屋外施設に荷重の影響を与えることはなく，また降水

による荷重は十分小さいため，設計竜巻荷重に包絡され

る。 

 

ｃ．設計基準事故時荷重 

設計対処施設に作用させる設計竜巻荷重には，設計基準

事故時に生ずる荷重の組合せを適切に考慮する設計とす

る。すなわち，竜巻により設計対処施設に作用する衝撃及

び設計基準事故時に生ずる荷重を，それぞれの因果関係及

び時間的変化を考慮して適切に組み合わせて設計する。ま

た，設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生すると考えられ

る竜巻により，設計対処施設に作用する衝撃と設計基準事

故時に生ずる荷重を適切に考慮して設計する。 

設計対処施設は，設計竜巻に対して安全機能を損なわな

い設計とすることから，設計竜巻と設計基準事故は独立事

象となる。設計竜巻と設計基準事故が同時に発生する頻度

は十分小さいことから，設計基準事故時荷重と設計竜巻の

組合せは考慮しない。 

仮に，設計基準事故発生時に，風速が小さく発生頻度の

高い竜巻が襲来した場合，安全上重要な施設に荷重を加え

る設計基準事故である「プルトニウム精製設備のセル内で

の有機溶媒火災」及び「プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応」による荷重との組合せが考えら

れる。これらの設計基準事故による荷重を受けるプルトニ

ウム精製塔セル及びプルトニウム濃縮缶は，竜巻による荷

重を受けることはないため，設計基準事故時荷重と竜巻の

組合せは考慮しない。 

 

 (４) 許容限界 

建屋・構築物の設計において，設計飛来物の衝突による

貫通及び裏面剥離発生の有無の評価については，貫通及び

裏面剥離が発生する限界厚さ及び部材の最小厚さを比較す

ることにより行う。さらに，設計荷重（竜巻）により発生

する変形又は応力が安全上適切と認められる以下の規格及

び規準等による許容応力度等の許容限界に対して安全余裕

を有する設計とする。 

・建築基準法 

・日本産業規格 

・日本建築学会等の基準，指針類 

・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987（日本電気

協会） 

・原子力エネルギー協会（ＮＥＩ）の基準・指針類 

設備の設計においては，設計飛来物の衝突による貫通の

有無の評価について，貫通が発生する限界厚さ及び部材の

最小厚さを比較することにより行う。さらに，設計荷重

（竜巻）により発生する応力が安全上適切と認められる以

下の規格及び規準等による許容応力等の許容限界に対して

安全余裕を有する設計とする。 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （竜巻）（8 / 17） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻に対する防護設計においては，設計荷重（竜巻）

に対して，安全機能を損なわないよう，機械的強度を有

する建物により防護する設計を基本とする。 

ただし，建屋による防護が期待できない竜巻防護対象

施設及び屋外に設置される竜巻防護対象施設について

は，設計飛来物の衝突によって安全機能を損なうことを

防止するため，竜巻防護対策設備を設置する。竜①-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の竜巻防護対象施設は，設計荷重（竜巻）に対し

て，構造強度評価を実施し，安全機能を損なわない設計

とする。設計荷重（竜巻）により安全機能を損なう可能

性のある場合には，竜巻防護対策を講ずることにより安

全機能を損なわない設計とする。竜①-7 

屋外の重大事故等対処設備は，設計荷重（竜巻）に対

して，構造強度評価を実施し，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なわない設計とする。若しくは，位

置的分散を考慮した配置とすることにより重大事故等に

対処するために必要な機能を損なわない設計とする。竜

⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び設備 

(４) その他の主要な事項 

(ⅳ) 竜巻防護対策設備 

設計竜巻から防護する施設（以下「竜巻防護対象施設」

という。）は建屋内に設置し，建屋による防護によって，

設計荷重に対して安全機能を損なわない設計とすることを

基本とする。ただし，建屋による防護が期待できない竜巻

防護対象施設及び屋外に設置される竜巻防護対象施設につ

いては，設計飛来物の衝突によって安全機能を損なうこと

を防止するため，竜巻防護対策設備を設置する。竜①-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・日本産業規格 

・日本建築学会等の基準，指針類 

・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987（日本電気

協会） 

・原子力エネルギー協会（ＮＥＩ）の基準・指針類 

 

1.7.10.4 竜巻防護設計 竜◇8  

竜巻に対する防護設計においては，竜巻ガイドを参考

に，基準竜巻，設計竜巻及び設計荷重を適切に設定し，竜

巻防護対象施設又は竜巻防護対象施設を収納する区画の構

造健全性を確保するため，機械的強度を有する，建物の外

壁及び屋根により建物全体を保護する，あるいは竜巻防護

対策を講ずることにより，以下の事項に対して安全機能を

損なわない設計とする。 

(１) 飛来物の衝突による建屋・構築物の貫通，裏面剥離

及び設備（系統・機器）の損傷 

(２) 設計竜巻荷重及びその他の荷重（常時作用する荷

重，運転時荷重，竜巻以外の自然現象による荷重及

び設計基準事故時荷重）を適切に組み合わせた設計

荷重（竜巻） 

(３) 竜巻による気圧の低下 

竜巻防護対象施設，竜巻防護対象施設を収納する建屋及

び竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設の設計

竜巻からの防護設計方針を以下に示す。また，竜巻防護対

象施設及び防護対策等を第 1.7.10－３表に，竜巻防護対象

施設に波及的影響を及ぼし得る施設及び防護対策等を第

1.7.10－４表に，竜巻防護対象施設を収納する建屋及び防

護対策等を第 1.7.10－５表に示す。 

 

1.7.10.4.1 屋外の竜巻防護対象施設 竜◇8  

屋外の竜巻防護対象施設は，設計荷重（竜巻）により安

全機能を損なう可能性のある場合には，竜巻防護対策を講

ずることにより安全機能を損なわない設計とする。竜①-7

具体的には以下のとおりである。 

 (１) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却

水系冷却塔Ａ，Ｂ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系

は，独立した２系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ及び配管

系により構成する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系

冷却塔Ａ，Ｂは，風圧力による荷重及び冷却塔の自重に対

して構造健全性を維持し，安全機能を損なわない設計とす

る。 

その上で，２系列の冷却塔に対して，飛来物防護ネット

及び飛来物防護板を設置し，飛来物の衝突による損傷を防

止することによって，安全機能を損なわない設計とする。 

 

(２) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

再処理設備本体用 安全冷却水系は，独立した２系列の

冷却塔，冷却水循環ポンプ及び配管系により構成する。 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂは，風圧

力による荷重及び冷却塔の自重に対して構造健全性を維持

し，安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，２系列の冷却塔に対して，飛来物防護ネット

及び飛来物防護板を設置し，飛来物の衝突による損傷を防

止することによって，安全機能を損なわない設計とする。 

 

(３) 冷却塔に接続する屋外設備 

冷却塔に接続する屋外設備は，再処理設備本体用 安全

冷却水系冷却塔Ａにて除熱した安全冷却水を，再処理設備

本体用の安全冷却水系に供給するための冷却水配管及び再

処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａへの給電系統のう

ち屋外に設置される範囲をいう。 

冷却塔に接続する屋外設備は，設計荷重（竜巻）に対し

て構造健全性を維持し，安全機能を損なわない設計とす

る。また，冷却塔に接続する屋外設備は，飛来物の衝突に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設 基③ⅱ（その３） 

【性能１】 

設計荷重（竜巻）に対して安全

機能を損なわない 

 

【手段：設備】 

●屋外の竜巻防護対象施設 

・設計荷重（竜巻）に対して機

械的強度を有する 

・竜巻防護対策設備による防護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28



様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （竜巻）（9 / 17） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻防護対象施設を収納する建屋は，設計荷重（竜

巻）に対して，構造強度評価を実施し，建屋内の竜巻防

護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。竜①-8 

重大事故等対処設備を収納する建屋は，設計荷重（竜

巻）に対して，構造強度評価を実施し，建屋内の重大事

故等対処設備が重大事故等に対処するために必要な機能

を損なわない設計とする。若しくは，位置的分散を考慮

した重大事故等対処設備の配置とすることにより重大事

故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とす

る。竜⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よる貫通を防止することができるように，それ自体が十分

な厚さを有する配管又は鋼板で構成すること，又は設計飛

来物の衝突により損傷するおそれがある箇所について，飛

来物防護板を設置することによって安全機能を損なわない

設計とする。 

 

(４) 第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却

塔Ａ，Ｂ 

第２非常用ディーゼル発電機は，独立した２系列の冷却

塔を有する設計とする。 

第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔

Ａ，Ｂは，風圧力による荷重及び冷却塔の自重に対して構

造健全性を維持し，安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，飛来物防護ネット及び飛来物防護板を設置

し，飛来物の衝突による損傷を防止することによって安全

機能を損なわない設計とする。 

 

(５) 主排気筒 

主排気筒は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔槽類

廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備で処理した気体状の放射性物質を，換気設備の排気とと

もに大気へ放出する。 

主排気筒は，設計荷重（竜巻）に対して構造健全性を維

持し，安全機能を損なわない設計とする。また，主排気筒

の筒身は，飛来物の衝突によって貫通し，排気経路の維持

機能を損なわないよう十分な厚さを有する設計とする。 

 

(６) 主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクト 

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトは，風圧力

による荷重及び主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダク

トの自重に対して構造健全性が維持され安全機能を損なわ

ない設計とする。また，主排気筒に接続する屋外配管及び

屋外ダクトに対しては，設計飛来物の衝突により損傷する

ことを考慮して，飛来物防護板を設置し，飛来物の衝突に

よる貫通を防止することによって安全機能を損なわない設

計とする。 

 

1.7.10.4.2 竜巻防護対象施設を収納する建屋 竜◇8  

竜巻防護対象施設を収納する建屋は，設計荷重（竜巻）

に対して，主架構の構造健全性を維持するとともに，個々

の部材の破損により施設内の竜巻防護対象施設が安全機能

を損なわない設計とする。竜①-8 

また，設計飛来物の衝突に対しては，貫通及び裏面剥離

の発生により竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設

計とする。具体的には以下のとおりである。 

(１) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，分離建屋，ウラン脱

硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，ウラン酸化

物貯蔵建屋，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋，

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋，ハ

ル・エンドピース貯蔵建屋及び分析建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持す

るとともに，個々の部材の破損により竜巻防護対象施設が

安全機能を損なわない設計とする。 

また，設計飛来物の衝突に対しては，貫通及び裏面剥離

の発生により施設内の竜巻防護対象施設が安全機能を損な

わない設計とする。 

 

(２) 前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化

建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持す

るとともに，個々の部材の破損により竜巻防護対象施設が

安全機能を損なわない設計とする。 

また，設計飛来物の衝突に対しては，貫通及び裏面剥離

の発生により竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設

計とする。 

非常用所内電源系統，計測制御系統施設，安全冷却水系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手段：設備】 

●竜巻防護対象施設を収納する

建屋 

・設計荷重（竜巻）に対して機

械的強度を有する 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （竜巻）（10 / 17） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設

は，気圧差荷重に対して構造強度評価を実施し，竜巻防

護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。竜①-9 

建屋内の施設で外気と繋がっている重大事故等対処設

備は，気圧差荷重に対して構造強度評価を実施し，重大

事故等対処設備が重大事故等に対処するために必要な機

能を損なわない設計とする。竜⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象

施設は，竜巻防護対策を講ずることにより，設計荷重

（竜巻）による影響に対して，安全機能を損なわない設

計とする。竜①-10 

建屋に収納されるが防護が期待できない重大事故等対

処設備は，竜巻防護対策を講ずること若しくは位置的分

散を考慮した配置とすることにより，設計荷重（竜巻）

による影響に対して，重大事故等に対処するために必要

な機能を損なわない設計とする。竜⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び安全蒸気系を設置する室の外壁，屋根及び開口部には

飛来物防護板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通及び

裏面剥離を防止する設計とする。 

 

(３) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持す

る設計とするとともに，個々の部材の破損により竜巻防護

対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器

を設置する室の外壁には飛来物防護板を設置し，設計飛来

物の衝突による貫通及び裏面剥離を防止する設計とする。 

(４) 非常用電源建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持す

る設計とするとともに，個々の部材の破損により竜巻防護

対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

第２非常用ディーゼル発電機及びこれに接続される非常

用所内電源系統を設置する室の外壁及び開口部には飛来物

防護板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通を防止する

設計とする。 

 

(５) 主排気筒管理建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持す

る設計とする。 

主排気筒の排気筒モニタを設置する室の外壁及び屋根に

は飛来物防護板を設置し，飛来物の衝突による貫通を防止

する設計とする。 

 

(６) 制御建屋 

設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持す

るとともに，個々の部材の破損により竜巻防護対象施設が

安全機能を損なわない設計とする。 

また，設計飛来物の衝突に対しては，貫通及び裏面剥離

の発生により竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設

計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備を設置する室の開口部には

飛来物防護板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通及び

裏面剥離を防止する設計とする。 

 

1.7.10.4.3 建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護

対象施設 竜◇8  

外気と繋がっている竜巻防護対象施設は，気圧差荷重に

対して構造健全性が維持できるものとする。竜①-9 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備，前処理建屋塔槽類廃

ガス処理設備，分離建屋塔槽類廃ガス処理設備，精製建屋

塔槽類廃ガス処理設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化建屋塔

槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理

設備，前処理建屋換気設備の排気系，分離建屋換気設備の

排気系，精製建屋換気設備の排気系，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋換気設備の排気系，ウラン・プルトニウム

混合酸化物貯蔵建屋換気設備の貯蔵室からの排気系及び高

レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の排気系は，気圧差荷

重に対して構造健全性を維持できるよう十分な強度を有す

る設計とする。 

ガラス固化体貯蔵設備の収納管は，通風管との間に冷却

空気を流す構造としている。収納管は気圧差による荷重に

対して構造健全性を維持できるよう十分な強度を有する設

計とし，安全機能を損なわない設計とする。 

 

1.7.10.4.4 建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻

防護対象施設 竜◇8  

建屋に収納される竜巻防護対象施設のうち，建屋が設計

竜巻の影響により損傷する可能性があるために設計竜巻に

よる影響から防護できない可能性のある竜巻防護対象施設

は，竜巻防護対策を講ずることにより，設計荷重（竜巻）

による影響に対して，安全機能を損なわない設計とし，安

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手段：設備】 

●建屋内の施設で外気と繋がっ

ている竜巻防護対象施設 

・気圧差荷重に対して機械的強

度を有する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手段：設備】 

●建屋に収納されるが防護が期

待できない竜巻防護対象施設 

・竜巻防護対策設備による防護 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （竜巻）（11 / 17） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

竜巻防護対策設備は，設計竜巻によって発生する設計

飛来物による安全機能を有する施設への影響を防止する

ための飛来物防護板（鋼材又は鉄筋コンクリート）及び

飛来物防護ネット（ネット：鋼線、支持架構：鋼材）で

構成する。 

飛来物防護板は，設計飛来物の貫通を防止し，設計荷

重（竜巻）に対して支持架構の構造健全性を維持し，竜

巻防護対象施設の安全機能に影響を与えない設計とす

る。 

飛来物防護ネットは，設計飛来物の運動エネルギを吸

収し，設計飛来物の通過を防止し，設計荷重（竜巻）に

対して支持架構の構造健全性を維持し，冷却塔の冷却性

能に影響を与えない設計とする。 

また，飛来物防護板及び飛来物防護ネットは，地震，

火山の影響及び外部火災により竜巻防護対象施設に波及

的影響を与えない設計とする。竜①-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 構 造 

竜巻防護対策設備は，設計竜巻によって発生する設計飛

来物による安全機能を有する施設への影響を防止するため

の飛来物防護板及び飛来物防護ネットで構成する。 

飛来物防護板及び飛来物防護ネットは，地震，火山の影

響及び外部火災により竜巻防護対象施設に波及的影響を与

えない設計とする。竜①-11 

 

(ｂ) 主要な設備の種類 

 飛来物防護板 

種  類 防護板               

材  料 鋼材又は鉄筋コンクリート      

 

 飛来物防護ネット 

種  類 防護ネット             

材  料 鋼線（ネット）           

      鋼材（支持架構）竜①-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全上重要な施設の安全機能を損なわない設計とする。竜①-

10 

なお，設計竜巻による開口部の開放及び設計飛来物の衝

突による開口部の建具の貫通が発生することが考えられる

が，竜巻防護対象施設を設置する室の開口部には竜巻防護

対策を講ずることにより，竜巻防護対象施設の安全機能を

損なわない設計とする。具体的には以下のとおりである。 

(１) 第２非常用ディーゼル発電機 

第２非常用ディーゼル発電機は，外部電源が喪失した場

合に，再処理施設（使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な

施設を除く）の安全上重要な施設の安全機能の確保に必要

な負荷（以下「安全上重要な負荷」という。）に給電する

ための非常用所内電源として２台備える。 

設計飛来物の衝突により，第２非常用ディーゼル発電機

の安全機能が喪失するおそれのある建屋外壁及び開口部に

は，飛来物防護板を設置し，設計飛来物の衝突による貫通

を防止することによって，竜巻による外部電源喪失時にも

安全機能を損なわない設計とする。 

 

(２) 前処理建屋の安全蒸気系 

安全蒸気系は，崩壊熱による沸騰のおそれがあるか，又

はｎ－ドデカンの引火点に達するおそれのある漏えい液を

安全に移送するためのスチームジェットポンプに蒸気を供

給するための設備であり，セル等内に設置の機器から液体

状の放射性物質の漏えいが生じた場合で一般蒸気系が使用

できない場合に使用する。 

前処理建屋の安全蒸気系を設置する室の外壁及び屋根並

びに前処理建屋の安全蒸気系の安全機能が喪失するおそれ

のある建屋開口部には飛来物防護板を設置し，飛来物の衝

突による貫通及び裏面剥離を防止することによって安全機

能を損なわない設計とする。 

 

(３) 前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化

建屋の非常用所内電源系統及び計測制御系統施設並びに高

レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水系 

前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋

の非常用所内電源系統は，6.9ｋＶ非常用主母線から変圧器

を通して 460Ｖ非常用母線に受電し，前処理建屋，精製建屋

及び高レベル廃液ガラス固化建屋内の安全上重要な負荷に

給電する。 

また，前処理建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固

化建屋の計測制御系統施設は，安全機能を有する施設の健

全性に係るプロセス変数を集中的に監視及び制御する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水系は，冷却水

によってその安全機能が維持される再処理施設の安全上重

要な施設のうち高レベル廃液ガラス固化建屋に設置される

施設へ冷却水を供給する。 

設計飛来物の衝突により，非常用所内電源系統，計測制

御系統施設及び安全冷却水系の安全機能が喪失するおそれ

のある建屋開口部には，飛来物防護板を設置し，設計飛来

物の衝突による貫通及び裏面剥離を防止することによって

安全機能を損なわない設計とする。 

 

(４) 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽

容器 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンに設置する

遮蔽容器は，ガラス固化体３本，収納管プラグ及び収納管

ふたを収納する。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器

を設置する室の外壁には飛来物防護板を設置し，飛来物の

衝突による貫通及び裏面剥離を防止することによって遮蔽

容器の安全機能を損なわない設計とする。 

 

(５) 非常用電源建屋の非常用所内電源系統 

非常用電源建屋の非常用所内電源系統は，第２非常用デ

ィーゼル発電機から 6.9ｋＶ非常用主母線を通して各建屋の

 

 

 

 

 

 

○許○設 基③ⅱ（その４） 

【性能２】 

設計竜巻によって発生する設計

飛来物による安全機能を有する

施設への影響防止 

 

【手段：設備】 

以下の条件を満たす竜巻防護対

策設備の設置 

●飛来物防護板 

・設計飛来物の貫通防止 

・設計荷重（竜巻）に対する構

造健全性維持 

・竜巻防護対象施設の安全機能

への影響防止 

・地震，火山，外部火災による

竜巻防護対象施設への波及的影

響防止 

⇒影響評価については，各事象

（地震、火山、外部火災）参照 

●飛来物防護ネット 

・設計飛来物の運動エネルギ吸

収 

・設計飛来物の通過防止 

・設計荷重（竜巻）に対する構

造健全性維持 

・冷却塔の冷却性能への影響防

止 

・地震，火山，外部火災による

竜巻防護対象施設への波及的影

響防止 

⇒影響評価については，各事象

（地震、火山、外部火災）参照 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （竜巻）（12 / 17） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設は，

設計荷重（竜巻）に対して，構造強度評価を実施し，周

辺の竜巻防護対象施設の安全機能を損なわない設計とす

る。竜①-12 

重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼし得る施設

は，設計荷重（竜巻）に対して，構造強度評価を実施

し，周辺の重大事故等対処設備の重大事故等に対処する

ために必要な機能を損なわない設計とする。竜⑤ 

 

屋外の重大事故等対処設備は，竜巻による風圧力によ

る荷重に対し，竜巻防護対象施設及び重大事故等に対処

するために必要な機能に悪影響を及ぼさない設計とす

る。屋外の重大事故等対処設備は，浮き上がり又は横滑

りを拘束することにより，悪影響を防止する設計とす

る。ただし，浮き上がり又は横滑りを拘束する車両等の

重大事故等対処設備のうち，地震時の移動を考慮して地

震後の機能を維持する設備は，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なわないよう，余長を有する固縛で

固定する。竜⑤ 

建屋内の重大事故等対処設備は，竜巻による風圧力に

よる荷重を考慮して他の設備に悪影響を及ぼさないよ

う，重大事故等対処設備を収納する建屋により防護する

設計とする。竜⑤ 

 

竜巻随伴事象に対する設計は，竜巻ガイドを参考に，

過去の他地域における竜巻被害状況及び再処理施設の配

置から，竜巻随伴事象として火災，溢水及び外部電源喪

失を想定し，これらの事象が発生した場合においても，

竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。

竜④ 

 

竜巻随伴事象のうち火災に対しては，火災源と竜巻防

護対象施設の位置関係を踏まえて熱影響を評価した上

で，竜巻防護対象施設の安全機能に影響を与えない設計

とすることを外部火災防護に関する設計にて考慮する。

竜④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460Ｖ主母線に給電する。これらの一連の非常用所内電源系

統に対して建屋開口部に飛来物防護板を設置し，設計飛来

物の衝突による貫通を防止することによって安全機能を損

なわない設計とする。 

 

(６) 主排気筒の排気筒モニタ 

主排気筒管理建屋に設置される排気筒モニタは，主排気

筒から放出される気体廃棄物に含まれる放射性希ガスを連

続監視する。 

主排気筒の排気筒モニタ及びこれを設置する主排気筒管

理建屋に飛来物防護板を設置し，設計飛来物の衝突による

貫通を防止することによって安全機能を損なわない設計と

する。 

 

(７) 制御建屋中央制御室換気設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，気体状の放射性物質及

び外部火災により発生する有毒ガスに対して，運転員その

他の従事者を防護する設備である。 

設計飛来物の衝突により当該機能が喪失するおそれのあ

る建屋開口部に飛来物防護板を設置し，設計飛来物の衝突

による貫通及び裏面剥離を防止することによって安全機能

を損なわない設計とする。 

 

1.7.10.4.5 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る

施設 竜◇8  

竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設につい

ては，設計荷重（竜巻）を考慮しても倒壊等に至らないよ

う必要に応じて補強すること等により，周辺の竜巻防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とする。竜①-12具体的

には以下のとおりである。 

北換気筒，使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料受

入れ・貯蔵管理建屋，低レベル廃棄物処理建屋及び出入管

理建屋は，倒壊等に至った場合には周辺の施設に波及的影

響を及ぼすおそれがあることから，設計飛来物の衝突によ

る貫通及び風圧力による荷重を考慮しても倒壊等に至らな

い設計とし，周辺の竜巻防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.10.5 竜巻随伴事象に対する設計竜④ 

竜巻ガイドを参考に，過去の他地域における竜巻被害状

況及び再処理施設の配置を図面等により確認した結果，竜

巻随伴事象として以下の事象を想定し，これらの事象が発

生した場合においても，竜巻防護対象施設が安全機能を損

なわない設計とする。 

(１) 火  災 

竜巻により屋外にある危険物貯蔵施設等（ボイラ用燃料

受入れ・貯蔵所，ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵

所及びボイラ用燃料貯蔵所）が損傷し，漏えい及び防油堤

内での火災が発生したとしても，火災源と竜巻防護対象施

設の位置関係を踏まえて熱影響を評価した上で，竜巻防護

対象施設の許容温度を超えないように防護対策を講じ，竜

巻防護対象施設の安全機能に影響を与えない設計とするこ

とを「1.7.11 外部火災防護に関する設計」にて考慮す

る。 

建屋内に設置される竜巻防護対象施設のうち開口部を有

する室に設置されるものは，飛来物防護板の設置による防

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設 基③ⅱ（その５） 

【性能３】 

設計荷重（竜巻）に対して倒壊

等に至らない 

 

【手段：設備】 

●竜巻防護対象施設に波及的影

響を及ぼし得る施設 

・設計荷重（竜巻）に対して機

械的強度を有する（必要に応じ

補強） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
外部火災防護に関する設計にて

考慮 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （竜巻）（13 / 17） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

竜巻随伴事象のうち溢水に対しては，溢水源と竜巻防

護対象施設の位置関係を踏まえた影響評価を行った上

で，竜巻防護対象施設の安全機能が損なわれないよう必

要に応じて堰を設ける等の防護対策を講じ，竜巻防護対

象施設の安全機能に影響を与えない設計とすることを溢

水防護に関する設計にて考慮する。竜④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻随伴事象のうち外部電源喪失に対しては，非常用

所内電源系統，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔並びに第２非常用ディーゼル発電機

用 安全冷却水系冷却塔の安全機能を確保できる設計と

することにより，竜巻防護対象施設の安全機能を維持す

る設計とする。竜④ 

 

 

護対策を講ずることを考慮すると，設計飛来物が当該室に

侵入することはないことから，設計竜巻により建屋内に火

災が発生し，竜巻防護対象施設に影響を及ぼすことは考え

られない。 

 

(２) 溢  水 

再処理事業所内の屋外タンク等の破損による溢水を想定

し，溢水源と竜巻防護対象施設の位置関係を踏まえた影響

評価を行った上で，竜巻防護対象施設の安全機能が損なわ

れないよう必要に応じて堰を設ける等の防護対策を講じ，

竜巻防護対象施設の安全機能に影響を与えない設計とする

ことを「1.7.15 溢水防護に関する設計」にて考慮する。 

建屋内に設置される竜巻防護対象施設のうち開口部を有

する室に設置されるものは，飛来物防護板の設置による防

護対策を講ずることを考慮すると設計飛来物が当該室に侵

入することはないことから，設計竜巻により建屋内に溢水

が発生し，竜巻防護対象施設に影響を及ぼすことは考えら

れない。また，竜巻防護対象施設のない開口部を有する室

については，設計竜巻による建屋内の溢水が発生したとし

ても安全機能に影響を与えることはない。 

 

(３) 外部電源喪失 

設計竜巻，設計竜巻と同時に発生する雷・雹等，あるい

はダウンバースト等による外部電源喪失に対しては，非常

用所内電源系統，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔並びに第２非常用ディーゼル発電機用 

安全冷却水系冷却塔の安全機能を確保できる設計とするこ

とにより，竜巻防護対象施設の安全機能を維持する設計と

する。 

 

1.7.10.6 手順等 竜◇10  

(１) 飛来物発生防止対策 

設計竜巻による飛来物の発生防止を図るため，以下の事

項を考慮した手順を定める。 

・設計対処施設以外の建屋，屋外施設及び資機材で飛来物

となる可能性のあるものは，浮き上がり又は横滑りの有

無を考慮した上で，飛来時の運動エネルギ及び貫通力が

設計飛来物である鋼製材よりも大きなものについて，設

置場所に応じて固定，固縛，建屋収納又は敷地からの撤

去を行う。 

・車両については，周辺防護区域内への入構を管理すると

ともに，飛来対策区域を設定し，竜巻の襲来が予想され

る場合に車両が飛来物とならないよう固縛又は飛来対策

区域外の退避場所へ退避する。 

・飛来対策区域は，車両から距離を取るべき離隔対象施設

と車両との間に取るべき離隔距離を考慮して設定する。 

離隔距離の検討に当たっては，先ず解析により車両の

最大飛来距離を求める。解析においては，フジタモ

デル

（６９）

の方がランキン渦モデルよりも地表面における竜

巻の風速場をよく再現していること及び車両は地表面に

あることから，フジタモデルを適用する。フジタモデル

を適用した車両の最大飛来距離の算出結果を第 1.7.10－

６表に示す。車両の最大飛来距離の算出結果は 170ｍであ

るが，フジタモデルを適用した解析における不確実性を

補うため，算出結果に安全余裕を考慮して，離隔距離を

200ｍとする。 

飛来対策区域を第 1.7.10－６図のとおりとする。 

・車両の退避場所は，周辺防護区域内及び周辺防護区域外

に設ける。 

また，フジタモデルを適用した解析における不確実性を

補うため，周辺防護区域内の退避場所に退避する車両に

ついては固縛の対象とする。 

・竜巻に対する運用管理を確実に実施するために必要な技

術的能力を維持・向上させることを目的とし，教育及び

訓練を定期的に実施する。 

 

 

 

 

 

溢水防護に関する設計にて考慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設 基① 

【性能】 

竜巻随伴事象である外部電源喪

失に対して竜巻防護対象施設の

安全機能を維持する 

【手段：設備】 

非常用所内電源系統，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔並びに第２

非常用ディーゼル発電機用 安

全冷却水系冷却塔の安全機能の

確保 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （竜巻）（14 / 17） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

9.11 竜巻防護対策設備 竜◇9  

9.11.1 概  要 竜◇9  

竜巻防護対策設備は，竜巻が襲来した場合において竜巻

防護対象施設を設計飛来物の衝突から防護するためのもの

であり，飛来物防護板及び飛来物防護ネットで構成する。 

飛来物防護板は，前処理建屋の安全蒸気系を設置する室

の外壁，屋根及び開口部，前処理建屋及び精製建屋の非常

用所内電源系統を設置する室及び計測制御系統施設を設置

する室の開口部，高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用所

内電源系統を設置する室，計測制御系統施設を設置する室

及び安全冷却水系を設置する室の開口部，非常用電源建屋

の第２非常用ディーゼル発電機を設置する室の外壁及び開

口部並びに非常用所内電源系統を設置する室の開口部，第

１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器を設

置する室の外壁，主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダ

クト，主排気筒の排気筒モニタ及びこれを設置する主排気

筒管理建屋，制御建屋中央制御室換気設備を設置する室の

開口部並びに冷却塔に接続する屋外設備に設置する。 

飛来物防護ネットは，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，再処理設備本体用 

安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ及び第２非常用ディーゼル発電

機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂに設置し，飛来物防護ネ

ットが設置出来ない部分については飛来物防護板を設置す

る。 

 

9.11.2 設計方針 竜◇9  

竜巻防護対策設備の設計に際しては，竜巻防護対象施設

が安全機能を損なわないよう，次のような方針で設計す

る。 

(１) 飛来物防護板 

ａ．設計飛来物の貫通を防止することができる設計とす

る。 

ｂ．設計荷重（竜巻）に対して，支持架構の構造健全性を

維持できる設計とする。 

ｃ．竜巻防護対象施設の安全機能に影響を与えない設計と

する。 

ｄ．地震，火山の影響及び外部火災により竜巻防護対象施

設に波及的影響を与えない設計とする。 

 

(２) 飛来物防護ネット 

ａ．設計飛来物の運動エネルギを吸収することができる設

計とする。 

ｂ．設計飛来物の通過を防止できる設計とする。 

ｃ．設計荷重（竜巻）に対して，支持架構の構造健全性を

維持できる設計とする。 

ｄ．冷却塔の冷却性能に影響を与えない設計とする。 

ｅ．地震，火山の影響及び外部火災により竜巻防護対象施

設に波及的影響を与えない設計とする。竜①-11 

 

9.11.3 主要設備の仕様 竜◇9  

竜巻防護対策設備の主要設備の仕様を第 9.11.3－１表に

示す。 

 

9.11.4 主要設備 竜◇9  

(１) 飛来物防護板 

飛来物防護板は，前処理建屋の安全蒸気系を設置する室

の外壁，屋根及び開口部，前処理建屋及び精製建屋の非常

用所内電源系統を設置する室及び計測制御系統施設を設置

する室の開口部，高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用所

内電源系統を設置する室，計測制御系統施設を設置する室

及び安全冷却水系を設置する室の開口部，非常用電源建屋

の第２非常用ディーゼル発電機を設置する室の外壁及び開

口部並びに非常用所内電源系統を設置する室の開口部，第

１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器を設
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （竜巻）（15 / 17） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
置する室の外壁，主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダ

クト，主排気筒の排気筒モニタ及びこれを設置する主排気

筒管理建屋，制御建屋中央制御室換気設備を設置する室の

開口部並びに冷却塔に接続する屋外設備に設ける設計とす

る。 

飛来物防護板の配置を第 9.11.4－１図に，飛来物防護板

の概略図を第 9.11.4－２図(1)～9.11.4－２図(3)に示す。 

 

(２) 飛来物防護ネット 

飛来物防護ネットは，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，再処理設備本体用 

安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ及び第２非常用ディーゼル発電

機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂに向かってあらゆる方向

から飛来する設計飛来物から防護するため，それぞれの冷

却塔全体を覆う設計とする。 

また，飛来物防護ネットが設置出来ない部分には飛来物

防護板を設け，設計飛来物から防護する設計とする。 

飛来物防護ネットの設置位置を第 9.11.4－１図に，飛来

物防護ネットの概略図を第 9.11.4－３図に示す。 

 

9.11.5 試験・検査 竜◇9  

飛来物防護板及び飛来物防護ネットは，定期的に検査を

行うことによりその健全性を確認する。 

 

9.11.6 評  価 竜◇9  

(１) 飛来物防護板 

ａ．飛来物防護板は，設計飛来物の貫通を防止することが

できる設計とすることから，設計飛来物が竜巻防護対

象施設に衝突することはない。 

ｂ．飛来物防護板は，設計荷重（竜巻）に対して，支持架

構の構造健全性を維持できる設計とすることから，竜

巻防護対象施設が損傷を受けることはなく，安全機能

を損なうことはない。 

ｃ．飛来物防護板は，竜巻防護対象施設の安全機能に影響

を与えない設計とすることから，安全上重要な施設の

安全機能を維持することができる。 

ｄ．飛来物防護板は，地震，火山の影響及び外部火災によ

って竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼさない設計

とすることから，竜巻防護対象施設の安全機能を損な

うことはない。 

ｅ．飛来物防護板は定期的に検査を行うことから，その健

全性を維持することができる。 

 

 (２) 飛来物防護ネット 

ａ．飛来物防護ネットは，設計飛来物の運動エネルギを吸

収することができ，かつ，設計飛来物の通過を防止で

きる設計とすることから，設計飛来物が竜巻防護対象

施設に衝突することはない。 

ｂ．飛来物防護ネットは，設計荷重（竜巻）に対して，支

持架構の構造健全性を維持できる設計とすることか

ら，竜巻防護対象施設が損傷を受けることはなく，安

全機能を損なうことはない。 

ｃ．飛来物防護ネットは，冷却塔の冷却性能に影響を与え

ない設計とすることから，安全上重要な施設の冷却機

能を維持することができる。 

ｄ．飛来物防護ネットは，地震，火山の影響及び外部火災

によって竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼさない

設計とすることから，竜巻防護対象施設の安全機能を

損なうことはない。 

ｅ．飛来物防護ネットは定期的に検査を行うことから，そ

の健全性を維持することができる。 

 

第 9.11.3－１表 竜巻防護対策設備の主要設備の仕様 

(１) 飛来物防護板 

ａ．前処理建屋の安全蒸気系設置室の飛来物防護板 

種  類    防護板 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （竜巻）（16 / 17） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
基  数    １式 

材  料    鋼材又は鉄筋コンクリート＊ 

 

ｂ．前処理建屋の非常用所内電源系統及び計測制御系統施

設設置室の飛来物防護板 

種  類    防護板 

基  数    ３式 

材  料    鋼材又は鉄筋コンクリート＊ 

 

ｃ．精製建屋の非常用所内電源系統及び計測制御系統施設

設置室の飛来物防護板 

種  類    防護板 

基  数    ２式 

材  料    鋼材又は鉄筋コンクリート＊ 

 

ｄ．高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用所内電源系統，

計測制御系統施設及び安全冷却水系設置室の飛来物防護板 

種  類    防護板 

基  数    ３式 

材  料    鋼材又は鉄筋コンクリート＊ 

 

ｅ．非常用電源建屋の第２非常用ディーゼル発電機及び非

常用所内電源系統設置室の飛来物防護板 

種  類    防護板 

基  数    ４式 

材  料    鋼材又は鉄筋コンクリート＊ 

 

ｆ．第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容

器設置室の飛来物防護板 

種  類    防護板 

基  数    １式 

材  料    鋼材又は鉄筋コンクリート＊ 

 

ｇ．主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの飛来物

防護板 

（主排気筒周り） 

種  類    防護板 

基  数    １式 

材  料    鋼材 

 

ｈ．主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの飛来物

防護板 

（分離建屋屋外） 

種  類    防護板 

基  数    １式 

材  料    鋼材 

 

ｉ．主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの飛来物

防護板 

（精製建屋屋外） 

種  類    防護板 

基  数    １式 

材  料    鋼材 

 

ｊ．主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの飛来物

防護板 

（高レベル廃液ガラス固化建屋屋外） 

種  類    防護板 

基  数    １式 

材  料    鋼材 

 

ｋ．制御建屋中央制御室換気設備設置室の飛来物防護板 

種  類    防護板 

基  数    １式 

材  料    鋼材又は鉄筋コンクリート＊ 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （竜巻）（17 / 17） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
ｌ．冷却塔に接続する屋外設備の飛来物防護板 

種  類    防護板 

基  数    １式 

材  料    鋼材又は鉄筋コンクリート＊ 

注)＊印の材料は，当該箇所周辺の設計条件を考慮して適切

なものを選定する。 

 

 (２) 飛来物防護ネット 

ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水

系冷却塔Ａ，Ｂの飛来物防護ネット＊（一部，飛来物防護

板） 

種  類    防護ネット 

基  数    ２式 

主要材料    鋼線（ネット） 

        鋼材（支持架構） 

種  類    防護板 

基  数    ２式 

材  料    鋼材 

 

ｂ．再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂの飛来

物防護ネット（一部，飛来物防護板） 

種  類    防護ネット 

基  数    ２式 

主要材料    鋼線（ネット） 

        鋼材（支持架構） 

種  類    防護板 

基  数    ２式 

材  料    鋼材 

 

ｃ．第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔

Ａ，Ｂの飛来物防護ネット（一部，飛来物防護板） 

種  類    防護ネット 

基  数    ２式 

主要材料    鋼線（ネット） 

        鋼材（支持架構） 

種  類    防護板 

基  数    ２式 

材  料    鋼材 

 

注)＊印の設備は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備

である。 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （火山）（1 / 10） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第八条 安全機能を有する施設は、想定される自然現象

（地震及び津波を除く。）によりその安全性を損なうおそ

れがある場合において、防護措置、基礎地盤の改良その他

の適切な措置が講じられたものでなければならない。 

山①,山②,山③,山④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．火山 

 安全機能を有する施設は，再処理施設の運用期間中にお

いて再処理施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象と

して，「原子力発電所の火山影響評価ガイド」（平成 25年

６月 19日 原規技発第 13061910号 原子力規制委員会決

定）（以下「火山影響評価ガイド」という。）を参考に山

①-3事業指定（変更許可）を受けた降下火砕物の特性を設

定し，その降下火砕物が発生した場合においても，安全機

能を損なわない設計とする。山①-1 

 

降下火砕物から防護する施設（以下「降下火砕物防護対

象施設」という。）としては，安全評価上その機能を期待

する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，

安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を抽出

し，降下火砕物により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防

止，臨界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度

を有すること等により，安全機能を損なわない設計とす

る。山①-2 

上記に含まれない安全機能を有する施設については，降

下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物

による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障がない期間での修理を行うこと又はそ

れらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損

なわない設計とする。山①-2 

 

重大事故等対処設備は，「〇. 〇. 〇 環境条件等」を考

慮した設計とする。山④-1 

 

なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた

場合に評価することを保安規定に定めて管理する。山② 

 

(a) 防護設計における降下火砕物の特性の設定 

  設計に用いる降下火砕物は層厚 55ｃｍ，密度 1.3ｇ

／ｃｍ３（湿潤状態）と設定する。山②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ホ) 火山の影響 

 安全機能を有する施設は，再処理施設の運用期間中にお

いて再処理施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象と

して設定した層厚 55ｃｍ，密度 1.3ｇ／ｃｍ３（湿潤状態）

山②-1の降下火砕物に対し，以下のような設計とすること

により降下火砕物による直接的影響に対して機能を維持す

ること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して，代替設

備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期

間で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせること

により，その安全機能を損なわない設計とする。山①-1, 

山①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.13 火山事象に関する設計山◇1  

 原子力規制委員会の定める「事業指定基準規則」第九条

において，外部からの衝撃による損傷防止として，安全機

能を有する施設は，想定される自然現象（地震及び津波を

除く。）が発生した場合においても安全機能を損なわない

ものでなければならないとしており，敷地の自然環境を基

に想定される自然現象の一つとして，火山の影響を挙げて

いる。 

 火山の影響により再処理施設の安全性を損なうことのな

い設計であることを評価するため，火山影響評価を行い，

再処理施設の安全機能を損なわないことを評価する。 

 火山影響評価は，「原子力発電所の火山影響評価ガイ

ド」（平成 25年６月 19日 原規技発第 13061910号 原子

力規制委員会決定）（以下「火山影響評価ガイド」とい

う。）を参考に山①-3，火山影響評価の基本フローに従い

評価を行う。 

 

1.7.13.1 火山事象に関する設計方針山◇2  

 安全機能を有する施設は，再処理施設の運用期間中に想

定される火山事象である降下火砕物の影響を受ける場合に

おいてもその安全機能を確保するために，降下火砕物に対

して安全機能を損なわない設計とする。 

 その上で，降下火砕物によってその安全機能が損なわれ

ないことを確認する施設を，再処理施設の全ての安全機能

を有する構築物，系統及び機器とする。 

 

 

降下火砕物から防護する施設（以下「降下火砕物防護対

象施設」という。）としては，安全評価上その機能を期待

する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，

安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を抽出

し，降下火砕物により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防

止，臨界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度

を有すること等により，安全機能を損なわない設計とす

る。山①-2 

 上記に含まれない安全機能を有する施設については，降

下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物

による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障がない期間での修理を行うこと又はそ

れらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損

なわない設計とする。山①-2 

 なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的

に保管されることを踏まえ，降下火砕物により使用済燃料

収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。山◇3  

 火山事象の評価においては，火山影響評価ガイドを参考

に実施する。 

 想定する火山事象としては，再処理施設に影響を及ぼし

得る火山事象として抽出された降下火砕物を対象とし，降

下火砕物の特性による直接的影響及び間接的影響を評価

し，降下火砕物防護対象施設の安全機能を損なわない設計

とする。山③-1 

 また，十和田及び八甲田山は，再処理施設の運用期間中

における巨大噴火の可能性が十分小さいと評価している

が，火山活動のモニタリングを行い，評価時からの状態の

変化の検知により評価の根拠が維持されていることを確認

する。火山活動のモニタリングの結果，火山の状態に応じ

た判断基準に基づき，観測データに有意な変化があったか

判断し，火山専門家の助言を踏まえ，当社が総合判断を行

い対処内容を決定する。対処に当たっては，その時点の最

新の科学的知見に基づき使用済燃料の受入れの停止及び新

たなせん断処理の停止，工程内の核燃料物質等は溶解，分

離，精製，脱硝を行い，ＵＯ３及びＭＯＸ粉末とし貯蔵す

る，高レベル廃液はガラス固化体とし貯蔵する等の可能な

限りの対処を行う方針とする。山◇12  

 

1.7.13.2 設計対処施設の選定山◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基⑤ 

【指針等の引用】 

・火山影響評価ガイド 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （火山）（2 / 10） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 降下火砕物防護対象施設は，建屋内に収納され防護され

る設備，降下火砕物を含む空気の流路となる設備，外気か

ら取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する

設備及び屋外に設置される設備に分類される。そのため，

設計対処施設は降下火砕物防護対象施設を収納する建屋，

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施

設，外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機

構を有する降下火砕物防護対象施設及び屋外に設置する降

下火砕物防護対象施設とする。 

 設計対処施設のうち，降下火砕物防護対象施設を収納す

る建屋として，以下の建屋を選定する。 

 (１) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

 (２) 前処理建屋 

 (３) 分離建屋 

 (４) 精製建屋 

 (５) ウラン脱硝建屋 

 (６) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

 (７) ウラン酸化物貯蔵建屋 

 (８) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

 (９) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

 (10) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

 (11) チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理 

 (12) ハル・エンドピース貯蔵建屋 

 (13) 制御建屋 

 (14) 分析建屋 

 (15) 非常用電源建屋 

 (16) 主排気筒管理建屋 

 設計対処施設のうち，降下火砕物を含む空気の流路とな

る降下火砕物防護対象施設として，以下の設備を選定す

る。 

 (１) 制御建屋中央制御室換気設備 

 (２) ガラス固化体貯蔵設備のうち収納管及び通風管 

 (３) 第１非常用ディーゼル発電機 

 (４) 第２非常用ディーゼル発電機 

 (５) 安全圧縮空気系空気圧縮機 

 設計対処施設のうち，外気から取り入れた屋内の空気を

機器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施設と

して，以下の設備を選定する。 

 (１) 計測制御設備のうち空気を取り込む機構を有する

制御盤 

 (２) 安全保護回路を収納する制御盤のうち空気を取り

込む機構を有する制御盤 

 (３) 非常用所内電源系統のうち空気を取り込む機構を

有する電気盤 

 (４) 放射線監視設備のうち空気を取り込む機構を有す

る監視盤 

 設計対処施設のうち，屋外に設置する降下火砕物防護対

象施設として，以下の設備を選定する。 

 (１) 主排気筒 

 (２) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷

却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

 (３) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

 (４) 第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷

却塔Ａ，Ｂ 

 (５) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス

処理設備及び高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処

理設備の屋外配管並びに前処理建屋換気設備，分離建屋換

気設備，精製建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋換気設備及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備

の屋外ダクト 

 (６) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔に接続す

る屋外設備 

 なお，使用済燃料収納キャスクは，降下火砕物による波

及的破損を防止する設計とする。山◇3  

 

1.7.13.3 設計条件山◇5  
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （火山）（3 / 10） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.13.3.1 降下火砕物の設計条件及び特徴山◇5  

 (１) 降下火砕物の設計条件 

 再処理施設における降下火砕物の諸元については，給源

を特定できる降下火砕物のうち，敷地に最も影響を与える

甲地軽石の降下火砕物シミュレーション結果を踏まえ，敷

地での層厚は 55ｃｍとする。山◇2  

 また，甲地軽石を対象とした密度試験の結果を踏まえ，

湿潤状態の密度を 1.3ｇ／ｃｍ３とする。山◇2  

 降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火砕物

を湿潤状態とした場合における荷重，個々の設計対処施設

に常時作用する荷重，運転時荷重及び火山と同時に発生し

得る自然現象による荷重を組み合わせた荷重（以下「設計

荷重（火山）」という。）を設定する。山②-1 また，火

山と同時に発生し得る自然現象による荷重については，火

山と同時に発生し得る自然現象が与える影響を踏まえた検

討により，風（台風）及び積雪による荷重を考慮する。山

②-2 

 設計対処施設に作用させる設計荷重（火山）には，設計

基準事故時に生ずる荷重の組合せを適切に考慮する設計と

する。すなわち，降下火砕物により設計対処施設に作用す

る荷重及び設計基準事故時に生ずる荷重を，それぞれの因

果関係及び時間的変化を考慮して適切に組み合わせて設計

する。また，設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生すると

考えられる降下火砕物の荷重と設計基準事故時に生ずる荷

重を適切に考慮する設計とする。 

 設計対処施設は降下火砕物に対して安全機能を損なわな

い設計とすることから，設計基準事故とは独立事象であ

る。 

 また，設計基準事故発生時に，降下火砕物が到達した場

合，安全上重要な施設に荷重を加える設計基準事故である

「プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災」及び

「プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応」による荷重との組合せが考えられるが，これらの設計

基準事故による荷重を受けるプルトニウム精製塔セル及び

プルトニウム濃縮缶は，降下火砕物の影響を受けることは

ないため，設計基準事故時荷重と降下火砕物の組合せは考

慮しない。 

 (２) 降下火砕物の特徴 

 各種文献の調査結果により，一般的な降下火砕物の特徴

は以下のとおりである。 

 (ⅰ) 火山ガラス片及び鉱物結晶片から成る。ただし，

砂よりもろく硬度は小さい。 

 (ⅱ) 亜硫酸ガス，硫化水素，ふっ化水素等の毒性及び

腐食性のある火山ガス成分が付着している。ただ

し，直ちに金属腐食を生じさせることはい。 

 (ⅲ) 水に濡れると導電性を生じる。 

 (ⅳ) 湿った降下火砕物は，乾燥すると固結する。 

 (ⅴ) 降下火砕物の粒子の融点は，一般的な砂と比べ約

1,000℃と低い。 

 

1.7.13.3.2 降下火砕物で考慮する影響山◇6  

 火山影響評価ガイドを参考に，降下火砕物の特性による

影響は，直接的影響として降下火砕物の堆積による荷重，

粒子の衝突，閉塞，磨耗，腐食，大気汚染，水質汚染及び

絶縁低下並びに間接的影響として外部電源喪失及びアクセ

ス制限を想定し，これらに対する影響評価を行う。 

 

1.7.13.4 設計対処施設に影響を与える可能性のある影響

因子山◇7  

1.7.13.4.1 直接的影響因子山◇7  

 (１) 降下火砕物の堆積による荷重 

 「降下火砕物の堆積による荷重」について考慮すべき影

響因子は，設計対処施設のうち，降下火砕物防護対象施設

を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施

設の上に堆積し静的な負荷を与える「構造物への静的負

荷」である。 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （火山）（4 / 10） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 降下火砕物の荷重は，堆積厚さ 55ｃｍ，密度 1.3ｇ／ｃ

ｍ３（湿潤状態）に基づくとともに，火山以外の自然現象と

して積雪及び風（台風）による荷重との組合せを考慮す

る。山◇2  

 (２) 衝  突 

 「衝突」について考慮すべき影響因子は，設計対処施設

のうち，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外

に設置する降下火砕物防護対象施設に対して，降下火砕物

の降灰時に衝撃荷重を与える「構造物への粒子の衝突」で

ある。 

 (３) 閉  塞 

 「閉塞」について考慮すべき影響因子は，設計対処施設

に対して，降下火砕物の侵入による閉塞並びに降下火砕物

を含む空気による換気系，機器の吸気系及び冷却空気の流

路を閉塞させる「構造物，換気系，電気系，計測制御系及

び安全圧縮空気系に対する機械的影響（閉塞）」である。 

 (４) 磨  耗 

 「磨耗」について考慮すべき影響因子は，設計対処施設

に対して，大気に含まれる降下火砕物により，動的機器を

磨耗させる「構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安

全圧縮空気系に対する機械的影響（磨耗）」である。 

 (５) 腐  食 

 「腐食」について考慮すべき影響因子は，設計対処施設

のうち降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に

設置する降下火砕物防護対象施設に対して，腐食性のある

ガスが付着した降下火砕物に接することによる接触面の腐

食並びに換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系

において降下火砕物を含む空気の流路等を腐食させる「構

造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に

対する化学的影響（腐食）」である。 

 (６) 大気汚染 

 「大気汚染」について考慮すべき影響因子は，設計対処

施設のうち，制御建屋の中央制御室において，降下火砕物

自体の侵入又はそれに付着した毒性のあるガスの侵入によ

り居住性を劣化させる「中央制御室の大気汚染」である。 

 (７) 水質汚染 

 「水質汚染」について考慮すべき影響因子については，

安全冷却水系は循環運転をしており大量の取水を必要とし

ないこと等から，取水が必要となる降下火砕物防護対象施

設がないため，「水質汚染」の影響を考慮する必要はな

い。 

 (８) 絶縁低下 

 「絶縁低下」について考慮すべき影響因子は，設計対処

施設に対して，湿った降下火砕物が電気系及び計測制御系

の絶縁部に導電性を生じさせることによる「電気系及び計

測制御系の絶縁低下」である。 

 

1.7.13.4.2 間接的影響因子山◇7  

 (１) 外部電源喪失 

 降下火砕物によって再処理施設に間接的な影響を及ぼす

因子は，再処理事業所外で生じる送電網への降下火砕物の

影響により発生する７日間の外部電源喪失である。 

 (２) アクセス制限 

 降下火砕物によって再処理施設に間接的な影響を及ぼす

因子は，敷地内外に降下火砕物が堆積し，交通の途絶が発

生することによる「アクセス制限」である。 

 

1.7.13.5 設計対処施設の設計方針山◇9  

 「1.7.13.4 設計対処施設に影響を与える可能性のある

影響因子」にて記載した因子に基づき，その影響を適切に

考慮し，降下火砕物防護対象施設の安全機能を損なわない

設計とする。山◇1  
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （火山）（5 / 10） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
(b) 降下火砕物に対する防護対策 

 降下火砕物防護対象施設は，火山影響評価ガイドを参考

とした降下火砕物の特性による「直接的影響」および「間

接的影響」に対して，以下の適切な措置を講ずることで安

全機能を損なわない設計とする。山③-1 

 

イ. 直接的影響に対する設計方針 

（イ） 構造物への静的負荷 

降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火砕物

を湿潤状態とした場合における荷重，個々の設計対処施設

に常時作用する荷重，運転時荷重及び火山と同時に発生し

得る自然現象による荷重を組み合わせた荷重（以下「設計

荷重（火山）」という。）を設定する。山②-1 

降下火砕物の堆積荷重と組み合わせる自然現象として同

時発生の可能性のある積雪及び風（台風）を考慮する。山

②-2,山②-3 

設計対処施設のうち，降下火砕物防護対象施設を収納す

る建屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は，設

計荷重（火山）に対して安全余裕を有することにより，構

造健全性を失わず，安全機能を損なわない設計とする。山

③-2 

なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に

堆積する降下火砕物を除去することを保安規定に定めて管

理することから，降下火砕物による荷重を短期に生じる荷

重として扱う。山③-3 

建屋内の重大事故等対処設備については，環境条件を考

慮して降下火砕物による短期的な荷重により機能を損なわ

ないように，降下火砕物による組合せを考慮した荷重に対

し安全裕度を有する建屋内に設置する設計とする。 

屋外の重大事故等対処設備については，環境条件を考慮

して降下火砕物による荷重により機能を損なわないよう，

降下火砕物を除去することにより，重大事故等対処設備の

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそ

れがない設計とする。 

なお，降下火砕物が堆積しないよう屋外の重大事故等対

処設備に堆積する降下火砕物を適宜除去することを保安規

定に定めて管理する。山④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ） 閉塞 

屋外に設置する降下火砕物防護対象施設及び重大事故等

対処設備のうち主排気筒は，降下火砕物の侵入による閉塞

の影響により，安全機能を損なわない設計とする。 

建屋に収納される降下火砕物防護対象施設及び重大事故

等対処設備並びに降下火砕物を含む空気の流路となる降下

火砕物防護対象施設は，降下火砕物を含む空気による流路

の閉塞の影響により，安全機能を損なわない設計とする。

山③-4, 山④-3 

なお，上記施設に対する降下火砕物用フィルタの追加設

置，フィルタ類の交換又は清掃，降下火砕物の適切な除去

について保安規定に定めて管理する。山③-4, 山④-3 

 

 

 

 

 

 

 

 １） 構造物への静的負荷に対して安全余裕を有する

設計とすること山③-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ２） 構造物への粒子の衝突に対して影響を受けない設

計とすること山□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３） 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全

圧縮空気系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕

物が侵入し難い設計とすること山③-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.13.5.1 直接的影響に対する設計方針山◇9  

 (１) 構造物への静的負荷 

 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置

する降下火砕物防護対象施設は，設計荷重（火山）の影響

により，安全機能を損なわない設計とする。 

 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置

する降下火砕物防護対象施設は，当該施設に要求される機

能に応じて適切な許容荷重を設定し，山◇8 設計荷重（火

山）に対して安全余裕を有することにより，構造健全性を

失わず，安全機能を損なわない設計とする。山③-2 

 降下火砕物の堆積荷重と組み合わせる自然現象として

同時発生の可能性のある積雪及び風（台風）を考慮する。

山②-3 

 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋においては，建

築基準法における多雪区域の積雪の荷重の考え方に準拠

し，降下火砕物の除去を適切に行うことから，降下火砕物

による荷重を短期に生じる荷重として扱う。山③-3また，

降下火砕物による荷重と他の荷重を組み合わせた状態に対

する許容限界は次のとおりとする。山◇8  

 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋に要求されてい

る気密性及び遮蔽性等を担保する屋根スラブは，建築基準

法の短期許容応力度，耐震壁は，「原子力発電所耐震設計

技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本電気協会）」に基づき許

容限界を設定する。山◇8  

 屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は許容応力を

「原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本

電気協会）」等に準拠する。山◇8  

 

 

 

 

 

 

 (２) 構造物への粒子の衝突 

 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置

する降下火砕物防護対象施設は，構造物への降下火砕物の

粒子の衝突の影響により，安全機能を損なわない設計とす

る。 

 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置

する降下火砕物防護対象施設は，コンクリート又は鋼構造

物であるため，微小な鉱物結晶であり，砂よりも硬度が低

い特性を持つ降下火砕物の衝突による影響は小さい。その

ため，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に

設置する降下火砕物防護対象施設の構造健全性を損なうこ

とはない。 

 なお，粒子の衝撃荷重による影響については，竜巻の設

計飛来物の影響に包絡される。 

 

 (３) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧

縮空気系に対する機械的影響（閉塞） 

 屋外に設置する降下火砕物防護対象施設のうち主排気筒

は，降下火砕物の侵入による閉塞の影響により，安全機能

を損なわない設計とする。 

 建屋に収納される降下火砕物防護対象施設及び降下火砕

物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設は，降

下火砕物を含む空気による流路の閉塞の影響により，安全

機能を損なわない設計とする。山③-4 

 主排気筒は，排気の吹き上げにより降下火砕物が侵入し

難い構造とする。降下火砕物が主排気筒内に侵入した場合

 

○許○設基⑤ 

【指針等の引用】 

・火山影響評価ガイド 

 

 

 

○許○設基③ⅱ 

【性能】 

設計荷重（火山）に対して安全

余裕を有する 

 

【評価条件】 

●降下火砕物特性 

・層厚 55ｃｍ 

・密度 1.3ｇ／ｃｍ３（湿潤状

態） 

●荷重の組合せ 

・火山、積雪及び風（台風） 

 

○許○設基② 

【手段：運用】 

降下火砕物の除去 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基① 

【性能】 

降下火砕物による閉塞の防止 

【手段：設備】 

●主排気筒 

・降下火砕物が侵入し難い構造 

●建屋に収納される降下火砕物

防護対象施設及び重大事故等対

処設備並びに降下火砕物を含む

空気の流路となる降下火砕物防

護対象施設及び重大事故等対処

設備 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （火山）（6 / 10） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
重大事故等対処設備のうち，屋外で使用する外気を取り

入れる設備は，設備の建屋内への事前配備を保安規定に定

めることにより管理する。山④-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ハ） 摩耗 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，降下火砕物

が侵入し難い構造とすることで，降下火砕物による磨耗の

影響により，安全機能を損なわない設計とする。山③-5 

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象

施設のうち，制御建屋中央制御室換気設備，第１非常用デ

ィーゼル発電機，第２非常用ディーゼル発電機及び安全圧

縮空気系空気圧縮機並びに屋外に設置される降下火砕物防

護対象施設のうち安全冷却水系の冷却塔は，降下火砕物に

よる磨耗の影響により，安全機能を損なわない設計とす

る。山③-5 

なお，上記施設に対する降下火砕物用フィルタの追加設

置，フィルタ類の交換又は清掃について保安規定に定めて

管理する。山③-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４） 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全

圧縮空気系に対する機械的影響（磨耗）に対して磨耗し難

い設計とすること山③-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でも，主排気筒下部に異物の除去が可能なマンホール及び

異物の溜まる空間を設けることにより閉塞し難い構造とす

る。 

 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び制御建屋中

央制御室換気設備は，外気取入口に防雪フードを設け，降

下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が取り込ま

れたとしても，制御建屋中央制御室換気設備にはプレフィ

ルタ及び高性能粒子フィルタを設置し，中央制御室内への

降下火砕物の侵入を防止することにより，安全機能を損な

わない設計とする。降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋の換気設備についても，プレフィルタ及び粒子フィルタ

又は中性能フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の

侵入を防止することにより，安全機能を損なわない設計と

する。さらに，降下火砕物がフィルタに付着した場合でも

交換又は清掃が可能な構造とすることで，降下火砕物によ

り閉塞しない設計とする。山③-4 

 ガラス固化体貯蔵設備の収納管，通風管等で構成する貯

蔵ピットの冷却空気流路については，冷却空気入口シャフ

トの外気取入口に防雪フードを設け降下火砕物が侵入し難

い構造とする。降下火砕物が侵入した場合でも，貯蔵ピッ

トの下部には空間があり，冷却空気流路が直ちに閉塞する

ことはない。また，必要に応じ点検用の開口部より，吸引

による除灰を行う。山③-4 

第１非常用ディーゼル発電機，第２非常用ディーゼル発

電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機は，外気取入口に防雪

フードを設け降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火

砕物が取り込まれたとしても，設備内部への降下火砕物の

進入を防止するため，中性能フィルタ又はステンレス製ワ

イヤネットを設置することにより，安全機能を損なわない

設計とする。また，降下火砕物用フィルタの追加設置な

ど，さらなる降下火砕物対策を実施できるよう設計する。

さらに，降下火砕物がフィルタに付着した場合でもフィル

タの交換又は清掃が可能な構造とすることで，降下火砕物

により閉塞しない設計とする。山③-4 

 

 

 (４) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧

縮空気系に対する機械的影響（磨耗） 

建屋に収納される降下火砕物防護対象施設及び降下火砕

物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設のう

ち，制御建屋中央制御室換気設備，第１非常用ディーゼル

発電機，第２非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系

空気圧縮機並びに屋外に設置される降下火砕物防護対象施

設のうち安全冷却水系の冷却塔は，降下火砕物による磨耗

の影響により，安全機能を損なわない設計とする。山③-5 

 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び制御建屋中

央制御室換気設備は，外気取入口に防雪フードを設け降下

火砕物が侵入し難い構造とする。山③-5降下火砕物が取り

込まれたとしても，制御建屋中央制御室換気設備にはプレ

フィルタ及び高性能粒子フィルタを設置し，中央制御室内

部への降下火砕物の侵入を防止する。降下火砕物防護対象

施設を収納する建屋の換気設備についても，プレフィルタ

及び粒子フィルタ又は中性能フィルタを設置し，建屋内部

への降下火砕物の侵入を防止することにより，安全機能を

損なわない設計とする。また，上記のフィルタは，交換又

は清掃が可能な構造とする。山③-5 

 第１非常用ディーゼル発電機，第２非常用ディーゼル発

電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機は，外気取入口に防雪

フードを設け降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火

砕物が取り込まれたとしても，設備内部への降下火砕物の

侵入を防止するため，中性能フィルタ又はステンレス製ワ

イヤネットを設置することにより，安全機能を損なわない

設計とする。また，降下火砕物用フィルタの追加設置な

ど，さらなる降下火砕物対策を実施できるよう設計する。

山③-5 

 安全冷却水系の冷却塔において降下火砕物の影響を受け

・降下火砕物が侵入し難い構造 

【手段：運用】 

・フィルタ類の交換又は清掃 

・除灰 

・降下火砕物用フィルタの追加

設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基① 

【性能】 

降下火砕物による磨耗の防止 

 

【手段：設備】 

●降下火砕物防護対象施設を収

納する建屋 

・降下火砕物が侵入し難い構造 

●第１非常用ディーゼル発電

機，第２非常用ディーゼル発電

機及び安全圧縮空気系空気圧縮

機 

・摩耗し難い設計 

●安全冷却水系の冷却塔 

・摩耗し難い設計 

 

【手段：運用】 

・フィルタ類の交換又は清掃 

・降下火砕物用フィルタの追加

設置 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （火山）（7 / 10） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

（ニ） 腐食 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋，建屋に収納さ

れる降下火砕物防護対象施設，降下火砕物を含む空気の流

路となる降下火砕物防護対象施設及び屋外に設置する降下

火砕物防護対象施設は，降下火砕物に含まれる腐食性のあ

るガスによる化学的影響（腐食）により，安全機能を損な

わない設計とする。山③-6 

なお，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響について

は，堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて

修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことを

保安規定に定め管理する。山③-6 

建屋内の重大事故等対処設備については，降下火砕物に

よる短期的な腐食により機能を損なわないように，建屋内

に設置する設計とする。 

屋外の重大事故等対処設備については，降下火砕物を適

宜除去することにより，降下火砕物による腐食に対して重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ

がない設計とする。 

なお，屋外の重大事故等対処設備が降下火砕物により短

期的な腐食で機能を損なわないよう降下火砕物の適宜除去

を保安規定に定めて管理する。山④-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ホ） 中央制御室の大気汚染 

設計対処施設のうち，制御建屋の中央制御室は，降下火

砕物が侵入し難い構造とすることにより，中央制御室の大

気汚染を防止する設計とする。 

 また，敷地周辺で大気汚染が発生した場合は，制御建屋

中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋

の中央制御室内の空気を再循環することができるようにす

ることにより，中央制御室内への降下火砕物の侵入を防止

することで，制御建屋の中央制御室内の居住性を損なわな

い設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室について

は，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転員への影

響を防止する設計とする。山③-7 

なお，降下火砕物による中央制御室及び使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の大気汚染を防止するため

の外気遮断，再循環の実施等を保安規定に定めて管理す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

（ヘ） 絶縁低下 

 電気系及び計測制御系のうち，外気から取り入れた屋内

の空気を機器内に取り込む機構を有する設備は，降下火砕

物による絶縁低下の影響により，安全機能を損なわない設

 

 

 

 

 ５） 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧

縮空気系に対する化学的影響（腐食）に対して短期での腐

食が発生しない設計とすること山③-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６） 敷地周辺の大気汚染に対して制御建屋中央制御室

換気設備は降下火砕物が侵入し難く，さらに外気を遮断で

きる設計とすること山③-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７） 電気系及び計測制御系の絶縁低下に対して，換気

設備は降下火砕物が侵入し難い設計とすること山③-8 

 

 

 

ると想定される駆動部として，冷却ファンの回転軸部があ

る。これに対しては，冷却空気を上方に流し降下火砕物が

侵入し難い構造とすることで，安全機能を損なわない設計

とする。 

 

 (５) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧

縮空気系に対する化学的影響（腐食） 

 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋，建屋に収納さ

れる降下火砕物防護対象施設，降下火砕物を含む空気の流

路となる降下火砕物防護対象施設及び屋外に設置する降下

火砕物防護対象施設は，降下火砕物に含まれる腐食性のあ

るガスによる化学的影響（腐食）により，安全機能を損な

わない設計とする。山③-6 

 降下火砕物の特性として，金属腐食研究の結果より，直

ちに金属腐食を生じさせることはないが，降下火砕物を含

む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設及び屋外に設

置する降下火砕物防護対象施設は，塗装，腐食し難い金属

の使用又は防食処理（アルミニウム溶射）を施した炭素鋼

を用いることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外気取入口

に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とす

る。降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護

対象施設を収納する建屋の換気設備については，プレフィ

ルタ及び粒子フィルタ又は中性能フィルタを設置し，建屋

内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，安全機

能を損なわない設計とする。制御建屋中央制御室換気設備

についてはプレフィルタ及び高性能粒子フィルタを設置

し，中央制御室内部への降下火砕物の侵入を防止すること

により，安全機能を損なわない設計とする。 

 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は外壁塗装及び

屋上防水がなされていることから，降下火砕物による化学

的腐食により短期的に影響を及ぼすことはない。 

 また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響について

は，堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて

修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことに

より，安全機能を損なわない設計とする。山③-6 

 

 

 (６) 中央制御室の大気汚染 

 設計対処施設のうち，制御建屋の中央制御室は，降下火

砕物による大気汚染により，運転員の居住性を損なわない

設計とする。山③-7 

 制御建屋中央制御室換気設備の外気取入口には防雪フー

ドを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とすることによ

り，中央制御室の大気汚染を防止する。山③-7降下火砕物

が取り込まれたとしても，制御建屋中央制御室換気設備に

はプレフィルタ及び高性能粒子フィルタを設置し，中央制

御室内への降下火砕物の侵入を防止することで，運転員の

居住性を損なわない設計とする。 

 また，敷地周辺で大気汚染が発生した場合は，制御建屋

中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋

の中央制御室内の空気を再循環する措置を講ずる設計とす

る。再循環については，制御建屋の中央制御室内の酸素濃

度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮する。これにより，敷

地周辺で大気汚染が発生した場合においても，再循環する

措置を講ずることで制御建屋の中央制御室内の居住性を損

なわない設計とする。使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室については，必要に応じて外気との連絡口を遮

断し，運転員への影響を防止する設計とする。山③-7 

 

 (７) 電気系及び計測制御系の絶縁低下 

 電気系及び計測制御系のうち，外気から取り入れた屋内

の空気を機器内に取り込む機構を有する設備は，降下火砕

物による絶縁低下の影響により，安全機能を損なわない設

計とする。山③-8 

 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び制御建屋中

 

 

 

 

○許○設基① 

【性能】 

降下火砕物による腐食の防止 

 

【手段：設備】 

●降下火砕物防護対象施設を収

納する建屋，建屋に収納される

降下火砕物防護対象施設，降下

火砕物を含む空気の流路となる

降下火砕物防護対象施設及び屋

外に設置する降下火砕物防護対

象施設 

・腐食し難い設計 

【手段：運用】 

・降下火砕物の除去及び修理 

・日常的な保守及び修理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基① 

【性能】 

制御室内の居住性確保 

 

【手段：設備】 

●制御建屋中央制御室換気設備 

・降下火砕物が侵入し難い構造 

・外気遮断、再循環できる設計 

●使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室換気設備 

・外気遮断 

 

【手段：運用】 

・外気遮断、再循環の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基① 

【性能】 

降下火砕物による絶縁低下の防

止 

 

【手段：設備】 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （火山）（8 / 10） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
計とする。山③-8 

設計対処施設のうち，降下火砕物防護対象施設を収納す

る建屋及び制御建屋中央制御室換気設備は，降下火砕物が

侵入し難い構造とする。山③-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 間接的影響に対する設計方針 

 降下火砕物による間接的影響である７日間の外部電源喪

失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセス制限事象に

対し，再処理施設の安全性を維持するために必要となる電

源の供給が継続できるよう，再処理施設内に第１非常用デ

ィーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル発電機が７日間

以上連続で運転できる燃料貯蔵設備を設け，重油タンク及

び燃料油貯蔵タンクにＡ重油を貯蔵する設計とし，降下火

砕物防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 なお，敷地内の道路において降下火砕物が堆積した場合

には，降灰後に除灰作業を実施し復旧することを保安規定

に定めて管理する。山③-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８） 降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対し

て降下火砕物の除去や換気設備外気取入口のフィルタの交

換又は清掃並びに換気設備の停止又は循環運転の実施によ

り安全機能を損なわない設計とすること 

 

降下火砕物による間接的影響である７日間の外部電源喪

失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセス制限事象に

対し，再処理施設の安全性を維持するために必要となる電

源の供給が継続できるよう山③-9にすることにより安全機

能を損なわない設計とする。 

央制御室換気設備は，外気取入口に防雪フードを設け降下

火砕物が侵入し難い構造とする。山③-8また，降下火砕物

が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設を収納

する建屋の換気設備については，プレフィルタ及び粒子フ

ィルタ又は中性能フィルタを設置し，建屋内部への降下火

砕物の侵入を防止することにより，計測制御設備のうち空

気を取り込む機構を有する制御盤，安全保護回路を収納す

る制御盤のうち空気を取り込む機構を有する制御盤，非常

用所内電源系統のうち空気を取り込む機構を有する電気盤

及び放射線監視設備のうち空気を取り込む機構を有する監

視盤の安全機能を損なわない設計とする。制御建屋中央制

御室換気設備についてはプレフィルタ及び高性能粒子フィ

ルタを設置し，中央制御室内部への降下火砕物の侵入を防

止することにより，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

1.7.13.5.2 間接的影響に対する設計方針山◇9  

 (１) 外部電源喪失 

 再処理事業所外で生じる送電網への降下火砕物の影響に

よる長時間の外部電源喪失に対し，第１非常用ディーゼル

発電機及び第２非常用ディーゼル発電機を各々２系統設置

する設計とし，外部電源喪失により安全上重要な施設の安

全機能を損なわない設計とする。 

 また，外部からの支援を期待できない場合においても，

電力の供給を可能とするため，再処理施設内に第１非常用

ディーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル発電機が７日

間以上連続で運転できる燃料貯蔵設備を設け，重油タンク

及び燃料油貯蔵タンクにＡ重油を貯蔵する設計とし，降下

火砕物防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

山③-9 

 

 (２) アクセス制限 

 敷地外で交通の途絶が発生した場合，安全上重要な施設

に電力を供給する第１非常用ディーゼル発電機及び第２非

常用ディーゼル発電機の燃料の供給が外部から受けられな

いが，再処理施設内に第１非常用ディーゼル発電機及び第

２非常用ディーゼル発電機が７日間以上連続で運転できる

燃料貯蔵設備を設け，重油タンク及び燃料油貯蔵タンクに

Ａ重油を貯蔵する設計とし，降下火砕物防護対象施設の安

全機能を損なわない設計とする。 

 敷地内において交通の途絶が発生した場合でも，安全上

重要な施設の安全機能は再処理施設内で系統が接続される

ことにより，交通の途絶の影響を受けない設計とし，降下

火砕物防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 また，敷地内の道路において降下火砕物が堆積した場合

には，降灰後に除灰作業を実施し復旧することを手順等に

定める。山③-9 

 

1.7.13.6 火山影響等発生時における再処理施設の保全の

ための活動を行う体制の整備の方針山◇10  

 火山事象による影響が発生し又は発生するおそれがある

場合（以下「火山影響等発生時」という。）において，再

処理施設の保全のための活動を行う体制の整備として，以

下の措置を講ずる。 

 (１) 計画の策定 

 火山影響等発生時において再処理施設の保全のための活

動を行うための計画を策定する。 

 (２) 要員の確保 

 火山影響等発生時において再処理施設の保全のための活

動を実施するために必要な要員を確保する。 

 (３) 教育及び訓練 

 火山影響等発生時において再処理施設の保全のための活

動を確実に実施するための教育及び訓練を年１回以上実施

する。 

 (４) 資機材の配備 

●降下火砕物防護対象施設を収

納する建屋及び制御建屋中央制

御室換気設備 

・降下火砕物が侵入し難い構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基① 

【性能】 

・非常用ディーゼル発電機の 7

日間以上の運転継続 

 

【手段：設備】 

・燃料貯蔵設備（重油タンク及

び燃料油貯蔵タンク）の設置 

 

【手段：運用】 

・降灰後における敷地内道路の

除灰 

45



様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （火山）（9 / 10） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 火山影響等発生時において再処理施設の保全のための活

動に必要な資機材を配備する。 

 (５) 体制の整備 

 火山影響等発生時において再処理施設の保全のための活

動に必要な体制を整備する。 

 (６) 定期的な評価 

 降下火砕物による火山影響評価に変更がないか定期的に

確認し，変更が生じている場合は火山影響評価を行う。火

山影響評価の結果，変更がある場合はそれぞれの措置の評

価を行い，対策の見直しを実施する。 

 

1.7.13.7 実施する主な手順山◇11  

 火山に対する防護については，降下火砕物による影響評

価を行い，設計対処施設に長期にわたり荷重がかかること

や化学的影響（腐食）を発生させることを避け，安全機能

を維持するための手順を定める。実施する主な手順を以下

に示す。 

 (１) 大規模な火山の噴火があり降灰予報が発表され，

再処理施設の処理運転に影響を及ぼすと予見される場合に

は，使用済燃料の受入れの停止や新たなせん断処理の停止

など，再処理施設の運転を停止する。 

 (２) 降灰が確認された場合には，状況に応じて降下火

砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備の風量を低減

する措置を講ずる。降下火砕物の影響により建屋の換気設

備の給気フィルタの差圧が交換差圧に達した場合は，状況

に応じ外気の取り込みの停止又はフィルタの清掃や交換を

実施する。 

 (３) 降灰が確認された場合には，状況に応じて制御建

屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建

屋の中央制御室内空気を再循環する措置又は風量を低減す

る措置を講ずる。降下火砕物の影響により制御建屋中央制

御室換気設備の給気フィルタの差圧が交換差圧に達した場

合は，状況に応じ外気の取り込みを停止又はフィルタの清

掃や交換を実施する。 

 (４) 第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディ

ーセル発電機の運転時には，フィルタの状況を確認し，状

況に応じてフィルタの清掃や交換，降下火砕物用フィル

タ，除灰用ろ布等の設置を実施する。 

 (５) 降灰後は設計対処施設への影響を確認するための

点検を実施し，降下火砕物の堆積が確認された箇所につい

ては降下火砕物の除去を行い，長期にわたり積載荷重がか

かること及び化学的影響（腐食）が発生することを防止す

る。 

 

1.7.13.8 火山の状態に応じた対処方針山◇12  

 十和田及び八甲田山は，再処理施設の運用期間中におけ

る巨大噴火の可能性が十分小さいと評価しているが，火山

活動のモニタリングを行い，評価時からの状態の変化の検

知により評価の根拠が維持されていることを確認する。火

山活動のモニタリングの結果，火山の状態に応じた判断基

準に基づき，観測データに有意な変化があった場合は，火

山専門家の助言を踏まえ，当社が総合判断を行い対処内容

を決定する。 

 対処に当たっては，火山影響等発生時において，保全の

ための活動を行うため，必要な資機材の準備，体制の整備

等を実施するとともに，その時点の最新の科学的知見に基

づき可能な限りの対処を行う。 

 主な対処例を以下に示す。 

 (１) 換気設備の風量の低減措置，制御建屋の中央制御

室内空気を再循環する措置及び外気の取り込みの停止 

 (２) 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外

に設置する降下火砕物防護対象施設に堆積した降下火砕物

等の除去 

 (３) 使用済燃料の受入れの停止及び新たなせん断処理

の停止 

 (４) 工程内の核燃料物質はＵＯ３粉末及びＭＯＸ粉末と
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （火山）（10 / 10） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
し貯蔵並びに高レベル廃液はガラス固化体とし貯蔵 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （外部火災）（1 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第八条 安全機能を有する施設は、想定される

自然現象(地震及び津波を除く。)によりその安

全性を損なうおそれがある場合において、防護

措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置が講

じられたものでなければならない。外①，外

②，外⑥，外⑦、外⑧、外⑨、外⑩、外⑪ 

 

２ 安全機能を有する施設は、周辺監視区域に

隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外

部からの衝撃が発生するおそれがある要因があ

る場合において、事業所における火災又は爆発

事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機

の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想

定される事象であって人為によるもの(故意によ

るものを除く。)により再処理施設の安全性が損

なわれないよう、防護措置その他の適切な措置

が講じられたものでなければならない。外①，

外③，外④，外⑤，外⑥，外⑦、外⑧、外⑨、

外⑩、外⑪ 

 

c．外部火災 

想定される外部火災において，火災源を再

処理事業所敷地内及び敷地外に設定し安全機

能を有する施設に係る温度や距離を算出し，

それらによる影響評価を行い，最も厳しい火

災が発生した場合においても，その安全機能

を損なわない設計とする。外①-1 

安全機能を有する施設は，防火帯の設置，

離隔距離の確保，建屋による防護等により，

外部火災に対して安全機能を損なわない設計

とする。外①-2 

その上で，外部火災により発生する火炎及

び輻射熱からの直接的影響並びにばい煙等の

二次的影響によってその安全機能が損なわれ

ないことを確認する施設を，再処理施設の全

ての安全機能を有する構築物，系統及び機器

とする。外①-3 外部火災から防護する施設

（以下「外部火災防護対象施設」という。）

としては，安全評価上その機能を期待する構

築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点

から，安全上重要な構築物，系統及び機器を

抽出し，外部火災により冷却，水素掃気，火

災及び爆発の防止，臨界の防止等の安全機能

を損なわないよう機械的強度を有すること等

により，安全機能を損なわない設計とする。

外①-4 

重大事故等対処設備は，「5.1.2 多様性，

位置的分散等」の位置的分散及び「5.1.5 環

境条件等」を考慮した設計とする。 

上記に含まれない安全機能を有する施設に

ついては，外部火災に対して機能を維持する

こと若しくは外部火災による損傷を考慮して

代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障が生じない期間での修理を行うこ

と又はそれらを適切に組み合わせることによ

り，安全機能を損なわない設計とする。 

外①-5 

外部火災の影響については，定期的な評価

の実施を保安規定に定めて管理する。外⑩ 

(ａ) 防火帯幅の設定に対する設計方針 

自然現象として想定される森林火災につい

ては，森林火災シミュレーション解析コード

を用いて算出される最大火線強度から算出さ

れる防火帯（幅 25ｍ以上）を敷地内に設け

る。外②-1、外②-2 

また，防火帯は延焼防止機能を損なわない

設計とし，防火帯に可燃物を含む機器等を設

置する場合には，必要最小限とするととも

に，不燃性シートで覆う等の対策を実施する

ことを保安規定に定めて管理する。 

外②-3、外②-4 

(ｂ) 再処理事業所敷地内の火災・爆発源に対す

 

(ロ) 外部火災 

安全機能を有する施設は，想定される外部

火災において，最も厳しい火災が発生した場

合においても，その安全機能を損なわない設

計とする。外①-1 

外部火災としては，「原子力発電所の外部

火災影響評価ガイド」を参考として，森林火

災，近隣の工場，石油コンビナート等特別防

災区域，危険物貯蔵所及び高圧ガス貯蔵施設

（以下「近隣の産業施設」という。）の火災

及び爆発並びに航空機墜落による火災を対象

とする。外①-6 

自然現象として想定される森林火災につい

ては，敷地への延焼防止を目的として，再処

理施設の敷地周辺の植生を確認し，作成した

植生データ及び敷地の気象条件等を基に解析

によって求めた最大火線強度（9,128ｋＷ／

ｍ）から算出される防火帯（幅 25ｍ以上）を

敷地内に設ける。外②-1 

 

 

 

 

防火帯は延焼防止機能を損なわない設計と

し，防火帯内には原則として可燃物となるも

のは設置しない。外②-3 防火帯に可燃物を

含む機器等を設置する場合には，延焼防止機

能を損なわないよう必要最小限とするととも

に，不燃性シートで覆う等の対策を実施す

る。外②-4 

 

また，森林火災からの輻射強度の影響を考

慮した場合においても，離隔距離の確保等に

より，安全機能を有する施設の安全機能を損

なわない設計とする。外②-6 

 

 

人為事象として想定される近隣の産業施設

の火災及び爆発，敷地内に存在する屋外の危

険物貯蔵施設及び可燃性ガスボンベの火災及

び爆発の影響については，離隔距離の確保等

により，安全機能を有する施設の安全機能を

損なわない設計とする。外③-1 

航空機墜落による火災については，対象航

空機が安全機能を有する施設を収納する建屋

等の直近に墜落する火災を想定し，火炎から

の輻射強度の影響により，建屋外壁等の温度

上昇を考慮した場合においても，安全機能を

有する施設の安全機能を損なわない設計とす

ること，若しくはその火災による損傷を考慮

して，代替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間で修理を行うこ

1.7.11 外部火災防護に関する設計 

1.7.11.1 外部火災防護に関する設計方針 

原子力規制委員会の定める事業指定基準規

則の第九条では，外部からの衝撃による損傷

の防止として，安全機能を有する施設は，想

定される自然現象（地震及び津波を除く。）

又は人為事象が発生した場合においても安全

機能を損なわないものでなければならないと

している。外◇1  
安全機能を有する施設は，外部火災の影響

を受ける場合においてもその安全機能を確保

するために，防火帯の設置，離隔距離の確

保，建屋による防護等により，外部火災に対

して安全機能を損なわない設計とする。外①-

2 

その上で，外部火災により発生する火炎及

び輻射熱からの直接的影響並びにばい煙等の

二次的影響によってその安全機能が損なわれ

ないことを確認する施設を，再処理施設の全

ての安全機能を有する構築物，系統及び機器

とする。外①-3 外部火災から防護する施設

（以下「外部火災防護対象施設」という。）

としては，安全評価上その機能を期待する構

築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点

から，安全上重要な構築物，系統及び機器を

抽出し，外部火災により冷却，水素掃気，火

災及び爆発の防止，臨界の防止等の安全機能

を損なわないよう機械的強度を有すること等

により，安全機能を損なわない設計とする。

外①-4 

上記に含まれない安全機能を有する施設に

ついては，外部火災に対して機能を維持する

こと若しくは外部火災による損傷を考慮して

代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障が生じない期間での修理を行うこ

と又はそれらを適切に組み合わせることによ

り，安全機能を損なわない設計とする。外①-

5 

なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施

設内に一時的に保管されることを踏まえ，外

部火災により使用済燃料収納キャスクに波及

的破損を与えない設計とする。外◇2  

ここでの外部火災としては，「原子力発電

所の外部火災影響評価ガイド」（平成 25年６

月 19 日 原規技発第 13061912号 原子力規

制委員会決定）（以下「外部火災ガイド」と

いう。）を参考として，外①-9 森林火災，

近隣の産業施設の火災及び爆発並びに航空機

墜落による火災を対象とする。外①-6 ま

た，外部火災防護対象施設へ影響を与えるお

それのある敷地内に存在する屋外の危険物貯

蔵施設及び可燃性ガスボンベ（以下「危険物

貯蔵施設等」という。）については，外部火

 

 

○許○設基① 
外部火災の全対象に共通する冒

頭宣言 

 

 

○許○設基① 
外部火災の対象の宣言 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ⅰ 
（評価結果） 

外部火災ガイド（ＦＡＲＳＩＴ

Ｅ）による影響評価により算出

される最大火線強度（9、128ｋ

Ｗ／ｍ（発火点２））に対し、

風上に樹木がある場合の火線強

度と最小防火帯の関係から、必

要とされる最小防火帯幅 24.9ｍ 

（必要な措置） 

最小防火帯幅を上回る（幅 25ｍ

以上）を敷地内に設置 

 

○許○設基① 
（性能） 

延焼防止機能を損なわない 

（手段） 

防火帯内には原則として可燃物

となるものは設置しない。防火

帯に可燃物を含む機器等を設置

する場合には，不燃性シートで

覆う等の対策を実施 

○許○設基① 

（性能） 

設計対処施設の温度を許容温度

以下とする 

（手段） 

必要な防火帯及び離隔距離を確

保すること 

 

○許○設基① 

（性能） 

設計対処施設の温度を許容温度

以下とする 

（手段） 

必要な離隔距離を確保すること 

 

○許○設基① 

・外部火災防護対象施設を収納

する建屋 

（性能） 

設計対処施設の温度を許容温度

以下とする 

（手段） 

コンクリート厚さ 

・屋外に設置する外部火災防護

対象施設 

（性能） 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （外部火災）（2 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
る設計方針 

火災・爆発源として，森林火災，敷地内に

存在する屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性ガ

スボンベ（以下「危険物貯蔵施設等」とい

う。）の火災及び爆発，航空機墜落による火

災，航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設

等の火災及び爆発との重畳を想定し，火災源

からの外部火災防護対象施設への熱影響を評

価する。外①-6、外①-9、外①-8 

森林火災からの輻射強度の影響を考慮した

場合においても，離隔距離の確保等により，

安全機能を有する施設の安全機能を損なわな

い設計とする。外②-6 

危険物貯蔵施設等のうち，精製建屋ボンベ

庫及び還元ガス製造建屋については，設計対

処施設に隣接しており，危険限界距離の確保

は出来ない。外④-10、外⑦-4 そのため，設

計対処施設については，爆発によって発生す

る爆風圧に対して健全性を維持する設計とす

ることで，外部火災防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。外④-11、外⑦-5 

航空機墜落による火災については，熱影響

により安全機能を有する施設の安全機能を損

なうおそれがある場合には，耐火被覆又は遮

熱板等の対策を講ずることにより安全機能を

損なわない設計とする。外⑤-3 

敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空機

墜落火災の重畳については，航空機が危険物

貯蔵施設等に直撃し，危険物及び航空機燃料

による重畳火災を想定したとしても，離隔距

離が最も短いディーゼル発電機用燃料油受入

れ・貯蔵所の重畳火災により，設計対処施設

である使用済燃料受入れ・貯蔵建屋が受ける

輻射強度は１ｋＷ／ｍ２程度であり，設計対

処施設の直近での航空機墜落による火災を想

定した場合の輻射強度（30ｋＷ／ｍ２）より

も小さく，設計対処施設の直近における航空

機墜落による火災評価に包絡される。外⑦-1 

外部火災防護対象施設の評価条件を以下の

ように設定し，「原子力発電所の外部火災影

響評価ガイド」（平成 25年６月 19日 原規

技発第 13061912号 原子力規制委員会決定）

（以下「外部火災ガイド」という。）を参考

として評価する。外①-9 

評価結果より火災源ごとに輻射強度，燃焼

継続時間等を求め，外部火災防護対象施設を

内包する建屋の表面温度が許容温度（200℃）

となる危険距離を算出し，その危険距離を上

回る離隔距離を確保する設計，又は建屋表面

温度及び屋外の外部火災防護対象施設の温度

を算出し，その温度が許容温度を満足する設

計とする。 

外②-5、外④-2、外④-3、外④-4、外④-5、

と又はそれらを適切に組み合わせることによ

り，その安全機能を損なわない設計とする。

外⑤-2 また，熱影響により安全機能を有す

る施設の安全機能を損なうおそれがある場合

には，耐火被覆又は遮熱板等の対策を講ずる

ことにより安全機能を損なわない設計とす

る。外⑤-3 

 

 

 

 

外部火災の二次的影響であるばい煙による

影響については，建屋換気設備等に適切な防

護対策を講じることで，安全機能を有する施

設の安全機能を損なわない設計とする。外⑧-

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，有毒ガスによる影響については，運

転員の作業環境を確保するため制御建屋の中

央制御室内空気を再循環する設計とし，居住

性に影響を及ぼさない設計とする。外⑨-1 

災源としての影響及び外部火災による影響を

考慮する。外①-7、外⑪-1、外⑪-2 ただ

し，地下に設置する第１非常用ディーゼル発

電機の燃料貯蔵設備，第２非常用ディーゼル

発電機の燃料貯蔵設備，重油貯槽，第１軽油

貯槽，第２軽油貯槽，硝酸ヒドラジン受入れ

貯槽，ＴＢＰ受入れ貯槽及びｎ－ドデカン受

入れ貯槽については，熱影響を受けないこと

から危険物貯蔵施設等の対象から除外する。

外◇1  
さらに，近隣の産業施設の火災において

は，外部火災ガイドを参考として，近隣の産

業施設周辺の森林へ飛び火することにより再

処理施設へ迫る場合を想定し，近隣の産業施

設の火災と森林火災の重畳を考慮する。外◇1

また，敷地内への航空機墜落による火災を想

定することから，航空機墜落による火災と危

険物貯蔵施設等の火災及び爆発との重畳を考

慮する。外①-8 

外部火災の影響評価は，外部火災ガイドを

参考として実施する。外①-9 

外部火災にて想定する火災及び爆発を第

1.7.11－１表に示す。また，危険物貯蔵施設

等を第 1.7.11－２表に，危険物貯蔵施設等の

配置を第 1.7.11－１図に示す。外◇1  
 

1.7.11.2 設計対処施設外◇3  

外部火災防護対象施設は，建屋内に収納さ

れ防護される設備及び屋外に設置される設備

に分類されることから，外部火災防護対象施

設を収納する建屋及び屋外に設置する外部火

災防護対象施設を設計対処施設とする。ただ

し，地下階に設置されている外部火災防護対

象施設は外部火災からの熱影響を受けないた

め，外部火災防護対象施設を地下階のみに収

納している建屋は設計対処施設の対象外とす

る。 

上記方針に基づき，設計対処施設のうち，

外部火災防護対象施設を収納する建屋を以下

のとおり選定する。 

(１) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

(２) 前処理建屋 

(３) 分離建屋 

(４) 精製建屋 

(５) ウラン脱硝建屋 

(６) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

(７) ウラン酸化物貯蔵建屋 

(８) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

(９) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

(10) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

(11) 制御建屋 

(12) 非常用電源建屋 

(13) 主排気筒管理建屋 

設計対処施設の温度を許容温度

以下とする 

（手段） 

外部火災防護対象施設及び竜巻

防護対策設備に耐火被覆，遮熱

板等の防護対策を講ずる 

・非常用ディーゼル発電機 

（性能） 

設計対処施設の温度を許容温度

以下とする 

（手段） 

飛来物防護板に耐火被覆，遮熱

板等の防護対策を講ずる 

 

○許○設基① 

・換気空調系統 

（性能） 

ばい煙の侵入を防止する 

（手段） 

粒子フィルタ、中性能フィル

タ、中央制御室内の空気を再循

環する 

・ディーゼル発電機 

（性能） 

ばい煙の侵入を防止する 

（手段） 

ステンレス製ワイヤーネット 

・安全圧縮空気系の空気圧縮機 

（性能） 

ばい煙の侵入を防止する 

（手段） 

中性能フィルタ 

・ガラス固化体貯蔵設備の収納

管及び通風管 

（性能） 

流路の閉塞を防止する 

（手段） 

流路の閉塞を防止する構造 

 

○許○設基① 

（性能） 

ばい煙の侵入を防止する 

（手段） 

中央制御室内の空気を再循環す

る 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （外部火災）（3 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
外④-6、外④-7、外⑤-2、外⑤-3、外⑤-4、

外⑤-5 

爆発源として，外部火災ガイドを参考に危

険限界距離を算出し，その危険限界距離を上

回る離隔距離を確保する設計とする。 

外④-8、外④-9、外⑦-2、外⑦-3 

森林火災については，再処理施設の敷地周

辺の植生を確認し，作成した植生データ及び

敷地の気象条件等を基に解析によって求めた

最大火線強度（9,128ｋＷ／ｍ）による危険距

離を求め評価する。外②-1、外②-5 

敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災

については，貯蔵量，配置状況及び設計対処

施設への距離を考慮し，火災源ごとに建屋表

面温度及び屋外の外部火災防護対象施設の温

度を求め評価する。 

外④-1、外④-2、外④-3、外④-4、外④-5、

外④-6、外④-7 

危険物貯蔵施設等は，外部火災ガイドを参

考に危険限界距離を求め評価する。外④-8 

航空機墜落による火災については，再処理

施設は敷地内に放射性物質を取り扱う建屋が

多く，面的に広く分布していることを踏ま

え，離隔距離を想定しない航空機墜落による

火災としてとらえ，建屋外壁等の設計対処施

設への影響が厳しい地点で火災が起こること

を想定し，建屋表面温度及び屋外の外部火災

防護対象施設の温度を求め評価する。 

外⑤-1、外⑤-2、外⑤-3、外⑤-4、外⑤-5 

(c) 再処理事業所敷地外の火災・爆発源に対す

る設計方針 

再処理事業所敷地外での火災・爆発源に対

して，離隔距離の確保等により，安全機能を

有する施設の安全機能を損なわない設計とす

る。外③-1 

石油備蓄基地火災と森林火災の重畳につい

ては、石油備蓄基地火災と森林火災の輻射熱

量及び離隔距離を算出し、建屋外壁又は外部

火災防護対象施設の温度を許容温度以下とす

ることで，外部火災防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。外⑥-1、外⑥-2、

外⑥-3、外⑥-4、外⑥-5、外⑥-6 

危険物貯蔵施設等への熱影響については，

森林火災及び近隣の産業施設の火災の影響を

想定しても，敷地内の危険物貯蔵施設等の貯

蔵物の温度を許容温度以下とすることで，危

険物貯蔵施設等の火災及び爆発を防止し，設

計対処施設へ影響を与えない設計とする。 

外⑪-1 

また，近隣の産業施設の爆発の影響を想定

しても，危険物貯蔵施設等の爆発を防止し，

設計対処施設へ影響を与えない設計とする。 

外⑪-2 

設計対処施設のうち，屋外に設置する外部

火災防護対象施設を以下のとおり選定する。 

(１) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

(２) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔

Ａ，Ｂ 

(３) 第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却

水系冷却塔Ａ，Ｂ 

(４) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔に

接続する屋外設備 

(５) 主排気筒 

(６) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類

廃ガス処理設備 

(７) 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 

(８) 前処理建屋換気設備 

(９) 分離建屋換気設備 

(10) 精製建屋換気設備 

(11) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設

備 

(12) 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

上記の，屋外に設置する外部火災防護対象

施設のうち，(６)～(12)を合わせて「主排気筒に

接続する屋外配管及び屋外ダクト」という。 

設計対処施設を第 1.7.11－３表に，設計対

処施設の配置を第 1.7.11－１図に示す。ま

た，設計対処施設のうち，外部火災防護対象

施設を収納する建屋の熱影響評価で考慮する

外壁厚さを第 1.7.11－４表に示す。 

さらに，二次的影響として，火災に伴い発

生するばい煙及び有毒ガスを抽出し，その上

で，安全機能を有する施設のうち，外気を取

り込むことにより，外部火災防護対象施設の

安全機能が損なわれるおそれがある設備を以

下のとおり選定する。 

(１)設計対処施設の各建屋の換気設備 

(２)制御建屋中央制御室換気設備 

(３)第１非常用ディーゼル発電機 

(４)第２非常用ディーゼル発電機 

(５)安全圧縮空気系の空気圧縮機 

(６)ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管 

 

1.7.11.3 森林火災の想定 

1.7.11.3.1 概要外◇4  

想定される森林火災については，外部火災

ガイドを参考として，初期条件（可燃物量

（植生），気象条件及び発火点）を，再処理

施設への影響が厳しい評価となるように設定

し，森林火災シミュレーション解析コード

（以下「ＦＡＲＳＩＴＥ」という。）を用い

て影響評価を実施する。外②-2 

この影響評価の結果に基づき，必要な防火

帯及び離隔距離を確保することにより，設計
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （外部火災）（4 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
石油備蓄基地火災については，石油備蓄基

地に配置している 51基の原油タンク（約

11.1万ｍ３／基）の原油全てが防油堤内に流

出した全面火災を想定し，建屋表面温度及び

屋外の外部火災防護対象施設の温度を求め評

価する。外③-4 

敷地周辺に国道 338号線及び県道 180号線

があることから，燃料輸送車両の火災による

影響が想定される。燃料輸送車両は，消防法

令において移動タンク貯蔵所の上限が定めら

れており，公道を通行可能な上限のガソリン

が積載された状況を想定した場合でも，貯蔵

量が多く設計対処施設までの距離が近い敷地

内に存在する危険物貯蔵施設（重油タンク）

火災の評価に包絡されることから，燃料輸送

車両の火災による影響は評価の対象外とす

る。外③-2 

漂流船舶の影響については，再処理事業所

は海岸から約５ｋｍ離れており，敷地近傍の

石油備蓄基地火災の影響に包絡されることか

ら，評価の対象外とする。外③-3 

(d) 二次的影響（ばい煙）に対する設計方針 

外部火災の二次的影響であるばい煙による

影響については，建屋換気設備等に適切な防

護対策を講じることで，安全機能を有する施

設の安全機能を損なわない設計とする。 

外⑧-1 

設計対処施設の各建屋の換気設備の給気系

は，粒子フィルタ又は中性能フィルタによ

り，ばい煙の侵入を防止することで，外部火

災防護対象施設の安全機能を損なわない設計

とする。外⑧-2 

制御建屋の中央制御室は，運転員の居住性

を確保するため，制御建屋中央制御室換気設

備の外気取入口に高性能粒子フィルタを設置

し，一定以上の粒径のばい煙粒子を捕獲する

とともに，制御建屋中央制御室換気設備の外

気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御

室内の空気を再循環する措置を講ずる設計と

する。外⑧-3 

外部火災防護対象施設の第１非常用ディー

ゼル発電機については中性能フィルタ，第２

非常用ディーゼル発電機についてはステンレ

ス製ワイヤーネットにより，ばい煙の侵入を

防止することで，安全機能を損なわない設計

とする。外⑧-4 

外部火災防護対象施設の空気圧縮機の吸気

側については，中性能フィルタにより，ばい

煙の侵入を防止することで，安全機能を損な

わない設計とする。外⑧-5 

ガラス固化体貯蔵設備は，間接自然空冷貯

蔵方式により，貯蔵するガラス固化体からの

崩壊熱を利用して冷却空気入口シャフトから

対処施設の温度を許容温度以下とし，外部火

災防護対象施設の安全機能を損なわない設計

とする。 

 

1.7.11.3.2 森林火災の想定外◇4  

想定する森林火災については，外部火災ガ

イドを参考として，初期条件（可燃物量（植

生），気象条件（湿度，温度，風速，風向）

及び発火点）を，工学的判断に基づいて再処

理施設への影響が厳しい評価となるよう以下

のとおり設定する。 

(１) 森林火災における各樹種の可燃物量は，

青森県の森林簿及び森林計画図のデータに

よる現地の植生を用いるとともに，敷地内

の各樹種の可燃物量は現地調査により，現

地の植生を用いる。また，樹種及び林齢を

踏まえ，可燃物量が多くなるように植生を

設定する。 

(２) 気象条件は，立地地域及びその周辺地域

における過去 10年間の気象条件を調査し，

青森県の森林火災の発生頻度を考慮して，

最小湿度，最高気温及び最大風速の組合せ

とする。 

(３) 風向は，最大風速記録時の風向から卓越

風向を設定する。 

(４) 発火点は，青森県の森林火災の発生原因

で最多となっている煙草及びたき火を踏ま

えて，再処理施設から直線距離 10ｋｍの範

囲における人為的行為を考慮し，火を取り

扱う可能性のある箇所で火災の発生頻度が

高いと想定される居住地域近傍の道路沿い

及び人の立ち入りがある作業エリアまでの

道路沿いを候補とし，卓越風向から施設の

風上となることも考慮し外部火災の発生を

想定したときに再処理施設への影響評価の

観点で，ＦＡＲＳＩＴＥより出力される火

線強度及び反応強度（火炎輻射強度）の影

響が厳しい評価となるよう，以下のとおり

設定する。発火点の位置を第 1.7.11－２図

に示す。 

ａ．森林火災の発生原因として多い人為的

な火災発生の可能性があり，可燃物量

（植生）及び卓越風向「西北西」を考慮

し，敷地西側に位置（約 9.5ｋｍ）する

横浜町吹越地区の居住区域近傍の道路沿

いを「発火点１」として設定する。 

ｂ．森林火災の発生原因として多い人為的

な火災発生の可能性があり，可燃物量

（植生）及び卓越風向「東南東」を考慮

し，敷地東側に位置（約７ｋｍ）するむ

つ小川原国家石油備蓄基地（以下「石油

備蓄基地」という。）の中継ポンプ場及

び中継ポンプ場までのアクセス道路沿い
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （外部火災）（5 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
外気を取り入れ，外部火災防護対象施設であ

る収納管と通風管で形成する円環流路を上昇

しながらガラス固化体を冷却し，冷却空気出

口シャフトより排出している。外⑧-6 

外気とともに自然空冷の通気流路にばい煙

が流入するが，流路の閉塞を防止する構造と

し，安全機能を損なわない設計とする。 

外⑧-7 

(ｅ) 有毒ガスに対する設計方針 

有毒ガスによる影響については，運転員の

作業環境を確保するため制御建屋の中央制御

室内空気を再循環する設計とし，居住性に影

響を及ぼさない設計とする。外⑨-1 

なお，制御建屋の中央制御室内空気の再循

環を保安規定に定めて管理する。外⑨-1 

を「発火点２」として設定する。 

ｃ．森林火災の発生原因として多い人為的

な火災発生の可能性があり，可燃物量

（植生），卓越風向「西北西」及び再処

理施設までの火炎の到達時間が最短であ

ることを考慮し，敷地西側に位置（約

0.9ｋｍ）する石油備蓄基地及び石油備

蓄基地までのアクセス道路沿いを「発火

点３」として設定する。 

(５) 太陽光の入射により，火線強度が増大す 

ることから，日照による火線強度の変化を

考慮し，火線強度が最大となる時刻を発火

時刻として設定する。 

 

1.7.11.3.3 評価対象範囲外◇4  

評価対象範囲は，外部火災ガイドを参考と

して，森林火災の発火想定地点を敷地周辺の

10ｋｍ以内とし，植生，地形及び土地利用デ

ータは発火点までの距離に安全余裕を考慮

し，南北 12ｋｍ及び東西 12ｋｍとする。 

 

1.7.11.3.4 入力データ外◇4  
ＦＡＲＳＩＴＥの入力データは，外部火災

ガイドを参考に，以下のとおりとする。 

(１) 地形データ 

敷地内及び敷地周辺の土地の標高及び地形

のデータについては，現地状況をできるだけ

模擬するため，10ｍメッシュの「基盤地図情

報 数値標高モデル」を用いる。 

(２) 土地利用データ 

敷地周辺の土地利用データについては，現

地状況をできるだけ模擬するため，100ｍメッ

シュの「国土数値情報 土地利用細分メッシ

ュ」を用いる。 

(３) 植生データ 

植生データについては，現地状況をできる

だけ模擬するため，敷地周辺の樹種や生育状

況に関する情報を有する森林簿及び森林計画

図の空間データを使用する。ここで，森林簿

の情報を用いて，土地利用データにおける森

林領域を，樹種及び林齢によりさらに細分化

する。 

また，敷地内の樹種や生育状況に関する情

報は，実際の植生を調査し，その調査結果を

使用する。 

植生が混在する場合は，厳しい評価となる

ように可燃物量，可燃物の高さ及び可燃物熱

量を考慮して入力する植生データを設定す

る。 

(４) 気象データ 

気象条件については，外部火災ガイドを参

考とし，過去 10年間を調査し，森林火災の発

生頻度が年間を通じて比較的高い３月から８
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （外部火災）（6 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
月の最高気温，最小湿度及び最大風速の組合

せを考慮し，風向は卓越方向を考慮する。再

処理施設の最寄りの気象官署としては，気候

的に敷地に比較的類似している八戸特別地域

気象観測所及びむつ特別地域気象観測所があ

り，敷地近傍には六ヶ所地域気象観測所があ

る。最高気温，最小湿度及び最大風速につい

ては，気象条件が最も厳しい値となる八戸特

別地域気象観測所の過去 10 年間の気象データ

から設定する。風向については，再処理施設

の風上に発火点を設定する必要があることか

ら，敷地近傍にある六ヶ所地域気象観測所の

過去 10年間の気象データから，最大風速時の

風向の出現回数及び風向の出現回数を調査

し，卓越方向を設定する。 

ＦＡＲＳＩＴＥによる評価に当たっては，

厳しい評価となるよう以下のとおり，風向，

風速，気温及び湿度による影響を考慮する。 

ａ．風向及び風速については，火災の延焼性

を高め，また，敷地側に対する風の影響を

厳しく想定するため，風速は最大風速で一

定とし，風向は卓越風向とする。 

ｂ．気温については，可燃物の燃焼性を高め

るため，最高気温で一定とする。 

ｃ．湿度については，可燃物が乾燥し燃えや

すい状態とするため，最小湿度で一定とす

る。 

 

1.7.11.3.5 延焼速度及び火線強度の算出外◇4  

外部火災ガイドを参考として，ホイヘンス

の原理に基づく火炎の拡大モデルを用いて，

評価結果が厳しくなるよう火炎をモデル化し

た上で，上記の設定を基にＦＡＲＳＩＴＥに

て，延焼速度（平均 0.04ｍ／ｓ（発火点

３）），火線強度及び火炎輻射強度を算出す

る。 

 

1.7.11.3.6 火炎到達時間による消火活動外◇4  

外部火災ガイドを参考として，ＦＡＲＳＩ

ＴＥにより，発火点から防火帯までの火炎到

達時間（５時間１分（発火点３））を算出す

る。敷地内には，消火活動に必要な消火栓等

の消火設備の設置及び大型化学消防車等を配

備することで，森林火災が防火帯に到達する

までの間に敷地内に常駐する自衛消防隊の消

火班による消火活動が可能であり，万一の飛

び火等による火災の延焼を防止することで設

計対処施設への影響を防止し，外部火災防護

対象施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

安全機能を有する施設のうち防火帯の外側

に位置する放射線管理施設の環境モニタリン

グ設備のモニタリングポスト，ダストモニタ
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （外部火災）（7 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
及び積算線量計については，森林火災発生時

は，自衛消防隊の消火班による事前散水によ

り延焼防止を図ること及び代替設備を確保す

ることにより，その機能を維持する設計とす

る。 

 

1.7.11.3.7 防火帯幅の設定外◇4  

ＦＡＲＳＩＴＥによる影響評価により算出

される最大火線強度（9,128ｋＷ／ｍ（発火点

２））に対し，外部火災ガイドを参考とし

て，風上に樹木がある場合の火線強度と最小

防火帯の関係から，必要とされる最小防火帯

幅 24.9ｍを上回る幅 25ｍ以上の防火帯を確保

することにより，設計対処施設への延焼を防

止し，外部火災防護対象施設の安全機能を損

なわない設計とする。設置する防火帯の位置

を第 1.7.11－１図に示す。 

 

1.7.11.3.8 危険距離の確保及び熱影響評価に

ついて 

(１) 森林火災の想定外◇4  
森林火災を以下のとおり想定する。 

ａ．外部火災ガイドを参考に，森林火災に

よる熱を受ける面と森林火災の火炎の地

点は同じ高さにあると仮定する。 

ｂ．外部火災ガイドを参考に，森林火災の

火炎は，円筒火炎モデルとし，火炎の高

さは燃焼半径の３倍とする。 

ｃ．円筒火炎モデル数は，火炎最前線のセ

ルごとに設定する。 

ｄ．設計対処施設への熱影響が厳しくなる

よう，火炎最前線のセルから，最大の火

炎輻射強度（750ｋＷ／ｍ２（発火点

３））となるセルを評価対象の最短とし

て配置し，火炎最前線の火炎が到達した

セルを横一列に並べて，全てのセルから

の火炎輻射強度を考慮する。 

(２) 危険距離 

最大の火炎輻射強度を踏まえた輻射強度に

基づき，防火帯の外縁（火炎側）から設計対

処施設までの離隔距離を，外壁表面温度がコ

ンクリートの圧縮強度が維持できる温度であ

る 200℃となる危険距離 23ｍ以上確保するこ

とで，設計対処施設への延焼を防止し，建屋

内に収納する外部火災防護対象施設の安全機

能を損なわない設計とする。 

危険距離については，設計対処施設が受け

る輻射強度の影響が最大となる発火点３の森

林火災に基づき算出する。外②-5 

(３) 設計対処施設への熱影響について外◇4  

外部火災ガイドを参考として，熱影響評価

を実施する。 

ａ．外部火災防護対象施設を収納する建屋 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （外部火災）（8 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
評価対象は，防火帯から最も近い位置

（約 170ｍ）にある使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋とする。使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋外壁が受ける輻射強度（1.4ｋＷ／ｍ２

（発火点３））については，外部火災ガイ

ドを参考とし，設計対処施設への輻射強度

の影響が最大となる発火点３の森林火災に

基づき算出する。この輻射強度に基づき算

出する使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の外壁

表面温度を，コンクリートの許容温度

200℃以下とすることで，建屋内に収納す

る外部火災防護対象施設の安全機能を損な

わない設計とする。 

ｂ．屋外に設置する外部火災防護対象施設

（安全冷却水系冷却塔） 

評価対象は，防火帯から最も近い位置

（約 129ｍ）にある設計対処施設の使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安

全冷却水系冷却塔Ａとする。使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却

水系冷却塔Ａが受ける輻射強度（2.1ｋ

Ｗ／ｍ２（発火点３））については，外

部火災ガイドを参考とし，設計対処施設

への輻射強度が最大となる発火点３の森

林火災に基づき算出する。この輻射強度

に基づき算出する使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔

Ａの冷却水出口温度を最大運転温度以下

とすることで，外部火災防護対象施設の

安全機能を損なわない設計とする。 

ｃ．屋外に設置する外部火災防護対象施設

（主排気筒に接続する屋外配管及び屋外

ダクト）  

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外

ダクトについては，主要材が鋼材であ

り，熱に対しての許容温度が高い。ま

た，森林火災の評価対象である使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋より距離が離れてい

ることから，主排気筒に接続する屋外配

管及び屋外ダクトが火炎から受ける輻射

強度は，評価対象より低い。森林火災に

対して，評価対象の外壁表面温度はコン

クリートの許容温度 200℃以下とするこ

とから，主排気筒に接続する屋外配管及

び屋外ダクトについても安全機能を損な

うことはない。 

ｄ．非常用ディーゼル発電機 

第１非常用ディーゼル発電機及び第２

非常用ディーゼル発電機は建屋内に収納

し，建屋の外気取入口から室内へ空気を

取り込み，その室内空気をディーゼル発

電機へ取り込む設計とする。そのため，

非常用ディーゼル発電機を収納する設計
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様式－７ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
対処施設の外気取入口から室内に流入す

る空気の温度が森林火災の熱影響によっ

て上昇したとしても室内温度の最高温度

以下とすることで，室内から空気を取り

込む非常用ディーゼル発電機の安全機能

を損なわない設計とする。 

空気温度の評価については，可燃物量

が多く，火災の燃焼時間が長く輻射熱の

影響が厳しい石油備蓄基地火災の熱影響

評価に包絡される。 

 

1.7.11.3.9 異種の自然現象の重畳及び設計基

準事故との組合せ外◇4  
森林火災と同時に発生する可能性がある自

然現象としては，風（台風）及び高温が考え

られる。森林火災の評価における気象条件に

ついては，外部火災ガイドを参考とし，過去

10 年間を調査し，森林火災の発生頻度が年間

を通じて比較的高い月の最高気温及び最大風

速の組合せを考慮している。そのため，風

（台風）及び高温については，森林火災の評

価条件として考慮されている。 

設計対処施設への森林火災の影響について

は，設計基準事故時に生ずる荷重の組合せを

適切に考慮する設計とする。すなわち，森林

火災により設計対処施設に作用する荷重及び

設計基準事故時に生ずる荷重を，それぞれの

因果関係及び時間的変化を考慮して適切に組

み合わせて設計する。また，設計基準事故の

影響が及ぶ期間に発生すると考えられる森林

火災の荷重と設計基準事故時に生ずる荷重を

適切に考慮する設計とする。 

設計対処施設は，森林火災に対して安全機

能を損なわない設計とすることから，森林火

災と設計基準事故は独立事象である。また，

設計基準事故発生時に，森林火災が発生した

場合，安全上重要な施設に荷重を加える設計

基準事故である「プルトニウム精製設備のセ

ル内での有機溶媒火災」及び「プルトニウム

濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応」による荷重との組合せが考えられるが，

これらの設計基準事故による荷重を受けるプ

ルトニウム精製塔セル及びプルトニウム濃縮

缶は，森林火災の影響を受けることはないた

め，設計基準事故時荷重と森林火災の組合せ

は考慮しない。 

 

1.7.11.4 近隣の産業施設の火災及び爆発 

1.7.11.4.1 概要 

近隣の産業施設の火災及び爆発について

は，外部火災ガイドを参考として，敷地周辺

10ｋｍ範囲内に存在する近隣の産業施設及び

敷地内の危険物貯蔵施設等を網羅的に調査
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （外部火災）（10 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
し，石油備蓄基地（敷地西方向約 0.9ｋｍ）

の火災，敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及

び爆発を対象とする。外◇5  

敷地周辺 10ｋｍ範囲内に存在する近隣の産

業施設及び敷地内の危険物貯蔵施設等の配置

を第 1.7.11－１図及び第 1.7.11－３図～第

1.7.11－５図に示す。外◇5  

また,敷地周辺に国道 338号線及び県道 180

号線があることから，燃料輸送車両の火災に

よる影響が想定される。燃料輸送車両は，消

防法令において移動タンク貯蔵所の上限が定

められており，公道を通行可能な上限のガソ

リンが積載された状況を想定した場合でも，

貯蔵量が多く設計対処施設までの距離が近い

敷地内に存在する危険物貯蔵施設（重油タン

ク）火災の評価に包絡されることから，燃料

輸送車両の火災による影響は評価の対象外と

する。外③-2 

漂流船舶の影響については，再処理事業所

は海岸から約５ｋｍ離れており，敷地近傍の

石油備蓄基地火災の影響に包絡されることか

ら，評価の対象外とする。外③-3 

設計対処施設である外部火災防護対象施設

を収納する建屋については，外部火災ガイド

を参考として，建屋の外壁で受ける，火炎か

ら算出された輻射強度を考慮した場合におい

ても，離隔距離の確保等により，コンクリー

トの許容温度となる輻射強度（以下「危険輻

射強度」という。）以下とすることで，危険

距離以上の離隔を確保する設計とし，建屋内

に収納する外部火災防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。外◇5  
設計対処施設である屋外に設置する外部火

災防護対象施設については，外部火災ガイド

を参考として，影響評価により算出する輻射

強度を考慮した場合においても，離隔距離の

確保等により，許容温度以下とすることで，

外部火災防護対象施設の安全機能を損なわな

い設計とする。外◇5  
近隣の産業施設の火災により周辺の森林へ

飛び火し敷地へ火炎が迫ることを想定し，近

隣の産業施設の火災と森林火災の重畳評価を

行い，石油備蓄基地火災と森林火災の輻射熱

量及び離隔距離を考慮し，石油備蓄基地火災

と森林火災から受ける輻射強度が大きくなる

設計対処施設を重畳評価の対象に選定する。

評価に当たっては，外部火災ガイドを参考と

して，影響評価により算出される輻射強度に

基づき，設計対処施設の温度を許容温度以下

とすることで，外部火災防護対象施設の安全

機能を損なわない設計とする。外◇5  
危険物貯蔵施設等の火災については，外部

火災ガイドを参考として，影響評価により算
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （外部火災）（11 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
出される輻射強度に基づき，設計対処施設の

温度を許容温度以下とすることで，外部火災

防護対象施設の安全機能を損なわない設計と

する。外◇5  

再処理施設の危険物貯蔵施設等及びＭＯＸ

燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫の爆

発については，設計対処施設への影響がなく

外部火災防護対象施設の安全機能を損なわな

い設計とする。外◇5  

 

1.7.11.4.2 石油備蓄基地火災 

石油備蓄基地火災については，外部火災ガ

イドを参考として，以下のとおり石油備蓄基

地火災を想定し，設計対処施設への熱影響評

価を実施する。外◇5  
(１) 石油備蓄基地火災の想定外◇6  

ａ．気象条件は無風状態とする。外◇5  
ｂ．石油備蓄基地に配置している 51基の

原油タンク（約 11.1万ｍ３／基）の原油

全てが防油堤内に流出した全面火災を想

定し，原油タンクから流出した石油類は

全て防油堤内に留まるものとする。外③

-4 

ｃ．火災は原油タンク９基（３列×３行）

又は６基（２列×３行）を１単位とした

円筒火災モデルとし，火炎の高さは燃焼

半径の３倍とする。外◇5  
ｄ．原油タンクは，燃焼半径が大きく，燃

焼時に空気供給が不足し，大量の黒煙が

発生するため，放射発散度の低減率

（0.3）を考慮する。外◇5  

(２) 設計対処施設への熱影響について外◇5  
ａ．外部火災防護対象施設を収納する建屋 

評価対象は，第 1.7.11－３図に示すと

おり，石油備蓄基地からの距離が最短

（約 1,450ｍ）となる第１ガラス固化体

貯蔵建屋とする。外部火災ガイドを参考

とし，想定される石油備蓄基地火災によ

り第１ガラス固化体貯蔵建屋の建屋外壁

で受ける火炎からの輻射強度を算出す

る。この輻射強度を危険輻射強度（2.3

ｋＷ／ｍ２）以下とすることで，危険距

離以上の離隔を確保する設計とする。ま

た，危険輻射強度以下とすることで外壁

表面温度をコンクリートの許容温度

200℃以下とし，建屋内に収納する外部

火災防護対象施設の安全機能を損なわな

い設計とする。 

ｂ．屋外に設置する外部火災防護対象施設

（安全冷却水系冷却塔） 

評価対象は，第 1.7.11－３図に示すと

おり，石油備蓄基地からの距離が最短

（約 1,640ｍ）となる設計対処施設の使
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （外部火災）（12 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔Ｂとし，外部火災ガ

イドを参考とし，想定される石油備蓄基

地火災から受ける火炎からの輻射強度を

算出する。この輻射強度に基づき算出す

る冷却水出口温度を最大運転温度以下と

することで，外部火災防護対象施設の安

全機能を損なわない設計とする。 

ｃ．屋外に設置する外部火災防護対象施設

（主排気筒に接続する屋外配管及び屋外

ダクト） 

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外

ダクトについては，主要材が鋼材であ

り，熱に対しての許容温度が高い。ま

た，石油備蓄基地火災の評価対象とした

第１ガラス固化体貯蔵建屋より距離が離

れていることから，主排気筒に接続する

屋外配管及び屋外ダクトが火炎から受け

る輻射強度は，評価対象より低い。石油

備蓄基地火災に対して，評価対象の外壁

表面温度はコンクリートの許容温度

200℃以下とすることから，主排気筒に

接続する屋外配管及び屋外ダクトについ

ても安全機能を損なうことはない。 

ｄ．非常用ディーゼル発電機 

第１非常用ディーゼル発電機及び第２

非常用ディーゼル発電機は建屋内に収納

し，建屋の外気取入口から室内へ空気を

取り込み，その室内空気をディーゼル発

電機へ取り込む設計とする。 

そのため，非常用ディーゼル発電機を

収納する設計対処施設の外気取入口から

室内に流入する空気の温度が石油備蓄基

地火災の熱影響によって上昇したとして

も室内温度の最高温度以下とすること

で，室内から空気を取り込む非常用ディ

ーゼル発電機の安全機能を損なわない設

計とする。 

評価対象は，第 1.7.11－３図に示すと

おり，石油備蓄基地からの距離が最短

（約 1,660ｍ）となる第２非常用ディー

ゼル発電機を収納する非常用電源建屋と

する。評価については，想定される石油

備蓄基地火災により，建屋外壁等がコン

クリートの許容温度 200℃に上昇した状

態を想定し，建屋外壁等からの熱伝達に

より，外気取入口から室内に流入する空

気温度を算出する。この空気温度を室内

温度の最高温度以下とすることで，室内

から空気を取り込む第２非常用ディーゼ

ル発電機の安全機能を損なわない設計と

する。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

1.7.11.4.3 近隣の産業施設の火災と森林火災

の重畳評価 

石油備蓄基地火災においては，防油堤外部

へ延焼する可能性は低いが，外部火災ガイド

を参考として，石油備蓄基地周辺の森林へ飛

び火することにより再処理施設へ迫る場合を

考慮し，石油備蓄基地火災と森林火災の重畳

を想定する。外⑥-1 評価に当たっては，石

油備蓄基地火災と森林火災の輻射熱量及び離

隔距離を考慮し，石油備蓄基地火災と森林火

災から受ける輻射強度が大きくなる使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ

を重畳評価の対象とする。外⑥-2 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋については，

建屋外壁が受ける輻射強度を外部火災ガイド

を参考として算出する。外⑥-3 この輻射強

度に基づき算出する外壁表面温度をコンクリ

ートの許容温度 200℃以下とすることで，建

屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全

機能を損なわない設計とする。外⑥-4 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔Ａについては，安全冷却

水系冷却塔が受ける輻射強度を外部火災ガイ

ドを参考として算出する。外⑥-5 この輻射

強度に基づき算出した冷却水出口温度を最大

運転温度以下とすることで，外部火災防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とする。

外⑥-6 

 

1.7.11.4.4 敷地内に存在する危険物貯蔵施設

等の火災及び爆発 

敷地内に複数存在する危険物貯蔵施設等の

中から，貯蔵量，配置状況及び設計対処施設

への距離を考慮し，設計対処施設に火災及び

爆発の影響を及ぼすおそれがあるものを選定

する。外④-1 

(１) 危険物貯蔵施設等の火災 

火災源として考慮する危険物貯蔵施設等を

第 1.7.11－５表に示す。外◇6  

ａ．危険物貯蔵施設等の火災の想定外◇6  

危険物貯蔵施設等の火災は，外部火災ガ

イドを参考とし以下のとおり想定する。 

 (ａ) 気象条件は無風状態とする。 

(ｂ) 危険物貯蔵施設内の重油全てが防油堤

内に流出した全面火災を想定し，流出し

た重油は全て防油堤内に留まるものとす

る。 

(ｃ) 火災は円筒火災モデルとし，火炎の高

さは燃焼半径の３倍とする。 

(ｄ) 輻射発散度の低減は考慮しない。 

ｂ．評価対象施設外◇6  

60



様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （外部火災）（14 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
評価対象施設は，輻射強度が最大となる

火災を想定するため，危険物貯蔵施設等か

らの距離が最短となる設計対処施設を対象

とする。 

危険物貯蔵施設等の火災の影響評価の対

象となる設計対処施設を第 1.7.11－６表に

示す。 

ｃ．設計対処施設への熱影響について 

設計対処施設への熱影響は，外部火災ガ

イドを参考として評価を実施する。外◇6  
(ａ) ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所の火災 

評価対象は，ボイラ用燃料受入れ・貯蔵

所からの距離が最短となるウラン酸化物貯

蔵建屋（約 580ｍ）及び再処理設備本体用 

安全冷却水系冷却塔Ｂ（約 490ｍ）とす

る。外◇6  
ウラン酸化物貯蔵建屋については，建屋

外壁が受ける火炎からの輻射強度（0.088

ｋＷ／ｍ２）を外部火災ガイドを参考とし

て算出する。外◇6  この輻射強度に基づき

算出する外壁表面温度を，コンクリートの

許容温度 200℃以下とすることで，建屋内

に収納する外部火災防護対象施設の安全機

能を損なわない設計とする。外④-2 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔

Ｂについては，冷却塔が受ける火炎からの

輻射強度（0.13ｋＷ／ｍ２）を外部火災ガ

イドを参考として算出する。外◇6  この輻

射強度に基づき算出する冷却水出口温度を

最大運転温度以下とすることで，外部火災

防護対象施設の安全機能を損なわない設計

とする。外④-3 

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダ

クトについては，主要材が鋼材であり，熱

に対しての許容温度が高い。外◇6  また，

ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所の火災の評価

対象であるウラン酸化物貯蔵建屋より距離

が離れていることから，主排気筒に接続す

る屋外配管及び屋外ダクトが火炎から受け

る輻射強度は，評価対象より低い。外◇6  
ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所の火災に対し

て，評価対象の外壁表面温度はコンクリー

トの許容温度 200℃以下とすることから，

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダク

トについても安全機能を損なうことはな

い。外◇6  
(ｂ) ボイラ用燃料貯蔵所の火災 

評価対象は，ボイラ用燃料貯蔵所からの

距離が最短となる使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋（約 210ｍ）及び使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔

Ｂ（約 210ｍ）とする。外◇6  
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋について
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は，建屋外壁が受ける火炎からの輻射強度

（0.079ｋＷ／ｍ２）を外部火災ガイドを参

考として算出する。外◇6  この輻射強度に

基づき算出する外壁表面温度をコンクリー

トの許容温度 200℃以下とすることで，建

屋内に収納する外部火災防護対象施設の安

全機能を損なわない設計とする。外④-4 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔Ｂについては，冷却塔

が受ける火炎からの輻射強度（0.079ｋＷ

／ｍ２）を外部火災ガイドを参考として算

出する。外◇6  この輻射強度に基づき算出

する冷却水出口温度を最大運転温度以下と

することで，外部火災防護対象施設の安全

機能を損なわない設計とする。外④-5 

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダ

クトについては，主要材が鋼材であり，熱

に対しての許容温度が高い。外◇6  また，

ボイラ用燃料貯蔵所の火災の評価対象とし

た使用済燃料受入れ・貯蔵建屋より距離が

離れていることから，主排気筒に接続する

屋外配管及び屋外ダクトが火炎から受ける

輻射強度は，評価対象より低い。ボイラ用

燃料貯蔵所の火災に対して，評価対象の外

壁表面温度はコンクリートの許容温度

200℃以下とすることから，主排気筒に接

続する屋外配管及び屋外ダクトについても

安全機能を損なうことはない。外◇6  
(ｃ) ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯

蔵所の火災 

評価対象は，ディーゼル発電機用燃料油

受入れ・貯蔵所からの距離が最短となる使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋（約 100ｍ）及

び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔Ｂ（約 100ｍ）とす

る。外◇6  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋について

は，建屋外壁が受ける火炎からの輻射強度

（0.45ｋＷ／ｍ２）を外部火災ガイドを参

考として算出する。外◇6  この輻射強度に

基づき算出する外壁表面温度をコンクリー

トの許容温度 200℃以下とすることで，建

屋内に収納する外部火災防護対象施設の安

全機能を損なわない設計とする。外④-6 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔Ｂについては，冷却塔

が火炎から受ける輻射強度（0.45ｋＷ／ｍ
２）を外部火災ガイドを参考として算出す

る。外◇6  この輻射強度に基づき算出する

冷却水出口温度を最大運転温度以下とする

ことで，外部火災防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。外④-5 

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダ
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クトについては，主要材が鋼材であり，熱

に対しての許容温度が高い。外◇6  また，

ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所

の火災の評価対象である使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋より距離が離れていることか

ら，主排気筒に接続する屋外配管及び屋外

ダクトが火炎から受ける輻射強度は，評価

対象より低い。外◇6  ディーゼル発電機用

燃料油受入れ・貯蔵所の火災に対して，評

価対象の外壁表面温度はコンクリートの許

容温度 200℃以下とすることから，主排気

筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトにつ

いても安全機能を損なうことはない。外◇6  
(２) 危険物貯蔵施設等の爆発 

爆発源として考慮する危険物貯蔵施設等

を第 1.7.11－５表に示す。外◇6  

ａ．再処理施設の危険物貯蔵施設等の爆発 

危険物貯蔵施設等は屋内に収納され，着

火源を排除するとともに可燃性ガスが漏え

いした場合においても滞留しない構造とす

ることで爆発を防止する設計とする。外◇6  

また，危険物貯蔵施設等のうち，低レベ

ル廃棄物処理建屋 プロパンボンベ庫及び

ボイラ建屋 ボンベ置場については，外部

火災ガイドを参考に危険限界距離を算出す

る。外④-8 設計対処施設は，低レベル廃

棄物処理建屋 プロパンボンベ庫及びボイ

ラ建屋 ボンベ置場から危険限界距離以上

の離隔を確保することで，外部火災防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とす

る。外④-9 

精製建屋ボンベ庫及び還元ガス製造建屋

については，設計対処施設に隣接してお

り，危険限界距離の確保は出来ない。外④

-10 そのため，設計対処施設について

は，爆発によって発生する爆風圧に対して

健全性を維持する設計とすることで，外部

火災防護対象施設の安全機能を損なわない

設計とする。外④-11 

ｂ．ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガスト

レーラ庫の爆発 

ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガストレ

ーラ庫は，高圧ガス保安法に基づき，着火

源を排除するとともに可燃性ガスが漏えい

した場合においても滞留しない構造とする

こと及び爆発時に発生する爆風や飛来物が

上方向に開放される構造として設計するこ

とから，設計対処施設への影響がなく，外

部火災防護対象施設の安全機能を損なわな

い設計とする。外④-12 

また，設計対処施設は，第１高圧ガスト

レーラ庫に対する危険限界距離以上（55

ｍ）以上の離隔距離を確保する設計とす
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る。外◇6  

 

1.7.11.5 航空機墜落による火災 

1.7.11.5.1 概要外◇7  
航空機墜落による火災については，外部火

災ガイド及び航空機落下評価ガイドを参考と

して，航空機墜落による火災の条件となる航

空機の選定を行う。また，航空機墜落地点に

ついては，建屋外壁等で火災が発生すること

を想定する。この航空機墜落による火災の輻

射強度を考慮した場合において，外部火災防

護対象施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

 

1.7.11.5.2 航空機墜落による火災の想定外◇7  
航空機墜落による火災の想定は，以下のと

おりとする。 

(１) 航空機は，対象航空機を種類別に分類

し，燃料積載量が最大の機種とする。 

(２) 航空機は，燃料を満載した状態を想定す

る。 

(３) 航空機墜落地点は，建屋外壁等の設計対

処施設への影響が厳しい地点とする。 

(４) 航空機の墜落によって燃料に着火し，火

災が起こることを想定する。 

(５) 気象条件は無風状態とする。 

(６) 火災は円筒火災をモデルとし，火炎の高

さは燃焼半径の３倍とする。 

(７) 油火災において任意の位置にある輻射強

度を計算により求めるには，半径が 1.5ｍ

以上の場合で火炎の高さを半径の３倍にし

た円筒火災モデルを採用する。 

 

1.7.11.5.3 墜落による火災を想定する航空機

の選定外◇7  
外部火災ガイドを参考に，航空機墜落によ

る火災の対象航空機については，航空機落下

評価ガイドの落下事故の分類を踏まえ，以下

の航空機の落下事故における航空機を選定す

る。 

(１) 自衛隊機又は米軍機の訓練空域内を訓練

中及び訓練空域周辺を飛行中の落下事故 

外部火災ガイドを参考として，燃料積載量

が最大の自衛隊機であるＫＣ－767を選定す

る。 

また，三沢対地訓練区域を訓練飛行中の自

衛隊機又は米軍機のうち，当社による調査結

果から，自衛隊機のＦ－２又は米軍機のＦ－

16 を選定する。さらに，今後訓練飛行を行う

主要な航空機となる可能性のあるＦ－35につ

いても選定する。 

(２) 計器飛行方式民間航空機の空路を巡航中

の落下事故 
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直行経路を巡航中の計器飛行方式民間航空

機の落下事故については，「1.7.3.5 航空機

落下確率評価」に示す計器飛行方式民間航空

機の航空機落下確率の評価式を用いると，航

空機落下の発生確率が 10－７回／年となる範囲

が敷地外となる。 

敷地外における外部火災については，

「1.7.11.4 近隣の産業施設の火災及び爆

発」で，石油備蓄基地に配置している 51基の

原油タンク（約 11.1万ｍ３／基）の原油全て

が防油堤内に流出した全面火災を想定してい

る。計器飛行方式民間航空機の墜落による火

災について，厳しい条件となる最大燃料積載

量の多い機種（燃料積載量約 240ｍ３）を対象

としても，石油備蓄基地の原油量と比較する

と火災源となる可燃物量が少ないことから，

計器飛行方式民間航空機の墜落による火災

は，近隣の産業施設の火災影響評価に包絡さ

れる。 

 

1.7.11.5.4 航空機墜落地点の設定外◇7  
再処理施設は敷地内に放射性物質を取り扱

う建屋が多く，面的に広く分布していること

を踏まえ，離隔距離を想定しない航空機墜落

による火災としてとらえ，航空機墜落地点

は，建屋外壁等の設計対処施設への影響が厳

しい地点とする。また，航空機墜落事故とし

て単独事象を想定する。 

設計対処施設のうち外部火災防護対象施設

を収納する建屋については，外壁の至近に円

筒火災モデルを設定し，火災の発生から燃料

が燃え尽きるまでの間，一定の輻射強度を与

えるものとして熱影響を評価する。 

屋外に設置する設計対処施設については，

外部火災防護対象施設を収納する建屋への評

価と同様に，設計対処施設の外殻となる竜巻

防護対策設備の至近で航空機墜落による火災

が発生することを想定し，設計対処施設の安

全機能を損なわない設計とする。また，竜巻

防護対策設備についても，屋外に設置する設

計対処施設に航空機墜落による火災を起因と

した波及的影響を与えることのない設計とす

る。 

 

1.7.11.5.5 設計対処施設への熱影響評価につ

いて 

(１) 外部火災防護対象施設を収納する建屋 

外部火災防護対象施設を収納する建屋につ

いては，建屋外壁が受ける火炎からの輻射強

度を外部火災ガイドを参考として算出する。

外◇7  この輻射強度に基づき算出される外壁

及び建屋内の温度上昇により建屋内の外部火

災防護対象施設の安全機能を損なわない及び
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建屋外壁が要求される機能を損なわない設計

とする。外⑤-2 

(２) 屋外に設置する外部火災防護対象施設 

火炎から輻射熱を直接受熱する屋外に設置

する外部火災防護対象施設及び竜巻防護対策

設備については，火炎からの輻射熱を受けて

高温になるため，耐火被覆，遮熱板等の防護

対策を講ずることにより，外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわない設計とする。外

◇7  
屋外に設置する外部火災防護対象施設は，

主要部材である鋼材の強度が維持される温度

325℃以下とすることで，安全機能を損なわな

い設計とする。外⑤-3 また，安全冷却水系

冷却塔については，火炎からの輻射強度に基

づき算出する冷却水出口温度を最大運転温度

以下とすることで，安全機能を損なわない設

計とする。外⑤-4 

竜巻防護対策設備については，屋外に設置

する外部火災防護対象施設に波及的影響を与

える場合は，支持構造物である架構等に耐火

被覆，遮熱板等の防護対策を講ずる設計とす

る。外◇7  

(３) 非常用ディーゼル発電機 

第２非常用ディーゼル発電機を収納する非

常用電源建屋について，飛来物防護板を設置

する。外◇7  外部火災ガイドを参考とし，飛

来物防護板が受ける火炎からの輻射強度を算

出する。外◇7  この輻射強度に基づき飛来物

防護板から建屋内への熱影響により算出され

る，第２非常用ディーゼル発電機の温度を，

第２非常用ディーゼル発電機の性能維持に必

要な温度以下とすることで，安全機能を損な

わない設計とする。外⑤-5 また，第２非常

用ディーゼル発電機の安全機能に影響がある

場合は，飛来物防護板については耐火被覆，

遮熱板等の防護対策を講ずる設計とする。外

◇7  

 

1.7.11.5.6 航空機墜落による火災と敷地内の

危険物貯蔵施設等の火災及び爆発の重畳につ

いて 

設計対処施設のうち，建屋については，航

空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施

設による火災が重畳した場合の熱影響に対し

て，建屋の外壁温度が，熱に対するコンクリ

ートの強度が維持できる温度以下とし，か

つ，建屋内の温度上昇により外部火災防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とする。

外◇7  
さらに，設計対処施設は，航空機墜落によ

る火災と敷地内の可燃性ガスを貯蔵するボン

ベの爆発が重畳した場合の爆風圧に対して，
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外部火災ガイドを参考として危険限界距離を

算出し，可燃性ガスを貯蔵するボンベまでの

離隔距離を確保し，外部火災防護対象施設の

安全機能を損なわない設計とする。また，危

険限界距離を確保することが出来ない設計対

処施設については，爆発によって発生する爆

風圧に対して健全性を維持する設計とするこ

とで，外部火災防護対象施設の安全機能を損

なわない設計とする。外◇7  
(１) 火災の重畳 

航空機墜落による火災に対する危険物貯蔵

施設等の火災の影響については，発生熱量が

大きく設計対処施設に与える影響が大きい事

象を想定する。外◇7  発生熱量が一番大きく

なる想定として，重油タンクが航空機墜落に

より火災を発生させることを想定する。外◇7  
航空機が危険物貯蔵施設等に直撃し，危険

物及び航空機燃料による重畳火災を想定した

としても，離隔距離が最も短いディーゼル発

電機用燃料油受入れ・貯蔵所の重畳火災によ

り，設計対処施設である使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋が受ける輻射強度は１ｋＷ／ｍ２程

度であり，設計対処施設の直近での航空機墜

落による火災を想定した場合の輻射強度（30

ｋＷ／ｍ２）よりも小さく，設計対処施設の

直近における航空機墜落による火災評価に包

絡される。外⑦-1 

(２) 爆発の重畳 

低レベル廃棄物処理建屋 プロパンボンベ

庫及びボイラ建屋 ボンベ置場については，

外部火災ガイドを参考に危険限界距離を算出

する。外⑦-2 設計対処施設は，低レベル廃

棄物処理建屋 プロパンボンベ庫及びボイラ

建屋 ボンベ置場から危険限界距離以上の離

隔を確保することで，外部火災防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。外⑦-3 

精製建屋ボンベ庫及び還元ガス製造建屋に

ついては，設計対処施設に隣接しており，危

険限界距離の確保は出来ない。外⑦-4 その

ため，設計対処施設については，爆発によっ

て発生する爆風圧に対して健全性を維持する

設計とすることで，外部火災防護対象施設の

安全機能を損なわない設計とする。外⑦-5 

 

1.7.11.6 危険物貯蔵施設等への影響 

1.7.11.6.1 概要 

危険物貯蔵施設等への熱影響については，

森林火災及び近隣の産業施設の火災の影響を

想定しても，敷地内の危険物貯蔵施設等の貯

蔵物の温度を許容温度以下とすることで，危

険物貯蔵施設等の火災及び爆発を防止し，設

計対処施設へ影響を与えない設計とする。外

⑪-1 また，近隣の産業施設の爆発の影響を
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （外部火災）（21 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
想定しても，危険物貯蔵施設等の爆発を防止

し，設計対処施設へ影響を与えない設計とす

る。外⑪-2 

 

1.7.11.6.2 熱影響の評価対象外◇8  

評価対象は，防火帯及び石油備蓄基地から

の距離が最短となる危険物貯蔵施設等とす

る。ただし，森林火災又は石油備蓄基地火災

の発生を想定しても，建物及び構築物により

火炎の輻射の受熱面がない場合には，その危

険物貯蔵施設等は，当該火災評価の際の評価

対象としない。 

森林火災及び近隣の産業施設の火災におけ

る評価対象を第 1.7.11－７表に示す。 

 

1.7.11.6.3 熱影響について外◇8  

(１) 森林火災 

森林火災においては，重油タンク，水素ボ

ンベ及びプロパンボンベに対し，火災の燃焼

時間を考慮し，一定の輻射強度で重油タン

ク，水素ボンベ及びプロパンボンベが加熱さ

れるものとして，内部温度を算出する。算出

される内部温度を貯蔵物の許容温度以下とす

ることで，危険物貯蔵施設等の火災及び爆発

を防止し，設計対処施設へ影響を与えない設

計とする。 

(２) 近隣の産業施設の火災 

石油備蓄基地火災においては，重油タンク

及びプロパンボンベが受ける火炎からの輻射

強度に基づき，重油タンク及びプロパンボン

ベの表面での放熱量と入熱量の関係から，表

面温度を算出する。算出した表面温度を貯蔵

物の許容温度以下とすることで，危険物貯蔵

施設等の火災及び爆発を防止し，設計対処施

設へ影響を与えない設計とする。 

 

1.7.11.6.4 近隣の産業施設の爆発の影響につ

いて外◇8  

ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガストレー

ラ庫は，高圧ガス保安法に基づき，着火源を

排除するとともに可燃性ガスが漏えいした場

合においても滞留しない構造とすること及び

爆発時に発生する爆風や飛来物が上方向に開

放される構造として設計することから，危険

物貯蔵施設等に対して影響を与えない設計と

する。 

また，危険物貯蔵施設等は第１高圧ガスト

レーラ庫に対する危険限界距離（55ｍ）以上

の離隔距離を確保する設計とする。 

 

1.7.11.7 二次的影響評価 

1.7.11.7.1 概要 

ばい煙及び有毒ガスによる影響について
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （外部火災）（22 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
は，外部火災ガイドを参考として第 1.7.11－

８表の設備を対象とし，ばい煙及び有毒ガス

の侵入を防止するため，適切な対策を講ずる

ことで外部火災防護対象施設の安全機能を損

なわない設計とする。外◇9 、外◇10  ただし，

他に二次的影響が想定される爆風について

は，「1.7.11.4 近隣の産業施設の火災及び

爆発」で示す。外◇9 、外◇10  
 

1.7.11.7.2 ばい煙の影響外◇10  

(１) 換気空調系統 

設計対処施設の各建屋の換気設備の給気系

は，粒子フィルタ又は中性能フィルタによ

り，ばい煙の侵入を防止することで，外部火

災防護対象施設の安全機能を損なわない設計

とする。外⑧-2 

制御建屋の中央制御室は，運転員の居住性

を確保するため，制御建屋中央制御室換気設

備の外気取入口に高性能粒子フィルタを設置

し，一定以上の粒径のばい煙粒子を捕獲する

とともに，制御建屋中央制御室換気設備の外

気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御

室内の空気を再循環する措置を講ずる設計と

する。外⑧-3 再循環については，制御建屋

の中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃

度の影響を考慮する。これにより，再処理事

業所内においてばい煙が発生した場合におい

ても，再循環する措置を講ずることで制御建

屋の中央制御室の居住性を損なわない設計と

する。外◇9  また，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室については，必要に応

じて外気との連絡口を遮断し，運転員への影

響を防止する設計とする。外◇9  
(２) ディーゼル発電機 

外部火災防護対象施設の第１非常用ディー

ゼル発電機については中性能フィルタ，第２

非常用ディーゼル発電機についてはステンレ

ス製ワイヤーネットにより，ばい煙の侵入を

防止することで，安全機能を損なわない設計

とする。外⑧-4 

(３) 安全圧縮空気系の空気圧縮機 

外部火災防護対象施設の空気圧縮機の吸気

側については，中性能フィルタにより，ばい

煙の侵入を防止することで，安全機能を損な

わない設計とする。外⑧-5 

(４) ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風

管 

ガラス固化体貯蔵設備は，間接自然空冷貯

蔵方式により，貯蔵するガラス固化体からの

崩壊熱を利用して冷却空気入口シャフトから

外気を取り入れ，外部火災防護対象施設であ

る収納管と通風管で形成する円環流路を上昇

しながらガラス固化体を冷却し，冷却空気出
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （外部火災）（23 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
口シャフトより排出している。外⑧-6 

外気とともに自然空冷の通気流路にばい煙

が流入するが，流路の閉塞を防止する構造と

し，安全機能を損なわない設計とする。外⑧-

7 

 

1.7.11.7.3 有毒ガスの影響外◇10  

制御建屋の中央制御室は，運転員の居住性

を確保するため，有毒ガスの侵入を防止でき

るよう，制御建屋中央制御室換気設備の外気

との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室

内の空気を再循環する措置を講ずる設計とす

る。再循環については，制御建屋の中央制御

室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を

考慮する。これにより，再処理事業所内にお

いて有毒ガスが発生した場合においても，再

循環する措置を講ずることで制御建屋の中央

制御室の居住性を損なわない設計とする。ま

た，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室については，必要に応じて外気との連

絡口を遮断し，運転員への影響を防止する設

計とする。 

 

1.7.11.8 消火体制外◇11  

外部火災発生時には，再処理事業部長等に

より編成する自衛消防隊を設置し，再処理施

設への影響を軽減するため，自衛消防隊の消

火班により事前散水を含む消火活動を実施す

る。また，外部火災発生時に必要となる通報

連絡者及び初期消火活動のための要員として

自衛消防隊の消火班のうち消火専門隊は敷地

内に常駐する運用とする。自衛消防隊組織図

を，第 1.7.11－６図に示す。 

 

1.7.11.9 火災防護計画を策定するための方針 

外◇11  

外部火災に対する対策を実施するため，以

下の内容を含めた火災防護計画を定める。 

(１) 外部火災に対する消火設備の選定方針，

設置目的及び運用方法 

(２) 外部火災に対する消火活動を実施するた

めの消火栓等の消火設備の設置並びに大型

化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び

化学粉末消防車の配備 

(３) 外部火災の対応に必要な設備の維持管理

に係る体制及び手順 

(４) 初期消火活動及びその後の消火活動に係

る体制並びに火災時の装備 

(５) 再処理施設が影響を受けるおそれがある

場合の工程停止等の措置 

(６) 計画を遂行するための体制の整備（責任

の所在，責任者の権限，体制の運営管理，

必要な要員の確保に係る事項を含む）並び
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （外部火災）（24 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
に教育及び訓練 

(７) 外部火災発生時の対応，防火帯の維持及

び管理並びにばい煙及び有毒ガス発生時の

対応に係る手順 

(８) 外部火災発生時における再処理施設の保

全のための活動を行う体制の整備 

 

1.7.11.10 手順等外◇11  

外部火災に対しては，火災発生時の対応，

防火帯の維持及び管理並びにばい煙及び有毒

ガス発生時の対応を適切に実施するための対

策を火災防護計画に定める。火災防護計画に

は，計画を遂行するための体制，責任の所

在，責任者の権限，体制の運営管理，必要な

要員の確保，教育訓練及び外部火災発生時の

対策を実施するために必要な手順を定める。 

以下に外部火災に対する必要な手順等を示

す。 

(１) 防火帯の維持及び管理に係る手順並びに

防火帯に可燃物を含む機器等を設置する場

合には，延焼防止機能を損なわないよう必

要最小限とするとともに，不燃性シートで

覆う等の対策を実施する手順を整備する。 

(２) 設計対処施設及び危険物貯蔵施設等の設

計変更に当たっては，外部火災によって，

外部火災防護対象施設の安全機能を損なう

ことがないよう影響評価を行い確認する手

順を整備する。 

(３) 外部火災によるばい煙及び有毒ガス発生

時には，必要に応じてフィルタ交換の対策

を実施する手順を整備する。また，対策に

必要な資機材を整備する。 

(４) 敷地外の外部火災に対する事前散水を含

む消火活動及び敷地内の外部火災に対する

消火活動については，敷地内に常駐する自

衛消防隊の消火班が実施する手順を整備す

る。また，消火活動に必要な消火栓等の消

火設備の設置並びに大型化学高所放水車，

消防ポンプ付水槽車，化学粉末消防車及び

その他資機材の配備を実施する。 

(５) 外部火災の対応に必要な設備の維持管理

に係る手順を整備する。 

(６) 外部火災によるばい煙及び有毒ガスの発

生時には，必要に応じ制御建屋中央制御室

換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御

建屋の中央制御室内空気を再循環すること

により，中央制御室内へのばい煙及び有毒

ガスの侵入を防止する手順を整備する。ま

た，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室については，必要に応じて外気と

の連絡口を遮断し，運転員への影響を防止

する手順を整備する。 

(７) 外部火災発生時の連絡体制，防護対応の
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様式－７ 
要求事項との対比表 第８条 （外部火災）（25 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
内容及び手順の火災防護に関する教育並び

に総合的な訓練を定期的に実施する手順を

整備する。 

(８) 敷地周辺及び敷地内の植生に関する定期

的な現場確認を実施する手順を整備する。

また，ＦＡＲＳＩＴＥの入力条件である植

生に大きな変化があった場合は，再解析を

実施する手順を定める。 

(９) 外部火災の評価の条件に変更があった場

合は，外部火災防護対象施設の安全機能へ

の影響評価を実施する手順を定める。 

(10) 敷地内の外部火災が発生した場合は，再

処理施設の工程停止等の措置を講ずる手順

を整備する。また，敷地外の外部火災が発

生した場合は，火災の状況に応じて，再処

理施設が影響を受ける場合には工程停止等

の措置を講ずる手順を整備する。さらに，

必要に応じて運転員が消火活動の支援を行

えるよう，手順を整備する。 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止）【その他外部衝撃】（1 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第八条 安全機能を有する施設は，想定される

自然現象（地震及び津波を除く。）によりその

安全性を損なうおそれがある場合において，防

護措置，基礎地盤の改良その他の適切な措置が

講じられたものでなければならない。外①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 安全機能を有する施設は，周辺監視区域に

隣接する地域に事業所，鉄道，道路その他の外

部からの衝撃が発生するおそれがある要因があ

る場合において，事業所における火災又は爆発

事故，危険物を搭載した車両，船舶又は航空機

の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想

定される事象であって人為によるもの（故意に

よるものを除く。）により再処理施設の安全性

が損なわれないよう，防護措置その他の適切な

措置が講じられたものでなければならない。外

①-2 

 

 

３ 安全機能を有する施設は，航空機の墜落に

より再処理施設の安全性を損なうおそれがある

場合において，防護措置その他の適切な措置が

講じられたものでなければならない。外①-3 

 

 

 

 

 

 

2.3 外部からの衝撃による損傷の防止 

 

安全機能を有する施設は，敷地内

又はその周辺の自然環境を基に想定

される風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物

学的事象，森林火災等外⑤の自然現

象（地震及び津波を除く。）又は地

震及び津波を含む組合せに遭遇した

場合において，自然現象そのものが

もたらす環境条件及びその結果とし

て再処理施設で生じ得る環境条件に

おいて，その安全性を損なうおそれ

がある場合は，防護措置，基礎地盤

の改良その他，供用中における運転

管理等の運用上の適切な措置を講じ

る。外①-1 

地震及び津波を含む自然現象の組

合せについて，積雪及び風（台

風），積雪及び竜巻，積雪及び火山

の影響（降灰），積雪及び地震，風

（台風）及び火山の影響（降灰）並

びに風（台風）及び地震の組合せ

を，施設の形状，配置に応じて考慮

する。外④ 

組み合わせる積雪深は六ヶ所村統計書

における最深積雪深を考慮し垂直積雪量 190 

cmとし，組み合わせる自然現象の性質に応

じて，建築基準法に定められた平均的な積雪

荷重を与えるための係数 0.35を考慮する。

また，風（台風）により発生する荷重につい

ては，組み合わせる風速を建築基準法による

基準風速 34m/sとし，建築基準法施行令第

87条第２項に関連するガスト係数を，組み

合わせる自然現象の性質に応じて，平均的な

風荷重が得られるよう適切に考慮する。外④ 

 

安全機能を有する施設は，外部からの衝撃

のうち人為による損傷の防止において，敷地

又はその周辺において想定される爆発，近隣

工場等の火災，危険物を搭載した車両，有毒

ガス，船舶の衝突及び電磁的障害外⑤により

再処理施設の安全性を損なわせる原因となる

おそれがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。）（以下「人為事

象」という。）に対してその安全性が損なわ

れないよう，防護措置又は対象とする発生源

から一定の距離を置くことによる適切な措置

を講ずる。外①-2 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ａ) 外部からの衝撃による損傷の防止 

安全機能を有する施設は，敷地内又は

その周辺の自然環境を基に想定される洪

水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積

雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学

的事象，森林火災等の自然現象（地震及

び津波を除く。）又は地震及び津波を含

む組合せに遭遇した場合において，自然

現象そのものがもたらす環境条件及びそ

の結果として再処理施設で生じ得る環境

条件においても安全機能を損なわない設

計とする。外①-1 

なお，敷地内又はその周辺で想定される

自然現象のうち，洪水及び地滑り並びに

津波については，立地的要因により設計

上考慮する必要はない。外⑤ 

 

上記に加え，安全上重要な施設は，最

新の科学的技術的知見を踏まえ，当該安

全上重要な施設に大きな影響を及ぼすお

それがあると想定される自然現象により

当該安全上重要な施設に作用する衝撃及

び設計基準事故時に生ずる応力を外②，

それぞれの因果関係及び時間的変化を考

慮して適切に組み合わせた条件において

も，安全機能を損なわない設計とする。

外□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，安全機能を有する施設は，敷地

内又はその周辺の状況を基に想定される

飛来物（航空機落下等）外□2 ，ダムの崩

壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガ

ス，船舶の衝突，電磁的障害等のうち再

処理施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為による

もの（故意によるものを除く。）（以下

「人為事象」という。）に対して安全機

能を損なわない設計とする。外①-2 

 

 

1.7.9 その他外部からの衝撃に対する考慮 

原子力規制委員会の定める「再処理施設の位

置，構造及び設備の基準に関する規則（平成

25年 12月６日原子力規制委員会規則第二十七

号）」第九条では，再処理施設は，外部からの

衝撃による損傷防止として，安全機能を有する

施設は，想定される自然現象（地震及び津波を

除く。）又は人為事象が発生した場合において

も安全機能を損なわないものでなければならな

いとしている。外◇1  

安全機能を有する施設は，再処理施設が想定

される自然現象（地震及び津波を除く。）又は

人為事象の影響を受ける場合においても安全機

能を損なわない方針とする。外◇2  

その上で，想定される自然現象（地震及び津

波を除く。）又は人為事象によってその安全機

能が損なわれないことを確認する施設を，再処

理施設の全ての安全機能を有する構築物，系統

及び機器とする。想定される自然現象（地震及

び津波を除く。）又は人為事象から防護する施

設（以下「外部事象防護対象施設」という。）

として，安全評価上その機能を期待する構築

物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点か

ら，安全上重要な機能を有する構築物，系統及

び機器を抽出する。外⑥ 

（中略） 

再処理施設の設計において考慮する自然現象

の抽出及び抽出した自然現象に対する安全設計

について以下に示す。 

 

1.7.9.1 自然現象の抽出 

再処理施設の設計に当たっては，国内外の基

準や文献等に基づき自然現象の知見，情報を収

集した上で，自然現象（地震及び津波を除

く。）を抽出し，さらに事業指定基準規則の解

釈第９条に示される洪水，風（台風），竜巻，

凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影

響，生物学的事象，森林火災等の自然現象を含

め，それぞれの事象について再処理施設の設計

上の考慮の要否を検討する。設計上の考慮の要

否の検討に当たっては，再処理施設の立地，周

辺環境及び海外の文献における選定基準を踏ま

え，発生頻度が極低頻度と判断される事象，敷

地周辺では起こり得ない事象，事象の進展が緩

慢で対策を講ずることができる事象，再処理施

設に影響を及ぼさない事象及び影響が他の事象

に包絡される事象を除外し，いずれにも該当し

ない事象を再処理施設の安全性に影響を与える

可能性のある事象として選定する。 

検討の結果，設計上の考慮を必要とする事象
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止）【その他外部衝撃】（2 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，敷地内又はその周辺の状況を基に想

定される人為事象のうち，ダムの崩壊及び船

舶の衝突については，立地的要因により設計

上考慮する必要はない。外⑤ 

 

また，想定される自然現象（地震

及び津波を除く。）及び人為事象に

対する防護措置には，安全機能を有

する施設が安全性を損なわないため

に必要な安全機能を有する施設以外

の施設又は設備等（重大事故等対処

設備を含む。）への措置を含める。

外③ 

 

重大事故等対処設備は，外部から

の衝撃による損傷の防止において，

想定される自然現象（地震及び津波

を除く。）及び人為事象に対して，

「〇. 〇. 〇. 多様性，位置的分散

等」，「〇. 〇. 〇. 悪影響防止

等」及び「〇. 〇. 〇. 環境条件

等」の基本設計方針に基づき，必要

な機能が損なわれることがないよ

う，防護措置その他の適切な措置を

講ずる。外①-1，外①-2 

安全機能を有する施設又は重大事

故等対処設備に対して講ずる防護措

置として設置する施設は，その設置

状況並びに防護する施設の耐震重要

度分類及び重大事故等対処施設の設

備分類に応じた地震力に対し構造強

度を確保し，外部からの衝撃を考慮

した設計とする。外⑦ 

また，想定される自然現象及び人

為事象の発生により，再処理施設に

重大な影響を及ぼすおそれがあると

判断した場合は，必要に応じて使用

済燃料の再処理を停止する等，再処

理施設への影響を軽減するための措

置を講ずるよう保安規定にて定め

る。基②-2，外①-4 

 

2.3.1 外部からの衝撃より防護すべき施

設 

安全機能を有する施設が外部から

の衝撃によりその安全性を損なうこ

とがないよう，想定される自然現象

（地震及び津波を除く。）又は人為

事象から防護する施設（以下「外部

事象防護対象施設」という。）は，

なお，敷地内又はその周辺の状況を基

に想定される人為事象のうち，ダムの崩

壊及び船舶の衝突については，立地的要

因により設計上考慮する必要はない。外

⑤ 

自然現象及び人為事象の組合せについ

ては，地震，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，火山の影響，生物学的事

象，森林火災等を考慮する。これらの事

象が単独で発生した場合の影響と比較し

て，複数の事象が重畳することで影響が

増長される組合せを特定し，その組合せ

の影響に対しても安全機能を損なわない

設計とする。外④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで，想定される自然現象及び人為

事象に対して，安全機能を有する施設が

安全機能を損なわないために必要な安全

機能を有する施設以外の施設又は設備等

（重大事故等対処設備を含む。）への措

置を含める。外③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は，第 1.7.9－１表に示す風（台風），竜巻，

凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，

生物学的事象，森林火災及び塩害といった自然

現象とし，敷地及び周辺地域の過去の記録並び

に現地調査を参考にして，予想される最も過酷

と考えられる条件を適切に考慮する。また，こ

れらの自然現象ごとに，関連して発生する可能

性がある自然現象も含めて考慮する。外◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基②-2 

「運用」 

自然現象及び人為

事象の発生によ

り，再処理施設に

重大な影響を及ぼ

すおそれがあると

判断した場合の措

置 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止）【その他外部衝撃】（3 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設のうち，安全

上重要な機能を有する構築物，系統

及び機器とする。外⑥また，想定さ

れる自然現象及び人為事象に対し

て，安全機能を有する施設が安全機

能を損なわないために必要な安全機

能を有する施設以外の施設又は設備

等（重大事故等対処設備を含む。）

への措置を含める。外③さらに，重

大事故等対処設備についても，外部

からの衝撃より防護すべき施設に含

める。外⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，想定される自然現象及び人為事

象の発生により，再処理施設に重大な影

響を及ぼすおそれがあると判断した場合

は，必要に応じて使用済燃料の再処理を

停止する等，再処理施設への影響を軽減

するための措置を講ずるよう手順を整備

する。外①-4 

 

 

 2.3.2 設計基準事故時及び重大事故等時

に生ずる荷重との組合せ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ト) 異種の自然現象の重畳及び自然現象と

設計基準事故の組合せ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.9.3 異種の自然現象の重畳及び自然

現象と設計基準事故の組合せ 

抽出した安全機能を有する施設の安全機能に影

響を及ぼし得る自然現象（11事象）に地震を

加えた計 12事象について，各自然現象によっ

て関連して発生する可能性がある自然現象も考

慮し組合せを網羅的に検討する。この組合せが

再処理施設に与える影響について，竜巻と地震

など同時に発生する可能性が極めて低い組合

せ，火山の影響（堆積荷重）と落雷（電気的影

響）など再処理施設に及ぼす影響モードが異な

る組合せ及び竜巻と風（台風）など一方の自然

現象の評価に包絡される組合せを除外し，いず

れにも該当しないものを再処理施設の設計にお

いて想定する組合せとする。その結果，設計上

考慮すべき自然現象の組合せとして，積雪及び

風（台風）,積雪及び竜巻，積雪及び火山の影

響（降灰），積雪及び地震，風（台風）及び火

山の影響（降灰）並びに風（台風）及び地震外

④の組合せが抽出され，それらの組合せに対し

て安全機能を有する施設の安全機能が損なわれ

ない設計とする。このうち，積雪と風（台風）

の組合せの影響については，積雪と竜巻の組合

せの影響に包絡される。重畳を想定する自然現

象の組合せの検討結果を第 1.7.9－３表に示

す。なお，津波については，津波が敷地高さに

到達しないことを確認したことから，組合せの
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止）【その他外部衝撃】（4 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

科学的技術的知見を踏まえ，外部

事象防護対象施設に対して大きな影

響を及ぼすおそれがあると想定され

る自然現象（地震及び津波を除

く。）により作用する衝撃及び設計

基準事故時に生ずる応力を適切に組

み合わせた条件においても安全機能

を損なわない設計とする。外② 

また，建屋内の重大事故等対処設

備のうち，特に自然現象（地震及び

津波を除く。）の影響を受けやす

く，かつ，代替手段によってその機

能の維持が困難であるか，又はその

修復が著しく困難な構築物，系統及

び機器に対しては，大きな影響を及

ぼすおそれがあると想定される自然

現象（地震及び津波を除く。）によ

り作用する衝撃が設計基準事故時及

び重大事故時に生ずる応力と重なり

合わない設計とする。外② 

屋外の重大事故等対処設備は，重

大事故等時において，万が一，使用

中に機能を喪失した場合であって

も，可搬型重大事故等対処設備によ

るバックアップが可能となるように

位置的分散を考慮して可搬型重大事

故等対処設備を複数保管する設計と

することにより，想定される自然現

象（地震及び津波を除く。）により

作用する衝撃が重大事故等時に生ず

る応力と重なり合わない設計とす

る。外⑦ 

外部事象防護対象施設等は，自然

現象又はその組合せにより安全機能

を損なわない設計とする。外部事象

防護対象施設等の安全機能を損なわ

なければ設計基準事故に至らないた

め，外部事象防護対象施設等に大き

な影響を及ぼすおそれがあると想定

される自然現象又はその組合せと設

計基準事故に因果関係はない。した

がって，因果関係の観点からは，外

部事象防護対象施設等に大きな影響

を及ぼすおそれがあると想定される

自然現象により外部事象防護対象施

設等に作用する衝撃及び設計基準事

故時に生ずる荷重を組み合わせる必

要はなく，外部事象防護対象施設等

は，個々の自然現象又はその組合せ

 

再処理施設の設計において考慮する自

然現象については，その特徴を考慮し，

必要に応じて異種の自然現象の重畳を想

定し，安全機能を有する施設の安全機能

を損なわない設計とする。また，安全上

重要な施設は，最新の科学的技術的知見

を踏まえ，当該安全上重要な施設に大き

な影響を及ぼすおそれがあると想定され

る自然現象により当該安全上重要な施設

に作用する衝撃及び設計基準事故時に生

ずる応力を外②，それぞれの因果関係及

び時間的変化を考慮して適切に組み合わ

せた条件においても，安全機能を損なわ

ない設計とする。外□1  

 

検討から除く。外◇5  

また，外部事象防護対象施設等に大きな影響を

及ぼすおそれがあると想定される自然現象によ

り作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる荷

重を，それぞれの因果関係及び時間的変化を考

慮して，適切に組み合わせて設計する。外部事

象防護対象施設等に大きな影響を及ぼすおそれ

があると想定される自然現象は「1.7.9.1 外部

事象の抽出」で抽出した自然現象に含まれる。

外② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部事象防護対象施設等は，自然現象又はその

組合せにより安全機能を損なわない設計とす

る。外部事象防護対象施設等の安全機能を損な

わなければ設計基準事故に至らないため，外部

事象防護対象施設等に大きな影響を及ぼすおそ

れがあると想定される自然現象又はその組合せ

と設計基準事故に因果関係はない。したがっ

て，因果関係の観点からは，外部事象防護対象

施設等に大きな影響を及ぼすおそれがあると想

定される自然現象により外部事象防護対象施設

等に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる

荷重を組み合わせる必要はなく，外部事象防護

対象施設等は，個々の自然現象又はその組合せ

に対して安全機能を損なわない設計とする。 

外②,外④ 
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に対して安全機能を損なわない設計

とする。外②,外④ 

以上のことから，外部事象防護対

象施設等に生ずる荷重としては自然

現象の影響と設計基準事故の組合せ

は考慮しない。外②,外④ 

また，外部事象防護対象施設等

は，設計基準事故の影響が及ぶ期間

に発生すると考えられる自然現象に

より外部事象防護対象施設等に作用

する衝撃と設計基準事故時に生ずる

荷重を適切に考慮する設計とする。

外② 

屋外に設置される重大事故等対処

設備について，竜巻に対しては位置

的分散を考慮した配置並びに竜巻防

護設計によって保管中に機能を損な

わない設計とするなど，重大事故等

が発生した場合でも，重大事故等時

の荷重と地震を除く自然現象による

衝撃を同時に考慮する必要のない設

計とする。外⑦ 

したがって，地震を除く自然現象

による衝撃と設計基準事故又は重大

事故等時の荷重は重なることのない

設計とする。外⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

また，外部事象防護対象施設等は，設計基準事

故の影響が及ぶ期間に発生すると考えられる自

然現象により外部事象防護対象施設等に作用す

る衝撃と設計基準事故時に生ずる荷重を適切に

考慮する設計とする。外② 

 

  

2.3.3 設計方針 

外部事象防護対象施設，それらを

内包する建屋（以下「外部事象防護

対象施設等」という。）及び重大事

故等対処設備は，以下の自然現象

（地震及び津波を除く。）及び人為

事象に係る設計方針に基づき設計す

る。外①-1,外①-2 

外部事象防護対象施設は，自然現

象（地震及び津波を除く。）又は人

為事象により冷却，水素掃気，火災

及び爆発の防止，臨界の防止等の安

全機能を損なわないよう機械的強度

を有すること等により，安全機能を

損なわない設計とする。外①-1，外

①-2 

これに加え，外部事象防護対象施

設等は，想定される自然現象（地震

及び津波を除く。）又は人為事象に

対して機械的強度を有すること等に

より，収納する外部事象防護対象施

設の安全機能を損なわない設計とす

 

(ヘ) 竜巻，落雷，森林火災及び火山の影響

以外の自然現象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.9 その他外部からの衝撃に対する考慮 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

外部事象防護対象施設は，自然現象（地震及

び津波を除く。）又は人為事象により冷却，水

素掃気，火災及び爆発の防止，臨界の防止等の

安全機能を損なわないよう機械的強度を有する

こと等により，安全機能を損なわない設計とす

る。外①-1 

 

これに加え，外部事象防護対象施設を収納す

る建屋は，想定される自然現象（地震及び津波

を除く。）又は人為事象に対して機械的強度を

有すること等により，収納する外部事象防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とする。外

①-1 
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る。外①-1，外①-2 

また，上記に含まれない安全機能

を有する施設は，想定される自然現

象（地震及び津波を除く。）又は人

為事象に対して機能を維持すること

若しくは損傷を考慮して代替設備に

より必要な機能を確保すること，安

全上支障の生じない期間に修理を行

うこと又はそれらを組み合わせるこ

とにより，安全機能を損なわない設

計とする。外①-1，外①-2 

自然現象（地震及び津波を除

く。）のうち森林火災，人為事象の

うち事業所における火災又は爆発，

近隣工場等の火災及び危険物を搭載

した車両の設計方針については

「〇.外部火災」の設計方針に基づ

き設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 自然現象 

d. 風（台風） 

外部事象防護対象施設等は，建築

基準法に基づき算出する風荷重に対

して機械的強度を有する設計とする

ことで安全機能を損なわない設計と

する。外①-４  

重大事故等対処設備は，建屋内へ

の設置又は外部事象防護対象施設等

と位置的分散を図り設置する。外⑦ 

 

 

 

 

e. 凍結 

外部事象防護対象施設等及び重大

事故等対処設備は，凍結のおそれの

あるものに対して保温等の凍結防止

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 風（台風） 

安全機能を有する施設は，風（台風）

に対し，安全機能を有する施設の安全機

能を確保すること若しくは風（台風）に

よる損傷を考慮して代替設備により必要

な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間で修理等の対応を行うこと又はそ

れらを適切に組み合わせることで，その

安全機能を損なわない設計とする。外①-

1 

 

 

 

２） 凍結 

安全機能を有する施設は，凍結に対

し，安全機能を有する施設の安全機能を

確保すること若しくは凍結による損傷を

また，上記に含まれない安全機能を有する施

設は，想定される自然現象（地震及び津波を除

く。）又は人為事象に対して機能を維持するこ

と若しくは損傷を考慮して代替設備により必要

な機能を確保すること，安全上支障の生じない

期間に修理を行うこと又はそれらを組み合わせ

ることにより，安全機能を損なわない設計とす

る。外①-1 

 

 

なお，使用済燃料輸送容器に使用済燃料が収

納された使用済燃料収納キャスクは再処理施設

内に一時的に保管されることを踏まえ，想定さ

れる自然現象（地震及び津波を除く。）又は人

為事象により使用済燃料収納キャスクに波及的

破損を与えない設計とする。外◇13  

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.7.9.2 竜巻，落雷，森林火災及び火山

の影響以外の自然現象に対する設計方針 

(１) 風（台風） 

敷地付近で観測された日最大瞬間風速は，八戸

特別地域気象観測所 での観測記録（1951年～

2018年３月）で 41.7ｍ／ｓ（2017年９月 18

日）である外◇3 。外部事象防護対象施設及びそ

れらを内包する建屋（以下「外部事象防護対象

施設等」という。）の設計に当たっては，この

観測値を基準とし，建築基準法に基づき算出す

る風荷重に対して機械的強度を有する設計とす

ることで安全機能を損なわない設計とする。基

①-４建築基準法に基づき算出する風荷重は，

設計竜巻の最大風速（100ｍ／ｓ）による風荷

重を大きく下回るため，風（台風）に対する安

全設計は竜巻 に対する防護設計に包絡され

る。外◇13  

 

 (２) 凍結 

敷地付近の気象観測所で観測された日最低気温

は，むつ特別地域気象観測所での観測記録

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基①-1 

「性能」 

安全機能を損なわな

いこと 

「手段」 

機械的強度を有す

る設計 

 

 

 

 

 

 

基①-2 

「性能」 

安全機能を損なわな

いこと 

「手段」 

保温等の凍結防止
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対策を行うことにより，設計外気温

に対して安全機能を損なわない設計

とする。外①-５ 外⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 高温 

外部事象防護対象施設等及び重大

事故等対処設備は，設計外気温に対

して崩壊熱除去等の安全機能を損な

わない設計とする。外①-６ 外⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. 降水 

外部事象防護対象施設等及び建

屋内の重大事故等対処設備は，降

水による浸水に対して，排水溝及

び敷地内排水路によって敷地外へ

排水するとともに，建屋貫通部の

止水処理をすること等により，雨

水が当該建屋に浸入することを防

止することで，安全機能を有する

施設の安全機能を損なわない設計

とする。外①-７ 

屋外の重大事故等対処設備は，降

水に対して防水対策を行う設計とす

る。外⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考慮して代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障のない期間で修

理等の対応を行うこと又はそれらを適切

に組み合わせることで，その安全機能を

損なわない設計とする。基①-1 

 

 

 

 

 

 

 

３） 高温 

安全機能を有する施設は，高温に対

し，安全機能を有する施設の安全機能を

確保すること若しくは高温による損傷を

考慮して代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障のない期間で修

理等の対応を行うこと又はそれらを適切

に組み合わせることで，その安全機能を

損なわない設計とする。①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

４） 降水 

安全機能を有する施設は，降水による

浸水に対し，安全機能を有する施設の安

全機能を確保すること若しくは降水によ

る損傷を考慮して代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障のない

期間で修理等の対応を行うこと又はそれ

らを適切に組み合わせることで，その安

全機能を損なわない設計とする。外①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 1935 年～2018年３月）によれば－ 

22.4 ℃（1984 年２月 18 日），八戸特別地域

気象観測所での観測記録（1937年～2018年３

月）  によれば－15.7℃（1953年１月３日）

である外◇3 。外部事象防護対象施設等の設計に

当たっては，敷地内及び敷地周辺の観測値を適

切に考慮するため，観測所気象年報からの六ヶ

所地域気象観測所の観測値を参考にし外◇3 ，屋

外施設で凍結のおそれのあるものは保温等の凍

結防止対策を行うことにより，設計外気温－

15.7℃に対して安全機能を損なわない設計とす

る。外①-５ 

 

(３) 高温 

敷地付近の気象観測所で観測された日最高気温

は，むつ特別地域気象観測所での 観測記録

（1935年～2018年３月）によれば 34.7℃

（2012年７月 31日），八戸特別地域気象観測

所での観測記録（1937年～2018年３月）によ

れ  ば 37.0℃（1978年８月３日）である外

◇3 。外部事象防護対象施設等の設計に当たって

は，敷地及び敷地周辺の観測値を適切に考慮す

るため，六ヶ所地域気象観測所の観測値を参考

にし，むつ特別地域気象観測所の夏季（６月～

９月）の外気温度の観測データから算出する超

過確率１％に相当する 29℃を設計外気温とし

外◇3 ，崩壊熱除去等の安全機能を損なわない設

計とする。外①-６ 

 

 (４) 降水 

敷地付近で観測された日最大降水量は，八戸特

別地域気象観測所での観測記録（1937年～

2018年３月）で 160.0ｍｍ（1982年５月 21

日）， むつ特別地域気象観測所での観測記録

（1937年～2018年３月）で 162.5ｍｍ（1981

年８月 22日及び 2016年８月 17日）），六ヶ

所地域気象観測所での観測記録（1976年４月

～2020年３月）で 208ｍｍ（1990年 10月 26

日）である。また，敷地付近で観測された日最

大１時間降水量は，八戸特別地域気象観測所で

の観測記録（1937年～2018年３月）で 67.0ｍ

ｍ（1969年８月５日），むつ特別地域気象観

測所での観測記録（1937年～2018年３月）で

51.5ｍｍ（1973年９月 24日）），六ヶ所地域

気象観測所での観測記録（1976年４月～2020

年３月）で 46ｍｍ（1990年 10月 26日）であ

る外◇3 。 

外部事象防護対象施設等の設計に当たっては，

八戸特別地域気象観測所で観測された日最大１

時間降水量 67.0ｍｍを想定して設計した外◇3

対策を行うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基①-3 

「性能」 

安全機能を損なわな

いこと 

「手段」 

熱除去の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基①-4 

「性能」 

浸水により安全機能

を損なわないこと 

「手段」 

排水溝及び敷地内排

水路によって敷地外

へ排水する，建屋貫

通部の止水処理をす

ること等 
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h. 積雪 

 

 

 

 

 

 

 

外部事象防護対象施設等は，六ヶ

所村統計書における最深積雪深であ

る190ｃｍを考慮し，積雪荷重に対

して機械的強度を有する設計とする

ことで安全機能を損なわない設計と

する。また，換気設備の給気系にお

いては防雪フードを設置し，降雪時

に雪を取り込み難い設計とするとと

もに，給気を加熱することにより，

雪の取り込みによる給気系の閉塞を

防止し，安全機能を損なわない設計

とする。外①-８ 

重大事故等対処設備は，除雪によ

り，積雪荷重に対してその必要な機

能が損なうおそれがない設計とす

る。外⑦ 

なお，除雪を適宜実施することを

保安規定に定めて管理する。基②-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 生物学的事象 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設のうち，換

気設備の外気取入口並びにガラス固

化体貯蔵設備の冷却空気入口シャフ

ト及び冷却空気出口シャフトは鳥類

及び昆虫類の侵入を防止又は抑制す

 

 

 

 

 

 

 

５） 積雪 

安全機能を有する施設は，積雪による

荷重及び閉塞に対し，安全機能を有する

施設の安全機能を確保すること若しくは

積雪による損傷を考慮して代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間で修理等の対応を行うこと

又はそれらを適切に組み合わせること

で，その安全機能を損なわない設計とす

る。①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６） 生物学的事象 

安全機能を有する施設は，生物学的事

象として敷地周辺の生物の生息状況の調

査に基づいて外□6 鳥類，昆虫類，小動

物，魚類，底生生物及び藻類の再処理施

設への侵入を防止又は抑制することによ

り,安全機能を損なわない設計とする。

外①-9 

 

 

排水溝及び敷地内排水路によって敷地外へ排水

するとともに，「溢水による損傷の防止に関す

る設計」と同様に，建屋貫通部の止水処理をす

ること等により，雨水が当該建屋に浸入するこ

とを防止することで，安全機能を有する施設の

安全機能を損なわない設計とする。外①-７ 

 

(５) 積雪 

建築基準法施行令第 86条に基づく六ヶ所村の

垂直積雪量は 150ｃｍとなっているが，敷地付

近の気象観測所で観測された最深積雪は，むつ

特別地域気象観測所での観測記録（1935年～

2018年３月）によれば 170ｃｍ（1977年２月

15日）であり，六ヶ所村統計書における記録

（1973年～2002年）による最深積雪量は 190

ｃｍ（1977年２月）である外◇3 。したがっ

て，外部事象防護対象施設等の設計に当たって

は，六ヶ所村統計書における最深積雪深である

190ｃｍを考慮し，積雪荷重に対して機械的強

度を有する設計とすることで安全機能を損なわ

ない設計とする。また，換気設備の給気系にお

いては防雪フードを設置し，降雪時に雪を取り

込み難い設計とするとともに，給気を加熱する

ことにより，雪の取り込みによる給気系の閉塞

を防止し，安全機能を損なわない設計とする。

外①-８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (６) 生物学的事象 

生物学的事象としては，敷地周辺の生物の生息

状況の調査に基づいて鳥類，昆虫類，小動物，

魚類，底生生物及び藻類を生物学的事象で考慮

する対象生物（以下「対象生物」という。）に

選定し外◇4 ，これらの生物が再処理施設へ侵入

することを防止又は抑制することにより，安全

機能を損なわない設計とする。 

換気設備の外気取入口，ガラス固化体貯蔵設備

の冷却空気入口シャフト及び冷却空気出口シャ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基①-5 

「性能」 

安全機能を損なわな

いこと 

「手段」 

機械的強度を有す

る設計 

防雪フードを設置 

給気を加熱する 

 

 

 

 

 

 

基②-3 

「運用」 

積雪による閉塞対策

としての除雪 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基①-6 

「性能」 

安全機能を損なわな

いこと 

「手段」 

密封構造，メッシ

ュ構造，シール処

理を施す構造又は

これらを組み合わ

せること 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止）【その他外部衝撃】（9 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
るため，バードスクリーン又はフィ

ルタを設置する。 

屋外に設置する電気設備は，密封

構造，メッシュ構造，シール処理を

施す構造又はこれらを組み合わせる

ことにより，鳥類及び昆虫類の侵入

を防止又は抑制する設計とする。 

給水処理設備は，魚類及び底生生

物の侵入並びに藻類の取込みを防止

又は抑制するため，二又川からに水

を受け入れる取水口にスクリーンを

設置する設計とする。外①-９ 基

①-6 

重大事故等対処設備は，生物学的

事象に対して，小動物の侵入を防止

し，海生生物に対して，侵入を防止

する設計とする。外⑦ 

 

j. 塩害 

安全機能を有する施設及び重大事

故等対処設備を設置する建屋の換気

設備の建屋給気ユニットへの粒子フ

ィルタの設置，直接外気を取り込む

施設の防食処理，屋外施設の塗装等

による腐食防止対策及び受電開閉設

備の絶縁性の維持対策により，安全

機能を有する施設が安全機能を損な

わない設計とする。外①-10 外⑦ 

基①-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７） 塩害 

一般に大気中の塩分量は，平野部で海

岸から 200 ｍ付近までは多く，数百ｍの

付近で激減する傾向がある。再処理施設

は海岸から約５ ｋｍ離れており，塩害の

影響は小さいと考えられるが外□3 ，換気

設備の建屋給気ユニットへの粒子フィル

タの設置，直接外気を取り込む施設の防

食処理，屋外施設の塗装等による腐食防

止対策及び受電開閉設備の絶縁性の維持

対策により，安全機能を有する施設が安

全機能を損なわない設計とする。①-10 

 

フト，屋外に設置する電気設備並びに給水処理

設備に受け入れる水の取水口には，対象生物の

侵入を防止又は抑制するための措置を施し，安

全機能を損なわない設計とする。外◇4  

具体的には，換気設備の外気取入口並びにガラ

ス固化体貯蔵設備の冷却空気入口シャフト及び

冷却空気出口シャフトにはバードスクリーン又

はフィルタを設置することにより，鳥類及び昆

虫類の侵入を防止又は抑制する設計とする。 

屋外に設置する電気設備は，密封構造，メッシ

ュ構造，シール処理を施す構造又はこれらを組

み合わせることにより，鳥類，昆虫類及び小動

物の侵入を防止又は抑制する設計とする。 

二又川から給水処理設備に水を受け入れる取水

口にはスクリーンを設置することにより，魚類

及び底生生物の侵入並びに藻類の取込みを防止

又は抑制する設計とする。外①-９ 

 

 

(７) 塩害 

一般に大気中の塩分量は，平野部で海岸から

200 ｍ付近までは多く，数百ｍの付近で激減す

る傾向がある。再処理施設は海岸から約５ ｋ

ｍ離れており，塩害の影響は小さいと考えられ

るが外◇6 ，安全機能を有する施設を設置する建

屋の換気設備の給気系には粒子フィルタ等を設

置し，屋内の施設への塩害の影響を防止する設

計とする。また，直接外気を取り込むガラス固

化体貯蔵設備の収納管及び通風管には防食処理

（アルミニウム溶射）を施す設計とする。屋外

の施設にあっては，塗装すること及び腐食し難

い金属を用いることにより腐食を防止するとと

もに，受電開閉設備については碍子部分の絶縁

を保つために洗浄が行える設計とする。以上の

ことから，塩害により安全機能を損なわない設

計とする。①-10 

 

取水口にスクリー

ンを設置すること 

閉止処置を行うこ

と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基①-7 

「性能」 

安全機能を損なわな

いこと 

「手段」 

粒子フィルタの設

置 

防食処理 

屋外施設の塗装等 

受電開閉設備の絶

縁性の維持対策 

 

 

 

 

 

  

(2) 人為事象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(チ) 航空機落下，爆発及び近隣工場等の火

災以外の人為による事象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.9.4 人為事象の抽出 

再処理施設の設計において考慮する人為事象の

抽出及び抽出した人為事象に対する安全設計に

ついて以下に示す。 

再処理施設の設計に当たっては，国内外の基準

や文献等に基づき人為事象の知見，情報を収集

した上で人為事象を抽出し，さらに事業指定基

準規則の解釈第９条に示される飛来物（航空機

落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火

災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害等の人

為事象を含め，それぞれの事象について再処理

施設の設計上の考慮の要否を検討する。設計上

の考慮の要否の検討に当たっては，再処理施設
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止）【その他外部衝撃】（10 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 有毒ガス 

再処理事業所内において化学物質

を貯蔵する施設については，化学物

質が漏えいし難い設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備は，

外気の連絡を制御建屋中央制御室換

気設備により遮断し制御建屋の中央

制御室内空気の再循環運転を行うこ

とができる設計とする。外①-11,基

①-8 

また，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室については，必

要に応じて外気との連絡口を遮断

し，運転員への影響を防止すること

で再処理施設の安全機能を損なわな

い設計とする。外①-11 

 

有毒ガスが発生した場合，必要に

応じて制御建屋中央制御室換気設備

の外気の連絡を遮断し，制御建屋の

中央制御室内空気を再循環する措置

を講ずることにより，運転員への影

響を防止するよう手順を保安規定に

定める。,基②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 有毒ガス 

安全機能を有する施設は，再処理事業

所内及びその周辺で発生する有毒ガスに

対して安全機能を損なわない設計とす

る。 

再処理施設は，想定される有毒ガスの

発生に対し，制御建屋中央制御室換気設

備により，中央制御室の居住性を損なわ

ない設計とする。外□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の立地，周辺環境及び海外の文献における選定

基準を踏まえ，発生頻度が極低頻度と判断され

る事象，敷地周辺では起こり得ない事象，事象

の進展が緩慢で対策を講ずることができる事

象，再処理施設に影響を及ぼさない事象及び影

響が他の事象に包絡される事象を除外し，いず

れにも該当しない事象を再処理施設の安全性に

影響を与える可能性のある事象として選定す

る。 

検討の結果，設計上の考慮を必要とする人為事

象は，第 1.7.9－２表に示す飛来物（航空機落

下），爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，電

磁的障害及び再処理事業所内における化学物質

の漏えいといった事象とし，敷地及び周辺地域

の過去の記録並びに現地調査を参考にして，予

想される最も過酷と考えられる条件を適切に考

慮する。外◇2  

 

1.7.9.5 航空機落下，爆発及び近隣工場

等の火災以外の人為による事象に 対する設計

方針 

(１) 有毒ガス 

有毒ガスの漏えいについては，固定施設（六ヶ

所ウラン濃縮工場）と可動施設（陸上輸送，海

上輸送）からの流出が考えられる。六ヶ所ウラ

ン濃縮工場から漏えいする有毒ガスについて

は，再処理施設の安全機能に直接影響を及ぼす

ことは考えられないため，再処理施設の運転員

に対する影響を想定する。六ヶ所ウラン濃縮工

場は，それらが発生した場合の周辺監視区域境

界の公衆に対する影響が小さくなるよう設計さ

れており，中央制御室の居住性を損なうことは

ない。再処理施設周辺の可動施設から発生する

有毒ガスについては，敷地周辺には鉄道路線が

ないこと，最も近接する幹線道路については中

央制御室が設置される制御建屋までは約 700ｍ

離れていること及び海岸から再処理施設までは

約５ｋｍ離れていることから，幹線道路及び船

舶航路にて運搬される有毒ガスが漏えいしたと

しても，再処理施設の安全機能及び中央制御室

の居住性を損なうことはない。 

再処理事業所内において化学物質を貯蔵する施

設については，化学物質が漏えいし難い設計と

する。外◇11  

制御建屋中央制御室換気設備は，近隣工場等の

火災及び航空機墜落火災による有毒ガスの発生

と同様に，外気の連絡を遮断し制御建屋の中央

制御室内空気の再循環運転を行うことができる

設計とする外①-11。再循環運転については，

中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基①-8 

「性能」 

安全機能を損なわな

いこと 

「手段」 

制御建屋中央制御

室換気設備を再循

環運転を行うこと

ができる設計とす

ること 

 

基②-1 

「運用」 

有毒ガスが発生し

たときの中央制御

室換気設備の措置

について 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止）【その他外部衝撃】（11 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 電磁的障害 

計測制御設備のうち安全上重要な

施設の安全機能を維持するために必

要な計測制御設備及び安全保護回路

は，日本産業規格に基づいたノイズ

対策を行うとともに，電気的及び物

理的な独立性を持たせることによ

り，安全機能を損なわない設計とす

る。外①-12,基①-9 

計測制御設備のうち重大事故等に

対処するために必要な機能を維持す

るために必要な計測制御設備及び安

全保護回路は，日本産業規格に基づ

いたノイズ対策を行うとともに，電

気的及び物理的な独立性を持たせる

ことにより，重大事故等に対処する

ために必要な機能を損なわない設計

とする。外⑦ 

 

c. 再処理事業所内における化学物

質の漏えい 

想定される再処理事業所内におけ

る化物質の漏えいについて，人体へ

の影響の観点から，再処理施設の運

転員に対する影響を想定し，制御建

屋中央制御室換気設備は，外気の連

絡を遮断し制御建屋の中央制御室内

空気の再循環運転を行うことができ

る設計とする。基①-8 

また，使用済燃料受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室については，必要

に応じて外気との連絡口を遮断し，

運転員への影響を防止することで再

処理施設の安全機能を損なわない設

計とする。外①-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 電磁的障害 

計測制御設備のうち安全上重要な施設

の安全機能を維持するために必要な計測

制御設備及び安全保護回路は，日本産業

規格に基づいたノイズ対策を行うととも

に，電気的及び物理的な独立性を持たせ

ることにより，安全機能を損なわない設

計とする。外①-12安全上重要な施設以外

の計測制御設備については，その機能の

喪失を考慮して代替設備により必要な機

能を確保すること，代替設備による機能

の確保ができない場合は当該機能を必要

とする運転を停止すること，安全上支障

の生じない期間に修理を行うこと又はそ

れらを組み合わせることにより，安全機

能を損なわない設計とする。外③ 

 

 

 

３） 再処理事業所内における化学物質の漏

えい 

安全機能を有する施設は,想定される再

処理事業所内における化物質の漏えいに

対し,安全機能を損なわない設計とする。 

安全機能を有する施設は,想定される再

処理事業所内における化学物質の漏えい

に対し,制御建屋中央制御室換気設備によ

り,中央制御室の居住性を損なわない設計

とする。□5  

影響を考慮する外◇12 。これにより，再処理事業

所内において有毒ガスが発生した場合において

も，再循環運転を行うことで中央制御室の居住

性を損なわない設計とする。基①-8,外①-11

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室については，必要に応じて外気との連絡

口を遮断し，運転員への影響を防止することで

再処理施設の安全機能を損なわない設計とす

る。外①-11上記以外の建屋については，安全

機能維持の観点から運転員の居住性を考慮する

必要はない。外◇11  

 

(２) 電磁的障害 

計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機

能を維持するために必要な計測制御設備及び安

全保護回路は，日本産業規格に基づいたノイズ

対策を行うとともに，電気的及び物理的な独立

性を持たせることにより，安全機能を損なわな

い設計とする。外①-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 再処理事業所内における化学物質の漏

えい 

再処理事業所内にて運搬及び貯蔵又は使用され

る化学物質としては，試薬建屋の機器に内包さ

れる化学薬品，各建屋の機器に内包される化学

薬品並びに試薬建屋への受入れの際に運搬され

る化学物質がある。再処理事業所内において化

学物質を貯蔵する施設については化学物質が漏

えいし難い設計とするため，人為事象として試

薬建屋への受入れの際に運搬される化学物質の

漏えいを想定する。 

これらの化学物質の漏えいによる影響としては

再処理施設に直接被水すること等による安全機

能への影響及び漏えいした化学物質の反応等に

よって発生する有毒ガスによる人体への影響が

考えられる。外◇11  

屋外で運搬又は受入れ時に化学物質の漏えいが

発生した場合については，12条「化学薬品の

漏えいによる損傷の防止」で整理する。 

一方，人体への影響の観点から，再処理施設の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基①-9 

「性能」 

安全機能を損なわな

いこと 

「手段」 

ノイズ対策を行う

こと 

電気的及び物理的

な独立性を持たせ

ること 

 

 

 

 

 

 

 

基①-10 

「性能」 

安全機能を損なわな

いこと 

「手段」 

使用済燃料受入れ

施設及び貯蔵施設

の制御室を外気と

の連絡口を遮断で

きる設計とするこ

と 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止）【その他外部衝撃】（12 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
運転員に対する影響を想定し，制御建屋中央制

御室換気設備は，外気の連絡を遮断し制御建屋

の中央制御室内空気の再循環運転を行うことが

できる設計とする。外①-8 再循環運転につい

ては，中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素

濃度の影響を考慮する。これにより，再処理事

業所内において化学物質の漏えいが発生した場

合においても，再循環運転を行うことで中央制

御室の居住性を損なわない設計とする。また，

使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

ついては，必要に応じて外気との連絡口を遮断

し，運転員への影響を防止することで再処理施

設の安全機能を損なわない設計とする。外①-

11 

上記以外の建屋については，安全機能維持の観

点から運転員の居住性を考慮する必要はない。

外◇11  

 

1.7.9.6 手順等 

有毒ガスが発生した場合，必要に応じて制御建

屋中央制御室換気設備の外気の連絡を遮断し，

制御建屋の中央制御室内空気を再循環する措置

を講ずることにより，運転員への影響を防止す

るよう手順を整備する。外①-8, 基②-1 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止）【その他外部衝撃】（13 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止）【その他外部衝撃】（14 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止）【その他外部衝撃】（15 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止）【その他外部衝撃】（16 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止）【その他外部衝撃】（17 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止）【その他外部衝撃】（18 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 

 
 

    

 

1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は，想定される

自然現象（地震及び津波を除く。次項において

同じ。）が発生した場合においても安全機能を

損なわないものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は，当該安全上重要な施

設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定さ

れる自然現象により当該安全上重要な施設に作

用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を

適切に考慮したものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は，工場等内又はそ

の周辺において想定される再処理施設の安全性

を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるもの（故意によるものを除

く。）に対して安全機能を損なわないものでな

ければならない。 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止）【その他外部衝撃】（19 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

安全機能を有する施設は，設計基準において想

定される自然現象（地震及び津波を除く。）に

対して再処理施設の安全性を損なわない設計と

する。①また，安全上重要な施設は，想定され

る自然現象により作用する衝撃及び設計基準事

故時に生ずる応力を適切に考慮する。② 

 

(１) 風（台風）◇3  

敷地付近で観測された日最大瞬間風速は，八戸

特別地域気象観測所での観測記録（1951年～

2018年３月）で 41.7ｍ／ｓ（2017年９月 18

日）である。安全機能を有する施設の設計に当

たっては，この観測値を考慮し，建築基準法に

基づく風荷重に対して安全機能を有する施設の

安全機能を確保すること①-４若しくは風（台

風）による損傷を考慮して代替設備により必要

な機能を確保すること，安全上支障のない期間

で修理等の対応を行うこと又はそれらを適切に

組み合わせることで，その安全機能を損なわな

い設計とする。①-１ 

 

(２) 竜 巻◇7  

日本で過去（1961年～2013年 12月）に発生し

た最大の竜巻から，設計竜巻の最大風速は 92

ｍ／ｓとなるが，竜巻に対する設計に当たって

は，蓄積されている知見の少なさといった不確

定要素を考慮し，将来の竜巻発生に関する不確

実性を踏まえ，基準竜巻の最大風速を安全側に

切り上げて，設計竜巻の最大風速を 100ｍ／ｓ

とし，安全機能を有する施設の安全機能を損な

わないよう，飛来物の発生防止対策及び竜巻防

護対策を行う。 

 

ａ．飛来物の発生防止対策 

竜巻により再処理事業所内の資機材が飛来物と

なり，安全機能を有する施設の安全機能を損な

わないよう，以下の対策を行う。 

(ａ) 飛来物となる可能性のあるものを固定，

固縛，建屋収納又は敷地から撤去する。 

(ｂ) 車両の周辺防護区域内への入構の管理，

竜巻の襲来が予想される場合の車両の固縛又は

飛来対策区域外の退避場所への退避を行う。 

 

ｂ．竜巻防護対策 

安全機能を有する施設は，設計荷重（竜巻）に

対して安全機能を損なわない設計とすること，

若しくは竜巻による損傷を考慮して，代替設備

により必要な機能を確保すること，安全上支障
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止）【その他外部衝撃】（20 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
のない期間で修理を行うこと又はそれらを適切

に組み合わせることにより，その安全機能を損

なわない設計とする。安全上重要な施設は，竜

巻防護対象施設とし，建物の外壁及び屋根によ

り建物全体で適切に防護することにより安全機

能を損なわない設計とすることを基本とする。

屋外に設置される竜巻防護対象施設や，建物・

構築物による防護が期待できない竜巻防護対象

施設については，設備による竜巻防護対策とし

て，飛来物防護板及び飛来物防護ネットを設置

することにより安全機能を損なわない設計とす

る。 

竜巻の発生に伴い，降雹が考えられるが，降

雹による影響は竜巻防護設計にて想定している

設計飛来物の影響に包絡される。また，冬季に

おける竜巻の発生を想定し，積雪による荷重を

適切に考慮する。 

 

(３) 凍 結◇3 ◇4  

敷地付近で観測された日最低気温は，むつ特別

地域気象観測所での観測記録（1935年～2018

年３月）によれば－22.4℃（1984年２月 18

日），八戸特別地域気象観測所での観測記録

（1937年～2018年３月）によれば－15.7℃

（1953年１月３日）である。安全機能を有す

る施設の設計に当たっては，これらの観測値並

びに敷地及び敷地周辺の観測値を適切に考慮す

るため，観測所気象年報からの六ヶ所地域気象

観測所の観測値を参考にし，安全機能を確保す

ること若しくは凍結による損傷を考慮して代替

設備により必要な機能を確保すること，安全上

支障のない期間で修理等の対応を行うこと又は

それらを適切に組み合わせることで，その安全

機能を損なわない設計とする。 

 

(４) 高 温◇3 ◇4  

敷地付近で観測された日最高気温は，むつ特別

地域気象観測所での観測記録（1935年～2018

年３月）によれば 34.7℃（2012年７月 31

日），八戸特別地域気象観測所での観測記録

（1937年～2018年３月）によれば 37.0℃

（1978年８月３日）である。設計上考慮する

外気温度については，これらの観測値並びに敷

地及び敷地周辺の観測値を適切に考慮するた

め，観測所気象年報からの六ヶ所地域気象観測

所の観測値を参考にし，安全機能を有する施設

の安全機能を確保すること若しくは高温による

損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障のない期間で修理等の

対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせ

92



 

要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止）【その他外部衝撃】（21 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
ることで，その安全機能を損なわない設計とす

る。 

 

(５) 降 水◇3 ◇4  

敷地付近で観測された日最大降水量は，八戸特

別地域気象観測所での観測記録（1937年～

2018年３月）で 160.0ｍｍ（1982年５月 21

日），むつ特別地域気象観測所での観測記録

（1937年～2018年３月）で 162.5ｍｍ（1981

年８月 22日及び 2016年８月 17日）である。

また，敷地付近で観測された日最大１時間降水

量は，八戸特別地域気象観測所での観測記録

（1937年～2018年３月）で 67.0ｍｍ（1969年

８月５日），むつ特別地域気象観測所での観測

記録（1937年～2018年３月）で 51.5ｍｍ

（1973年９月 24日）である。安全機能を有す

る施設の設計に当たっては，これらの観測記録

を適切に考慮し，安全機能を確保すること若し

くは降水による損傷を考慮して代替設備により

必要な機能を確保すること，安全上支障のない

期間で修理等の対応を行うこと又はそれらを適

切に組み合わせることで，その安全機能を損な

わない設計とする。 

 

(６) 積 雪◇3 ◇4  

敷地付近で観測された最深積雪は，むつ特別地

域気象観測所での観測記録（1935年～2018年

３月）によれば 170ｃｍ（1977年２月 15日）

であるが，六ヶ所地域気象観測所での観測記録

（1973年～2002年）による最深積雪量は 190

ｃｍ（1977年２月）である。したがって，積

雪荷重に対しては，これを考慮するとともに，

建築基準法に基づき，安全機能を有する施設の

安全機能を確保すること若しくは積雪による損

傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間で修理等の対

応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせる

ことで，その安全機能を損なわない設計とす

る。 

 

(７) 落 雷◇8  

安全機能を有する施設の設計においては，落雷

によってもたらされる影響及び再処理施設の特

徴を考慮し，直撃雷に対する設計対処施設及 

び間接雷に対する設計対処施設を選定して耐雷

設計を行う。耐雷設計においては，再処理施設

が立地する地域の気候，再処理事業所及びその

周辺で過去に観測された落雷データを踏まえる

とともに，観測値に安全余裕を見込んで，想定

する落雷の規模を 270ｋＡとする。 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止）【その他外部衝撃】（22 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
直撃雷に対する設計対処施設は，「原子力発

電所の耐雷指針」（ＪＥＡＧ4608-2007），建

築基準法及び消防法に基づき，日本産業規格に

準拠した避雷設備を設置する設計とするととも

に，避雷設備を構内接地系と連接することによ

り，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構内接地系 

の電位分布の平坦化を図る。 

間接雷による雷サージ抑制設計としては，

270ｋＡの主排気筒への落雷の影響に対して安

全機能を損なわない設計とすること，若しくは

落雷による損傷を考慮して，代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期

間で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合

わせることにより，その安全機能を損なわない

設計とする。 

 

(８) 火山の影響◇9  

安全機能を有する施設は，火山の影響が発生し

た場合においても安全機能を損なわない設計と

する。安全上重要な施設は，当該安全上重要な

施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定

される火山の影響により当該安全上重要な施設

に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応

力を適切に考慮した設計とする。 

安全上重要な施設は，再処理施設の運用期間

中において再処理施設の安全機能に影響を及ぼ

し得る火山事象として設定した層厚 55ｃｍ，

密度 1.3ｇ／ｃｍ３（湿潤状態）の降下火砕物

に対し，以下のような設計とすることにより安

全機能を損なわない設計とする。 

ａ．構造物への静的負荷に対して安全余裕を有

する設計とすること 

ｂ．構造物への粒子の衝突に対して影響を受け

ない設計とすること 

ｃ．構造物，換気系，電気系，計測制御系及び

安全圧縮空気系に対する機械的影響（閉塞）に

対して降下火砕物が侵入し難い設計とすること 

ｄ．構造物，換気系，電気系，計測制御系及び

安全圧縮空気系に対する機械的影響（磨耗）に

対して磨耗し難い設計とすること 

ｅ．構造物，換気系，電気系，計測制御系及び

安全圧縮空気系に対する化学的影響（腐食）に

対して短期での腐食が発生しない設計とするこ

と 

ｆ．敷地周辺の大気汚染に対して制御建屋中央

制御室換気設備は降下火砕物が侵入し難く，さ

らに外気を遮断できる設計とすること 

ｇ．電気系及び計測制御系の絶縁低下に対し

て，換気設備は降下火砕物が侵入し難い設計と

すること 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
ｈ．降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響

に対して降下火砕物の除去や換気設備外気取入

口のフィルタの交換又は清掃並びに換気設備の

停止又は循環運転の実施により安全機能を損な

わない設計とすること 

その他の安全機能を有する施設については，降

下火砕物に対して機能を維持すること若しくは

降下火砕物による損傷を考慮して代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間での修理を行うこと又はそれらを適切に

組み合わせることにより，安全機能を損なわな

い設計とする。 

さらに，降下火砕物による間接的影響である

７日間の外部電源喪失及び敷地内外での交通の

途絶によるアクセス制限事象に対し，再処理施

設の安全性を維持するために必要となる電源の

供給が継続できるようにすることにより安全機

能を損なわない設計とする。 

 

(９) 生物学的事象◇4  

安全機能を有する施設は，生物学的事象として

敷地周辺の生物の生息状況の調査に基づいて鳥

類，昆虫類，小動物，魚類，底生生物及び藻類

の再処理施設への侵入を防止又は抑制すること

により,安全機能を損なわない設計とする。換

気設備の外気取入口，ガラス固化体貯蔵設備の

冷却空気入口シャフト及び冷却空気出口シャフ

ト，屋外に設置する電気設備並びに給水処理設

備に受け入れる水の取水口には，対象生物の侵

入を防止又は抑制するための措置を施し，安全

機能を損なわない設計とする。 

 

(10) 森林火災◇10  

安全機能を有する施設は，森林火災の影響が発

生した場合においても安全機能を損なわない設

計とする，若しくは森林火災による損傷を考慮

して，代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることにより，そ

の安全機能を損なわない設計とする。 

安全上重要な施設は，外部火災防護対象施設

とし，外部火災防護対象施設に大きな影響を及

ぼすおそれがあると想定される森林火災の影響

により外部火災防護対象施設に作用する衝撃及

び設計基準事故時に生ずる荷重を適切に考慮し

た設計とする。 

森林火災については，ＦＡＲＳＩＴＥによる

影響評価により算出される最大火線強度に基づ

いた防火帯幅を敷地内に確保する設計とする。 

また，火炎からの離隔距離の確保等により，

95



 

要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止）【その他外部衝撃】（24 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
外部火災防護対象施設を収納する建屋外壁等の

温度を許容温度以下とすることで，外部火災防 

護対象施設の安全機能を損なわない設計とす

る。その他の安全機能を有する施設について

は，森林火災により損傷した場合を考慮して代

替設備により必要な機能を確保すること，安全

上支障が生じない期間に修理を行うこと又はそ

れらを組み合わせることにより，安全機能を損

なわない設計とする。 

森林火災により発生するばい煙の影響に対して

は，外部火災防護対象施設を収納する建屋の換

気設備，外気を直接設備内に取り込む外部火災

防護対象施設は，フィルタによりばい煙の侵入

を防止する設計とするか，ばい煙が侵入しても

閉塞を防止する構造とし，外部火災防護対象施

設の安全機能を損なわない設計とする。 

制御建屋の中央制御室については，制御建屋中

央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，

制御建屋の中央制御室内空気を再循環する措置

を講じ運転員の作業環境を確保する設計とす

る。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室については，必要に応じて外気との

連絡口を遮断し，運転員への影響を防止する設

計とする。 

 

(11) 塩 害◇4  

再処理施設は海岸から約５ｋｍ離れており，塩

害の影響は小さいと考えられるが，換気設備の

建屋給気ユニットへの粒子フィルタの設置，直

接外気を取り込む施設の防食処理，屋外施設の

塗装等による腐食防止対策又は受電開閉設備の

絶縁性の維持対策により，安全機能を有する施

設の安全機能を損なわない設計とする。 

 

(12) 異種の自然現象の重畳及び自然現象と設

計基準事故の組合せ◇5  

再処理施設の設計において考慮する自然現象

については，その特徴を考慮し，必要に応じて

異種の自然現象の重畳を想定する。重畳を想定

する組合せの検討に当たっては，同時に発生す

る可能性が極めて低い。 

組合せ，再処理施設に及ぼす影響モードが異

なる組合せ及び一方の自然現象の評価に包絡さ

れる組合せを除外し，積雪及び風（台風）,積

雪及び竜巻，積雪及び火山の影響（降灰），積

雪及び地震，風（台風）及び火山の影響（降

灰）並びに風（台風）及び地震④の組合せを考

慮する。また，安全上重要な施設は，最新の科

学的技術的知見を踏まえ，当該安全上重要な施

設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定さ
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
れる自然現象により当該安全上重要な施設に作

用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力②

を，それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮

して適切に組み合わせた条件においても，安全

機能を損なわない設計とするため，自然現象と

設計基準事故との因果関係は認められない。一

方，安全上重要な施設は，設計基準事故の影響

が及ぶ期間に発生すると考えられる自然現象に

より当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び

設計基準事故時に生じる応力を適切に考慮する

設計とする。 

 

第３項について 

安全機能を有する施設は，設計基準において想

定される人為事象に対して再処理施設の安全性

を損なわない設計とする。 

 

(１) 航空機落下 

航空機落下評価ガイド等に基づき，工程単位で

航空機落下に対する防護設計の要否を確認する

こととし，安全機能を有する施設のうち安全上

重要な施設を収納する建屋を対象に航空機落下

確率評価を行った。 

建物全体を外壁及び屋根により保護する設計

としている建物・構築物については１／10の

係数を適用した。最大の標的面積となるウラ

ン・プルトニウム混合脱硝のウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋及び安全機能の維持に必要な

施設を対象とした場合，計器飛行方式民間航空

機の航空機落下確率は 2.3×10－10（回／

年），自衛隊機又は米軍機の航空機落下確率は

4.5×10－８（回／年），航空機落下確率の総

和は，4.6×10－８（回／年）となり，防護設

計の判断基準である 10－７（回／年）を超え

ないことから，追加の防護設計は必要ない。①

-3 

 

(２) 爆 発◇10  

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺

において想定される爆発に対して安全機能を損

なわない設計とする，若しくは爆発による損傷

を考慮して，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間で修理を行う

こと又はそれらを適切に組み合わせることによ

り，その安全機能を損なわない設計とする。敷

地周辺 10ｋｍの範囲内に存在する石油コンビ

ナートとしては，石油備蓄基地があるが，危険

物のみを有する施設であり，爆発の影響評価の

対象となる高圧ガスを貯蔵していない。 

敷地周辺 10ｋｍの範囲内に存在する高圧ガス
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
貯蔵施設としては，敷地内に設置されるＭＯＸ

燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫を対象

とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫

は，高圧ガス保安法に基づき，着火源を排除す

るとともに爆発時に発生する爆風や飛来物が上

方向に開放される構造として設計することか

ら，外部火災防護対象施設を収納する建屋等に

対して影響を与えない設計とする。また，外部

火災防護対象施設を収納する建屋等は危険限界

距離以上の離隔を確保し，外部火災防護対象施

設の安全機能を損なわない設計とする。 

 

(３) 近隣の産業施設の火災及び航空機墜落に

よる火災 

ａ．近隣の産業施設の火災◇10  

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周

辺において想定される近隣の産業施設の火災に

対して安全機能を損なわない設計とする，若し

くは近隣の産業施設の火災による損傷を考慮し

て，代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることにより，そ

の安全機能を損なわない設計とする。敷地周辺

10ｋｍの範囲内に存在する石油コンビナートと

しては，再処理施設に与える影響が大きい石油

備蓄基地（敷地西方向約 0.9ｋｍ）を対象とす

る。石油備蓄基地の原油タンク火災による輻射

強度を考慮した場合においても，離隔距離の確

保等により，外部火災防護対象施設を収納する

建屋外壁等の温度を許容温度以下とすること

で，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

また，敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の

火災による輻射強度を考慮した場合において

も，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外

壁温度等を許容温度以下とすること等により外

部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設

計とする。 

 

ｂ．航空機墜落による火災◇10  

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺

において想定される航空機墜落による火災に対

して安全機能を損なわない設計とする，若しく

は航空機墜落による火災による損傷を考慮し

て，代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることにより，そ

の安全機能を損なわない設計とする。 

航空機墜落による火災については，建屋外壁
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
等の外部火災防護対象施設を収納する建屋等へ

の影響が厳しい地点に墜落した場合を想定し，

火炎からの輻射強度の影響により，建屋外壁等

の温度上昇を考慮した場合においても，外部火

災防護対象施設の安全機能を損なわない設計と

する。また，熱影響により外部火災防護対象施

設の安全機能を損なうおそれがある場合には，

耐火被覆又は遮熱板等の対策を講ずることによ

り安全機能を損なわない設計とする。さらに，

航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の火

災及び爆発との重畳を考慮した場合において

も，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 

ｃ．二次的影響（ばい煙及び有毒ガス）◇10  

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺

において想定される近隣の産業施設の火災及び

航空機墜落による火災により発生する二次的影

響（ばい煙及び有毒ガス）に対して安全機能を

損なわない設計とする。近隣の産業施設の火災

及び航空機墜落による火災により発生するばい

煙の影響に対しては，外部火災防護対象施設を

収納する建屋の換気設備，外気を直接設備内に

取り込む外部火災防護対象施設は，フィルタに

よりばい煙の侵入を防止する設計とするか，ば

い煙が侵入しても閉塞を防止する構造とし，外

部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設

計とする。 

制御建屋の中央制御室については，制御建屋

中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断

し，制御建屋の中央制御室内空気を再循環する

措置を講じ運転員の作業環境を確保する設計と

する。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室については，必要に応じて外気と

の連絡口を遮断し，運転員への影響を防止する

設計とする。 

 

(４) 有毒ガス◇4  

安全機能を有する施設は，敷地内及び敷地周

辺で発生する有毒ガスに対して安全機能を損な

わない設計とする。また，再処理施設は，想定

される有毒ガスの発生に対し，制御建屋中央制

御室換気設備により，中央制御室の居住性を損

なわない設計とする。再処理施設周辺の固定施

設で発生する可能性のある有毒ガスとしては，

六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする六ふっ化

ウランが加水分解して発生するふっ化ウラニル

及びふっ化水素を想定する。これらの有毒ガス

が，再処理施設の安全機能に直接影響を及ぼす

ことは考えられない。また，六ヶ所ウラン濃縮
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工場において六ふっ化ウランを正圧で扱う工程

における漏えい事故が発生したと仮定しても，

六ふっ化ウランが加水分解して発生するふっ化

ウラニル及びふっ化水素の濃度は公衆に対する

影響が十分に小さい値となることから，六ヶ所

ウラン濃縮工場の敷地外に立地する再処理施設

の運転員に対しても影響を及ぼすことはない。 

再処理施設周辺の可動施設から発生する有毒

ガスについては，敷地周辺には鉄道路線がない

こと，最も近接する幹線道路については中央制

御室が設置される制御建屋までは約 700ｍ離れ

ていること及び海岸から再処理施設までは約５

ｋｍ離れていることから，幹線道路及び船舶航

路にて運搬される有毒ガスが漏えいしたとして

も，再処理施設の安全機能及び運転員に影響を

及ぼすことは考え難い。 

万一，六ヶ所ウラン濃縮工場又は可動施設か

ら発生した有毒ガスが中央制御室に到達するお

それがある場合には，必要に応じて制御建屋中

央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，

制御建屋の中央制御室内空気を再循環する措置

を講ずることにより，①-11運転員への影響を

防止することで再処理施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。使用済燃料受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室においても，必要に応じて外気

との連絡口を遮断し，運転員への影響を防止す

ることで再処理施設の安全機能を損なわない設

計とする。①-11 

 

(５) 電磁的障害 

計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機

能を維持するために必要な計測制御設備及び安

全保護回路は，日本産業規格に基づいたノイズ

対策を行うとともに，電気的及び物理的な独立

性を持たせることにより，安全機能を損なわな

い設計とする。①-12安全上重要な施設以外の

計測制御設備については，その機能の喪失を考

慮して代替設備により必要な機能を確保するこ

と，代替設備による機能の確保ができない場合

は当該機能を必要とする運転を停止すること，

安全上支障の生じない期間に修理を行うこと又

はそれらを組み合わせることにより，安全機能

を損なわない設計とする。①-1 

 

(６) 再処理事業所内における化学物質の漏え

い◇4  

安全機能を有する施設は,想定される再処理事

業所内における化学物質の漏えいに対し,安全

機能を損なわない設計とする。再処理事業所内

にて運搬及び貯蔵又は使用される化学物質とし
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止）【その他外部衝撃】（29 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
ては，試薬建屋の機器に内包される化薬品，各

建屋の機器に内包される化学薬品並びに試薬建

屋への受入れの際に運搬される化学物質があ

る。 

このうち，人為事象として試薬建屋への受入れ

の際に運搬される化学物質の漏えいを想定す

る。これらの化学物質の漏えいによる影響とし

ては，安全機能を有する施設に直接被水するこ

と等による安全機能への影響及び漏えいした化

学物質の反応等によって発生する有毒ガスによ

る人体への影響が考えられる。このうち，屋外

で運搬又は受入れ時に化学物質の漏えいが発生

した場合については，12条「化学薬品の漏え

いによる損傷の防止」にて整理する。 

人体への影響の観点から，再処理施設の運転員

に対する影響を想定し，制御建屋中央制御室及

換気設備は外気の連絡口を遮断し，制御建屋の

中央制御室内空気の再循環運転を行うことがで

きる設計とする。①-13また，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室についても，必

要に応じて外気との連絡口を遮断し制御室内空

気の再循環運転を行うことができる設計とす

る。①-13 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（落雷））（1 / 8） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第八条 安全機能を有する施設は、想定される自然

現象(地震及び津波を除く。)によりその安全性を損

なうおそれがある場合において、防護措置、基礎地

盤の改良その他の適切な措置が講じられたものでな

ければならない。雷①-1,-2,-3,-4,②-1,②-2,②-3,

③,④-1,④-2,④-3,④-4,④-5 

 

２ 安全機能を有する施設は、周辺監視区域に隣接

する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部からの

衝撃が発生するおそれがある要因がある場合におい

て、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭

載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及

び敷地周辺の状況から想定される事象であって人為

によるもの(故意によるものを除く。)により再処理

施設の安全性が損なわれないよう、防護措置その他

の適切な措置が講じられたものでなければならな

い。 

 

３ 安全機能を有する施設は、航空機の墜落により

再処理施設の安全性を損なうおそれがある場合にお

いて、防護措置その他の適切な措置が講じられたも

のでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．落雷に関する設計方針 

安全機能を有する施設は，想定される落雷が発

生した場合において安全機能を損なわない設計と

する。雷①-1 また，落雷によってもたらされる

影響及び再処理施設の特徴を考慮し，直撃雷に対

する落雷防護対象施設及び間接雷に対する落雷防

護対象施設を選定して耐雷設計を行う。雷①-2 

 

 

 

 

落雷防護対象施設としては，安全上重要な機能

を有する構築物,系統及び機器を抽出する。雷①-3

落雷防護対象施設及びそれらを収納する建屋は落

雷により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，

臨界防止等の安全機能を損なわない設計とする。

雷①-1 

また、重大事故等対処設備についても、落雷か

ら防護すべき施設に含める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設の建物及び構築物は広範囲に分散し

ロ．（７）(a)外部からの衝撃による損傷の防止 

(ニ) 落雷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設は，想定される落雷が発

生した場合において安全機能を損なわない設計と

する。雷①-1また，落雷によってもたらされる影

響及び再処理施設の特徴を考慮して耐雷設計を行

う。雷①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.12 落雷に関する設計 

原子力規制委員会の定める事業指定基準規則の

第九条において，外部からの衝撃による損傷防止

として，安全機能を有する施設は，想定される自

然現象（地震及び津波を除く。）が発生した場合

においても安全機能を損なわないものでなければ

ならないとしており，敷地の自然環境を基に想定

される自然現象の一つとして，落雷を挙げてい

る。雷①-1したがって，再処理施設の設計におい

ては，落雷によってもたらされる影響及び再処理

施設の特徴を考慮し，耐雷設計を行う。雷①-2 

 

1.7.12.1 落雷に関する設計方針 

安全機能を有する施設は，想定される落雷が発

生した場合において安全機能を損なわない設計と

する。雷①-1また，落雷によってもたらされる影

響及び再処理施設の特徴を考慮し，直撃雷に対す

る落雷防護対象施設及び間接雷に対する落雷防護

対象施設を選定して耐雷設計を行う。雷①-2 

その上で，落雷によってその安全機能が損なわ

れないことを確認する施設を，再処理施設の全て

の安全機能を有する構築物，系統及び機器とす

る。雷◇1  

落雷防護対象施設としては，安全評価上その機

能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽

出する観点から，安全上重要な機能を有する構築

物,系統及び機器を抽出する雷①-3。落雷防護対象

施設及びそれらを収納する建屋は落雷により冷

却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止等

の安全機能を損なわない設計とする。雷①-1 

上記に含まれない安全機能を有する施設は，落

雷の影響に対して機能を維持すること，落雷によ

る損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障のない期間で修理を行う

こと又はそれらを適切に組み合わせることによ

り，その安全機能を損なわない設計とする。雷◇1  

 

1.7.12.1.1 落雷の特徴 

落雷による影響としては，直撃雷による影響及

び間接雷による影響がある。 

直撃雷は，外気にさらされた建屋及び屋外施設

に対して影響を及ぼし，これらに設置する避雷設

備及び送電線から侵入することが考えられる。一

般的に落雷は高い建物及び構築物に対して発生し

やすい。 

間接雷は，建屋及び屋外施設への落雷により，

避雷設備を介して雷撃電流が大地へ拡散及び分流

する過程で，雷サージとなって接地系統から侵入

し，屋内に設置される設備に対して影響を及ぼし
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（落雷））（2 / 8） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
て設置されており，かつ，建屋間には，配管，ケ

ーブルを収納する洞道が設置され，各施設の監視

及び制御を制御建屋で集中的に実施するという特

徴を踏まえ，直撃雷による再処理施設への影響及

び間接雷による雷サージによる影響のそれぞれを

考慮して耐雷設計を行う。雷①-4 

 

再処理施設の建物及び構築物は広範囲に分散し

て設置されており，かつ，建屋間には，配管，ケ

ーブルを収納する洞道が設置され，各施設の監視

及び制御を制御建屋で集中的に実施するという特

徴を踏まえ，直撃雷による再処理施設への影響及

び間接雷による雷サージによる影響のそれぞれを

考慮して耐雷設計を行う。雷①-4 

 

得る。雷◇2  

 

1.7.12.1.2 耐雷設計上考慮する再処理施設の特徴 

再処理施設の建物及び構築物は，広大な敷地内

に分散して配置している。雷①-4 

主排気筒は高さが約 150ｍであり，再処理施設の

他の建物及び構築物と比べて非常に高く，雷の直

撃を受けやすい。雷撃電流の大きな落雷ほど雷撃

距離が長くなるため，高い建物及び構築物に直撃

する傾向が強いといえる。雷◇3  

また，再処理施設の建屋間には，配管，ダクト

及びケーブルを収納する洞道が設置され，各施設

の監視及び制御は制御建屋で集中的に行う設計と

している。このため，間接雷による雷サージによ

って各建屋に接地電位上昇の差が生じることが考

えられ，建屋間を取り合う計測制御系統施設等は

過電圧の影響を受けるおそれがある。雷◇3 雷①-4 

 

 ２．設計対処施設 

 

 

 

 

 

落雷防護対象施設を収納する建屋及び屋外の落

雷防護対象施設を直撃雷の影響から防護する設計

対処施設とする。雷②-1 

なお，設計対処施設以外の施設のうち，建築基

準法及び消防法の適用を受ける建屋，構築物につ

いては，設計対処施設と同様の設計とする。雷②-

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、建屋間を取り合う計測制御系統施設，電

気設備及び放射線監視設備を間接雷の影響から防

護する設計対処施設とする。雷②-3 

 1.7.12.2 設計対処施設 

 

1.7.12.2.1 直撃雷により影響を受ける施設 

建屋内に設置する落雷防護対象施設は，建屋に

よる防護により，直撃雷によって安全機能を損な

わない設計とすることから雷◇4 ，落雷防護対象施

設を収納する建屋及び屋外の落雷防護対象施設を

直撃雷の影響から防護する設計対処施設とする。

雷②-1 

なお，設計対処施設以外の施設のうち，建築基

準法及び消防法の適用を受ける建屋，構築物につ

いては，設計対処施設と同様の設計とする。雷②-

2 

直撃雷に対する設計対処施設の選定フローを第

1.7.12－１図に雷◇4 ，直撃雷に対する設計対処施

設の一覧を第 1.7.12－１表に示す。 

 

1.7.12.2.2 間接雷により影響を受ける施設 

「1.7.12 落雷に関する設計」の「1.7.12.1 落

雷に関する設計方針」の「1.7.12.1.2 耐雷設計上

考慮する再処理施設の特徴」に示すとおり，建屋

間には配管，ダクト及びケーブルを収納する洞道

を設置し，各施設の監視及び制御を制御建屋で集

中的に行う設計としていることから，落雷防護対

象施設のうち建屋間を取り合う計測制御系統施

設，電気設備及び放射線監視設備は，間接雷によ

る雷サージの影響で各建屋に接地電位上昇の差が

生じ，過電圧の影響を受けるおそれがある。した

がって雷◇4 ，建屋間を取り合う計測制御系統施

設，電気設備及び放射線監視設備を間接雷の影響

から防護する設計対処施設とする。雷②-3 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（落雷））（3 / 8） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
間接雷に対する設計対処施設の一覧を第 1.7.12

－２表に示す。 

 

  

３．想定する落雷の規模 

耐雷設計においては，再処理施設が立地する地

域の気候，再処理事業所及びその周辺で過去に観

測された落雷データを踏まえ，想定する落雷の規

模を 270 ｋＡとする。雷③ 

 

 

 

 

耐雷設計においては，再処理施設が立地する地

域の気候，再処理事業所及びその周辺で過去に観

測された落雷データを踏まえ，想定する落雷の規

模を 270 ｋＡとする。雷③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落雷と同時に発生することが想定される自然現

象については，その衝撃の組合せを適切に考慮す

る。雷□1  

 

 

1.7.12.3 耐雷設計 

1.7.12.3.1 想定する落雷の規模 

間接雷に対する設計対処施設の耐雷設計におい

ては，再処理事業所及びその周辺で過去に観測さ

れた最大のものを参考に落雷の規模を想定する。

雷③ 

再処理事業所及びその周辺で過去に観測された

最大の落雷の雷撃電流は，全国雷観測ネットワー

ク（ＪＬＤＮ：Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｌｉｇｈｔｎｉ

ｎｇ Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ Ｎｅｔｗｏｒｋ）の観

測記録によると 211 ｋＡである。 

ＪＬＤＮによって観測される雷撃電流値の精度

については，夏季雷と冬季雷で違いがあること及

びほぼ正確との見解がある一方で 15～20％程度低

く算出されるとの見解もあること並びに観測デー

タは過去約 15年間のものであることを考慮し雷

◇5 ，観測値に安全余裕を見込んで，想定する落雷

の規模を 270 ｋＡとする。雷③ 

 

1.7.12.3.2 異種の自然現象の重畳及び設計基準事故

との組合せ 

落雷と同時に発生することが想定される自然現

象については，その衝撃の組合せを適切に考慮す

る。また，設計基準事故については，落雷の影響

との因果関係及び時間的変化を考慮した上で，そ

の応力を適切に組み合わせる。雷◇6  

 

104



 

要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（落雷））（4 / 8） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

(１) 異種の自然現象の重畳 

落雷と同時に発生する可能性がある自然現象と

しては，竜巻，積雪，降雹及び降水が考えられ

る。これらの自然現象の組合せの考え方は，以下

のとおりとする。雷◇6  

ａ．竜巻 

落雷及び竜巻が同時に発生する場合において

も，竜巻による影響は風荷重，飛来物の衝突荷重

及び気圧差による荷重であり，落雷による雷撃と

は影響が異なるため，落雷と竜巻の組合せは考慮

しない。 

ｂ．積雪 

落雷と積雪の組合せを想定しても，積雪による

影響は建屋及び屋外施設に対する堆積荷重であ

り，落雷による雷撃とは影響が異なるため，落雷

と積雪の組合せは考慮しない。 

ｃ．降雹 

落雷と降雹の組合せを考慮しても，降雹の影響

は建屋及び屋外施設に対する衝撃荷重であり，落

雷による雷撃とは影響が異なるため，落雷と降雹

の組合せは考慮しない。 

ｄ．降水 

落雷と降水が同時に発生する場合においても，

降水による影響は浸水であり，落雷による雷撃と

は影響が異なるため，落雷と降水の組合せは考慮

しない。 

 

(２) 設計基準事故時荷重の組合せ 

設計対処施設に作用させる荷重には，設計基準

事故時に生ずる荷重を適切に考慮する設計とす

る。すなわち，落雷により設計対処施設に作用す

る衝撃及び設計基準事故時に生ずる荷重を，それ

ぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して適切に

組み合わせて設計する。また，設計基準事故時の

影響が及ぶ期間に発生すると考えられる落雷によ

り，設計対処施設に作用する衝撃と設計基準事故

時に生ずる荷重を適切に考慮して設計する。 

設計対処施設は，想定される落雷に対して安全

機能を損なわない設計とすることから，落雷と設

計基準事故は独立事象である。また，設計基準事

故時に落雷が発生した場合，安全上重要な施設に

荷重を加える設計基準事故である「プルトニウム

精製設備のセル内での有機溶媒火災」及び「プル

トニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応」による荷重との組合せが考えられるが，こ

れらの設計基準事故による荷重を受けるプルトニ

ウム精製塔セル及びプルトニウム濃縮缶は，落雷

の影響を受けることはないため，設計基準事故時
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（落雷））（5 / 8） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
荷重と落雷の組合せは考慮しない。雷◇6  

 

 ４．落雷の防止設計 

４．１．直撃雷の防止設計 

直撃雷に対する設計対処施設は，「原子力発電

所の耐雷指針」（ＪＥＡＧ4608-2007）基⑤，建築

基準法及び消防法に基づき，日本産業規格に準拠

した避雷設備を設置する設計とする基①-1雷④-

1。各々の設計対処施設に設置する避雷設備は，構

内接地系と連接することにより，接地抵抗の低減

及び雷撃に伴う構内接地系の電位分布の平坦化を

図る設計とする。基①-1雷④-1 

重大事故等対処設備は，「5.1.5 環境条件等」 

を考慮した設計とする。 

 

 

直撃雷に対する耐雷設計として，安全機能を有

する施設には，原子力発電所の耐雷指針（ＪＥＡ

Ｇ4608），建築基準法及び消防法に基づき，日本

産業規格に準拠した避雷設備を設置するととも

に，避雷設備を構内接地系と連接することで，接

地抵抗の低減及び雷撃に伴う構内接地系の電位分

布の平坦化を図る。雷④-1 

 

 

 

1.7.12.3.3 直撃雷の防止設計 

直撃雷に対する設計対処施設は，「原子力発電

所の耐雷指針」（ＪＥＡＧ4608-2007），建築基準

法及び消防法に基づき，日本産業規格に準拠した

避雷設備を設置する設計とする。各々の設計対処

施設に設置する避雷設備は，構内接地系と連接す

ることにより，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構

内接地系の電位分布の平坦化を図る設計とする。

雷④-1 

避雷設備の設置対象を第 1.7.12－３表に示す。 

なお，「1.7.12 落雷に関する設計」の

「1.7.12.1 落雷に関する設計方針」の

「1.7.12.1.2 耐雷設計上考慮する再処理施設の特

徴」に示すとおり，落雷は最も高い構築物である

主排気筒に発生しやすいため，特に雷撃電流 150 

ｋＡを超える落雷については，雷撃電流と雷撃距

離の関係（Ａｒｍｓｔｒｏｎｇ ＆ Ｗｈｉｔｅｈ

ｅａｄの式）から，第 1.7.12－２図に示すとおり

主排気筒にて捕捉できる。雷◇7  

 

○許○設基①-1 

「性能」 

直撃雷により安全機能を損

なわない設計 

「手段：設備」 

避雷設備を設置すること、

避雷設備は構内接地系と連

接すること 
 

基⑤ 

「原子力発電所の耐雷指

針」（ＪＥＡＧ4608-2007） 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（落雷））（6 / 8） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 ４．２．間接雷による雷サージ抑制設計 

間接雷による雷サージ抑制設計としては，間接

雷に対する設計対処施設への雷サージの侵入及び

伝播経路を考慮し，雷撃電流 270 ｋＡの主排気筒

への落雷の影響に対して，安全機能を損なわない

設計とする。雷④-2 

重大事故等対処設備は，「5.1.5 環境条件等」 

を考慮した設計とする。 

 

(１) 接地設計 

避雷設備は，各接地系の連接による構内接地系

の電位分布の平坦化を図り，接地抵抗値を，最大

故障電流による最大接地電位上昇値，歩幅電圧及

び歩幅電圧の制限によって定められる所定の目標

値（ＪＩＳ Ａ4201による標準設計値 10 Ω）基⑤

を十分下回る設計とし，３ Ω以下とする。基①-

2,雷④-3 

 

(２) 雷サージの影響阻止設計 

ａ．計測制御系統施設，放射線監視設備 

間接雷に対する設計対処施設のうちアナログ信

号式の計測制御系統施設（計測制御系統施設のう

ち建屋間でアナログ信号を取り合う部分をいう）

に対しては， 雷撃電流 270 ｋＡの落雷によって想

定される雷サージ電圧（3.0 ｋＶ）に対して安全

機能を損なわないよう，3.0 ｋＶ以上の雷インパ

ルス絶縁耐力を有する又は絶縁耐力 5.0 ｋＶ以上

の保安器を設置する設計とする基①-2。保安器を

設置する場合は，信号の出力側の建屋と信号の入

力側の建屋の両方に設置する。また，信号の出力

側にアイソレータを設置し，安全上重要な警報及

びインターロック機能への影響を防止するととも

に，シールドケーブルを使用した上で接地する。 

間接雷に対する設計対処施設のうちデジタル信

号式の計測制御系統施設及び放射線監視設備（計

測制御系統施設及び放射線監視設備のうち建屋間

でデジタル信号を取り合う部分をいう）について

は，雷撃電流 270 ｋＡの落雷によって想定される

雷サージ電圧（3.0 ｋＶ）に対して安全機能を損

なわないよう，シールドケーブルを使用した上で

両端接地とするか又は光伝送ケーブルを用いる設

計とする。基①-2, 雷④-4 

ｂ．電気設備 

間接雷に対する設計対処施設のうち電気設備に

ついては，雷撃電流 270 ｋＡの落雷によって想定

される雷サージ電圧（3.0 ｋＶ）に対して安全機

能を損なわないよう，3.0 ｋＶ以上の雷インパル

ス絶縁耐力を有する設計とする。基①-2,雷④-4 

 

 

また，間接雷による雷サージを抑制する設計に

ついては，270 ｋＡの雷撃電流の落雷に対して，

安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設

計とすること，若しくは落雷による損傷を考慮し

て，代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修理を行うこと又はそれ

らを適切に組み合わせることにより雷□2 ，その安

全機能を損なわない設計とする。雷④-2 

1.7.12.3.4 間接雷による雷サージ抑制設計 

間接雷による雷サージ抑制設計としては，間接

雷に対する設計対処施設への雷サージの侵入及び

伝播経路を考慮し，雷撃電流 270 ｋＡの主排気筒

への落雷の影響に対して，安全機能を損なわない

設計とする。雷④-2 

 

 

 

(１) 接地設計 

避雷設備は，各接地系の連接による構内接地系

の電位分布の平坦化を図り，接地抵抗値を，最大

故障電流による最大接地電位上昇値，歩幅電圧及

び歩幅電圧の制限によって定められる所定の目標

値（ＪＩＳ Ａ4201による標準設計値 10 Ω）を十

分下回る設計とし，３ Ω以下とする。雷④-3 

 

(２) 雷サージの影響阻止設計 

ａ．計測制御系統施設，放射線監視設備 

間接雷に対する設計対処施設のうちアナログ信

号式の計測制御系統施設（計測制御系統施設のう

ち建屋間でアナログ信号を取り合う部分をいう）

に対しては， 雷撃電流 270 ｋＡの落雷によって想

定される雷サージ電圧（3.0 ｋＶ）に対して安全

機能を損なわないよう，3.0 ｋＶ以上の雷インパ

ルス絶縁耐力を有する又は絶縁耐力 5.0 ｋＶ以上

の保安器を設置する設計とする。保安器を設置す

る場合は，信号の出力側の建屋と信号の入力側の

建屋の両方に設置する。また，信号の出力側にア

イソレータを設置し，安全上重要な警報及びイン

ターロック機能への影響を防止するとともに，シ

ールドケーブルを使用した上で接地する。間接雷

に対する設計対処施設のうちデジタル信号式の計

測制御系統施設及び放射線監視設備（計測制御系

統施設及び放射線監視設備のうち建屋間でデジタ

ル信号を取り合う部分をいう）については，雷撃

電流 270 ｋＡの落雷によって想定される雷サージ

電圧（3.0 ｋＶ）に対して安全機能を損なわない

よう，シールドケーブルを使用した上で両端接地

とするか又は光伝送ケーブルを用いる設計とす

る。雷④-4 

ｂ．電気設備 

間接雷に対する設計対処施設のうち電気設備に

ついては，雷撃電流 270 ｋＡの落雷によって想定

される雷サージ電圧（3.0 ｋＶ）に対して安全機

能を損なわないよう，3.0 ｋＶ以上の雷インパル

ス絶縁耐力を有する設計とする。_雷④-4 

 

（図表） 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基①-2 

「性能」 

間接雷により安全機能を損

なわない設計 

「手段：設備」 

・避雷設備は構内接地系と

連接すること 
・保安器を設置すること 

・建屋間でデジタル信号を

取り合う計装はシールドケ

ーブル又は光伝送ケーブル

を用いること 
 

 

基⑤ 

JIS A 4201「建築物等の雷

保護」 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（落雷））（7 / 8） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
  

 

 

  1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は、想定される自然現

象（地震及び津波を除く。次項において同じ。）が発生

した場合においても安全機能を損なわないものでなけ

ればならない。 

２ 安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大

きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象

により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設

計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したもので

なければならない。 

３ 安全機能を有する施設は、工場等内又はその周辺

において想定される再処理施設の安全性を損なわせ

る原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損な

わないものでなければならない。 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（落雷））（8 / 8） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

安全機能を有する施設は，設計基準において想

定される自然現象（地震及び津波を除く。）に対

して再処理施設の安全性を損なわない設計とす

る。また，安全上重要な施設は，想定される自然

現象により作用する衝撃及び設計基準事故時に生

ずる応力を適切に考慮する。雷①-1 

 

(７) 落 雷 

安全機能を有する施設の設計においては，落雷

によってもたらされる影響及び再処理施設の特徴

を考慮し，直撃雷に対する設計対処施設及び間接

雷に対する設計対処施設を選定して耐雷設計を行

う。雷①-2耐雷設計においては，再処理施設が立

地する地域の気候，再処理事業所及びその周辺で

過去に観測された落雷データを踏まえるととも

に，観測値に安全余裕を見込んで，想定する落雷

の規模を 270ｋＡとする。雷③ 

直撃雷に対する設計対処施設は，「原子力発電

所の耐雷指針」（ＪＥＡＧ4608-2007），建築基準

法及び消防法に基づき，日本産業規格に準拠した

避雷設備を設置する設計とするとともに，避雷設

備を構内接地系と連接することにより，接地抵抗

の低減及び雷撃に伴う構内接地系の電位分布の平

坦化を図る。雷④-1 

間接雷による雷サージ抑制設計としては，270ｋ

Ａの主排気筒への落雷の影響に対して安全機能を

損なわない設計とすること，若しくは落雷による

損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障のない期間で修理を行う

こと又はそれらを適切に組み合わせることによ

り，その安全機能を損なわない設計とする。雷④-

4 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（航空機落下））（1 / 13） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第八条 安全機能を有する施設は、想定される自然

現象(地震及び津波を除く。)によりその安全性を損

なうおそれがある場合において、防護措置、基礎地

盤の改良その他の適切な措置が講じられたものでな

ければならない。 

 

２ 安全機能を有する施設は、周辺監視区域に隣接

する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部からの

衝撃が発生するおそれがある要因がある場合におい

て、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭

載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及

び敷地周辺の状況から想定される事象であって人為

によるもの(故意によるものを除く。)により再処理

施設の安全性が損なわれないよう、防護措置その他

の適切な措置が講じられたものでなければならな

い。 

 

３ 安全機能を有する施設は、航空機の墜落により

再処理施設の安全性を損なうおそれがある場合にお

いて、防護措置その他の適切な措置が講じられたも

のでなければならない。航① 

 

 

 

 

 

 

１．基本的な方針 

想定される人為事象のうち，飛来物（航空機落

下）については，防護設計の要否を判断する基準

を超えないことを評価して事業（変更）許可を受

けている。設工認申請時に，事業（変更）許可申

請時から，防護設計の要否を判断する基準を超え

るような航空路の変更がないことを確認している

ことから，安全機能を有する施設に対して防護措

置その他適切な措置を講ずる必要はない。なお，

定期的に航空路の変更状況を確認し，防護措置の

要否を判断することを保安規定に定めて管理す

る。航①,基③ 

ただし，三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空

機が施設に衝突することを想定したときに，一般

公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与え

るおそれのある施設は，航空機に対して貫通が防

止でき，かつ，航空機による衝撃荷重に対して健

全性が確保できる堅固な建物・構築物で適切に保

護する等，安全確保上支障がないように設計す

る。航① 

 

 

２．防護対象施設及び防護方法 

三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設

に衝突することを想定したときに，一般公衆に対

して著しい放射線被ばくのリスクを与えるおそれ

のある施設は，防護対象とする。航②-1 

また，重大事故等対処設備は，「5.1.2 多様

性，位置的分散等」の位置的分散及び「5.1.5 環

境条件等」 を考慮した設計とする。 

 

防護方法としては，建物の外壁及び屋根により

建物全体を適切に保護する方法を基本とし，放射

性物質を内蔵する防護対象施設が一箇所に集中し

ている場合は，建物の壁及び床により防護対象と

する区画を適切に保護する方法を用いる。基①,航

②-2 

 

また，放射性物質を内蔵しておらず，かつ，多

重化が要求される場合は，同時に２系列破損しな

いよう十分な離隔距離をとって配置する方法を用

いる。基①,航②-3 

ロ．（７）(a)外部からの衝撃による損傷の防止 

(ハ) 航空機落下 

再処理施設の上空には三沢特別管制区があり，

南方向約 10ｋｍの位置には三沢対地訓練区域があ

る航①。三沢対地訓練区域で対地射爆撃訓練飛行

中の航空機が施設に墜落する可能性は極めて小さ

いが，当区域で多くの訓練飛行が行われていると

いう立地地点固有の社会環境等を配慮し航□1 ，仮

に訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想

定したときに，公衆に対して著しい放射線被ばく

のリスクを与えるおそれのある施設は，航空機に

対して貫通が防止でき，かつ，航空機による衝撃

荷重に対して健全性が確保できる堅固な建物・構

築物で適切に保護する等，安全確保上支障がない

ように設計する。航① 

 

 

 

 

 

 

1.7.3 航空機に対する防護設計 

1.7.3.1 防護設計の基本方針 

三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設

に墜落することを想定したときに，公衆に対して

著しい放射線被ばくのリスクを与えるおそれのあ

る施設は，航空機に対して貫通が防止でき，か

つ，航空機による衝撃荷重に対して健全性が確保

できる堅固な建物・構築物で適切に保護する等，

安全確保上支障がないように設計する。航① 

上記の防護設計を踏まえ，再処理施設への航空

機落下確率を評価し，追加の防護設計の要否を確

認する。航◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3.2 防護対象施設 

三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設

に墜落することを想定したときに，公衆に対して

著しい放射線被ばくのリスクを与えるおそれのあ

る施設は防護対象とする。安全上重要な施設につ

いては原則として防護対象とする。航②-1 

 

 

防護方法としては，安全上重要な施設とその他

の施設が同じ区域に設置されている等の再処理施

設の特質を配慮して航◇2 ，建物の外壁及び屋根に

より建物全体を適切に保護する方法を基本とし，

建物内部に設置されている施設の安全性を確保す

る航②-2。放射性物質を内蔵する防護対象施設が

一箇所に集中している使用済燃料輸送容器管理建

屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋は，建物の壁及

び床により防護対象とする区画を適切に保護する

方法を用いる航②-2。また，放射性物質を内蔵し

ておらずかつ多重化が要求される冷却水設備の安

全冷却水系，非常用電源建屋の第２非常用ディー

ゼル発電機及び一部の洞道は同時に２系列破損し

ないよう十分な離隔距離をとって配置する方法を

用いる。航②-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基③ 

「運用」 

航空路の定期確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基① 

「性能」 

航空機墜落に対する防護措

置その他の適切な措置 

「手段：設備」航②-2 

・建物の外壁及び屋根によ

り建物全体を適切に保護 

・建物の壁及び床により防
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（航空機落下））（2 / 13） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
防護設計を行う建物・構築物を，第 1.7.3－１表

に示す。 

安全上重要な施設であり防護対象外とする施設

は，主排気筒，主排気筒の排気筒モニタ，安全蒸

気系のボイラ用燃料ボンベ及び第１ガラス固化体

貯蔵建屋床面走行クレーンのしゃへい容器であ

る。これら施設については，航空機が施設に墜落

する可能性は無視できること，又は仮に航空機が

施設に墜落することを想定しても，公衆に対して

著しい放射線被ばくのリスクを与えないことから

防護対象外とする。航◇3  基③ 

ここでは防護対象施設選定の妥当性を確認する

ために，仮に形状の大きい主排気筒に航空機が墜

落することを想定して，公衆に与える線量当量を

評価する。なお，航空機の墜落により主排気筒が

破損しても，主排気筒の倒壊に至る可能性は無視

できる。 

本評価において，次のような経過を想定する。 

主排気筒の破損発生とともに新たに使用済燃料

の処理は行わないとし，その時点にせん断処理施

設のせん断機及び溶解施設の溶解槽にある使用済

燃料を約１ｔとし，その溶解に伴って発生するク

リプトン－85及び炭素－14が，気体廃棄物の廃棄

施設の前処理建屋せん断処理・溶解廃ガス処理設

備を経由して，破損した主排気筒から，せん断処

理施設及び溶解施設の処理能力を考慮して，約６

時間の間に放出されるものとする。気体廃棄物の

廃棄施設の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）のうちプルト

ニウム濃縮液一時貯槽等から発生する廃ガス並び

に高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理

設備のうち高レベル廃液貯蔵設備から発生する廃

ガス及び低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理

設備からの廃ガスについては，平常時と同じ放射

性物質が１年間にわたって放出されるものとす

る。その他の廃ガスについては，主排気筒の破損

発生に伴って工程内洗浄等の工程停止操作を行う

ため，１箇月以内に放射性物質の放出は収束する

が，ここでは平常時と同じ放射性物質が１箇月間

にわたって放出されるものとする。 

航空機の墜落による主排気筒の破損に伴い放出

される廃ガス中の放射性物質の放出量は，添付書

類七「4.2.2 気体廃棄物の推定放出量」に示され

る推定年間放出量に基づいて，前述の各発生源別

の放出時間を考慮し，設定する。 

大気中への主な放射性物質の放出量は，以下の

とおりである。 

線量当量の評価に当たっては，大気中へ放出さ

れる放射性物質は破損した主排気筒から放出する

護対象とする区画を適切に

保護 

 

 

 

「手段：設備」航②-3 

同時に２系列破損しないよ

う十分な離隔距離をとって

配置 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（航空機落下））（3 / 13） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
ものとして，地上放散を仮定し計算する。 

敷地境界外の地表空気中濃度及び放射性雲から

のガンマ線による外部被ばくに係る線量当量は，

添付書類四「2.5 安全解析に使用する気象条件」

に記述する使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における

相対濃度及び相対線量に，放射性物質の放出量を

乗じて求める。 

放射性物質の吸入による敷地境界外の内部被ば

くに係る線量当量ＤＩ (Ｓｖ）は次式で計算する。 

D = Σ QIi ∙ R ∙ χ／Q ∙ (H50)i 

ここで， 

ＱＩｉ ：事故期間中の放射性核種ｉの大気放出量

（Ｂｑ） 

Ｒ ：人間の呼吸率（ｍ３／ｓ） 

呼吸率Ｒは，「発電用軽水型原子炉施設の安全

評価に関する審査指針」の付録Ⅱに基づき，短時

間放出の場合の活動時間中の呼吸率 3.33×10－４

（ｍ３／ｓ）を用いる。 

χ／Ｑ ：線量評価に用いる放射性物質の相対濃

度（ｓ／ｍ３） 

(Ｈ５０)ｉ：核種ｉ の吸入による預託線量当量換

算係数（Ｓｖ／Ｂｑ） 

放射性雲からのガンマ線外部被ばくに係る線量

当量Ｄｒ（Ｓｖ）は，次式で計算する。 

Dr = K ∙ D／Q ∙ Qr 

ここで， 

Ｋ ：空気吸収線量から線量当量への変換係数

（Ｓｖ／Ｇｙ)(実効線量当量に対してＫ＝１とす

る） 

Ｄ／Ｑ：相対線量（Ｇｙ／Ｂｑ） 

Ｑｒ ：事故期間中のクリプトン－85の大気放出

量（Ｂｑ）（ガンマ線実効エネルギの 0.5ＭｅＶ換

算値） 

上記に基づいて評価した敷地境界外の線量当量

は，約１ｍＳｖである。 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋及び第１低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋等の安全上重要な施設を収納

しない建物・構築物で防護設計を行わないものに

ついては，航空機が施設に墜落する可能性は極め

て小さいが，仮に航空機が施設に墜落することを

想定しても，航空機の墜落及び火災による環境へ

の移行率をそれぞれ１％として，線量当量評価を

行った結果，主排気筒の評価値を下回っており，

公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与え

ることはない。航◇4  

 

 

 
３．防護設計条件 

 

 

(ハ) 航空機落下（つづき） 

 

 

1.7.3.3 防護設計条件の設定 

防護設計の条件設定に当たっては，Ｆ－16の諸

元を用い余裕を考慮して設定した条件に平成９年
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（航空機落下））（4 / 13） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月に三沢基地に配備されたＦ－４ＥＪ改を考慮

する。なお，平成 12年 10月から順次，三沢基地

に配備されるＦ－２について検討した結果，Ｆ－

２の航空機条件は，Ｆ－16の諸元を用い余裕を考

慮して設定した条件を上回るものではないことが

確認されている。航◇5  

Ｆ－16の諸元を用い余裕を考慮して設定した条

件とは，平成９年３月より以前に三沢対地訓練区

域で最も多く訓練飛行を行っていた航空自衛隊の

Ｆ－１及び米国空軍のＦ－16のうち，機体の質量

が大きく，厳しい結果を与えるＦ－16の諸元に基

づき以下のとおり設定した条件である。航空◇6  

Ｆ－16等の戦闘機の事故要因のうち，三沢対地

訓練区域での発生が考えられない要因並びに基地

周辺及び訓練コース近傍でしか発生しない要因を

除外し，再処理施設まで到達する可能性があるも

のを摘出すると，エンジン推力を喪失する場合が

挙げられる。 

なお，コックピット火災等によりパイロットが

直ちに脱出した後も飛行を継続する場合も考えら

れるが，このような事象が生じる可能性は過去の

事例からみて無視できる。 

エンジン推力を喪失すると，通常パイロットは

安全確保のために，機体の安定に必要な操作等を

行った後最良滑空状態にし，基地又は海上等への

到達を図る。到達が不可能と判断した場合でも，

原子力関係施設等の回避を行った後，パイロット

自身の安全確保等のため減速して脱出する。 

このときの航空機の速度は最良滑空速度と失速

速度の間にあると考えられる。回避が行われずに

航空機が施設まで滑空することは考えられない

が，ここでは回避が行われずに最良滑空速度で滑

空する場合を想定する。 

三沢対地訓練区域で訓練飛行中のＦ－16につい

て，昭和 63年９月から２年間にわたり当社が調査

した結果では，搭載物は燃料タンク及び小型の模

擬弾（約 10ｋｇ）であり，質量としては，第

1.7.3－１図に示すように大部分が約 13ｔ以下であ

るが，現実には搭載しないと考えられる訓練時の

最大装備を仮定し，航空機の質量を 16 ｔとする。 

このときの最良滑空速度を下式により求めると

144ｍ／ｓとなる。 

V = √
2𝑊

ρ∙S∙𝐶𝑟
 

𝐶𝑟＝ √𝐶𝐿
2 + 𝐶𝐷

2 

ここで， 

Ｖ ：飛行速度(ｍ／ｓ） 

Ｗ ：Ｍ×ｇ 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（航空機落下））（5 / 13） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物の防護設計においては，三沢対地

訓練区域で最も多く訓練を行っている航空機のう

ち，厳しい結果を与える航空機を対象とした衝撃

荷重に係る条件に余裕を考慮し，航空機総重量 20

トン，速度 150 m/sから求まる衝撃荷重を用い

る。航③-1 

 

 

この衝撃荷重は衝突面に対し直角に作用するも

のとする。航④-2 

貫通限界厚さの算定についても同様に，余裕を

考慮し，エンジン重量 1.9トン，エンジン吸気口

部直径 0.98 m，エンジンの衝突速度 150 m/sとす

る。航③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物の防護設計においては，余裕を考

慮し，航空機総重量 20ｔ，速度 150ｍ／ｓから求

まる衝撃荷重を用いる。航③-1 

上記の防護設計を踏まえ，「実用発電用原子炉

施設への航空機落下確率の評価基準について」等

に基づき，再処理施設への航空機落下確率を評価

した結果，防護設計の要否判断基準を超えないこ

とから，追加の防護設計は必要ない。航□2  

 

Ｍ ：航空機の質量（ｋｇ） 

ｇ ：重力加速度（ｍ／ｓ２） 

ρ ：空気密度(ｋｇ／ｍ３) 

Ｓ ：主翼面積(ｍ２) 

ＣＬ：揚力係数(－) 

ＣＤ：抗力係数(－) 

上式において主翼面積は 28 ｍ２とし，揚力係数

及び抗力係数は各々0.44, 0.044 とする。航◇6  

航空機を対象とした衝撃荷重及びエンジンに係

る条件として，航空機の質量 16 ｔ，速度 150 ｍ

／ｓから求まる衝撃荷重，及びエンジンの質量 1. 

5 ｔ，エンジン吸気口部直径 0.98 ｍ，エンジンの

衝突速度 150ｍ／ｓとする。航◇6  

さらに，建物・構築物の防護設計においては，

余裕を考慮し，航空機の質量 20 ｔ，速度 150 ｍ

／ｓから求まる衝撃荷重を用いる。航③-1 

 

 

 

 

 

また，貫通限界厚さの算定についても同様に,余

裕を考慮し，エンジンの質量 1.9 ｔ，エンジン吸

気口部直径 0.98 ｍ，エンジンの衝突速度 150 ｍ

／ｓとする。航③-2 

以下にＦ－４ＥＪ改の航空機条件を適切に設定

し，上記条件と比較する。航空◇7  基③ 

Ｆ－４の事故要因のうち，三沢対地訓練区域で

の発生が考えられない要因並びに基地周辺及び訓

練コース近傍でしか発生しない要因を除外し，再

処理施設まで到達する可能性があるものを摘出す

ると，エンジン推力を喪失する場合が挙げられ

る。 

エンジン推力喪失時のパイロットの対応及び脱

出時の速度は，前述の場合と同じであり，また，

回避が行われずに航空機が施設まで滑空すること

は考えられないが，ここでも，回避が行われずに

最良滑空速度で滑空する場合を想定する。 

航空機の質量は，文献や三沢対地訓練区域で訓

練飛行中のＦ－１の外部搭載物搭載状況を昭和 63

年９月から６年間にわたり当社が調査した結果か

ら 22ｔと見積もった。Ｆ－１の観測結果に基づき

算定したＦ－４ＥＪ改の出現頻度を第 1.7.3－３図

に示す。なお，Ｆ－４ＥＪ改の質量が 22ｔを超え

る場合がわずかにあるとしても，三沢対地訓練区

域で訓練飛行中の航空機の施設への墜落の可能性

が極めて小さいことを考えれば，そのような航空

機が施設へ墜落する可能性は無視できる。 

Ｆ－４ＥＪ改の最良滑空速度を上式により求め

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基③ F-16の衝撃荷重の評価 

「必要な措置」 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基③ 

F-4EJ改の衝撃評価 

「必要な措置」 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（航空機落下））（6 / 13） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，Ｆ－４ＥＪ改を考慮し，エンジン重量

1.745ｔ／基，エンジン吸気口部直径 0.992ｍ及び

エンジンの衝突速度 155ｍ／ｓも用いる。航③-2 

 

ると 155ｍ／ｓとなる。 

上式において，主翼面積は 49.2 ｍ２とし，揚力

係数及び抗力係数は各々0.3， 0.036とする。航◇7  

Ｆ－４ＥＪ改を対象とした衝撃荷重及びエンジ

ンに係る条件として航空機の質量 22ｔ，速度 155

ｍ／ｓから求まる衝撃荷重，及びエンジンの質量

1.745ｔ／基，エンジン吸気口部直径 0.992 ｍ，エ

ンジンの衝突速度 155ｍ／ｓとする。航◇7  

建物・構築物の防護設計においては，Ｆ－４Ｅ

Ｊ改のこれらの条件から求まる衝撃荷重の応答に

ついて評価した結果，前述の航空機の質量 20ｔ，

速度 150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重の応答を上回る

ものではないことを確認したことから，衝撃荷重

に係る条件として，Ｆ－16の諸元を用い余裕を考

慮して設定した条件である航空機の質量 20ｔ，速

度 150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重とする。航③-1 

また，貫通限界厚さの算定についてもＦ－４Ｅ

Ｊ改を考慮し，エンジンに係る条件として，Ｆ－

16の諸元を用い余裕を考慮して設定した条件であ

るエンジンの質量 1.9t,エンジン吸気口部直径

0.98ｍ及びエンジンの衝突速度 150ｍ／ｓ航③-2

並びにＦ－４ＥＪ改を対象とした条件であるエン

ジンの質量 1.745ｔ／基，エンジン吸気口部直径

0.992ｍ及びエンジンの衝突速度 155ｍ／ｓとす

る。航③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４．防護設計 

 

 

航空機衝突時の建物・構築物の損傷の評価にお

いては，比較的硬いエンジンの衝突による貫通等

の局部的な破壊と，機体全体の衝突による鉄筋コ

ンクリート版等の全体的な破壊という二つの現象

を考慮する。航④-1 

防護設計を行う建物・構築物は，エンジンの衝

突による貫通を防止でき，航空機全体の衝突荷重

によるコンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材

の破断による版の全体的な破壊を防止できる構造

とする。基②-2 

外壁等に設けられた開口部のうち開口面積の大

きいものは，迷路構造により開口内部を直接見込

めない構造とすること等によって防護設計を行

う。基②-2 

 

 

 

 

 

なお，航空機墜落に伴う搭載燃料の燃焼による

 1.7.3.4 建物・構築物の防護設計 

航空機は，柔な機体とそれに比べて比較的硬い

エンジンから構成されているという構造的特徴が

あり，航空機衝突時の建物・構築物の損傷の評価

においては，比較的硬いエンジンの衝突による貫

通等の局部的な破壊と機体全体の衝突による鉄筋

コンクリート版等の全体的な破壊という二つの現

象を考慮する。航④-1 

防護設計を行う建物・構築物は，エンジンの衝

突による貫通を防止でき，航空機全体の衝撃荷重

によるコンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材

の破断による版の全体的な破壊を防止できる堅固

な構造とする。基②-2 

壁等に設けられた開口部について，開口面積の

大きいものは，迷路構造により開口内部を直接見

込めない構造とすること等によって防護設計を行

う。基②-2 

また，航空機が再処理施設まで滑空する場合に

は，東又は南方向から角度をもって施設に向かう

と考えられるが，安全側の設計として，荷重はす

べての方向の壁及び天井に対して直角に作用する

ものとする。航④-2 

なお，防護設計を行う建物・構築物は航空機搭
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（航空機落下））（7 / 13） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
火災に対して，十分な耐火性能を有する鉄筋コン

クリート版等により，防護対象とする施設を防護

する。基②-2 

（中略） 

 

(2) エンジンの貫通防止 

エンジンによる局所的な破壊に対する鉄筋コン

クリートの防護厚さは，Ｄｅｇｅｎによる剛飛来

物の貫通限界厚さの評価式に，実物航空機のエン

ジンを用いた実験から得られた成果を反映した下

式により求められる貫通限界厚さを下回らないも

のとする。基④-3 

貫通限界厚さの算定に当たり，Ｆ－４ＥＪ改を

対象とした条件に基づく算定においては，安全側

にエンジン２基の断面積と等価な断面積を有し２

基の重量を持つ等価な１基のエンジンとし，エン

ジン重量 3.49トン，エンジン吸気口部直径 1.403 

ｍを用いる。基④-3 

ｅ＝0.65ｅ’ 

ただし， 

1.52≦Ｘ／ｄ≦13.42の場合ｅ'/ｄ＝

0.69+1.29(Ｘ／ｄ） 

1.52≧Ｘ／ｄ の場合 ｅ'/ｄ＝2.2(Ｘ／ｄ)－

0.3(Ｘ／ｄ)２ 

貫入深さ(Ｘ)は， 

Ｘ／ｄ≦2.0の場合 

Ｘ／ｄ＝２｛(180／√fc′)・0.72d０．２・Ｄ(Ｖ

／1000)１．８｝０．５ 

Ｘ／ｄ≧2.0の場合 

Ｘ／ｄ＝(180／√fc′)・0.72ｄ０．２・Ｄ(Ｖ／

1000)１．８＋１ 

ここで， 

ｅ : 貫通限界厚さ(ｉｎ) 

ｅ’: Ｄｅｇｅｎ式による貫通限界厚さ(ｉｎ) 

Ｘ : 貫入深さ(ｉｎ) 

ｄ : エンジン有効直径(ｉｎ) 

fc' : コンクリート圧縮強度(ｌｂｆ／ｉｎ２) 

Ｄ : Ｗ／ｄ３ (ｌｂｆ／ｉｎ３) 

Ｗ : エンジン重量(ｌｂｆ) 

Ｖ : 衝突速度(ｆｔ／ｓ）基④-3 

 

なお，裏面剥離が生じる場合については，その

影響を評価する。裏面剥離限界厚さは，実物航空

機のエンジンを用いた実験に基づき，下式により

評価する。 

s = 1.84αs(V0/V)0.13・(MV2)0.4/(d0.2 fc'0.4) 

ここで 

s ：裏面剥離限界厚さ（ft） 

αs ：飛来物係数 

載燃料の燃焼による火災を考慮した設計とする基

②-2。この際の圧力影響は，無視できるほど小さ

いため考慮しない。航◇8  

 

(１) エンジンによる鉄筋コンクリート版の防護

厚さは，適合性が確認されているＤｅｇｅｎによ

る剛飛来物の貫通限界厚さの評価式に，実物航空

機のエンジンを用いた実験から得られた成果を反

映した下式により求められる貫通限界厚さを下回

らないものとする。基④-3 

 

 

 

 

 

ｅ＝0.65ｅ’ 

ただし， 

1.52≦Ｘ／ｄ≦13.42の場合ｅ'/ｄ＝

0.69+1.29(Ｘ／ｄ） 

1.52≧Ｘ／ｄ の場合 ｅ'/ｄ＝2.2(Ｘ／ｄ)－

0.3(Ｘ／ｄ)２ 

貫入深さ(Ｘ)は， 

Ｘ／ｄ≦2.0の場合 

Ｘ／ｄ＝２｛(180／√fc′)・0.72d０．２・Ｄ

(Ｖ／1000)１．８｝０．５ 

Ｘ／ｄ≧2.0の場合 

Ｘ／ｄ＝(180／√fc′)・0.72ｄ０．２・Ｄ(Ｖ／

1000)１．８＋１ 

ここで， 

ｅ : 貫通限界厚さ(ｉｎ) 

ｅ’: Ｄｅｇｅｎ式による貫通限界厚さ(ｉｎ) 

Ｘ : 貫入深さ(ｉｎ) 

ｄ : エンジン有効直径(ｉｎ) 

fc' : コンクリート圧縮強度(ｌｂｆ／ｉｎ２) 

Ｄ : Ｗ／ｄ３ (ｌｂｆ／ｉｎ３) 

Ｗ : エンジン重量(ｌｂｆ) 

Ｖ : 衝突速度(ｆｔ／ｓ）基④-3 

なお，エンジン有効直径としては，エンジン吸

気口部直径を用いることとする。基④-4 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（航空機落下））（8 / 13） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
V0 ：飛来物基準速度（200ft/s） 

V ：飛来物衝突速度（ft/s） 

M ：飛来物質量（lb） 

d ：飛来物直径（ft） 

fc' ：コンクリート設計基準強度（lbf/ft2） 

基④-3 

 (1) 版の全体的な破壊防止 

機体全体の衝突による建物・構築物の破壊に対

しては航①-1，Ｒｉｅｒａが理論的に導いた評価

式に，実物航空機を用いた実験から得られた成果

を反映した下式による算定結果に対し航④-4，全

体的な形状をとらえ，力積が下回らないように平

滑化した航④-4 4.－１図に示す衝撃荷重曲線を用

い，有限要素法による版の弾塑性応答解析を行

い，コンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の

破断を生じさせない設計とする。航①-1 

Ｆ(ｔ)＝Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝＋0.9μ｛ｘ(ｔ)｝・Ｖ

(ｔ)２ 

ここで， 

Ｆ(ｔ) :衝撃荷重(Ｎ) 

Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝:衝突面における航空機の破壊強

度(N) 

μ｛ｘ(ｔ)｝ :衝突面における航空機の単位長

さ当たりの質量（ｋｇ／ｍ） 

Ｖ(ｔ) :衝突面における航空機の速度(ｍ／ｓ) 

ｘ(ｔ) :時刻ｔにおける機体軸方向の衝突位置

(ｍ) 

航④-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の破

断による版の破壊防止に対する許容値は，次の値

とする。航④-4 

コンクリートの圧縮歪:6,500×10－６ 

鉄筋及び鋼材の引張歪:60,000×10－６ 

 

なお，版の全体破壊防止に対する設計において

は，以下に示す版厚，支持スパン，支持条件等を

考慮して応答ひずみ的に厳しい評価となる解析部

位を選定する。 

防護版の断面および支持条件が同等の場合，添

付資料１に示すように支持スパンが 10ｍ程度まで

は，支持スパンが大きいほど応答ひずみは大きく

 (２) 機体全体の衝突による建物・構築物の破壊

に対しては，衝撃荷重を用いた版の応答解析を行

い，コンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の

破断を生じさせない設計とする。航①-1 

ａ．衝撃荷重は，Ｒｉｅｒａが理論的に導いた

評価式に，実物航空機を用いた実験から得られた

成果を反映した下式により求める。航④-4 

 

 

Ｆ(ｔ)＝Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝＋0.9μ｛ｘ(ｔ)｝・Ｖ

(ｔ)２ 

ここで， 

Ｆ(ｔ) :衝撃荷重(Ｎ) 

Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝:衝突面における航空機の破壊強

度(N) 

μ｛ｘ(ｔ)｝ :衝突面における航空機の単位長

さ当たりの質量（ｋｇ／ｍ） 

Ｖ(ｔ) :衝突面における航空機の速度(ｍ／ｓ) 

ｘ(ｔ) :時刻ｔにおける機体軸方向の衝突位置

(ｍ)航④-4 

Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝及びμ｛ｘ(ｔ)｝は，文献を参

考に，航空機の重量，長さに合わせて策定し，設

計に用いる衝撃荷重曲線は，上式による算定結果

に対し，全体的な形状をとらえ，力積が下回らな

いように平滑化した。航④-4 

上記により得られた衝撃荷重曲線を第 1.7.3－２

図に示す。航④-4 

 

ｂ．コンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材

の破断による版の破壊防止に対する許容値は，米

国土木学会等の文献及び日本産業規格を参考に次

の値とする。航④-4 

コンクリートの圧縮歪:6,500×10－６ 

鉄筋及び鋼材の引張歪:60,000×10－６ 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（航空機落下））（9 / 13） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
なるが，支持スパンが 10ｍ程度よりも大きくなる

と，版の動的応答に寄与する質量の増加に伴う慣

性抵抗により，支持スパンが大きくなっても応答

ひずみが大きくならない傾向が表れる。 

防護版の断面および支持スパンが同等の場合，

添付資料２に示すように壁支持よりも支持部の剛

性が小さい柱支持のほうが，応答ひずみが大きく

なる傾向が認められる。また，再処理事業指定申

請書の「Ⅳ Ｆ―４ＥＪ改の衝撃荷重による応答

の評価」の解析結果を見ると，柱支持正方形版よ

りも周辺拘束の小さい２辺支持一方向版のほうが

応答ひずみが大きくなる傾向が認められる。 

防護版の支持スパンと支持条件が同等の場合，

添付資料１に示すように，版厚が厚いほど版の慣

性抵抗および剛性の増加により，応答ひずみが小

さくなる傾向が認められる。 

応答ひずみと許容値の関係をみると，コンクリ

ートの応答ひずみのほうが鉄筋の応答ひずみより

も許容値に近く，クリティカルとなる可能性が高

い。 

 

   1.7.3.5 航空機落下確率評価 

航空機落下確率評価に当たっては「実用発電用

原子炉施設への航空機落下確率の評価基準につい

て」（平成 14・07・29原院第４号（平成 14年７

月 30日 原子力安全・保安院制定））（以下「航

空機落下評価ガイド」という。）等に基づき，施

設に対する追加の防護設計の要否を確認する。航

◇1  

再処理施設は，使用済燃料の受入れ・貯蔵，前

処理，分離，精製等の工程ごとに安全機能が独立

して複数の建屋で構成されていることから，工程

単位で評価を行う。 

安全機能を有する施設は，その重要度に応じて

その機能を確保することが要求されていること，

安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設は

その機能の喪失により公衆及び従事者に過度の放

射線被ばくを及ぼすおそれがあること，並びに安

全機能を有する施設は冷却，水素掃気，火災･爆発

の防止，臨界防止等の安全機能を損なわないこと

を要求されていることから，安全機能を有する施

設のうち安全上重要な施設を収納する建屋及び安

全機能の維持に必要な施設を航空機落下確率の評

価対象とする。航◇1  

 

(１) 評価対象とする航空機落下事故の選定 

航空機落下については，航空機落下評価ガイド

に基づき，航空機落下事故の分類ごとに航空機落

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本③ 

落下確率 

「必要な措置」 

なし 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（航空機落下））（10 / 13） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
下確率評価の要否を確認する。 

ａ．計器飛行方式民間航空機の落下事故 

(ａ) 飛行場での離着陸時における落下事故につ

いて，再処理施設周辺に立地する三沢空港の滑走

路端から滑走路方向に対して±60°の扇型区域か

ら外れることから，航空機落下確率評価は不要と

する。 

(ｂ) 航空路を巡航中の落下事故について，再処

理施設上空に航空法第 37条に基づく航空路の指定

に関する告示により指定されている航空路は存在

しないが，航空路誌（ＡＩＰ）に掲載された直行

経路ＭＩＳＡＷＡ（ＭＩＳ）－ＣＨＩＴＯＳＥ

（ＺＹＴ）が存在することから，当該直行経路を

計器飛行方式民間航空機が飛行することを想定

し，航空機落下確率評価を行う。 

ｂ．有視界飛行方式民間航空機の落下事故 

再処理施設上空の三沢特別管制区は，航空法第

94条の２により計器飛行方式によらなければ飛行

してはならないとされていることから，航空機落

下確率評価は不要とする。 

ｃ．自衛隊機又は米軍機の落下事故 

(ａ) 訓練空域内で訓練中及び訓練空域外を飛行

中の落下事故について，再処理施設の上空に訓練

空域は存在しないことから，訓練空域外を飛行中

の落下事故について，航空機落下確率評価を行

う。 

(ｂ) 基地－訓練空域間往復時の落下事故につい

て，再処理施設は，基地－訓練空域間の往復の想

定飛行範囲内に位置しないことから，航空機落下

確率評価は不要とする。航◇1  

 

(２) 評価対象とする航空機落下事故 

評価対象とする航空機落下事故は，国内におけ

る落下事故とし，対象期間は計器飛行方式民間航

空機については平成 11年１月から平成 30年 12月

までの 20年間，自衛隊機又は米軍機については平

成 11年４月から平成 31年３月までの 20年間とす

る。 

ａ．計器飛行方式民間航空機の落下事故 

対象期間において，航空路を巡航中の落下事故

は発生していないが，安全側に事故件数を 0.5回

とする。 

ｂ．自衛隊機又は米軍機の落下事故 

再処理施設は，Ｆ－16等が再処理施設に衝突し

た場合でも，鉄筋コンクリート版等の機体全体の

衝突による全体的な破壊及びエンジンの衝突によ

る局部的な破壊（貫通及び裏面剥離）により安全

上重要な施設の安全機能が損なわれないよう，原

則として建物全体を外壁及び屋根により保護する
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（航空機落下））（11 / 13） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
設計とする。 

これらを踏まえ，再処理施設のうち建物全体を

外壁及び屋根により保護する設計とする建物・構

築物に対する航空機落下確率評価においては，航

空機落下評価ガイドの「有視界飛行方式民間航空

機の落下事故」の落下確率評価を参考とし，航空

機の衝突による影響がＦ－16等と同程度かそれ以

下の航空機については，有視界飛行方式民間航空

機の落下確率を求める際に小型機に対して用いる

１／10の係数を適用する。 

係数を適用する場合の条件を以下に示す。 

(ａ) 機体全体の衝突による全体的な破壊 

全体的な破壊に用いる衝撃荷重の設定要素とな

る機体重量及び速度のいずれもＦ－16等の防護設

計条件を下回る場合は係数を適用する。 

(ｂ) エンジンの衝突による局部的な破壊 

局部的な破壊に用いる貫通限界厚さ及び裏面剥

離限界厚さの算定要素となるエンジン重量及び速

度のいずれもＦ－16等の防護設計条件を下回る場

合は係数を適用する。 

評価対象とする航空機落下事故は，自衛隊機 10

回（うち８回が係数適用）及び米軍機３回（うち

２回が係数適用）となる。航◇1  

 

(３) 標的面積の設定 

再処理施設は，使用済燃料の受入れ・貯蔵，前

処理，分離，精製等の工程ごとに安全機能が独立

して複数の建屋で構成されていることから，追加

の防護設計の要否判断は工程単位で行う。具体的

には，前処理建屋等の安全上重要な施設を収納す

る建屋ごとに，当該建屋の面積及びその施設の安

全機能の維持に必要な施設（安全冷却水系冷却

塔，非常用電源建屋及び制御建屋等）の面積を合

算したものを標的面積とする。 

また，安全圧縮空気系，安全冷却水系，非常用

所内電源系統，主排気筒，安全保護回路及び安全

上重要な計測制御系の安全上重要な施設に係る建

物・構築物間に敷設する配管，ダクト及びケーブ

ルについては，地下に位置する洞道内にあり，航

空機落下の影響を受けるおそれがないことから標

的面積には含めない。 

工程単位で安全上重要な施設を収納する建屋及

び安全機能の維持に必要な施設の選定結果及び標

的面積を第 1.7.3－２表に示す。 

第 1.7.3－２表に示すとおり，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝を対象としたウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋及び安全機能の維持に必要な施設の

面積を合算した場合の 0.043ｋｍ２が最大の標的面

積となる。 
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（航空機落下））（12 / 13） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
そのうち，建物全体を外壁及び屋根により保護

する設計とする建物・構築物については，１／10

の係数を適用して評価し，標的面積は 0.031ｋｍ２

となる。一方，建物全体を外壁及び屋根により保

護する設計としない建物・構築物については，１

／10の係数を適用せずに評価し，標的面積は

0.012ｋｍ２となる。航◇1  

 

(４) 落下確率の評価方法 

「計器飛行方式民間航空機」及び「自衛隊機又

は米軍機」の航空機落下確率の評価式を以下に示

す。 

ａ．計器飛行方式民間航空機 

ＰC＝ ｆＣ×ＮＣ×Ａ / Ｗ 

ＰＣ：再処理施設への巡航中の航空機落下確率

（回／年） 

ＮＣ：評価対象とする直行経路の年間飛行回数

（飛行回／年） 

Ａ：再処理施設の標的面積（ｋｍ２） 

Ｗ：航空路幅（ｋｍ） 

ｆｃ＝ＧＣ／ＨＣ：単位飛行距離当たりの巡航中の

落下事故率（回／（飛行回・ｋｍ）） 

ＧＣ：巡航中事故件数（回） 

ＨＣ：延べ飛行距離（飛行回・ｋｍ）航◇1  

 

ｂ．自衛隊機又は米軍機 

ＰＳＯＸ＝ＰＳＯ１＋ＰＳＯ２ 

ＰＳＯＸ：訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は

米軍機の再処理施設への航空機落下確率（回／

年） 

ＰＳＯ１：建物全体を外壁及び屋根により保護

する設計とする再処理施設への訓練空域外を飛行

中の自衛隊機又は米軍機の航空機落下確率（回／

年） 

ＰＳＯ２：建物全体を外壁及び屋根により保護

する設計としない再処理施設への訓練空域外を飛

行中の自衛隊機又は米軍機の航空機落下確率（回

／年） 

ＰＳＯ１＝（ｆＳＯ１/SO×Ａ１×α)＋（ｆＳ

Ｏ２/ＳＯ ×Ａ１） 

ｆＳＯ１：係数を適用する航空機による単位年

当たりの訓練空域外落下事故率（回／年） 

ｆＳＯ２：係数を適用しない航空機による単位

年当たりの訓練空域外落下事故率（回／年） 

ＳＯ：全国土面積から全国の陸上の訓練空域の

面積を除いた面積（ｋｍ２） 

Ａ１：建物全体を外壁及び屋根により保護する

設計とする再処理施設の標的面積（ｋｍ２） 

α：航空機の衝突による影響がＦ－16 等と同程
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要求事項との対比表 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（航空機落下））（13 / 13） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
度かそれ以下の航空機に対する係数 

ＰＳＯ２＝（ｆＳＯ１＋ｆＳＯ２ＳＯ ×Ａ

２ ） 

ｆＳＯ１：係数を適用する航空機による単位年

当たりの訓練空域外落下事故率（回／年） 

ｆＳＯ２：係数を適用しない航空機による単位

年当たりの訓練空域外落下事故率（回／年） 

ＳＯ：全国土面積から全国の陸上の訓練空域の

面積を除いた面積（ｋｍ２） 

Ａ２：建物全体を外壁及び屋根により保護する

設計としない再処理施設の標的面積（ｋｍ２）航◇1  

 

(５) 再処理施設への航空機落下確率 

再処理施設への航空機落下確率は，「計器飛行

方式民間航空機」及び「自衛隊機又は米軍機」の

航空機落下確率の総和とする。 

最大の標的面積となるウラン・プルトニウム混

合脱硝のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び

安全機能の維持に必要な施設を対象とした場合， 

計器飛行方式民間航空機の航空機落下確率は 2 . 3

× 10－ 1 0（回／年），自衛隊機又は米軍機の航空

機落下確率は 4 . 5 × 10－ ８（回／年），航空機

落下確率の総和は，4.6×10－８（回／年）となり，

防護設計の判断基準である 10－７（回／年）を超え

ないことから，追加の防護設計は必要ない。 

なお，全ての安全上重要な施設を収納する建屋

及び安全機能の維持に必要な施設の面積を合算し

た場合の航空機落下確率の総和は，8.8×10－８（回

／年）となる。工程単位の航空機落下確率を第

1.7.3－３表に示す。航◇1  

 

 （図表） 

4.－１図 
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中項目 記載内容（概要） 記載区分 様式６紐づけ№

-1 再処理施設の自然現象等による損傷の防止に関する基本方針 －

-1 1. 概要 本資料で説明する範囲について

-1 2. 基本方針 －

-1 2. 1 自然現象
基本方針，検討する自然現象の範囲，防護する範囲の定
義

新規
外①，外②，外⑤，外
③，外⑥,外⑦
雷①,雷②

-1 2. 2 人為事象
基本方針，検討する人為現象の範囲，防護する範囲の定
義

新規
外①，外⑤，外③，外
⑥,外⑦

-1 2. 3 組合せ 組合せを考慮する自然現象の組合せについて 新規 外④

-1 3. 外部からの衝撃への配慮 －

-1 3. 1 自然現象 設計上考慮する自然現象 新規 外⑤,雷③

-1 3. 1.1 自然現象に対する具体的な設計上の考慮 自然現象に対する具体的な設計上の考慮 新規
外①,
雷④

-1 3. 2 人為事象 設計上考慮する人為現象 新規 外⑤

-1 3. 2.1 人為事象に対する具体的な設計上の配慮 人為事象に対する具体的な設計上の配慮 新規 外①

-1 4. 組合せ －

-1 4. 1 自然現象の組合せについて 組合せを検討する自然現象の抽出 新規 外④

-1 4. 2 組合せを考慮した荷重評価について 組合せを考慮した荷重評価について 新規 外④

-2 防護対象施設の範囲 ー

-2 1. 概要 本資料で説明する範囲について 新規

-2 2. 外部事象防護対象施設の範囲 外部からの衝撃より防護すべき施設の範囲について 新規 外⑥,雷②

添付書類Ⅵ-1-1-1-1　「再処理施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書」

目次番号
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中項目 記載内容（概要） 記載区分 様式６紐づけ№

－１ 竜巻への配慮に関する基本方針 － 新規 －

1. 　概要 本資料の概要について記載 新規 －

2. 　竜巻防護に関する基本方針 － 新規 －

2.1 　基本方針
竜巻より防護すべき施設や設計竜巻及び設計飛来物の設
定について記載 新規 竜①、竜②、竜⑤

2.2 　設計対処施設 設計対処施設について分類や対象施設を記載 新規 竜①

2.3 　設計対処施設の竜巻防護設計
設計対処施設について分類ごとの設計方針及び随伴事象
について記載

新規 竜③、竜④

－２ 設計対処施設の設計方針 － 新規 －

1. 　概要 本資料の概要について記載 新規 －

2. 　設計の基本方針
設計の基本方針として機能設計上の性能目標及び構造強
度設計上の性能目標を定め、設計方針を示していくこと
を記載

新規 竜①

3. 　要求機能及び性能目標 － 新規 －

3.1 　屋外の竜巻防護対象施設 屋外の竜巻防護対象施設の要求機能及び性能目標を記載 新規 竜③

3.2 　竜巻防護対象施設を収納する建屋
竜巻防護対象施設を収納する建屋の要求機能及び性能目
標を記載 新規 竜③

3.3 　建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設
建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設の
要求機能及び性能目標を記載

新規 竜③

3.4 　建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設
建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施
設の要求機能及び性能目標を記載

新規 竜③

3.5 　竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設
竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設の要求
機能及び性能目標を記載 新規 竜③

3.6 　竜巻防護対策設備 竜巻防護対策設備の要求機能及び性能目標を記載 新規 竜③

－３ 竜巻防護設計に係る強度計算の方針 － 新規 －

1. 　概要 本資料の概要について記載 新規 －

2. 　強度評価の基本方針
各設計対処施設について許容限界内にあることを計算書
にて示していくことを記載

新規 竜③

2.1 　強度評価の対象施設 強度評価の対象施設を記載 新規 竜③

2.2 　 　評価方針
設計対処施設の分類ごとに竜巻に対する強度評価を実施
する方針であることを記載 新規 竜③

3. 　構造強度設計 ー 新規 －

3.1 　屋外の竜巻防護対象施設
屋外の竜巻防護対象施設の構造設計及び評価方針につい
て記載 新規 竜③

3.2 　竜巻防護対象施設を収納する建屋
竜巻防護対象施設を収納する建屋の構造設計及び評価方
針について記載

新規 竜③

3.3 　建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設
建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設の
構造設計及び評価方針について記載 新規 竜③

3.4 　建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設
建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施
設の構造設計及び評価方針について記載

新規 竜③

3.5 　竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設
竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設の構造
設計及び評価方針について記載 新規 竜③

3.6 　竜巻防護対策設備 竜巻防護対策設備の構造設計及び評価方針について記載 新規 竜③

4. 荷重の組合せ及び許容限界
強度評価の対象施設の荷重の組合せや施設分類ごとの許
容限界について記載

新規 竜②

－４ 竜巻防護設計に係る強度計算書 強度評価の対象施設についての強度計算書 新規 －

添付書類Ⅵ－１－１－１－２　「竜巻への配慮に関する説明書」

目次番号
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中項目 記載内容（概要） 記載区分 様式６紐づけ№

-1 火山への配慮に関する基本方針 －

-1 1. 概要 本書類の説明範囲 新規

-1 2. 火山防護に関する基本方針 －

-1 2.1 基本方針 基本方針の概論 新規 山①

-1 2.2 設計対処施設
検討対象とする範囲，設計の基準となる降下火砕物の仕
様について 新規 山①

-1 2.3 降下火砕物の影響に対する設計方針
設計対象設備の選定，設計荷重の考え方，荷重の組合せ
の考え方，閉塞および腐食への対策

新規 山①,山②,山③,山④

-2 設計対処施設の設計方針

-2 1. 概要 本書類の説明範囲 新規

-2 2. 設計の基本方針 基本方針の概論 新規 山①

-2 3. 施設分類 －

-2 3.1 設計対処施設と影響因子との関連 影響因子の列挙，および設計対処施設への影響の有無 新規 山①,山③

-2 4. 要求機能及び性能目標 性能目標の設定についての概論 新規

-2 4.1 構造物への荷重を考慮する施設
構造物への荷重を考慮する施設の選定，要求機能及び性
能目標

新規 山②,山③,山④

-2 4.2 換気系の閉塞を考慮する施設
換気系の閉塞を考慮する施設の選定，要求機能及び性能
目標 新規 山③,山④

-2 4.3 構造物及び換気系における摩耗を考慮する施設
構造物及び換気系における摩耗を考慮する施設の選定，
要求機能及び性能目標

新規 山③

-2 4.4 構造物及び換気系における腐食を考慮する施設
構造物及び換気系における腐食を考慮する施設の選定，
要求機能及び性能目標 新規 山③,山④

-2 4.5 施設内の大気汚染を考慮する施設
施設内の大気汚染を考慮する施設の選定，要求機能及び
性能目標

新規 山③

-2 4.6 設備の絶縁低下を考慮する施設
設備の絶縁低下を考慮する施設の選定，要求機能及び性
能目標 新規 山③

-2 4.7 間接的影響を考慮する施設の選定
間接的影響を考慮する施設の選定，要求機能及び性能目
標

新規 山③

-2 5. 機能設計 機能設計の概論 新規

-2 5.1 換気系の閉塞を考慮する施設 設計による対処の方針について 新規 山③,山④

-2 5.2 構造物及び換気系における摩耗を考慮する施設 設計による対処の方針について 新規 山③

-2 5.3 構造物及び換気系における腐食を考慮する施設 設計による対処の方針について 新規 山③,山④

-2 5.4 施設内の大気汚染を考慮する施設 設計による対処の方針について 新規 山③

-2 5.5 設備の絶縁低下を考慮する施設 設計による対処の方針について 新規 山③

-2 5.6 間接的影響を考慮する施設の選定 設計による対処の方針について 新規 山③

-3 火山防護対象施設の強度計算の方針

-3 1. 概要 本書類の説明範囲 新規 －

-3 2. 強度評価の基本方針 基本方針の概論 新規 －

-3 2.1 強度評価の対象施設 強度評価の対象施設 新規 山①

-3 3. 構造強度設計 強度評価の方法について 新規 山②

-3 4. 荷重の組合せ及び許容限界 考慮する荷重の組み合わせの選定，許容限界の考え方 新規 山②

-4 火山防護対象施設の強度計算書

添付書類Ⅵ-1-1-1-3　「火山への配慮に関する説明書」
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中項目 記載内容（概要） 記載区分 様式６紐づけ№

-1 － － 外部火災への配慮に関する基本方針 － 新規 －

-1 1. 　概要 当該添付書類の記載概要を記載 新規 －

-1 2. 　外部火災防護に関する基本方針 － 新規 －

-1 2.1 　基本方針
外部火災防護に関する基本方針、敷地内外の火
災・爆発源の想定、外部火災防護対象施設及び設
計対処施設の選定及び設計方針の記載

新規 外①

-2 － － 外部火災防護における評価の基本方針 － 新規 －

-2 1. 　 　概要 当該添付書類の記載概要を記載 新規 －

-2 2. 　外部火災防護における評価の基本方針
危険離隔距離の確保，又は建屋の表面温度が許容
温度を満足することといった評価の方針を記載

新規 外①

-2 2.1 　評価の基本方針

敷地内の火災源（森林火災、敷地内に設置する危
険物貯蔵施設等の火災、航空機墜落による火
災）、敷地内の爆発源（敷地内の危険物貯蔵施設
等の爆発）、敷地外の火災源（石油備蓄基地の火
災、近隣産業施設の火災と森林火災の重畳）の評
価の基本方針について記載

新規 外②～外⑦

-2 2.2 　許容温度 当該添付書類の記載概要を記載 新規 －

-3 － － 外部火災防護に関する許容温度設定根拠 － 新規 －

-3 1. 　概要 当該添付書類の記載概要を記載 新規 －

-3 2. 　設定根拠 建屋外壁の許容温度の考え方と許容温度を記載 新規 外②～外⑦

-3 3. 　参考文献 参考文献を記載 新規 －

-4 － － 外部火災防護における評価方針 － 新規 －

-4 1. 　概要 当該添付書類の記載概要を記載 新規 －

-4 2. 　評価について

敷地内の火災源（森林火災、敷地内に設置する危
険物貯蔵施設等の火災、航空機墜落による火
災）、敷地内の爆発源（敷地内の危険物貯蔵施設
等の爆発）、敷地外の火災源（石油備蓄基地の火
災、近隣産業施設の火災と森林火災の重畳）を評
価の対象とし、確認の対象を記載

新規 外②～外⑦

-4 2.1 　敷地内に対する評価方針

敷地内の火災源（森林火災、敷地内に設置する危
険物貯蔵施設等の火災、航空機墜落による火災）
及び敷地内の爆発源（敷地内の危険物貯蔵施設等
の爆発）の評価方針、評価条件、計算方法を記載

新規 外④、外⑦

-4 2.2 　近隣の産業施設に対する評価方針
敷地外の火災源（石油備蓄基地の火災、近隣産業
施設の火災と森林火災の重畳）の評価方針とし
て、評価条件及び計算方法を記載

新規 外③

-4 2.3 　再処理施設の危険物貯蔵施設等に対する評価方針
森林火災及び近隣の産業施設の火災による熱影響
並びに敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発の影響の
評価方針として、評価条件及び計算方法を記載

新規 外⑪

-5 － － 外部火災防護における評価条件及び評価結果 － 新規 －

-5 1. 　概要 当該添付書類の記載概要を記載 新規 －

-5 2. 　評価条件及び評価結果 － 新規 －

-5 2.1 　敷地内の火災源に対する評価条件及び評価結果
敷地内の火災源（森林火災、敷地内に設置する危
険物貯蔵施設等の火災、航空機墜落による火災）
の評価条件及び計算方法を記載

新規 外④、外⑦

-5 2.2 　近隣の産業施設に対する評価条件及び評価結果
敷地外の火災源（石油備蓄基地の火災、近隣産業
施設の火災と森林火災の重畳）の評価条件及び計
算方法を記載

新規 外③

-5 2.3 　再処理施設の危険物貯蔵施設等に対する評価条件及び評価結果
森林火災及び近隣の産業施設の火災による熱影響
並びに敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発の影響の
評価条件及び計算方法を記載

新規 外⑥、外⑪

-6 － － 二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに対する設計 － 新規 －

-6 1. 　概要 当該添付書類の記載概要を記載 新規 －

-6 2. 　二次的影響（ばい煙及び有毒ガス）に対する設計方針 ばい煙及び有毒ガスに対する設計方針を記載 新規 外⑧、外⑨

添付書類Ⅵ　「Ⅵ－１－１－１－４　外部火災への配慮に関する説明書」
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Ⅳ－１－１－１－４

No. 番号 中分類

1 Ⅳ－１－１－１－４－１ 外部火災への配慮に関する基本方針

2 Ⅳ－１－１－１－４－１ 外部火災への配慮に関する基本方針

3 Ⅳ－１－１－１－４－１ 外部火災への配慮に関する基本方針

4 Ⅳ－１－１－１－４－１ 外部火災への配慮に関する基本方針

5 Ⅳ－１－１－１－４－１ 外部火災への配慮に関する基本方針

6 Ⅳ－１－１－１－４－１ 外部火災への配慮に関する基本方針

7 Ⅳ－１－１－１－４－１ 外部火災への配慮に関する基本方針

8 Ⅳ－１－１－１－４－１ 外部火災への配慮に関する基本方針

9 Ⅳ－１－１－１－４－１ 外部火災への配慮に関する基本方針

10 Ⅳ－１－１－１－４－２ 外部火災防護における評価の基本方針

11 Ⅳ－１－１－１－４－２ 外部火災防護における評価の基本方針

12 Ⅳ－１－１－１－４－２ 外部火災防護における評価の基本方針

13 Ⅳ－１－１－１－４－２ 外部火災防護における評価の基本方針

14 Ⅳ－１－１－１－４－２ 外部火災防護における評価の基本方針

15 Ⅳ－１－１－１－４－２ 外部火災防護における評価の基本方針

16 Ⅳ－１－１－１－４－２ 外部火災防護における評価の基本方針

17 Ⅳ－１－１－１－４－２ 外部火災防護における評価の基本方針

18 Ⅳ－１－１－１－４－２ 外部火災防護における評価の基本方針

19 Ⅳ－１－１－１－４－３ 外部火災防護に関する許容温度設定根拠

20 Ⅳ－１－１－１－４－３ 外部火災防護に関する許容温度設定根拠

21 Ⅳ－１－１－１－４－３ 外部火災防護に関する許容温度設定根拠

22 Ⅳ－１－１－１－４－４ 外部火災防護における評価方針

23 Ⅳ－１－１－１－４－４ 外部火災防護における評価方針

24 Ⅳ－１－１－１－４－４ 外部火災防護における評価方針

25 Ⅳ－１－１－１－４－４ 外部火災防護における評価方針

26 Ⅳ－１－１－１－４－４ 外部火災防護における評価方針

27 Ⅳ－１－１－１－４－５ 外部火災防護における評価条件及び評価結果

28 Ⅳ－１－１－１－４－５ 外部火災防護における評価条件及び評価結果

29 Ⅳ－１－１－１－４－５ 外部火災防護における評価条件及び評価結果

30 Ⅳ－１－１－１－４－５ 外部火災防護における評価条件及び評価結果

31 Ⅳ－１－１－１－４－５ 外部火災防護における評価条件及び評価結果

32 Ⅳ－１－１－１－４－６ 二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに対する設計

33 Ⅳ－１－１－１－４－６ 二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに対する設計
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小分類

1.　概要

2.　外部火災防護に関する基本方針

2.1　基本方針

2.1.1　外部火災より防護すべき施設

2.1.2　設計対処施設の選定

2.1.2.1　外部火災による熱影響を考慮する施設の選定

2.1.2.2　外部火災の二次的影響を考慮する施設の選定

2.1.3　設計対処施設の設計方針

2.1.4　外部火災防護対象施設の評価方針

1.　概要

2.　外部火災防護における評価の基本方針

2.1　評価の基本方針

2.1.1　敷地内の火災及び爆発に対する評価の基本方針

2.1.1.1　火災源に対する評価の基本方針

2.1.1.2　爆発源に対する評価の基本方針

2.1.2　近隣の産業施設の火災及び爆発に対する評価の基本方針

2.1.2.1　火災源に対する評価の基本方針

2.2　許容温度

1.　概要

2.　設定根拠

3.　参考文献

1.　概要

2.　評価について

2.1　敷地内に対する評価方針

2.2　近隣の産業施設に対する評価方針

2.3　廃棄物管理施設の危険物貯蔵施設等に対する評価方針

1.　概要

2.　評価条件及び評価結果

2.1　敷地内の火災源に対する評価条件及び評価結果

2.2　近隣の産業施設に対する評価条件及び評価結果

2.3　廃棄物管理施設の危険物貯蔵施設等に対する評価条件及び評価結果

1.　概要

2.　二次的影響（ばい煙及び有毒ガス）に対する設計方針
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文字数 No. 中項目

2 1 ー１ 1. 外部火災への配慮に関する基本方針

2 2 ー１ 2. 外部火災への配慮に関する基本方針

3 3 ー１ 2.1 外部火災への配慮に関する基本方針

5 4 ー１ 2.1.1 外部火災への配慮に関する基本方針

5 5 ー１ 2.1.2 外部火災への配慮に関する基本方針

7 6 ー１ 2.1.2.1 外部火災への配慮に関する基本方針

7 7 ー１ 2.1.2.2 外部火災への配慮に関する基本方針

5 8 ー１ 2.1.3 外部火災への配慮に関する基本方針

5 9 ー１ 2.1.4 外部火災への配慮に関する基本方針

2 10 ー２ 1. 外部火災防護における評価の基本方針

2 11 ー２ 2. 外部火災防護における評価の基本方針

3 12 ー２ 2.1 外部火災防護における評価の基本方針

5 13 ー２ 2.1.1 外部火災防護における評価の基本方針

7 14 ー２ 2.1.1.1 外部火災防護における評価の基本方針

7 15 ー２ 2.1.1.2 外部火災防護における評価の基本方針

5 16 ー２ 2.1.2 外部火災防護における評価の基本方針

7 17 ー２ 2.1.2.1 外部火災防護における評価の基本方針

3 18 ー２ 2.2 外部火災防護における評価の基本方針

2 19 ー３ 1. 外部火災防護に関する許容温度設定根拠

2 20 ー３ 2. 外部火災防護に関する許容温度設定根拠

2 21 ー３ 3. 外部火災防護に関する許容温度設定根拠

2 22 ー４ 1. 外部火災防護における評価方針

2 23 ー４ 2. 外部火災防護における評価方針

3 24 ー４ 2.1 外部火災防護における評価方針

3 25 ー４ 2.2 外部火災防護における評価方針

3 26 ー４ 2.3 外部火災防護における評価方針

2 27 ー５ 1. 外部火災防護における評価条件及び評価結果

2 28 ー５ 2. 外部火災防護における評価条件及び評価結果

3 29 ー５ 2.1 外部火災防護における評価条件及び評価結果

3 30 ー５ 2.2 外部火災防護における評価条件及び評価結果

3 31 ー５ 2.3 外部火災防護における評価条件及び評価結果

2 32 ー６ 1. 二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに対する設計

2 33 ー６ 2. 二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに対する設計
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記載内容（概要）

概要

外部火災防護に関する基本方針

基本方針

外部火災より防護すべき施設

設計対処施設の選定

外部火災による熱影響を考慮する施設の選定

外部火災の二次的影響を考慮する施設の選定

設計対処施設の設計方針

外部火災防護対象施設の評価方針

概要

外部火災防護における評価の基本方針

評価の基本方針

敷地内の火災及び爆発に対する評価の基本方針

火災源に対する評価の基本方針

爆発源に対する評価の基本方針

近隣の産業施設の火災及び爆発に対する評価の基本方針

火災源に対する評価の基本方針

許容温度

概要

設定根拠

参考文献

概要

評価について

敷地内に対する評価方針

近隣の産業施設に対する評価方針

廃棄物管理施設の危険物貯蔵施設等に対する評価方針

概要

評価条件及び評価結果

敷地内の火災源に対する評価条件及び評価結果

近隣の産業施設に対する評価条件及び評価結果

廃棄物管理施設の危険物貯蔵施設等に対する評価条件及び評価結果

概要

二次的影響（ばい煙及び有毒ガス）に対する設計方針

■　添付書類Ⅳ　「Ⅳ－１－１－１－４　外部火災への配慮に関する説明書」
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中項目 記載内容（概要） 記載区分 様式６紐づけ№

Ⅶ-1-1 航空機に対する防護設計の基本方針 － 既認可 －

1. 　基本的な考え方 航空機に対する防護設計の基本方針を記載 既認可 航①

2. 　防護対象施設及び防護方法
防護対象の選定、防護の方法（放射性物質を内蔵
する対象、放射性物質を内蔵しない対象）につい
て記載

既認可 航②

3. 　防護設計条件
建物・構築物の防護設計に用いる航空機の物性
（航空機本体、エンジン）を記載

既認可 航③

4. 　建物・構築物の防護設計
設計上考慮する衝撃の種類、衝突条件、Degen式及
びRiera式を記載

既認可 航④

Ⅶ-1-2 航空機に対する防護設計における分離配置
基本的な考え方及び航空機に対する防護設計にお
ける分離配置を記載

既認可 －

Ⅶ-1-3 航空機に対する防護設計計算書
防護対象毎に防護方法、設計概要、版の全体的な
破壊防止、エンジンの貫通防止及び火災に対する
耐火性能を記載

既認可 －

添付書類Ⅵ　「Ⅵ－１－１－１－５　航空機に対する防護設計に関する説明書」

目次番号
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 
 

第９条（再処理施設への人の不法な侵入等の防止） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・

号 

解

釈 

添付書類 

不① 
人の不法な侵入の防止 技術基準の要求を受けている内容 

1項

1号 

- 
a-1 

不② 不正に爆発性又は易燃性を有する

物件その他人に危害を加え、又は

他の物件を損傷するおそれがある

物件の持込みの防止 

技術基準の要求を受けている内容 
1項

1号 
- a-1 

不③ 
不正アクセス行為の防止 技術基準の要求を受けている内容 

1項

1号 
- a-2 

不④ 適切な措置 

（関係機関との通信） 
技術基準の要求を受けている内容 

1項

1号 
- a-1 

不⑤ 技術基準の要求事項を担保するた

めの運用 

（体制整備、手順整備、教育及び

訓練の整備等） 

技術基準の要求を受けている内容 
1項

1号 
- a-1 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  他条文との重複記載 

（不法侵入防止に使用する資機材

（設備）等の共用） 

安全機能を有する施設に記載する基本設計方針と重複

するため、記載しない。 
a、b 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 本文記載事項と重複するため記載しない。 - 
◇2  他条文との重複記載 

（不法侵入防止に使用する資機材

（設備）等の共用） 

安全機能を有する施設に記載する基本設計方針と重複

するため、記載しない。 
a、b 

◇3  添付書類記載事項 添付書類で詳細を記載するため、記載しない。 a 
４．添付書類等 

№ 書類名 

a 再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書 

 a-1 区域管理に関する説明 

 a-2不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の防止対策 

b 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第９条 （再処理施設への人の不法な侵入等の防止）（1 / 3） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
（再処理施設への人の不法な侵入等の防止） 

 

第九条 再処理施設を設置する工場又は事業所

（以下「工場等」という。）は、再処理施設へ

の人の不法な侵入不①、再処理施設に不正に爆

発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を

与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物

件が持ち込まれること不②及び不正アクセス行

為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律

（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項

に規定する不正アクセス行為をいう。第二十二

条第二項第五号において同じ。）不③を防止す

るため、適切な措置が講じられたものでなけれ

ばならない。不④⑤ 

 

１０．１ 再処理施設への人の不法な侵入等の

防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設への人の不法な侵入等並びに核

燃料物質等の不法な移動又は妨害破壊行為を

核物質防護対策として防止するため，区域の

設定，人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋

コンクリート造りの壁等の障壁による防護，

巡視，監視，出入口での身分確認及び施錠管

理を行うことができる設計とする。不① 

 

 

また，核物質防護上の措置が必要な区域に

ついては，接近管理及び出入管理を効果的に

行うため，探知施設を設け，警報，映像等を

集中監視することができる設計とする。不① 

 

 

 

 

 

 

また，再処理施設に不正に爆発性又は易燃

性を有する物件その他人に危害を与え，又は

他の物件を損傷するおそれがある物件の持込

み（郵便物等による敷地外からの爆発物及び

有害物質の持込みを含む。）を核物質防護対

策として防止するため，持込み点検を行うこ

とができる設計とする。不② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(ｂ) 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設への人の不法な侵入等並びに核

燃料物質等の不法な移動又は妨害破壊行為を

核物質防護対策として防止するため，区域の

設定，人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋

コンクリート造りの壁等の障壁による防護，

巡視，監視，出入口での身分確認及び施錠管

理を行うことができる設計とする。不① 

 

 

核物質防護上の措置が必要な区域について

は，接近管理及び出入管理を効果的に行うた

め，探知施設を設け，警報，映像等を集中監

視することができる設計とするとともに，核

物質防護措置に係る関係機関との通信及び連

絡を行うことができる設計とする。不①④ 

 

 

 

 

また，再処理施設に不正に爆発性又は易燃

性を有する物件その他人に危害を与え，又は

他の物件を損傷するおそれがある物件の持込

み（郵便物等による敷地外からの爆発物及び

有害物質の持込みを含む。）を核物質防護対

策として防止するため，持込み点検を行うこ

とができる設計とする。不② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.7 その他の設計方針 

1.7.14 再処理施設への人の不法な侵入等

の防止に関する設計 

再処理施設への人の不法な侵入等を

防止するため，以下の設計とする。◇1  

また，人の容易な侵入を防止できる柵

等を他施設と共用する場合は，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわな

い設計とする。◇2 ◇3  

1.7.14.1 安全設計 

(１) 再処理施設への人の不法な侵入等

の防止の設計方針 

再処理施設への人の不法な侵入等

並びに核燃料物質等の不法な移動又

は妨害破壊行為を核物質防護対策と

して防止するため，区域の設定，人

の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋

コンクリート造りの壁等の障壁によ

る防護，巡視，監視，出入口での身

分確認及び施錠管理を行うことがで

きる設計とする。◇1  

核物質防護上の措置が必要な区域

については，接近管理及び出入管理

を効果的に行うため，探知施設を設

け，警報，映像等を集中監視するこ

とができる設計とするとともに，核

物質防護措置に係る関係機関との通

信及び連絡を行うことができる設計

とする。◇1  

 
 

また，再処理施設に不正に爆発性

又は易燃性を有する物件その他人に

危害を与え，又は他の物件を損傷す

るおそれがある物件の持込み（郵便

物等による敷地外からの爆発物及び

有害物質の持込みを含む。）を核物

質防護対策として防止するため，持

込み点検を行うことができる設計と

する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不法侵入防止に係る措置

は事業変更許可申請書本

文において個別設備とし

て明記されていないこと

の記載を踏まえ、ガイド

の基①、②に分けて整理

すべきところであるが、

不法侵入防止に係る設備

は全て核物質防護規定下

で管理されることから基

本設計方針の整理は「基

②」で全て整理する。 

 

○許○設基② 

＜性能＞ 

再処理施設への人の不法

な侵入等の防止 

＜手段：設備＞ 

区域の設定，人の容易な

侵入を防止できる柵，鉄

筋コンクリート造りの

壁，その他の人の侵入を

防止するための設備等の

障壁による防護，巡視，

監視，出入口での身分確

認及び施錠管理，探知施

設による警報，映像等の

集中監視措置を核物質防

護規定に定め運用する 

 

 

 

○許○設基② 

＜性能＞ 

再処理施設に不正に爆発

性又は易燃性を有する物

件その他人に危害を与

え、又は他の物件を損傷

するおそれがある物件の

持ち込み防止 

＜手段：設備＞ 

物品の持ち込み点検の措

置を行うことを核物質防

護規定に定め運用する 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第９条 （再処理施設への人の不法な侵入等の防止）（2 / 3） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
さらに，不正アクセス行為（サイバーテロ

を含む。）を核物質防護対策として防止する

ため，再処理施設及び特定核燃料物質の防護

のために必要な設備又は装置の操作に係る情

報システム（以下「情報システム」とい

う。）が電気通信回線を通じた不正アクセス

行為（サイバーテロを含む。）を受けること

がないように，当該情報システムに対する外

部からの不正アクセスを遮断することができ

る設計とする。不③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設は，核物質防護措置に係る関係機

関との通信及び連絡を行うことができる設計と

する。不④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設への人の不法な侵入等の核物質防護

対策を管理する体制整備，接近管理，出入管

理，持込み点検，外部からの不正アクセス行為

（サイバーテロを含む。）の遮断措置及び特定

核燃料物質が持ち出されていないことの確認を

行うための手順の整備，核物質防護対策の資機

材（設備）の施設管理，核物質防護に係る教育

及び訓練等の運用を核物質防護規定に定める。

不①②③④⑤ 

さらに，不正アクセス行為（サイバーテロ

を含む。）を核物質防護対策として防止する

ため，再処理施設及び特定核燃料物質の防護

のために必要な設備又は装置の操作に係る情

報システム（以下「情報システム」とい

う。）が電気通信回線を通じた不正アクセス

行為（サイバーテロを含む。）を受けること

がないように，当該情報システムに対する外

部からの不正アクセスを遮断することができ

る設計とする。不③ 

 

 

 

 

人の容易な侵入を防止できる柵等を他施設と共

用する場合は，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。□1  

さらに，不正アクセス行為（サイ

バーテロを含む。）を核物質防護対

策として防止するため，再処理施設

及び特定核燃料物質の防護のために

必要な設備又は装置の操作に係る情

報システム（以下「情報システム」

という。）が電気通信回線を通じた

不正アクセス行為（サイバーテロを

含む。）を受けることがないよう

に，当該情報システムに対する外部

からの不正アクセスを遮断すること

ができる設計とする。◇1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.14.2 体制 

再処理施設への人の不法な侵入等を

核物質防護対策として防止するため，

「原子炉等規制法」に基づき核物質防

護管理者を選任し，再処理事業部長の

下，核物質防護管理者が核物質防護に

関する業務を統一的に管理する体制を

整備する。不⑤ 

再処理施設への人の不法な侵入等が

行われるおそれがある場合又は行われ

た場合に備え，核物質防護に関する緊

急時の対応体制を整備する。◇3  

核物質防護に関する緊急時の組織体

制を第 1.7.14－１図に示す。◇3  
1.7.14.3 手順等 

再処理施設への人の不法な侵入等を核物

質防護対策として防止するため，接近

管理，出入管理，持込み点検，外部か

らの不正アクセス行為（サイバーテロ

を含む。）の遮断措置及び特定核燃料

○許○設基② 

＜性能＞ 

不正アクセス行為の防止 

＜手段：設備＞ 

情報システムに対する外

部からの不正アクセスを

遮断する措置を行うこと

を核物質防護規定に定め

運用する 

 

 

 

 

 

共用の基本設計方針は安

全機能を有する施設で記

載 

 

 

 

○許○設基② 

＜性能＞ 

核物質防護措置に係る関

係機関との通信及び連絡 

＜手段：設備＞ 

関係機関との通信及び連

絡を行う措置を核物質防

護規定に定め運用する 

 

 

 

 

 

○許○設基② 

＜性能＞ 

不法侵入等に係る体制，

手順等の整備 

＜手段：設備＞ 

核物質防護対策に係る業

務を統一的に管理する体

制を整備，不法侵入，持

ち出し，持ち込み管理，

不正アクセス行為の防止

に係る手順の整備，核物

質防護対策に必要な資機

材（設備）の整備 

核物質防護対策に係る教

育及び訓練の整備 

上記に関する事項を核物

質防護規定に定め運用す

る 
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様式－７ 
要求事項との対比表 第９条 （再処理施設への人の不法な侵入等の防止）（3 / 3） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
物質が持ち出されていないことの確認

として，以下を実施する。不⑤ 

(１) 接近管理，出入管理及び持込み

点検，情報システムへの不正ア

クセス行為（サイバーテロを含

む。）の防止並びに敷地内の人

による核燃料物質等の不法な移

動の防止を的確に実施するため

に，予め手順を整備する。不⑤ 

(２) 設備の機能を維持するため，保

守管理を実施するとともに，必

要に応じ修理を行う。不⑤ 

(３) 接近管理，出入管理，持込み点

検及び特定核燃料物質が持ち出

されていないことの確認を的確

に実施するために，警備員等に

対し定期的に教育を実施する。

不⑤ 

(４) 情報システムへの不正アクセス

行為（サイバーテロを含む。）

の防止を的確に実施するため

に，関係者に対し定期的に教育

を実施する。不⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇3  
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中項目 記載内容（概要） 記載区分 様式６紐づけ№

１ 申請項目
再処理施設への人の不法な侵入等の防止について触れる
こと

新規 不①

２ 再処理施設への人の不法な侵入等の防止についての概要 再処理施設への人の不法な侵入等の防止の仕方の概要 新規 不①⑤
３ 区域管理 区域管理として実施することをこれ以降に展開 新規 不①

１ 物理的障壁による区域の区画等
物理的障壁や施錠による区域の区画と警備員等による巡
視等を実施すること

新規 不①

２ 出入管理 区画した区域への立入方法 新規 不①
３ 探知施設 探知施設による区画した区域の監視 新規 不①

４ 通信連絡設備
区画した区域への不法な侵入等があった場合の関係機関
への連絡手段

新規 不④

５ 持込み点検 区画した区域に持ち込む物品の点検方法 新規 不②

６ 核燃料物質等の不法な移動又は妨害破壊行為への対策
特定核燃料物質の不法な移動及び妨害破壊行為の防止対
策

新規 不①

4 不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の防止対策 外部からの不正アクセス行為の防止対策 新規 不③

添付書類Ⅳ　「再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書」
目次番号
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 様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 
 

第 12条（再処理施設内における溢水による損傷の防止） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・

号 

解

釈 

添付書類 

溢① 安全機能を損なうおそれがない設

計 
技術基準の要求事項を受けている内容 1 － a-1 

溢② 冷却，水素掃気，火災・爆発の防

止，臨界防止等の安全機能を損な

わない設計 

技術基準の要求を達成するための必要と

なる安全機能としての設計方針を記載 
1 － a-1 

溢③ 重大事故対処設備の溢水評価に対

する設計方針 
第 36条の技術基準要求を受けている内容 － － 

a-1~3 
a-5 

溢④ 
防護すべき設備に関する記載 

防護対象設備の選定方針、要求される機能

を記載 
1 

－ a-1 
a-2 

溢⑤ 
溢水源、溢水量に関する記載 溢水源及び溢水量の考え方を記載 1 

－ a-1 
a-3 

溢⑥ 溢水防護区画、溢水経路に関する

記載 

防護対象設備が配置される区画及び溢水

経路の設定方針を記載 
1 

－ a-1 
a-4 

溢⑦ 

溢水評価に関する記載 
溢水評価の方針、評価結果及び必要となる

防護措置等に関する記載 
1 

－ a-1 
a-5 
a-6 

溢⑧ 

溢水評価で期待する設備 溢水防護設備の設計に関する記載 1 

－ a-1 
a-7~30 

b 
溢⑨ 運用 溢水防護に係る運用管理の記載 1 － a-1 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

溢

□1  
他条文の設計 

第 36条の設計であるため記載しない － 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

溢◇1  
重複した記載 

事業変更許可本文又は添六のその他項目と趣旨が同じ

記載であることから記載しない。 
－ 

溢◇2  

評価方法（結果）を補足する記載 

評価方法（結果）を具体的に補足説明する記載である

ため、基本設計方針ではなく「溢水防護に関する説明

書」にて明確化する。 

a-1~6 

溢◇3  
手順等 

保安規定（運転管理、施設管理等）で担保する条件で

あるため、記載しない。 
－ 

溢◇4  他条文の設計 第 36条の設計であるため記載しない － 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書 
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 様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 
 

1.：溢水等による損傷防止の基本方針 
1.1：概要 

a-1：1.2：溢水等による損傷防止の基本方針 
1.2.1：防護すべき設備の選定 
1.2.2：溢水評価条件の設定 
1.2.3：溢水評価及び防護設計方針 
1.2.4：溢水防護に関する施設の設計方針 
1.3：適用規格 
2.：防護すべき設備の選定 
2.1：概要 

a-2：2.2：防護すべき設備の選定 
2.2.1：防護すべき設備の選定方針 
2.2.2：溢水防護対象設備の抽出結果 
2.2.3：防護すべき設備のうち評価対象の選定について 
3.：溢水評価条件の設定 
3.1：概要 

a-3：3.2：溢水源及び溢水量の設定 
3.2.1：想定破損による溢水 
3.2.2：消火水等の放水による溢水 
3.2.3：地震起因による溢水 
3.2.4：その他の溢水 

a-4：3.3：溢水防護区画及び溢水経路の設定 
3.3.1：溢水防護区画の設定 
3.3.2：溢水防護区画内漏えいでの溢水経路 
3.3.3：溢水防護区画外漏えいでの溢水経路 
4.：溢水影響に関する評価 
4.1：概要 

a-5：4.2：溢水評価 
4.2.1：没水影響に対する評価 
4.2.2：被水影響に対する評価 
4.2.3：蒸気影響に対する評価 
4.2.4：燃料貯蔵プール・ピット等の機能維持に関する溢水評価 

a-6：4.3：溢水防護区画を内包する建屋外からの流入防止 
4.3.1：屋外タンク等からの流入防止 
4.3.2：地下水からの影響評価 
5.：溢水防護設備の詳細設計 
5.1：概要 

a-7：5.2：設計の基本方針 
a-8：5.3：要求機能及び性能目標 

5.3.1：溢水伝播を防止する設備 
5.3.2：蒸気影響を緩和する設備 
5.3.3：溢水量を低減する設備 
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 様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

3 
 

a-9：5.4：機能設計 
5.4.1：溢水伝播を防止する設備 
5.4.2：蒸気影響を緩和する設備 
5.4.3：溢水量を低減する設備 
6.：溢水防護設備の耐震性についての計算書 

a-10：6.1：溢水防護設備の耐震計算結果 
6.1.1：概要 
6.1.2：耐震評価条件整理 

a-11：6.2：貫通部止水処置の耐震性についての計算書 
6.2.1：概要 
6.2.2：一般事項 
6.2.3：評価部位 
6.2.4：構造強度評価 
6.2.5：評価結果 

a-12：6.3：水密扉の耐震性についての計算書 
6.3.1：概要 
6.3.2：一般事項 
6.3.3：評価部位 
6.3.4：構造強度評価 
6.3.5：評価結果 

a-13：6.4：防水扉の耐震性についての計算書 
6.4.1：概要 
6.4.2：一般事項 
6.4.3：評価部位 
6.4.4：構造強度評価 
6.4.5：評価結果 
6.5：堰の耐震性についての計算書 
6.5.1：概要 
6.5.2：一般事項 
6.5.3：評価部位 
6.5.4：構造強度評価 
6.5.5：評価結果 

a-14：6.6：床ドレン逆止弁の耐震性についての計算書 
6.6.1：概要 
6.6.2：一般事項 
6.6.3：評価部位 
6.6.4：構造強度評価 
6.6.5：評価結果 

a-15：6.7：止水ダンパの耐震性についての計算書 
6.7.1：概要 
6.7.2：一般事項 
6.7.3：評価部位 
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 様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

4 
 

6.7.4：構造強度評価 
6.7.5：評価結果 

a-16：6.8：緊急遮断弁の耐震性についての計算書 
6.8.1：概要 
6.8.2：一般事項 
6.8.3：評価部位 
6.8.4：構造強度評価 
6.8.5：評価結果 

a-17：6.9：蒸気遮断弁の耐震性についての計算書 
6.9.1：概要 
6.9.2：一般事項 
6.9.3：評価部位 
6.9.4：構造強度評価 
6.9.5：評価結果 

a-18：6.10：蒸気防護板の耐震性についての計算書 
6.10.1：概要 
6.10.2：一般事項 
6.10.3：評価部位 
6.10.4：構造強度評価 
6.10.5：評価結果 

a-19：6.11：止水板及び蓋の耐震性についての計算書 
6.11.1：概要 
6.11.2：一般事項 
6.11.3：評価部位 
6.11.4：構造強度評価 
6.11.5：評価結果 

a-20：6.12：溢水防護板の耐震性についての計算書 
6.12.1：概要 
6.12.2：一般事項 
6.12.3：評価部位 
6.12.4：構造強度評価 
6.12.5：評価結果 

a-21：6.13：溢水防護に係る施設の耐震性に関する説明書 
6.13.1：溢水防護に係る施設の耐震性についての計算書の方針 
6.13.2：溢水源としない耐震Ｂ，Ｃクラス機器の耐震性についての計算書 
7.：溢水防護設備の強度計算書 

a-22：7.1：貫通部止水処置の強度計算書 
a-23：7.2：水密扉の強度計算書 
a-24：7.3：防水扉の強度計算書 
a-25：7.4：堰の強度計算書 
a-26：7.5：床ドレン逆止弁の強度計算書 
a-27：7.6：止水ダンパの強度計算書 
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 様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

5 
 

a-28：7.7：蒸気防護板の強度計算書 
a-29：7.8：止水板及び蓋の強度計算書 
a-30：7.9：溢水防護板の強度計算書 
a-31：別紙：計算機プログラム（解析コード）の概要 

b 溢水防護設備に係る機器の配置を明示した図面 
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（1 / 60） 様式－７ 

1 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
（再処理施設内における溢水による損傷の防

止） 

 

 

第十二条 

 安全機能を有する施設は、再処理施設内にお

ける溢水の発生によりその安全性を損なうおそ

れがある場合において、防護措置その他の適切

な措置が講じられたものでなければならない。 

溢①，②，③，④，⑤，⑥，⑦ 

 

 

（解釈） 

１ 第１１条に規定する「再処理施設内におけ

る溢水」とは，再処理施設内に設置された機

器及び配管の破損（地震起因を含む。），消

火系統等の作動，使用済燃料貯蔵槽のスロッ

シング等により発生する溢水をいう。 

 

２ 第 11 条に規定する「安全機能を損なわな

いもの」とは，再処理施設内部で発生が想定

される溢水に対し，冷却，水素掃気，火災・

爆発の防止，臨界防止等の安全機能を損なわ

ないことをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 変更に係る再処理施設の区分並びに設計及

び工事の方法 

Ⅰ-1 基本設計方針 

第 1章 共通項目 

6 再処理施設内における溢水による損傷の防

止 

溢水防護に関する基本方針は，7.10 溢水防

護設備の基本設計方針に示す。 

 

 

 

 

7.10 溢水防護設備の基本設計方針 

 

 7.10.1 溢水防護に関する基本方針 

安全機能を有する施設が，再処理施設内に

おける溢水が発生した場合においても，その

安全性を確保するために，溢水に対して安全

機能を損なわない方針とする。溢①a 

 

そのために，溢水防護に係る設計時に再処

理施設で発生が想定される溢水の影響を評価

（以下「溢水評価」という。）し，再処理施

設内における溢水が発生した場合において

も，安全評価上機能を期待する安全上重要な

機能を有する構築物，系統及び機器の機能及

び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃

料取出しピット，燃料仮置きピット，燃料貯

蔵プール，チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン取扱いピット，燃料移送水路及び燃

料送出しピット（以下「燃料貯蔵プール・ピ

ット等」という。）の冷却及び給水の機能を

適切に維持できる設計とする。溢②a 

 

事業指定基準規則の解釈を踏まえ，運転時

の異常な温度変化又は設計基準事故に対処す

るために必要な機器の単一故障を考慮しても

異常事象を収束できる設計とする。溢②b 

 

 

 

 

 

 

 

これらの機能を維持するために必要な設備

（以下「溢水防護対象設備」という。）が，

発生を想定する没水，被水及び蒸気の影響を

受けて，要求される安全機能を損なわない設

計（多重性又は多様性を有する設備が同時に

その安全機能を損なわない設計）とする。溢

②c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｃ) 溢水による損傷の防止 

安全機能を有する施設は，再処理施設が溢

水の影響を受ける場合においても，その安全

機能を確保するために，溢水に対して安全機

能を損なわない方針とする。溢①a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15 溢水防護に関する設計 

1.7.15.1 溢水防護に関する設計方針 

事業指定基準規則の要求事項を踏まえ，安

全機能を有する施設は，再処理施設が溢水の

影響を受ける場合においても，その安全機能

を確保するために，溢水に対して安全機能を

損なわない方針とする。溢◇1  

 

 

そのために，「原子力発電所の内部溢水影

響評価ガイド（平成 25 年６月 19 日原規技発

第 13061913 号原子力規制委員会決定）」（以

下「内部溢水ガイド」という。）を参考に，

溢水防護対象設備として，安全評価上機能を

期待する安全上重要な機能を有する構築物，

系統及び機器を抽出し，これらの設備が，没

水，被水及び蒸気の影響を受けて，その安全

機能を損なわない設計（多重性又は多様性を

有する設備が同時にその安全機能を損なわな

い設計）とする。溢②a，溢②c，溢④b 

自然現象により発生する溢水及びその波及

的影響により発生する溢水に関しては，溢水

防護対象設備の配置を踏まえて， も厳しい

条件となる影響を考慮し，溢水防護対象設備

が安全機能を損なわない設計とする。溢◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢①a：22 ページよ

り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢④b：3ページへ） 

（溢②a：3，22 ページよ

り） 

 

 

 

（溢②b：21 ページよ

り） 

○許○設基③ 

【評価方法】溢②b 

運転時の異常な温度変化

又は設計基準事故に対処

するために必要な機器の

単一故障を考慮しても異

常事象を収束できる設計 

 

 

 

 

○許○設基③ 

①：安全機能を損なうおそれがない

設計 

②：冷却，水素掃気，火災・爆発の防

止，臨界防止等の安全機能を損なわ

ない設計 

③：重大事故対処設備の溢水評価に

対する設計方針  

④：防護対象設備に関する記載 

⑤：溢水源、溢水量に関する記載 

⑥： 溢水防護区画、溢水経路に関す

る記載 

⑦：溢水評価に関する記載 

⑧：溢水評価で期待する設備 

⑨：運用管理 

 

ADRB 添六のうち、設工認申請書 

基本設計方針に反映しない事項 

◇1 ：重複した記載 

◇2 ：評価手法を補足する記載 

◇3 ：手順等 

◇4 ：他条文の設計 
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2 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備に期待する機能につい

ては，溢水影響を受けて設計基準事故に対処

するための設備並びに燃料貯蔵プール・ピッ

ト等（以下「設計基準対処設備等」とい

う。）の安全機能と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，可能な限り設計基準

対処設備等と位置的分散を図り設置又は保管

するか又は溢水に対して健全性を確保する設

計とする。溢③a 

 

溢水影響に対し防護すべき設備（以下「防

護すべき設備」という。）として溢水防護対

象設備及び重大事故等対処設備を設定する。

溢③b 

 

溢水評価条件の変更により評価結果が影響

を受けないことを確認するために，評価条件

の変更の都度，溢水評価を実施することとし

保安規定に定めて管理する。溢⑨a 

 

 

 

 

 

7.10.2 防護すべき設備の抽出 

溢水によってその安全機能が損なわれない

ことを確認する必要がある施設を全ての安全

機能を有する構築物，系統及び機器とし，そ

の上で事業指定基準規則及びその解釈並びに

「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド

（平成 25 年６月 19 日原規技発第 13061913 号

原子力規制委員会決定）」（以下「内部溢水

ガイド」という。）で安全機能の重要度，溢

水から防護すべき安全機能等が定められてい

ることを踏まえ，全ての安全機能を有する構

築物，系統及び機器の中から安全評価上機能

を期待するものとして，再処理施設内部で想

定される溢水に対して，冷却，水素掃気，火

災及び爆発の防止，臨界防止等の安全機能を

維持するために必要な設備を防護すべき設備

のうち溢水防護対象設備として，安全評価上

機能を期待する安全上重要な機能を有する構

築物，系統及び機器を抽出する。溢④a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで，安全機能を有する施設のうち，再

処理施設内部で想定される溢水に対して，冷

却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防

止等の安全機能を維持するために必要な設備

（以下「溢水防護対象設備」という。）とし

て，安全評価上機能を期待する安全上重要な

機能を有する構築物，系統及び機器を抽出

し，これらの設備が，没水，被水及び蒸気の

影響を受けて，その安全機能を損なわない設

計（多重性又は多様性を有する設備が同時に

その安全機能を損なわない設計）とする。そ

のために，溢水評価する。溢④a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.2 溢水防護対象設備を抽出するための

方針 

溢水によってその安全機能が損なわれない

ことを確認する必要がある施設を全ての安全

機能を有する構築物，系統及び機器とし，そ

の上で事業指定基準規則及びその解釈並びに

内部溢水ガイドで安全機能の重要度，溢水か

ら防護すべき安全機能等が定められているこ

とを踏まえ，全ての安全機能を有する構築

物，系統及び機器の中から安全評価上機能を

期待するものとして，安全上重要な機能を有

する構築物，系統及び機器を溢水防護対象設

備として抽出する。溢④a 

具体的には，公衆又は従事者に放射線障害

を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故

時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放

射線障害を防止するため，放射性物質又は放

射線が再処理施設外へ放出されることを抑制

し，又は防止するために必要な設備（使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料取出し

【評価方法】溢②c 

防護すべき設備が，発生

を想定する没水，被水及

び蒸気の影響を受けて，

要求される安全機能を損

なわない設計（多重性又

は多様性を有する設備が

同時にその安全機能を損

なわない設計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢③a：25～27，30，

32，36，38，41 ページよ

り） 

 

基本方針の明確化 

（溢③b：ADRB に記載な

し） 

 

 

（溢⑨a：21 ページよ

り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基⑤ 

【指針等の引用】溢④b 

「原子力発電所の内部溢

水影響評価ガイド」 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には，公衆又は従事者に放射線障害

を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故

時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放

射線障害を防止するため，放射性物質又は放

射線が再処理施設外へ放出されることを抑制

し，又は防止するために必要な設備（燃料貯

蔵プール・ピット等の冷却及び給水の機能を

適切に維持するために必要な設備を含む。）

がこれに該当し，これらの設備には，事故等

の拡大防止及び影響緩和のために必要な設備

が含まれる。溢④b 

 

 

また，重大事故等対処設備も防護すべき設

備として選定する。溢④c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に含まれない安全機能を有する施設

は，溢水による損傷を考慮して，代替設備に

より必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間での修理の対応を行うこと又はそ

れらを適切に組み合わせることにより，その

安全機能を損なわない設計とする。溢④d 

 

また，内的事象を要因とする重大事故等へ

対処する常設重大事故等対処設備のうち安全

上重要な施設以外の安全機能を有する施設と

兼用する常設重大事故等対処設備は，溢水に

よる損傷を考慮して，代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障のない期間

で修理等の対応を行うこと，関連する工程の

停止等又はそれらを適切に組み合わせること

で，重大事故等に対処するための機能を損な

わない設計とする。溢③c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピット，燃料仮置きピット，燃料貯蔵プー

ル，チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン取扱いピット，燃料移送水路及び燃料送出

しピット（以下「燃料貯蔵プール・ピット

等」という。）の冷却及び給水の機能を適切

に維持するために必要な設備を含む。）がこ

れに該当し，これらの設備には，事故等の拡

大防止及び影響緩和のために必要な設備が含

まれる。溢②a，溢②b，溢④b 

 

なお，以下の設備は溢水影響を受けても，

必要とされる安全機能を損なわないことか

ら，溢水による影響評価の対象として抽出し

ない。 

(１) 臨界管理対象設備のうち溢水により臨界

の発生に至らないもの 

ａ．清澄機，抽出塔，定量ポット等 

(２) 溢水によって安全機能が損なわれない静

的な安全機能を有する構築物，系統及び機器 

ａ．燃料貯蔵プール，セル，躯体等の構築物 

ｂ．容器，熱交換器，配管，手動弁等の静的機

器 

ｃ．被覆されているケーブル 

ｄ．水中に設置する燃料貯蔵ラック，燃料用バ

スケット等 

 (３) 耐水性を有する動的機器 

ａ．屋外に設置する安全冷却水系冷却塔 

ｂ．水中に設置する第１ステップ測定装置等 

 (４) 動的機能が喪失しても安全機能に影響し

ない機器（フェイルセイフ機能を持つ設備

を含む。）溢◇2  

 

上記に含まれない安全機能を有する施設

は，溢水による損傷を考慮して，代替設備に

より必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間での修理の対応を行うこと又はそ

れらを適切に組み合わせることにより，その

安全機能を損なわない設計とする。溢④d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢②a，溢②b：1ペー

ジへ） 

（溢④b：1ページより） 

 

 

基本方針の明確化 

（溢④c：ADRB に記載な

し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢③c：27，38 ページ

より） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10.3 考慮すべき溢水事象 

溢水影響を評価するために，溢水評価で

は，溢水源として発生要因別に分類した以下

の溢水を主として想定する｡溢水源及び溢水量

としては，発生要因別に分類した以下の溢水

を想定して評価することとし，評価の条件に

ついては内部溢水ガイドを参考とする。 

(１) 溢水の影響を評価するために想定する機

器の破損等により生じる溢水（以下「想

定破損による溢水」という。） 

(２) 再処理施設内で生じる異常状態（火災を

含む。）の拡大防止のために設置される

系統からの放水による溢水（以下「消火

水等の放水による溢水」という。） 

(３) 地震に起因する機器の破損等により生じ

る溢水（燃料貯蔵プール・ピット等のス

ロッシングにより発生する溢水を含

む。）（以下「地震起因による溢水」と

いう。） 

また，その他の要因による溢水として，地

下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等

により生じる溢水（以下「その他の溢水」と

いう）の影響も評価する。溢⑤a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10.4 溢水源及び溢水量の設定 

7.10.4.1 想定破損による溢水 

想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを

参考に，一系統における単一の機器の破損を

 

 

溢水評価では，溢水源として発生要因別に

分類した以下の溢水を主として想定する｡ま

た，溢水評価に当たっては，溢水防護区画を

設定し，溢水評価がより厳しい結果をえるよ

うに溢水経路を設定する。溢⑤a 

 

 

１） 溢水の影響を評価するために想定する機

器の破損等により生じる溢水 

２） 再処理施設内で生じる異常状態（火災を

含む。）の拡大防止のために設置される

系統からの放水による溢水 

３） 地震に起因する機器の破損等により生じ

る溢水（使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の燃料取出しピット，燃料仮置き

ピット，燃料貯蔵プール，チャンネルボ

ックス・バーナブルポイズン取扱いピッ

ト，燃料移送水路及び燃料送出しピット

（以下「燃料貯蔵プール・ピット等」と

いう。）のスロッシングにより発生する

溢水を含む。）溢⑤a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.3 考慮すべき溢水事象 

溢水源及び溢水量としては，発生要因別に

分類した以下の溢水を想定して評価すること

とし，評価の条件については内部溢水ガイド

を参考とする。溢⑤a 

 

 

(１) 溢水の影響を評価するために想定する機

器の破損等により生じる溢水（以下「想

定破損による溢水」という。） 

(２) 再処理施設内で生じる異常状態（火災を

含む。）の拡大防止のために設置される

系統からの放水による溢水（以下「消火

水等の放水による溢水」という。） 

(３) 地震に起因する機器の破損等により生じ

る溢水（燃料貯蔵プール・ピット等のス

ロッシングにより発生する溢水を含

む。）（以下「地震起因による溢水」と

いう。）溢◇1  

(４) その他の要因（地下水の流入，地震以外

の自然現象，誤操作等）により生じる溢

水（以下「その他の溢水」という。）溢

⑤a 

 

 

溢水源となり得る機器は，流体を内包する

配管及び容器（塔，槽類を含む。以下同

じ。）とし，設計図書（施工図面等）及び必

要に応じ現場確認等により抽出を行ったう

え，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定す

る。なお，「1.7.16.3.2.1 漏えいによる影響

を検討する化学薬品及び構成部材の抽出」に

示す化学薬品についても，機器等に内包され

る液体であることを踏まえ，ここで溢水源と

して想定する。溢◇2  

 (１)又は(３)の評価において，応力又は地震によ

り破損を想定する機器をそれぞれの評価での

溢水源として想定する。溢◇2  

 

 (１)又は(２)の溢水源の想定に当たっては，一

系統における単一の機器の破損，又は単一箇

所での異常事象の発生とし，他の系統及び機

器は健全なものと仮定する。また，一系統に

て多重性又は多様性を有する機器がある場合

においても，そのうち単一の機器が破損する

と仮定する。溢◇2  

 

 

1.7.15.4 溢水源及び溢水量の想定 

1.7.15.4.1 想定破損による溢水 

(１) 想定破損における溢水源の想定 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定し，溢水源となり得る機器は流体を内包

する配管とし，配管の破損箇所を溢水源とし

て想定する。 

また，破損を想定する配管は，内包する流

体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は

低エネルギ配管に分類する。溢⑤b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高エネルギ配管は，原則「完全全周破

断」，低エネルギ配管は，原則「配管内径の

1／2の長さと配管肉厚の 1／2の幅を有する

貫通クラック（以下「貫通クラック」とい

う。）」を想定した溢水量とする。溢⑤c 

 

ただし，高エネルギ配管についてはターミ

ナルエンド部を除き応力評価の結果により，

発生応力が許容応力の 0.4 倍を超え 0.8 倍以

下であれば「貫通クラック」による溢水を想

定した評価とし，0.4 倍以下であれば破損を

想定しない。 

また，低エネルギ配管については，発生応

力が許容応力の 0.4 倍以下であれば破損は想

定しない。溢⑤d 

発生応力と許容応力の比較により破損形状

の想定を行う場合は，評価結果に影響するよ

うな減肉がないことを確認するために継続的

な肉厚管理を実施することとし，保安規定に

定めて管理する。溢⑨e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定破損による溢水は，内部溢水ガイド

を参考に，一系統における単一の機器の破

損を想定し，溢水源となり得る機器は流体

を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢

水源として想定する。 

また，破損を想定する配管は，内包する

流体のエネルギに応じて，以下に定義する

高エネルギ配管又は低エネルギ配管に分類

する。溢⑤b 

 ａ．「高エネルギ配管」とは，呼び径 25Ａ

（１Ｂ）を超える配管であって，プラント

の通常運転時に運転温度が 95℃を超えるか

又は運転圧力が 1.9ＭＰａ[gauge]を超える

配管。ただし，被水及び蒸気の影響につい

ては配管径に関係なく評価する。 

 ｂ．「低エネルギ配管」とは，呼び径 25Ａ

（１Ｂ）を超える配管であって，プラント

の通常運転時に運転温度が 95℃以下で，か

つ運転圧力が 1.9ＭＰａ[gauge]以下の配

管。ただし，被水の影響については配管径

に関係なく評価する。なお，運転圧力が静

水頭圧の配管は除く。溢◇2  

 

配管の破損形状の想定に当たっては，高

エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，

低エネルギ配管は，原則「配管内径の 1／2

の長さと配管肉厚の 1／2の幅を有する貫

通クラック（以下「貫通クラック」とい

う。）」を想定する。溢⑤c 

 

ただし，配管破損の想定に当たって，詳

細な応力評価を実施する場合は，発生応力

Ｓｎと許容応力Ｓａの比により，以下で示

した応力評価の結果に基づく破損形状を想

定する。 

また，応力評価の結果により破損形状の

想定を行う場合は，評価結果に影響するよ

うな減肉がないことを確認するために継続

的な肉厚管理を実施する。溢⑤e 

【高エネルギ配管（ターミナルエンド部を

除く。）】 

Ｓｎ≦0.4Ｓａ      ⇒ 破損想定不要 

0.4Ｓａ＜Ｓｎ≦0.8Ｓａ 

 ⇒ 貫通クラック 

0.8Ｓａ＜Ｓｎ      ⇒ 完全全周破断 

【低エネルギ配管】 

Ｓｎ≦0.4Ｓａ      ⇒ 破損想定不要 

0.4Ｓａ＜Ｓｎ      ⇒ 貫通クラック 

溢⑤d 

ここでＳｎ及びＳａ の記号は，日本機

械学会「発電用原子力設備規格設計・建設

規格（JSME S NC1-2005/2007）」又は日本

機械学会「発電用原子力設備規格 設計・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価条件】溢⑤c，溢

⑤d 

応力評価による想定する

配管の破損形状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢⑨e：21 ページよ

り） 

○設基② 

【運用】溢⑤e 

破損形状の変更又は破損

を想定しないとした配管

の肉厚管理 
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7.10.4.2 消火水の放水による溢水 

消火水等の放水による溢水では，評価対象

となる溢水防護対象設備が設置されている溢

水防護建屋（以下「溢水防護建屋」とい

う。）内において，水を使用する消火設備で

ある消火栓及び水噴霧消火設備並びに消火設

備ではないが，消火活動に供する設備とし

て，水を噴霧する連結散水からの放水を溢水

源として想定する。溢⑤f 

なお，再処理施設内で防護すべき設備が設

置されている溢水防護建屋内には，自動作動

するスプリンクラを設置しない設計とする。

溢⑨h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設規格」（JSME S NC1-2012）による。

溢◇2  

 

 (２) 想定破損における溢水量の設定 

想定する破損箇所は溢水防護対象設備へ

の溢水影響が も大きくなる位置とし，溢

水量は，異常の検知，事象の判断及び漏え

い箇所の特定並びに現場又は中央制御室か

らの隔離（運転員の状況確認及び隔離操作

含む。）により漏えい停止するまでの時間

を適切に考慮し，想定する破損箇所からの

流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内

の系統の保有水量を合算して算出する。溢

⑤k 

手動による漏えい停止のために現場等を

確認し操作する手順は，保安規定又はその

下位規定に定める。溢⑨b 

ここで，流出量は，配管の破損形状を考

慮した流出流量に破損箇所の隔離までに必

要な時間（以下「隔離時間」という。）を

乗じて算出する。溢◇2  

 

 

1.7.15.4.2 消火水等の放水による溢水 

 (１) 消火水等の放水による溢水源の想定 

評価対象となる溢水防護対象設備が設置

されている溢水防護建屋（以下「溢水防護

建屋」という。）内において，水を使用す

る消火設備として，消火栓及び水噴霧消火

設備がある。その他，消火設備ではない

が，消火活動に供する設備として，水を噴

霧する連結散水があるため，これらについ

て，放水による溢水影響を考慮する。溢⑤

f 

なお，再処理施設内にはスプリンクラの

設置されている建屋があるが，溢水防護建

屋内には，自動作動するスプリンクラを設

置しない設計とする。溢⑨h 

したがって，火災時における溢水源とし

ては，消火栓，連結散水及び水噴霧消火設

備からの放水を溢水源として想定する。溢

⑤f 

ただし，水消火設備を用いず，ガス消火

設備や消火器等を用いて消火活動を行うこ

とを前提としている区画（部屋）について

は，放水量を０㎥とし，当該区画における

放水を想定しない。 

なお，再処理施設には，上記の消火設備

以外に発電炉の格納容器スプレイのよう

な，設計基準事故時等における異常事象の

拡大防止のための放水設備はない。溢◇2  

 

 (２) 消火水の放水による溢水量の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢⑤k：9ページへ） 

 

 

（溢⑨b：9ページへ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【運用】溢⑨h 

防護すべき設備が設置さ

れている溢水防護建屋内

には，自動作動するスプ

リンクラを設置しない 
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7.10.4.3 地震起因による溢水 

地震起因による溢水では，流体を内包する

ことで溢水源となり得る機器のうち，基準地

震動による地震力により破損するおそれがあ

る機器及び燃料貯蔵プール・ピット等のスロ

ッシングによる漏えい水を溢水源として想定

する。 

ただし，耐震Ｓクラス機器は基準地震動に

よる地震力によって破損は生じないことか

ら，溢水源として想定しない。また，耐震

Ｂ，Ｃクラスの機器のうち耐震対策工事の実

施又は設計上の裕度の考慮により，基準地震

動による地震力に対して耐震性が確保されて

いるものについては，溢水源として想定しな

い。 

溢⑤g 

 

 

溢水源となる配管については，破損形状を

完全全周破断とした溢水量とし，溢水源とな

る容器については，全保有水量を考慮した溢

水量とする。 

なお，地震による機器の破損が複数箇所で

同時に発生する可能性を考慮し，地震動の検

知による自動隔離機能を有する場合を除き，

隔離による漏えい停止は期待しない。 

また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッ

シングによる溢水量の算出に当たっては，基

準地震動により発生する燃料貯蔵プール・ピ

ット等のスロッシングにて燃料貯蔵プール・

ピット等の外へ漏えいする溢水量を算出す

る。 

溢⑤h 

 

 

 

なお，重大事故等対処設備への溢水影響評

価については，上記の「基準地震動」を「基

準地震動の 1.2 倍の地震動」と読み替える。 

溢③d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火設備等からの単位時間当たりの放水

量と放水時間から溢水量を設定する。消火

設備等のうち，消火栓からの放水量につい

ては，原則３時間の放水により想定される

放水量を溢水量として設定する。 

火災源が小さい場合は，日本電気協会電

気技術指針「原子力発電所の火災防護指針

（JEAG4607-2010）」解説-4-5（1)の規定

による溢◇3 -2「火災荷重」及び「等価火災

時間」を用いて放水量を算定し，溢水量を

設定する。溢◇2  

 

 

1.7.15.4.3 地震起因による溢水 

 (１) 再処理施設内に設置された機器の破損に

よる溢水 

ａ．地震起因による溢水源の想定 

地震起因による溢水については，耐震Ｓク

ラス機器は基準地震動による地震力によって

破損は生じないことから，流体を内包する系

統のうち，基準地震動による地震力に対する

耐震性が確認されていない耐震Ｂ，Ｃクラス

に属する系統を溢水源として想定する。 

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準

地震動による地震力に対して耐震性が確保さ

れるものについては，溢水源として想定しな

い。溢⑤g 

ｂ．地震起因による溢水量の設定 

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じる

とした機器について，溢水防護対象設備への

溢水の影響が も大きくなるように評価す

る。溢⑤j 

溢水源となる系統については全保有水量を

考慮した上で，流体を内包する機器のうち，

基準地震動によって破損が生じる可能性のあ

る機器について破損を想定し，その影響を評

価する。この場合において，溢水源となる配

管は，全周破断とし，溢水源となる容器につ

いては，全保有水量を想定する。配管の破損

により生じる流出流量と自動隔離機能による

隔離時間とを乗じて得られる漏水量と，隔離

範囲内の保有水量を合算して溢水量を算出す

る。さらに，評価におけるより厳しい結果を

与えるため，複数系統・複数箇所の同時破損

を想定し，伝播も考慮した上で各区画におけ

る 大の溢水量を算出する。 

なお，地震による機器の破損が複数箇所で

同時に発生する可能性を考慮し，地震動の検

知による自動隔離機能を有する場合を除き，

隔離による漏えい停止は期待しない。溢⑤h 

 

耐震評価の具体的な考え方を以下に示す。 

(ａ) 構造強度評価に係る応答解析は，基準地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢⑤g：8ページより） 

○許○設基③ 

【評価条件】溢⑤g 

地震起因の溢水で耐震性

が確保されている機器

は，溢水源として想定し

ない 

（溢⑤j：9ページへ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢⑤h：8ページより） 

○許○設基③ 

【評価条件】溢⑤h 

燃料貯蔵プール・ピット

等のスロッシングによる

溢水量の算出 

 

（溢③d：54 ページよ
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7.10.4.4 その他の溢水 

その他の溢水については，地下水の流入，

降水のような再処理施設への直接的な影響

と，飛来物等による屋外タンク等の破壊のよ

うな間接的な影響，機器ドレン，機器損傷

（配管以外），人的過誤及び誤作動を想定す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震動を用いた動的解析によることとし，機器

の応答性状を適切に表現できるモデルを設定

する。その上で，当該機器の据付床の水平方

向及び鉛直方向それぞれの床応答を用いて応

答解析を行い，それぞれの応答解析結果を適

切に組み合わせる。 

(ｂ) 応答解析に用いる減衰定数は，安全上適

切と認められる規格及び基準，既往の振動実

験，地震観測の調査結果等を考慮して適切な

値を定める。 

(ｃ) 応力評価に当たり，簡易的な手法を用い

る場合は，詳細な評価手法に対してより厳し

い結果を与えるよう留意し，簡易的な手法で

の評価結果が厳しい箇所については詳細評価

を実施することで健全性を確保する。 

(ｄ) 基準地震動による地震力に対する発生応

力の評価基準値は，安全上適切と認められる

規格及び基準で規定されている値又は試験等

で妥当性が確認されている値を用いる。 

(ｅ) バウンダリ機能確保の観点から，設備の

実力を反映する場合には，規格基準以外の評

価基準値の適用も検討する。溢◇2  

 

(２) 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシン

グによる溢水 

ａ．燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング

による溢水源の想定 

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング

による溢水については，基準地震動による地

震力により生じる燃料貯蔵プール・ピット等

のスロッシングによる漏えい水を溢水源とし

て想定する。溢⑤g 

ｂ．燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング

による溢水量の設定 

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング

による溢水量の算出に当たっては，基準地震

動による地震力により生じるスロッシング現

象を実績のある解析プログラムを用いた三次

元流動解析により評価し，燃料貯蔵プール・

ピット等の外へ漏えいする溢水量を考慮す

る。溢⑤h 

なお，評価に当たっては，燃料貯蔵プー

ル・ピット等の内部構造物による水の抵抗を

考慮しないなどのより厳しい結果を与える解

析条件を設定する。溢◇2  

 

 

1.7.15.4.4 その他の溢水 

その他の溢水については，地震以外の自然

現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護

区画内にて発生が想定されるその他の漏えい

事象を想定する。 

具体的には，地下水の流入，降水のような

り） 

○許○設基③ 

【評価条件】溢③d 

重大事故等対処設備の地

震起因による溢水影響評

価時の地震動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢⑤g：7ページへ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢⑤h：7ページへ） 
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る。溢⑤i 

 

 

7.10.4.5 溢水量の算出 

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じる

とした機器のうち防護すべき設備への溢水の

影響が も大きくなるように評価する。溢⑤

j 

 

また，溢水量の算出において，隔離操作に

よる漏えい停止を期待する場合には，漏えい

停止までの適切な隔離時間を考慮し，配管の

破損箇所から流出した漏水量と隔離後の溢水

量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算

して算出する。溢⑤k 

なお，手動による漏えい停止のために現場

等を確認し操作する手順は，保安規定又はそ

の下位規定に定める。溢⑨b 

 

 

 

7.10.5 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

溢水影響を評価するために，溢水防護区

画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置

状況を踏まえ，溢水防護区画及び溢水経路

を設定する。 

溢水防護区画は，以下の通り設定する。 

ａ．溢水防護対象設備が設置されている全ての

区画 

ｂ．中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室 

ｃ．運転員が，溢水が発生した区画を特定す

る，又は必要により隔離等の操作が必要な

設備にアクセスする通路部（以下「アクセ

ス通路部」という。） 

溢⑥a 

 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等

又はそれらの組合せによって他の区画と分

離される区画として設定し，溢水防護区画

内外で発生を想定する溢水に対して，当該

区画内の水位が も高くなるように，より

厳しい結果を与える経路を設定する。溢⑥

b 

 

なお，火災により貫通部の止水機能が損

なわれる場合には，当該貫通部からの消火

水の流入を考慮する。消火活動により区画

の防水扉（又は水密扉）を開放する場合

は，開放した扉からの消火水の伝播を考慮

した溢水経路とする。溢⑥c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水評価に当たっては，溢水防護対象設備

の機能喪失高さ（溢水の影響を受けて，溢水

防護対象設備の安全機能を損なうおそれがあ

る高さ）及び溢水防護区画を構成する壁，

扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，評価

の条件を設定する。溢⑥a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設への直接的な影響と，飛来物等に

よる屋外タンク等の破壊のような間接的な影

響，機器ドレン，機器損傷（配管以外），人

的過誤及び誤作動を想定する。溢⑤i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.5 溢水防護区画及び溢水経路を設定す

るための方針 

(１) 溢水防護区画の設定 

溢水防護に対する評価対象区画を溢水防

護区画として，以下のとおり設定する。 

ａ．溢水防護対象設備が設置されている全ての

区画 

ｂ．中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室 

ｃ．運転員が，溢水が発生した区画を特定す

る，又は必要により隔離等の操作が必要な

設備にアクセスする通路部（以下「アクセ

ス通路部」という。） 

溢⑥a 

 

 

 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等

又はそれらの組合せによって他の区画と分

離される区画として設定し，溢水防護区画

を構成する壁，扉，堰，床段差等について

は，現場の設備等の設置状況を踏まえ，溢

水の伝播に対する評価の条件を設定する。

溢⑥b 

 

(２)  溢水経路の設定 

溢水影響評価において考慮する溢水経路

は，溢水防護区画とその他の区画（溢水防

護対象設備が存在しない区画又は通路）と

の間における伝播経路となる防水扉及び水

密扉以外の扉，壁開口部及び貫通部，天井

開口部及び貫通部，床面開口部及び貫通

部，床ドレンの連接状況及びこれらに対す

る流入防止対策の有無を踏まえ，溢水防護

 

（溢⑤j：7ページから） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢⑤k：6ページから） 

（溢⑨b：6，21 ページか

ら） 

○設基③ 

【評価方法】溢⑤k 

隔離操作による漏えい停

止を期待する場合の溢水

量の算出方法 

○許○設基② 

【運用】溢⑨b 

想定破損による溢水での

手動による漏えい停止の

ために現場等を確認し操

作する手順の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価条件】溢⑥a 

溢水評価する区画の設定

方法 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価条件】溢⑥b 

溢水経路の設定方法 

 

 

 

（溢⑥c：10 ページよ

り） 

○許○設基③ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水経路を構成する防水扉及び水密扉に

ついては，扉の閉止運用を保安規定に定め

て管理する。溢⑨c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10.6 防護すべき設備を内包する建屋内で発

生する溢水に関する評価及び防護設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水評価において，溢水影響を軽減するた

めの壁，扉，堰等の溢水防護設備について

は，必要により保守点検等の運用を適切に実

施することにより，溢水防護対象設備が安全

機能を損なわない設計とする。溢⑥e 

 

 

 

 

 

 

 

 

区画内の水位が も高くなるように，より

厳しい結果を与える経路を設定する。溢⑥

b 

具体的には，溢水防護区画内で発生する

溢水に対しては，床ドレン，貫通部，扉か

ら他区画への流出は想定せず，より厳しい

結果を与える条件で溢水経路を設定し，溢

水防護区画内の溢水水位を算出する。 

溢水防護区画外で発生する溢水に対して

は，床ドレン，開口部，貫通部，扉を通じ

た溢水防護区画内への流入が も多くなる

よう（流入防止対策が施されている場合は

除く。），より厳しい結果を与える条件で

溢水経路を設定し，溢水防護区画内の溢水

水位を算出する。溢◇2  

なお，上層階から下層階への伝播に関し

ては，階段等を経由して，全量が伝播する

ものとする。溢水経路を構成する壁，扉，

堰，床段差等は，基準地震動による地震力

等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷

重や環境に対し，必要な健全性を維持でき

るとともに，保守管理並びに防水扉及び水

密扉の閉止の運用を適切に実施することに

より溢水の伝播を防止できるものとする。

溢◇2  

また，貫通部に実施した流出及び流入防

止対策も同様に，基準地震動による地震力

等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷

重や環境に対し，必要な健全性を維持でき

るとともに，保守管理を適切に実施するこ

とにより溢水の伝播を防止できるものとす

る。溢◇2  

なお，火災により貫通部の止水機能が損

なわれる場合には，当該貫通部からの消火

水の流入を考慮する。消火活動により区画

の防水扉（又は水密扉）を開放する場合

は，開放した扉からの消火水の伝播を考慮

する。溢⑥c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6 溢水防護対象設備を防護するための

設計方針 

想定破損による溢水，消火水等の放水によ

る溢水，地震起因による溢水及びその他の溢

水に対して，溢水防護対象設備が没水，被水

【評価条件】溢⑥c 

火災による貫通部の止水

機能が損なわれる場合及

び消火活動により区画の

防水扉（又は水密扉）を

開放する場合の溢水経路

の設定方法 

 

 

 

 

（溢⑨c：21 ページよ

り） 

○許○設基② 

【運用】溢⑥d 

防水扉及び水密扉の扉の

閉止運用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢⑥c：9ページへ） 

 

 

 

 

 

 

（溢⑥e：22 ページへ） 
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7.10.6.1 没水の影響に対する評価及び防護設

計方針 

発生を想定する溢水量，溢水防護区画及び

溢水経路から算出される溢水水位と防護すべ

き設備が要求される機能を損なうおそれがあ

る高さ（以下「機能喪失高さ」という。）を

評価し，防護すべき設備が要求される機能を

損なうおそれがない設計とする。溢⑦a 

 

 

 

 

 

 

また，溢水の流入状態，溢水源からの距

離，溢水が滞留している区画での人のアクセ

スによる一時的な水位変動を考慮し，機能喪

失高さは発生した溢水による水位に対して安

全余裕を確保する設計とする。 

溢⑦b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び蒸気の影響を受けて，安全機能を損なわ

ない設計とするとともに，燃料貯蔵プール・

ピット等のスロッシングによる水位低下を考

慮しても，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却

及び給水の機能を維持できる設計とする。 

また，溢水が発生した場合における現場の

環境温度及び線量並びに溢水水位を考慮する

とともに，アクセス通路部のアクセス機能が

損なわれない設計とする。具体的には，アク

セス通路部の滞留水位が原則 20cm 以下となる

設計とする。ただし，通行に支障がないこと

を別途試験等により評価できる場合には，こ

れを考慮する。溢◇2  

さらに，アクセス通路部については，適切

に保守管理を行うものとする。溢◇3  

なお，必要となる操作を中央制御室又は使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

で行う場合は，操作を行う運転員がそれぞれ

の制御室に常駐していることからアクセス性

を失わずに対応できる。溢◇2  

 

 

1.7.15.6.1 没水の影響に対する設計方針 

(１) 没水の影響に対する評価方針 

「1.7.15.3 考慮すべき溢水事象」にて想

定した溢水源から発生する溢水量と

「1.7.15.5 溢水防護区画及び溢水経路を設

定するための方針」にて設定した溢水防護区

画及び溢水経路から算出した溢水水位に対

し，溢水防護対象設備が安全機能を損なうお

それがないことを評価する。溢⑦a 

具体的には，以下に示す要求のいずれかを

満足していれば溢水防護対象設備が安全機能

を損なうおそれはない。 

ａ．発生した溢水による水位が，溢水の影響を

受けて溢水防護対象設備又は化学薬品防護対

象設備の安全機能を損なうおそれがある高さ

（以下「機能喪失高さ」という。）を上回ら

ないこと。その際，溢水の流入状態，溢水源

からの距離，溢水が滞留している区画での人

のアクセスによる一時的な水位変動を考慮

し，発生した溢水に対して安全余裕を確保し

ていること。溢⑦bまた，溢水防護区画への

設備の追加，変更及び資機材の持込みによる

床面積への影響を考慮すること。系統保有水

量の算出に当たっては，算出量に 10％の安

全余裕を確保する。ただし，蒸気影響評価で

は，この限りではない。溢◇2  

機能喪失高さについては，溢水防護対象設

備の各付属品の設置状況も踏まえ，没水によ

って安全機能を損なうおそれのある高さを設

定する。溢水防護区画ごとに当該エリアで機

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価条件】溢⑦a 

没水評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価条件】溢⑦b 

溢水水位に対して機能喪

失高さは安全余裕を確保

する設計 
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没水の影響により，防護すべき設備が溢水

による水位に対し機能喪失高さを確保できな

いおそれがある場合は，溢水水位を上回る高

さまで，溢水経路に溢水により発生する水位

や水圧に対して止水性（以下「止水性」とい

う。）を維持する壁，防水扉（又は水密

扉），堰又は床ドレン逆止弁を設置すること

により溢水伝播を防止する等の対策を実施す

る。 

止水性を維持する溢水防護設備について

は，試験又は机上評価にて止水性を確認する

設計とする。溢⑧a 

重大事故等対処設備については、可能な限

り位置的分散を図るか又は溢水水位を踏まえ

た位置に設置又は保管することで，没水影響

により設計基準対処設備等の安全機能又は同

様の安全機能を有する重大事故等対処設備が

同時に機能喪失しない設計とする。溢③e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能喪失高さが も低い設備を選定し，機能喪

失高さと溢水水位を比較することにより当該

エリアの影響評価を実施する。溢⑦a 

ｂ．多重性又は多様性を有している溢水防護対

象設備の各々が別区画に設置され，同時に機

能喪失しないこと。 

その際，溢水を起因とする事故等に対処す

るために必要な機器の単一故障を考慮するこ

と。溢◇1  

 

溢水防護対象設備の機能喪失高さの考え方

の例を第 1.7.15－１表に示す。溢◇2  

 

 

(２) 没水の影響に対する防護設計方針 

没水による影響評価を踏まえ，以下に示す

対策を行うことにより，溢水防護対象設備が

没水により安全機能を損なわない設計とす

る。溢⑦c 

ａ．溢水源又は溢水経路に対する対策 

(ａ) 漏えい検知器等により溢水の発生を早期

に検知し，中央制御室からの手動遠隔操作

又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔

離できる設計とする。溢◇2  

(ｂ) 溢水防護区画外の溢水に対して，壁，

扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，

壁，防水扉（又は水密扉），堰，床ドレン

逆止弁による流入防止対策を図り溢水の流

入を防止する設計とする。溢⑧a 

流入防止対策として設置する壁，防水扉

（又は水密扉），堰，床ドレン逆止弁は，

溢水により発生する水位や水圧に対して流

入防止機能が維持できるとともに，基準地

震動による地震力等の溢水の要因となる事

象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な

当該機能が可能な限り損なわれない設計と

する。溢⑧a 

(ｃ) 想定破損による溢水に対しては，破損を

想定する配管について応力評価を実施し，

破損形状を貫通クラックとできるか，又は

破損想定が不要とできるかを確認する。そ

の結果より必要に応じ，補強工事等の実施

により発生応力を低減し，溢水源から除外

することにより溢水量を低減する。溢◇2  

(ｄ) 地震起因による溢水に対しては，破損を

想定する機器について耐震対策工事を実施

することにより基準地震動による地震力に

対して耐震性を確保する設計とし，溢水源

から除外することにより溢水量を低減す

る。溢◇2  

(ｅ) 地震起因による溢水に対しては，建屋内

又は建屋間（建屋外の洞道含む。）に設置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設基① 

【性能】溢⑧a 

止水性を維持する溢水防

護設備については，試験

又は机上評価にて止水性

を確認する設計 

 

 

（溢③e：27，29，30 ペ

ージより） 

 

○設基③ 

【評価方法】溢③e 

重大事故等対処設備につ

いては、可能な限り位置

的分散を図るか又は溢水

水位を踏まえた位置に設

置又は保管することで，

没水影響により設計基準

対処設備等の安全機能又

は同様の安全機能を有す

る重大事故等対処設備が

同時に機能喪失しない設

計 

 

○許○設基③ 

【評価後措置】 

想定破損による溢水に対
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7.10.6.2 被水の影響に対する評価及び防護設

計方針 

溢水源からの直接軌道及び放物線軌道の飛

散による被水,消火水による被水及び天井面

の開口部若しくは貫通部からの被水が,防護

すべき設備に与える影響を評価する。 

防護すべき設備は,被水に対する保護構造

（以下「保護構造」という。）を有し,被水

影響を受けても要求される安全機能を損なう

おそれがない設計とする。 

保護構造を有さない場合は, 安全機能を損

なうおそれがない配置設計又は被水の影響が

発生しないよう当該設備が設置される溢水防

護区画において水を用いない消火手段を採用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する緊急遮断弁により，地震の発生を早期

に検知し，自動又は中央制御室からの手動

遠隔操作により他建屋から流入する系統を

早期に隔離できる設計とすることにより，

溢水防護建屋内で発生する溢水量を低減す

る設計とする。溢◇2  

(ｆ) その他の溢水のうち機器の誤作動や弁グ

ランド部，配管フランジ部からの漏えい事

象等に対しては，漏えい検知システムや床

ドレンファンネルからの排水による一般排

水ピット等の液位上昇により早期に検知

し，溢水防護対象設備の安全機能が損なわ

れない設計とする。溢◇2  

 

ｂ．溢水防護対象設備に対する対策 

(ａ) 評価の各段階におけるより厳しい結果を

与える条件とあわせて考慮した上で，溢水

防護対象設備の機能喪失高さに対して，溢

水防護対象設備の設置高さが発生した溢水

による水位を十分に上回る設計とする。溢

◇2  

(ｂ) 溢水防護対象設備周囲に堰を設置し，溢

水防護対象設備が没水しない設計とする。

設置する堰については，溢水により発生す

る水位や水圧に対して流入防止機能が維持

できる設計とするとともに，溢水の要因と

なる地震や火災等により生じる荷重やその

他環境条件に対して当該機能が損なわれな

い設計とする。溢◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.2 被水の影響に対する設計方針 

 (１) 被水の影響に対する評価方針 

「1.7.15.3 考慮すべき溢水事象」にて想

定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道

の飛散による被水，消火水による被水，天井

面の開口部若しくは貫通部からの被水の影響

を受ける範囲内にある防護対象設備が被水に

より安全機能を損なうおそれがないことを評

価する。溢⑦d 

具体的には，以下に示す要求のいずれかを

満足していれば溢水防護対象設備が安全機能

を損なうおそれはない。 

ａ．溢水防護対象設備があらゆる方向からの水

の飛まつによっても有害な影響を生じないよ

しては，破損を想定する

配管について応力評価を

実施し，破損形状を貫通

クラックとできるか，又

は破損想定が不要とでき

るかを確認する。その結

果より必要に応じ，補強

工事等の実施により発生

応力を低減し，溢水源か

ら除外することにより溢

水量を低減する 

 

【評価後措置】 

地震起因による溢水に対

しては，破損を想定する

機器について耐震対策工

事を実施することにより

基準地震動による地震力

に対して耐震性を確保す

る設計とし，溢水源から

除外することにより溢水

量を低減する 

 

【評価後措置】 

地震起因による溢水に対

しては，建屋内又は建屋

間（建屋外の洞道含

む。）に設置する緊急遮

断弁により，地震の発生

を早期に検知し，自動又

は中央制御室からの手動

遠隔操作により他建屋か

ら流入する系統を早期に

隔離できる設計とするこ

とにより，溢水防護建屋

内で発生する溢水量を低

減する設計 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する等の設計とする。 

保護構造により要求される安全機能を損な

うおそれがない設計とする設備については，

評価された被水条件を考慮しても要求される

安全機能を損なうおそれがないことを設計時

に確認する。溢⑦d 

消火対象以外の設備への誤放水がないよ

う，消火水放水時に不用意な放水を行わない

運用とすることとし保安規定に定めて管理す

る。溢⑨d 

重大事故等対処設備については、可能な限

り位置的分散を図るか又は溢水水位を踏まえ

た位置に設置又は保管することで，被水影響

により設計基準対処設備等の安全機能又は同

様の安全機能を有する重大事故等対処設備が

同時に機能喪失しない設計とする。 

溢③f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

う，以下に示すいずれかの保護構造を有して

いること。溢⑦d 

(ａ) 「JIS C 0920 電気機械器具の外郭によ

る保護等級（IP コード）」における第二

特性数字４以上相当の防滴機能を有するこ

と。溢◇2  

(ｂ) 実機での被水の条件を考慮しても安全機

能を損なわないことを被水試験等により確

認した溢水防護板の設置又は溢水防護対象

設備の電源接続部，端子台カバー接合部等

へのコーキング等の水密処理により，被水

防護措置がなされていること。溢⑦d 

ｂ．多重性又は多様性を有している溢水防護対

象設備の各々が別区画に設置され，同時に機

能喪失しないこと。その際，溢水を起因とす

る事故等に対処するために必要な機器の単一

故障を考慮すること。溢◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 被水の影響に対する防護設計方針 

被水による影響評価を踏まえ，以下に示す

対策を行うことにより，溢水防護対象設備が

被水により安全機能を損なわない設計とす

る。溢⑦d 

 

 

 

ａ．溢水源又は溢水経路に対する対策 

(ａ) 溢水防護区画外の溢水に対して，壁，

扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，

壁，防水扉（又は水密扉），堰，床ドレン

逆止弁による流入防止対策を図り溢水の流

入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防水扉

（又は水密扉），堰，床ドレン逆止弁は，

溢水により発生する水位や水圧に対して流

入防止機能が維持できるとともに，基準地

震動による地震力等の溢水の要因となる事

象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な

当該機能が可能な限り損なわれない設計と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢⑨d：15，21 ページ

より） 

○許○設基② 

【運用】溢⑨d 

消火水放水時は不用意な

放水を行わない運用 

（溢③f：27，29，30 ペ

ージより） 

○設基③ 

【評価方法】溢③f 

重大事故等対処設備につ

いては、可能な限り位置

的分散を図るか又は溢水

水位を踏まえた位置に設

置又は保管することで，

被水影響により設計基準

対処設備等の安全機能又

は同様の安全機能を有す

る重大事故等対処設備が

同時に機能喪失しない設

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価後措置】 

想定破損による溢水に対

しては，破損を想定する

配管について応力評価を

実施し，破損形状を貫通

クラックとできるか，又

は破損想定が不要とでき

るかを確認する。その結

果より必要に応じ，補強

工事等の実施により発生

応力を低減し，溢水源か
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。溢◇2  

(ｂ) 想定破損による溢水に対しては，破損を

想定する配管について応力評価を実施し，

破損形状を貫通クラックとできるか，又は

破損想定が不要とできるかを確認する。そ

の結果より必要に応じ，補強工事等の実施

により発生応力を低減し，溢水源から除外

することにより被水の影響が発生しない設

計とする。溢◇2  

(ｃ) 地震起因による溢水に対しては，破損を

想定する機器について耐震対策工事を実施

することにより基準地震動による地震力に

対して耐震性を確保する設計とし，溢水源

から除外することにより被水の影響が発生

しない設計とする。溢◇2  

(ｄ) 消火水等の放水による溢水に対しては，

溢水防護対象設備が設置されている溢水防

護区画において固定式消火設備等の水を用

いない消火手段を採用することにより，被

水の影響が発生しない設計とする。溢⑦d 

また，水を用いる消火活動を行う場合に

は，水を用いる消火活動による被水の影響

を 小限に止めるため，溢水防護対象設備

に対して不用意な放水を行わないことを消

火活動における運用及び留意事項として火

災防護計画に定める。溢⑨d 

 

 

ｂ．溢水防護対象設備に対する対策 

(ａ) 「JIS C 0920 電気機械器具の外郭によ

る保護等級（IP コード）」における第二

特性数字４以上相当の保護等級を有する機

器への取替えを行う。 

(ｂ) 溢水防護対象設備を，IP 等級の試験機

関にて試験を実施し，保護等級（IP コー

ド）における第二特性数字４以上相当の防

滴機能を有するものであることを確認す

る。溢⑦d 

(ｃ) 溢水防護対象設備を覆う溢水防護板の設

置により，被水から防護する設計とする。

溢水防護板は，主要部材に不燃性材料又は

難燃性材料を用い製作し，基準地震動によ

る地震力に対して耐震性を確保する設計及

び実機での被水の条件を考慮しても安全機

能を損なわないことを被水試験等により確

認する設計とする。溢⑦d 

(ｄ) 溢水防護対象設備の電源接続部，端子台

カバー接合部等にコーキング等の水密処理

を実施することにより，被水から防護する

設計とする。水密処理は，機器の破損によ

り生じる溢水の水圧に対して当該機能が損

なわれない設計とする。溢◇2  

ら除外することにより被

水の影響が発生しない設

計 

 

【評価後措置】 

地震起因による溢水に対

しては，破損を想定する

機器について耐震対策工

事を実施することにより

基準地震動による地震力

に対して耐震性を確保す

る設計とし，溢水源から

除外することにより被水

の影響が発生しない設計 

 

 

 

 

 

（溢⑦d：14 ページへ） 

 

 

 

 

 

（溢⑨d：14 ページへ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢⑦d：14 ページへ） 

 

 

 

 

 

 

 

（溢⑦d：14 ページへ） 

○許○設基③ 

【評価後措置】 

溢水防護板は，主要部材

に不燃性材料又は難燃性

材料を用い製作し，基準

地震動による地震力に対

して耐震性を確保する設
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7.10.6.3 蒸気放出の影響に対する評価及び防

護設計方針 

溢水防護区画内で発生を想定する漏えい蒸

気，区画間を拡散する漏えい蒸気及び破損想

定箇所近傍での漏えい蒸気の直接噴出による

影響について，設定した空調条件や解析区画

条件により評価する。 

蒸気暴露試験又は試験困難な場合に実施し

た机上評価により，防護すべき設備の健全性

を確認した条件が，漏えい蒸気による環境条

件（温度，湿度及び圧力）を満足し，防護す

べき設備が要求される機能を損なうおそれが

ない設計又は配置とする。溢⑦e 

漏えい蒸気の影響により，防護される設備

が要求される機能を損なうおそれある場合

は，漏えい蒸気影響を緩和するための対策を

実施する。 

具体的には，蒸気の漏えいを早期に自動検

知し，直ちに自動隔離を行うために，自動検

知・遠隔隔離システム（温度検知器，蒸気遮

断弁）を設置する。所内蒸気系統に設置する

蒸気遮断弁は，隔離信号発信後 20 秒以内に

自動隔離する設計とする。溢⑧b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備については、可能な限

り位置的分散を図るか又は溢水水位を踏まえ

た位置に設置又は保管することで，蒸気影響

により設計基準対処設備等の安全機能又は同

様の安全機能を有する重大事故等対処設備が

同時に機能喪失しない設計とする。 

溢③g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.3 蒸気放出の影響に対する設計方針 

(１) 蒸気放出の影響に対する評価方針 

「1.7.15.3 考慮すべき溢水事象」にて想

定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及

び拡散による影響を確認するために，熱流動

解析コードを用い，実機を模擬した空調の条

件や解析区画を設定して解析を実施し，溢水

防護対象設備が蒸気放出の影響により安全機

能を損なうおそれのないことを評価する。具

体的には，以下に示す要求のいずれかを満足

していれば溢水防護対象設備が安全機能を損

なうおそれはない。溢⑦e 

ａ．溢水防護対象設備が，溢水源から漏えいし

た蒸気の直接噴出及び拡散による影響を受

け，蒸気曝露試験又は机上評価によって健全

性が確認されている条件（温度，湿度及び圧

力）を超えない耐蒸気性を有する仕様である

こと。溢⑦e 

ｂ．多重性又は多様性を有している溢水防護対

象設備の各々が別区画に設置され，同時に機

能喪失しないこと。 

その際，溢水を起因とする事故等に対処す

るために必要な機器の単一故障を考慮するこ

と。溢◇1  

 

(２) 蒸気の影響に対する防護設計方針 

蒸気による影響評価を踏まえ，以下に示す

対策を行うことにより，溢水防護対象設備が

蒸気放出の影響により安全機能を損なわない

設計とする。溢⑦e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計及び実機での被水の条

件を考慮しても安全機能

を損なわないことを被水

試験等により確認する設

計 

 

○許○設基③ 

【評価条件】溢⑦e 

蒸気影響評価に熱流動解

析コードを使用 

 

 

○許○設基① 

【性能】溢⑦e 

蒸気暴露試験又は机上評

価で確認されている条件

を超えない耐蒸気性 

 

○許○設基③ 

【評価後措置】溢⑦e 

蒸気影響により機能喪失

のおそれがある場合，漏

えい蒸気影響を緩和する

対策として自動検知・遠

隔隔離システムの設置 

 

○設基① 

【性能】溢⑧b 

蒸気遮断弁の自動隔離時

間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢③g：27，29，30 ペ

ージより） 

○設基③ 

【評価】溢③g 

設計基準対処設備等の安

全機能又は同様の安全機

能を有する重大事故等対

処設備が同時に機能喪失

しない設計 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．溢水源又は溢水経路に対する対策 

 (ａ) 溢水防護区画外の蒸気放出に対して，

壁，扉等による流入防止対策を図り蒸気の

流入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，扉等

は，溢水により発生する蒸気に対して流入

防止機能が維持できるとともに，基準地震

動による地震力等の溢水の要因となる事象

に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当

該機能が損なわれない設計とする。溢◇2  

 (ｂ) 想定破損による溢水に対しては，破損

を想定する配管について応力評価を実施

し，破損形状を貫通クラックとできるか，

又は破損想定が不要とできるかを確認す

る。その結果より必要に応じ，補強工事等

の実施により発生応力を低減し，溢水源か

ら除外することにより蒸気放出による影響

が発生しない設計とする。溢◇2  

(ｃ) 溢水源となる一般蒸気等の系統を，溢水

防護区画内外で閉止することにより，溢水

防護区画内において蒸気放出による影響が

発生しない設計とする。溢⑦e 

具体的には，蒸気の漏えいを検知し，自

動で漏えい蒸気を早期隔離する遠隔隔離シ

ステムを設置することにより，蒸気影響を

緩和する設計とする。遠隔隔離システム

は，温度検出器及び蒸気遮断弁から構成

し，中央制御室からの手動遠隔隔離も行え

る設計とする。溢⑦e 

また，遠隔隔離システムだけでは溢水防

護対象設備の健全性が確保されない場合に

は，破損想定箇所にターミナルエンド防護

カバーを設置することで漏えい蒸気量を抑

制して，溢水防護区画内雰囲気温度への影

響を軽減する設計とする。 

蒸気影響評価における配管の想定破損評

価の条件を第 1.7.15－２表に示す。溢◇2  

(ｄ) 地震起因による溢水に対しては，破損を

想定する機器について耐震対策工事を実施

することにより基準地震動による地震力に

対して耐震性を確保する設計とし，溢水源

から除外することにより蒸気放出による影

響が発生しない設計とする。溢◇2  

 

 

ｂ．溢水防護対象設備に対する対策 

(ａ) 蒸気放出の影響に対して耐性を有しない

溢水防護対象設備については，蒸気曝露試

験又は机上評価によって蒸気放出の影響に

対して耐性を有することが確認された機器

への取替え（シール，パッキン等の部品の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価後措置】溢⑦e 

遠隔隔離システムは，中

央制御室からの手動遠隔

隔離も可能な設計 

 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価後措置】 

地震起因による溢水に対

して蒸気放出による影響

が発生しない対策とし

て，破損を想定する機器

の耐震性の確保 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取替えを含む。）を行う。溢⑦e 

(ｂ) 溢水防護対象設備に対し，実機での蒸気

の条件を考慮しても耐蒸気性能を確認した

蒸気防護板を設置することによる蒸気防護

措置を実施する。蒸気防護板は，基準地震

動による地震力に対して耐震性を確保する

設計及び蒸気配管の破損により生じる環境

温度及び圧力に対して当該機能が損なわれ

ない設計とする。溢◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.4 その他の溢水に対する設計方針 

地下水の流入，竜巻による飛来物が屋外タ

ンク等に衝突することにより生じる漏えい等

の地震以外の自然現象に伴う溢水が，それら

を評価する上で期待する範囲を境界とした溢

水防護建屋に流入するおそれがある場合に

は，壁，水密扉，堰等により溢水防護建屋内

への流入を防止する設計とし，溢水防護対象

設備が安全機能を損なわない設計とする。 

機器の誤操作及び誤作動による漏えい及び

配管フランジや弁グランドからのにじみにつ

いては，基本的に漏えい量が少ないと想定さ

れるが，これらに対しては，漏えい検知器等

により，中央制御室で早期に検知し，隔離を

行うことで溢水防護対象設備が安全機能を損

なわない設計とする。溢◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価後措置】 

蒸気防護板は基準地震動

に対し耐震性を確保する

設計及び蒸気配管の破損

により生じる環境温度及

び圧力に対して当該機能

が損なわれない設計 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10.6.4 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッ

シング後の機能維持に関する評価及び防護設計

方針 

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング

による溢水量の算出に当たっては，基準地震

動による地震力によって生じるスロッシング

現象を三次元流動解析により評価し，燃料貯

蔵プール・ピット等の外へ漏えいする水量を

考慮する。 

その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲

に止水板及び蓋を設置することによりスロッ

シング水量を低減する設計とする。溢⑧c 

算出した溢水量からスロッシング後の燃料

貯蔵プール・ピット等の水位低下を考慮して

も，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及

び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能を

確保し，それらを用いることにより適切な水

温及び遮蔽水位を維持できる設計とする。 

溢⑦f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，重大事故等対処設備への溢水影響評

価については，上記の「基準地震動」を「基

準地震動の 1.2 倍の地震動」と読み替える。 

溢③d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.5 燃料貯蔵プール・ピット等のスロ

ッシング後の機能維持に関する設計方針 

基準地震動による地震力によって生じるス

ロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット

等の外へ漏えいする水の量を三次元流動解析

により算出する。溢⑦fその際，燃料貯蔵プ

ール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置

することによりスロッシング水量を低減する

設計とする。溢⑧c 

止水板及び蓋は，地震や火災荷重や環境条

件に対して，当該性能が損なわれない設計と

する。 

算出した溢水量からスロッシング後の燃料

貯蔵プール・ピット等の水位低下を考慮して

も，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及

び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が

確保されることを確認し，それらを用いるこ

とにより適切な水温（水温 65℃以下）及び遮

蔽に必要な水位を維持できる設計とする。 

溢⑦f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価条件】 

燃料貯蔵プール・ピット

等のスロッシングによる

溢水量の算出は三次元流

動解析による評価 

 

 

○許○設基③ 

【評価条件】溢⑦f 

止水板及び蓋の設置によ

るスロッシング水量の低

減 

 

○許○設基③ 

【評価条件】溢⑦f 

スロッシング後の燃料貯

蔵プール・ピット等の水

位低下を考慮しても，冷

却機能及び給水機能が維

持 

 

 

 

 

 

（溢③d：54 ページよ

り） 

○設基③ 

【評価条件】溢③d 

重大事故等対処設備の地

震起因による溢水影響評

価時の地震動 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

7.10.6.5 防護すべき設備を内包する建屋外で

発生する溢水に関する評価及び防護設計方針 

防護すべき設備を内包する建屋外で発生を

想定する溢水である屋外タンクで発生を想定

する溢水，地下水による影響を評価し，防護

すべき設備を内包する建屋内へ溢水が流入し

伝播しない設計とする。 

具体的には，屋外に設置される屋外タンク

等に関して，基準地震動による地震力で破損

した場合に発生する溢水が防護すべき設備を

内包する建屋内へ伝播しない設計とする。 

また，地下水に対しては，排水ポンプの故

障等により建屋周囲の水位が地表面まで上昇

することを想定し，建屋外周部における壁

（貫通部の止水処置を含む），扉，堰等によ

り地下水の流入による影響を評価する上で期

待する範囲を境界とした防護すべき設備を内

包する建屋内へ伝播しない設計とする。溢⑦g 

止水性を維持する溢水防護設備について

は，試験又は机上評価にて止水性を確認する

設計とする。 

溢⑧d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，重大事故等対処設備への溢水影響評

価については，上記の「基準地震動」を「基

準地震動の 1.2 倍の地震動」と読み替える。 

溢③d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.6 溢水防護区画を有する建屋外から

の流入防止に関する設計方針 

溢水防護区画を有する溢水防護建屋外で発

生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入す

るおそれがある場合には，溢水防護建屋外で

発生を想定する溢水による影響を評価する上

で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内

への流入を壁（貫通部の止水処置を含

む。），扉，堰等により防止する設計とし，

溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設

計とする。 

また，地下水の溢水防護区画への流入経路

としては，溢水防護建屋外壁地下部における

配管等の貫通部の隙間及び建屋間の連絡通路

等が考えられるため，これら流入経路に対し

ては，地下水面からの水頭圧に耐える壁，扉

等による流入防止措置等を実施することによ

り，地下水の流入による影響を評価する上で

期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内へ

の流入を防止する設計とし，溢水防護対象設

備が安全機能を損なわない設計とする。 

溢⑦g、溢⑧d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価条件】溢⑦g 

溢水防護建屋外で発生を

想定する溢水のうち，屋

外タンク等の溢水が，防

護すべき設備を内包する

建屋内に伝播しない設計 

 

地下水に対しては，溢水

防護建屋外で発生を想定

する溢水による影響を評

価する上で期待する範囲

を境界とした溢水防護建

屋内への流入がない設計 

【評価後措置】溢⑦g 

溢水防護建屋外で発生を

想定する溢水に対しては

建屋外周部における壁

（貫通部の止水処置を含

む），扉，堰等による対

策 

○設基① 

【性能】溢⑦g 

止水性能は試験又は机上

評価にて確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢③d：54 ページよ

り） 

○設基③ 

【評価条件】溢③d 

重大事故等対処設備の地

震起因による溢水影響評

価時の地震動 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.7 溢水影響評価 

溢水により安全上重要な施設の安全機能が

損なわれない設計とし，溢水影響評価に当た

っては，事業指定基準規則の解釈に基づき，

運転時の異常な温度変化又は設計基準事故に

対処するために必要な機器の単一故障を考慮

しても異常事象を収束できる設計とする。 

溢②b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.8 手順等 

溢水影響評価に関して，以下の内容を含む

手順を定め，適切な管理を行う。 

(１) 配管の想定破損評価において，応力評価

の結果により破損形状の想定を行う場合は，

評価結果に影響するような減肉がないことを

継続的な肉厚管理で確認する。溢⑤e 

(２) 配管の想定破損評価による溢水が発生す

る場合及び基準地震動による地震力により，

耐震Ｂ，Ｃクラスの機器が破損し，溢水が発

生する場合においては，現場等を確認する手

順を定める。溢⑨b 

(３) 溢水防護区画において，各種対策設備の

追加，資機材の持込み等により評価の条件と

している床面積に見直しがある場合は，あら

かじめ定めた手順により溢水影響評価への影

響確認を行う。溢⑨a 

(４) 防水扉及び水密扉については，開放後の

確実な閉止操作，閉止状態の確認及び閉止さ

れていない状態が確認された場合の閉止操作

の手順等を定める。溢⑨c 

(５) 溢水防護対象設備に対する消火水の影響

を 小限に止めるため，消火活動における運

用及び留意事項を火災防護計画に定める。溢

⑨d 

(６) 溢水発生後の滞留区画等での排水作業手

順を定める。溢◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢②b：1ページへ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢⑨e：5ページへ） 

 

 

 

 

（溢⑨b：9ページへ） 

 

 

 

 

（溢⑨a：2ページへ） 

 

 

 

（溢⑨c：10 ページへ） 

 

 

 

（溢⑨d：14 ページへ） 

 

○許○設基② 

【運用】 

溢水発生後の滞留区画等

での排水作業手順を定め

る。 
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7.10.7 溢水防護上期待する溢水防護設備の構

造強度設計 

 

 

溢水防護区画及び溢水経路の設定並びに溢

水評価において期待する溢水防護設備の構造

強度設計は，以下の通りとする。 

溢水防護設備が要求される機能を維持する

ため，計画的に保守管理，点検を実施すると

ともに必要に応じ補修を実施する。溢⑥e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び設

備 

(４) その他の主要な事項 

(ⅴ) 溢水防護設備 

安全機能を有する施設は，再処理施設内に

おける溢水が発生した場合においても，安全

機能を損なわない設計とする。溢①a 

そのために，再処理施設内に設置された機

器及び配管の破損（地震起因を含む。）によ

る溢水，再処理施設内で生じる異常状態（火

災を含む。）の拡大防止のために設置される

系統からの放水による溢水又は燃料貯蔵プー

ル・ピット等のスロッシングによる溢水が発

生した場合においても，再処理施設内におけ

る扉，堰，遮断弁等により溢水防護対象設備

が安全機能を損なわない設計とする。溢⑧e 

また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機

能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機

能を維持できる設計とする。溢②a 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12 溢水防護設備 

 

 

 

安全機能を有する施設は，再処理施設内に

おける溢水が発生した場合においても，安全

機能を損なわない設計とする。溢◇1  

そのために，再処理施設内に設置された機

器及び配管の破損（地震起因を含む。）によ

る溢水，再処理施設内で生じる異常状態（火

災を含む。）の拡大防止のために設置される

系統からの放水による溢水又は燃料貯蔵プー

ル・ピット等のスロッシングによる溢水が発

生した場合においても，再処理施設内におけ

る扉，堰，遮断弁等により溢水防護対象設備

が安全機能を損なわない設計とする。 

また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機

能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機

能を維持できる設計とする。溢◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢①a：1ページへ） 

 

 

（溢⑥e：10 ページよ

り） 

○許○設基② 

【運用】溢⑥e 

溢水防護設備が要求され

る機能を維持するため，

計画的に保守管理，点検

を実施するとともに必要

に応じ補修を実施 

（溢②a：1ページへ） 
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23 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

壁，防水扉（又は水密扉），堰，逆流防止

弁，貫通部止水処置，止水板及び蓋等につい

ては，基準地震動による地震力に対し，地震

時及び地震後においても，溢水伝播を防止す

る安全機能を損なうおそれがない設計とす

る。溢⑧e 

 

 

 

 

 

なお，重大事故等対処設備を防護するため

に必要な溢水防護設備については，基準地震

動の 1.2 倍の地震力に対し，安全性を損なう

おそれがない設計とする。溢③d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

ⅱ) 重大事故等対処施設（再処理施設への人の

不法な侵入等の防止，安全避難通路等，制御

室，監視測定設備，緊急時対策所及び通信連絡 

を行うために必要な設備は(ⅰ)安全機能を有す

る施設に記載） 

 

重大事故等対処については放射能量，発熱量等

に基づいた対策の優先順位，対処の手順等の検

討が重要となるため，現実的な使用済燃料の冷

却期間として，再処理施設に受け入れるまでの

冷却期間を概ね 12 年，せん断処理するまでの冷

却期間を 15 年とし，設計する。これにより，使

用済燃料の放射能量及び崩壊熱密度が低減す

る。 

再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事

故が発生した場合において，重大事故の発生を

防止するために，また，重大事故が発生した場

合においても，重大事故の拡大を防止するた

め，及び工場等外への放射性物質の異常な水準

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

 

再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事

故が発生した場合において，重大事故の発生を

防止するために，また，重大事故が発生した場

合においても，重大事故の拡大を防止するた

め，及び工場等外への放射性物質の異常な水準

の放出を防止するために，必要な措置を講じる

設計とする。 

重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の

環境条件を考慮した上で期待する機能が発揮で

きる設計とする。また，重大事故等対処設備が

機能を発揮するために必要な系統（供給源から

供給先まで，経路を含む）で構成する。 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに

要求される技術的要件（重大事故等に対処する

ために必要な機能）を満たしつつ，同じ敷地内

に設置するＭＯＸ燃料加工施設と共用すること

により安全性が向上し，かつ，再処理施設及び

ＭＯＸ燃料加工施設に悪影響を及ぼさない場合

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基① 

【性能】溢⑧e 

溢水伝播を防止する壁，

防水扉（又は水密扉），

堰，逆流防止弁，貫通部

止水処置，止水板及び蓋

等については，基準地震

動による地震力に対する

耐震性を確保する設計 

 

 

（溢③d：54 ページよ

り） 

○設基③ 

【評価条件】溢③d 

重大事故等対処設備の地

震起因による溢水影響評

価時の地震動 

 

 

 

 

 

 

以下，黄色は溢□1 ，溢◇4  
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24 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
の放出を防止するために，必要な措置を講ずる

設計とする。 

重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の

環境条件を考慮した上で期待する機能が発揮で

きる設計とする。また，重大事故等対処設備が

機能を発揮するために必要な系統（供給源から

供給先まで，経路を含む）で構成する。 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに

要求される技術的要件（重大事故等に対処する

ために必要な機能）を満たしつつ，同じ敷地内

に設置するＭＯＸ燃料加工施設と共用すること

により安全性が向上し，かつ，再処理施設及び

ＭＯＸ燃料加工施設に悪影響を及ぼさない場合

には共用できる設計とする。重大事故等対処設

備を共用する場合には，ＭＯＸ燃料加工施設の

重大事故等への対処を考慮した個数及び容量を

確保する。また，同時に発生するＭＯＸ燃料加

工施設の重大事故等による環境条件の影響につ

いて考慮する。 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする

重大事故等に対処するものと外部からの影響を

受ける事象（以下「外的事象」という。）を要

因とする重大事故等に対処するものについて，

常設のものと可搬型のものがあり，以下のとお

り分類する。 

 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設

備のうち常設のものをいう。また，常設重大事

故等対処設備であって耐震重要施設に属する安

全機能を有する施設が有する機能を代替するも

のを「常設耐震重要重大事故等対処設備」，常

設重大事故等対処設備であって常設耐震重要重

大事故等対処設備以外のものを「常設耐震重要

重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備」という。 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処

設備のうち可搬型のものをいう。 

また，主要な重大事故等対処設備の設置場所及

び保管場所を第７図に示す。 

 

 

 

 

(ａ) 重大事故等の拡大の防止等 

再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事

故が発生した場合において，重大事故の発生を

防止するために，また，重大事故が発生した場

合においても，当該重大事故の拡大を防止し，

工場等外への放射性物質の異常な水準の放出を

防止するために，重大事故等対処設備を設け

る。 

これらの設備については，当該設備が機能を発

揮するために必要な系統を含む。 

には共用できる設計とする。重大事故等対処設

備を共用する場合には，ＭＯＸ燃料加工施設の

重大事故等への対処を考慮した個数及び容量を

確保する。また，同時に発生するＭＯＸ燃料加

工施設の重大事故等による環境条件の影響に 

ついて考慮する。 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする

重大事故等に対処するものと外的事象を要因と

する重大事故等に対処するものについて，それ

ぞれに常設のものと可搬型のものがあり，以下

のとおり分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設

備のうち常設のものをいう。また，常設重大事

故等対処設備であって耐震重要施設に属する安

全機能を有する施設が有する機能を代替するも

のを「常設耐震重要重大事故等対処設備」，常

設重大事故等対処設備であって常設耐震重要重

大事故等対処設備以外のものを「常設耐震重要

重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備」という。 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処

設備のうち可搬型のものをいう。 

主要な重大事故等対処設備の設備分類を第

1.7.18－１表に示す。 

また，主要な重大事故等対処設備の設置場所及

び保管場所を第 1.7.18－１図に示す。 
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25 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

(ｂ) 重大事故等対処設備溢③a 

(イ) 多様性，位置的分散，悪影響防止等 

１） 多様性，位置的分散 

重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏ま

えた設計とする。 

共通要因としては，重大事故等における条件，

自然現象，人為事象，周辺機器等からの影響及

び「八、ハ．（３） (ⅰ)（ａ） 重大事故の発

生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発

生を仮定する機器の特定」に記載する設計基準

より厳しい条件の要因となる事象を考慮する。 

 

 

共通要因のうち重大事故等における条件につい

ては，想定される 

重大事故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮する。 

共通要因のうち自然現象として，地震，津波，

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及

び塩害を選定する。自然現象による荷重の組合

せについては，地震，風（台風），積雪及び火

山の影響を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通要因のうち人為事象として，航空機落下，

有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，

電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発を選定

する。故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムについては，可搬型重大事故等対処設

備による対策を講ずることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 多様性，位置的分散，悪影響防止等 

ａ．多様性，位置的分散 

重大事故等対処設備溢◇1 は，共通要因の特性を

踏まえた設計とする。共通要因としては，重大

事故等における条件，自然現象，人為事象，溢

水，化学薬品漏えい，火災及び「添付書類八 

6．6.1 重大事故の発生を仮定する際の条件の設

定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定」

に記載する安全機能を有する施設の設計におい

て想定した規模よりも大きい規模（以下「設計

基準より厳しい条件」という。）の要因となる

事象を考慮する。 

 

共通要因のうち重大事故等における条件につい

ては，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を 

考慮する。共通要因のうち自然現象について

は，地震，津波に加え，敷地及びその周辺での

発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文

献等に基づき収集した洪水，風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，地滑り，

火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害

等の事象を考慮する。その上で，これらの事象

のうち，敷地及びその周辺での発生の可能性，

重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度

や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大

事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事

象として，地震，津波，風（台風），竜巻，凍

結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生

物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。自

然現象による荷重の組合せについては，地震，

風（台風），積雪及び火山の影響を考慮する。 

 

共通要因のうち人為事象については，国内外の

文献等から抽出し，さらに事業指定基準規則の

解釈第９条に示される飛来物（航空機落下），

有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，

電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの

崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機 

の衝突その他のテロリズムを考慮する。その上

で，これらの事象のうち，敷地及びその周辺で

の発生の可能性，重大事故等対処設備への影 

響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余

裕の観点から，重大事故等対処設備に影響を与

えるおそれのある事象として，航空機落下，有

毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電

磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発を選定す

る。故意による大型航空機の衝突その他の 

テロリズムについては，可搬型重大事故等対処

設備による対策を講じることとする。 

 

 

（溢③a：2ページへ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
共通要因のうち周辺機器等からの影響として地

震，溢水，化学薬品漏えい，火災による波及的

影響及び内部発生飛散物を考慮する。溢③a 

 

共通要因のうち「八、ハ．（３）(ⅰ)（ａ） 重

大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重

大事故の発生を仮定する機器の特定」に記載す

る設計基準より厳しい条件の要因となる事象に

ついては，外的事象として地震，火山の影響を

考慮する。また，内的事象として配管の全周破

断を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

ⅰ） 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，設計基準事故に対

処するための設備の安全機能と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様

性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置

を講ずる設計とする。 

重大事故等における条件に対して常設重大事故

等対処設備は，想定される重大事故等が発生し

た場合における温度，圧力，湿度，放射線及び

荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設

計とする。 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，「イ．（１） 敷地

の面積及び形状」に基づく地盤に設置し，地

震，津波及び火災に対して常設重大事故等対処

設備は，「ロ．（５）(ⅱ) 重大事故等対処施設

の耐震設計」，「ロ．（６） 耐津波構造」及び

「ロ．（４） (ⅱ) 重大事故等対処施設の火災

及び爆発防止」に基づく設計とする。設計基準

より厳しい条件の要因となる外的事象のうち地

震に対して，地震を要因とする重大事故等に対

処するために重大事故等時に機能を期待する常

設重大事故等対処設備は，「（ホ） 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とする。ただし，内的事象を要因と 

する重大事故等へ対処する常設重大事故等対処

設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備

は，地震により機能が損なわれる場合，代替設

備により必要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間での修理の対応を行うこと，関連

する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わ

せることにより，その機能を確保する。 

共通要因のうち周辺機器等からの影響として地

震，溢水，化学薬品漏えい，火災による波及的

影響及び内部発生飛散物を考慮する。溢◇1  

 

共通要因のうち「添付書類八 6．6.1 重大事故

の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故

の発生を仮定する機器の特定」に記載する設計

基準より厳しい条件の要因となる事象について

は，外的事象として地震，火山の影響（降下火

砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり

等），森林火災，草原火災，干ばつ，積雪及び

湖若しくは川の水位降下を考慮する。また，内

的事象として動的機器の多重故障，多重誤作

動，多重誤操作（以下「動的機器の多重故障」

という。），長時間の全交流動力電源の喪失及

び配管の全周破断を考慮する。 

 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，設計基準事故に対

処するための設備の安全機能と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様

性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置

を講ずる設計とする。 

重大事故等における条件に対して常設重大事故

等対処設備は，想定される重大事故等が発生し

た場合における温度，圧力，湿度，放射線及 

び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる

設計とする。重大事故等における条件に対する

健全性については，「(３) 環境条件等」に記 

載する。 

 

常設重大事故等対処設備は，「添付書類四 4．

4.6 基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」に基

づく地盤に設置し，地震，津波及び火災に対し

ては，「1.6.2 重大事故等対処施設の耐震設

計」，「1.8 耐津波設計」及び「1.5.2 重大事

故等対処施設に対する火災及び爆発の防止に関

する設計」に基づく設計とする。設計基準より

厳しい条件の要因となる外的事象のうち地震に

対して，地震を要因とする重大事故等に対処す

る常設重大事故等対処設備は,「(５) 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とする。地震，津波及び火災に対

する健全性については，「（３） 環境条件等」

に記載する。ただし，内的事象を要因とする重

大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を有する

施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，地

震により機能が損なわれる場合，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間での修理の対応を行うこと又はこれらを

適切に組み合わせることにより，その機能を確

 

 

（溢③a：2ページへ） 
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（27 / 60） 様式－７ 

27 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

また，溢水，化学薬品漏えい及び火災並びに設

計基準より厳しい条件の要因となる内的事象の

配管の全周破断に対して常設重大事故等対処設

備は，設計基準事故に対処するための設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，可能な限り位置的分散を図るか又は

溢水，化学薬品漏えい及び火災並びに設計基準

より厳しい条件の要因となる内的事象の配管の

全周破断に対して健全性を確保する設計とす

る。溢③a，溢③e，溢③f，溢③gただし，内的

事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重

大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外

の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事

故等対処設備は，溢水，化学薬品漏えい及び火

災による損傷を考慮して，代替設備により必要

な機能を確保すること，安全上支障のない期間

で修理等の対応を行うこと，関連する工程の停

止等又はそれらを適切に組み合わせることで，

重大事故等に対処するための機能を損なわない

設計とする。溢③c 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落

下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏え

い，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に

対する健全性を確保する設計とする。ただし，

内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常

設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設

以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重

大事故等対処設備は，代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障のない期間で修

理等の対応を行うこと，関連する工程の停止

等，損傷防止措置又はそれらを適切に組み合わ

せることで，重大事故等に対処するための機能

を損なわない設計とする。森林火災に対して外

的事象を要因として発生した場合に対処するた

めの可搬型重大事故等対処設備を確保している

ものは，可搬型重大事故等対処設備により重大

事故等に対処するための機能を損なわない設計

とするとともに，損傷防止措置として消防車に

よる事前散水による延焼防止の措置により機能

を維持する。 

 

 

 

周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散物に

対して，回転羽の損壊により飛散物を発生させ

保する。 

 

また，上記機能が確保できない場合に備え，関

連する工程を停止する等の手順を整備する。ま

た，溢水，化学薬品漏えい，火災及び設計基準

より厳しい条件の要因となる内的事象の配管の

全周破断に対して常設重大事故等対処設備は，

設計基準事故に対処するための設備の安全機能

と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，可能な限り位置的分散を図るか又は溢水，

化学薬品漏えい，火災及び配管の全周破断に対

する常設重大事故等対処設備の健全性について

は，「（３） 環境条件等」に記載する。溢◇1

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対

処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重

要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用す

る常設重大事故等対処設備は，溢水，化学薬品

漏えい及び火災による損傷を考慮して，代替設

備により必要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間での修理の対応を行うこと又はこ

れらを適切に組み合わせることにより，その機

能を確保する。また，上記機能が確保できない

場合に備え，関連する工程を停止する等の手順

を整備する。 

 

 

常設重大事故等対処設備は，風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落

下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏え

い，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に

対する健全性について，「（３） 環境条件等」

に記載する。ただし，内的事象を要因とする重

大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を有する

施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，竜

巻，落雷，火山の影響及び航空機落下による損

傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障のない期間での修理の

対応を行うこと又はこれらを適切に組み合わせ

ることにより，その機能を確保する。また，上

記機能が確保できない場合に備え，関連する工

程を停止する等の手順を整備する。森林火災に

対して外的事象を要因として発生した場合に対

処するための可搬型重大事故等対処設備を確保

しているものは，可搬型重大事故等対処設備に

より重大事故等に対処するための機能を損なわ

ない設計とするとともに，損傷防止措置として

消防車による事前散水による延焼防止の措置に

より機能を維持する。 

 

周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散物に

対しては，回転羽の損壊により飛散物を発生さ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢③a：2ページへ） 

（溢③e：12 ページへ） 

（溢③f：14 ページへ） 

（溢③g：16 ページへ） 

 

 

 

 

 

 

（溢③c：3ページへ） 
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（28 / 60） 様式－７ 

28 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
る回転機器について回転体の飛散を防止する設

計とし，常設重大事故等対処設備が機能を損な

わない設計とする。ただし，内的事象を要因と

する重大事故等へ対処する常設重大事故等対処

設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備

は，内部発生飛散物を考慮して，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障の 

ない期間で修理等の対応を行うこと，関連する

工程の停止等又はそれらを適切に組み合わせる

ことで，重大事故等に対処するための機能を損

なわない設計とする。 

 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる外的事象

のうち火山の影響（降下火砕物による積載荷

重），積雪に対して，損傷防止措置として実施

する除灰，除雪を踏まえて影響がないよう機能

を維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せる回転機器について回転体の飛散を防止する

設計とし，常設重大事故等対処設備が機能を損

なわない設計とする。ただし，内的事象を要因

とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対

処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能

を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設

備は，内部発生飛散物を考慮して，代替設備に

より必要な機能を確保すること，安全上支障の

ない期間での修理の対応を行うこと又はこれら

を適切に組み合わせることにより，その機能を

確保する。また，上記機能が確保できない場合

に備え，関連する工程を停止する等の手順を整

備する。 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる事象の外

的事象のうち火山の影響（降下火砕物による積

載荷重，フィルタの目詰まり等），森林火災，

草原火災，干ばつ，積雪及び湖若しくは川の水

位降下に対して常設重大事故等対処設備は，火

山の影響（降下火砕物による積載荷重，フィル

タの目詰まり等）に対してはフィルタ交換，清

掃及び除灰する手順を，森林火災及び草原火災

に対しては消防車による初期消火活動を行う手

順を，積雪に対しては除雪する手順を，干ばつ

及び湖若しくは川の水位降下に対しては再処理

工程を停止した上で必要に応じて外部からの給

水を行う手順を整備することにより，設計基準

事故に対処するための設備の安全機能と同時に

その機能が損なわれないことから，設計上の考

慮は不要である。設計基準より厳しい条件のう

ち動的機器の多重故障に対して常設重大事故等

対処設備は，当該動的機器の多重故障の影響を

受けないことから，設計上の考慮は不要であ

る。設計基準より厳しい条件の要因となる事象

の内的事象のうち長時間の全交流動力電源の喪

失に対して常設重大事故等対処設備は，長時間

の全交流動力電源の喪失の影響を受けないこと

から，設計上の考慮は不要である。 

 

周辺機器等からの影響のうち地震に対して常設

重大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器等

からの波及的影響によって機能を損なわない設

計とする。また，当該設備周辺の資機材の落

下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺

の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

行う。内部発生飛散物に対して常設重大事故等

対処設備は，周辺機器等からの回転羽の損壊に

よる飛散物により設計基準事故に対処するため

の設備の安全機能と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，可能な限り位置的分散を

図る。内部発生飛散物に対する健全性につい

て，「（３） 環境条件等」に記載する。ただ

し，内的事象を要因とする重大事故等へ対処す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169



 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（29 / 60） 様式－７ 

29 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ） 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故に

対処するための設備の安全機能又は常設重大事

故等対処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，共通要因の特性

を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的

分散を考慮して適切な措置を講ずる設計とす

る。溢③e，溢③f，溢③g 

また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津

波，その他の自然現象又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズム，設計基準事故に

対処するための設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故

等対処設備と異なる保管場所に保管する設計と

する。 

重大事故等における条件に対して可搬型重大事

故等対処設備は，想定される重大事故等が発生

した場合における温度，圧力，湿度，放射線及

び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる

設計とする。屋内に保管する可搬型重大事故等

対処設備は，「イ．（１） 敷地の面積及び形

状」に基づく地盤に設置された建屋等に位置的

分散することにより，設計基準事故に対処する

ための設備の安全機能又は常設重大事故等対処

設備の重大事故等に対処するために必要な機能 

と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに保管する設計とする。屋外に保管する可搬

型重大事故等対処設備は，転倒しないことを確

認する，又は必要により固縛等の処置をすると

ともに，「ロ．（５）(ⅱ) 重大事故等対処施設

の耐震設計」の地震により生ずる敷地下斜面の

すべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈

下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，

地中埋設構造物の損壊等により必要な機能を喪

失しない複数の保管場所に位置的分散すること

により，設計基準事故に対処するための設備の

安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事

故等に対処するために必要な機能と同時にその

機能が損なわれるおそれがないように保管する

設計とする。 

 

 

る常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常

設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物を考

慮して，代替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間で修理等の対応を

行うこと又はこれらを適切に組み合わせること

により，その機能を確保する。また，上記機能

が確保できない場合に備え，関連する工程を停

止する等の手順を整備する。 

 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故に

対処するための設備の安全機能又は常設重大事

故等対処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，共通要因の特性

を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的

分散を考慮して適切な措置を講ずる設計とす

る。溢◇1  

また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津

波，その他の自然現象又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズム，設計基準事故 

に対処するための設備及び重大事故等対処設備

の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事

故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計

とする。 

重大事故等における条件に対して可搬型重大事

故等対処設備は，想定される重大事故等が発生

した場合における温度，圧力，湿度，放射線，

荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設

計とする。重大事故等時における条件に対する

健全性については，「(３) 環境条件等」に記 

載する。 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，

「添付書類四 4．4.6 基礎地盤及び周辺斜面の

安定性評価」に基づく地盤に設置する前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，

非常用電源建屋，主排気筒管理建屋，第１保管

庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，緊急時対策

建屋及び洞道に位置的分散することにより，設

計基準事故に対処するための設備の安全機能又

は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処

するために必要な機能と同時にその機能が損な

われるおそれがないように保管する設計とす

る。屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備

は，転倒しないことを確認する，又は必要によ

り固縛等の処置をするとともに，「1.6.2 重大

事故等対処施設の耐震設計」の地震により生じ

る敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込み

による不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支

持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢③e：12 ページへ） 

（溢③f：14 ページへ） 

（溢③g：16 ページへ） 
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（30 / 60） 様式－７ 

30 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準より厳しい条件の要因となる外

的事象のうち地震に対して，地震を要因とする

重大事故等に対処するために重大事故等時に機

能を期待する可搬型重大事故等対処設備は,

「（ホ） 地震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計」に基づく設計とする。津波に

対して可搬型重大事故等対処設備は，「ロ．

（６） 耐津波構造」に基づく津波による損傷を

防止した設計とする。火災に対して可搬型重大

事故等対処設備は，「（ヘ） 可搬型重大事故等

対処設備の内部火災に対する防護方針」に基づ

く火災防護を行う。溢水，化学薬品漏えい，内

部発生飛散物，設計基準より厳しい条件の要因

となる内的事象の配管の全周破断に対して可搬

型重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処

するための設備の安全機能と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，可能な限り位置

的分散を図る。溢③a，溢③e，溢③f，溢③g 

 

 

 

 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，

自然現象及び人為事象に対して風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落

下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏え

い，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に

対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建屋等内に保管し，かつ，設計基準事故

に対処するための設備の安全機能又は常設重大

事故等対処設備の重大事故等に対処するために

必要な機能と同時にその機能を損なわれるおそ

れがないよう，設計基準事故に対処するための

設備又は常設重大事故等対処設備を設置する場

所と異なる場所に保管する設計とする。 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，

自然現象，人為事象及び故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムに対して，設計基準

事故に対処するための設備の安全機能又は常設

重大事故等対処設備の重大事故等に対処するた

めに必要な機能と同時にその機能を損なわれる

おそれがないよう，設計基準事故に対処するた

めの設備又は常設重大事故等対処設備これらを

受けない複数の保管場所に位置的分散すること

により，設計基準事故に対処するための設備の

安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事

故等に対処するために必要な機能と同時にその

機能が損なわれるおそれがないように保管する

設計とする。 

 

また，設計基準より厳しい条件の要因となる外

的事象のうち地震に対して，地震を要因とする

重大事故等に対処するために重大事故等時に機

能を期待する可搬型重大事故等対処設備は,

「(５) 地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とする。津波に対

して可搬型重大事故等対処設備は，「1.8 耐津

波設計」に基づく津波による損傷を防止した設

計とする。火災に対して可搬型重大事故等対処

設備は,「(６) 可搬型重大事故等対処設備の内

部火災に対する防護方針」に基づく火災防護を

行う。地震，津波，火災，溢水，化学薬品漏え

い，内部発生飛散物，設計基準より厳しい条件

の要因となる内的事象の配管の全周破断に対す

る健全性については，「（３） 環境条件等」に

記載する。溢水，化学薬品漏えい，内部発生飛

散物，設計基準より厳しい条件の要因となる内

的事象の配管の全周破断に対して可搬型重大事

故等対処設備は，設計基準事故に対処するため

の設備の安全機能と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，可能な限り位置的分散を

図る。溢◇1  

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，

自然現象及び人為事象に対して風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落

下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏え

い，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に

対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建屋等内に保管し，かつ，設計基準事故

に対処するための設備の安全機能又は常設重大

事故等対処設備の重大事故等に対処するために

必要な機能と同時にその機能を損なわれるおそ

れがないよう，設計基準事故に対処するための

設備又は常設重大事故等対処設備を設置する場

所と異なる場所に保管する設計とする。 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，

自然現象，人為事象及び故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムに対して，設計基準

事故に対処するための設備の安全機能又は常設

重大事故等対処設備の重大事故等に対処するた

めに必要な機能と同時にその機能を損なわれる

おそれがないよう，設計基準事故に対処するた

めの設備又は常設重大事故等対処設備これらを

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢③a：2ページへ） 

（溢③e：12 ページへ） 

（溢③f：14 ページへ） 

（溢③g：16 ページへ） 
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（31 / 60） 様式－７ 

31 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
考慮して設置される建屋の外壁から 100ｍ以上

の離隔距離を確保した場所に保管するとともに

異なる場所にも保管することで位置的分散を図

る。また，屋外に設置する設計基準事故に対処

するための設備からも 100ｍ以上の離隔距離を

確保する。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，

塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における

化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の

火災及び爆発に対して健全性を確保する設計と

する。ただし，設計基準より厳しい条件の要因

となる 

外的事象のうち火山の影響（降下火砕物による

積載荷重），積雪に対しては，損傷防止措置と

して実施する除灰，除雪を踏まえて影響がない

よう機能を維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ） 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故

等対処設備の接続口 

建屋等の外から水，空気又は電力を供給する可

搬型重大事故等対処設備と常設設備との接続口

は，共通要因によって接続することができなく

なることを防止するため，それぞれ互いに異な

る複数の場所に設置する設計とする。 

接続口は，重大事故等における条件に対して，

想定される重大事故等が発生した場合における

温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，

その機能を確実に発揮できる設計とするととも

に，建屋等内の適切に離隔した隣接しない位置

の異なる複数箇所に設置する。 

また，重大事故等における条件に対する健全性

を確保する設計とする。 

接続口は，「イ．（１） 敷地の面積及び形状」

に基づく地盤に設置する建屋等内に設置し，地

震，津波及び火災に対して，「ロ．（５）(ⅱ) 

考慮して設置される建屋の外壁から 100ｍ以上

の離隔距離を確保した場所に保管するとともに

異なる場所にも保管することで位置的分散を図

る。また，屋外に設置する設計基準事故に対処

するための設備からも 100ｍ以上の離隔距離を

確保する。可搬型重大事故等対処設備を保管す

る外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建屋等及び屋外に保管する可搬型重大事故等対

処設備に対する健全性については，「（３） 環

境条件等」に記載する。 

設計基準より厳しい条件の要因となる事象の外

的事象のうち火山の影響（降下火砕物による積

載荷重，フィルタの目詰まり等），森林火災，

草原火災，干ばつ，積雪及び湖若しくは川の水

位降下に対して可搬型重大事故等対処設備は，

火山の影響（降下火砕物による積載荷重，フィ

ルタの目詰まり等）に対してはフィルタ交換，

清掃及び除灰する手順を，森林火災及び草原火

災に対しては消防車による初期消火活動を 

行う手順を，積雪に対しては除雪する手順を，

干ばつ及び湖若しくは川の水位降下に対しては

再処理工程を停止した上で必要に応じて外部か

らの給水を行う手順を整備することにより，設

計基準事故に対処するための設備の安全機能と

同時にその機能が損なわれないことから，設計

上の考慮は不要である。設計基準より厳しい条

件のうち動的機器の多重故障に対して可搬型重

大事故等対処設備は，当該動的機器の多重故障

の影響を受けないことから，設計上の考慮は不

要である。設計基準より厳しい条件の要因とな

る事象の内的事象のうち長時間の全交流動力電

源の喪失に対して可搬型重大事故等対処設備

は，長時間の全交流動力電源の喪失の影響を受

けないことから，設計上の考慮は不要である。 

 

(ｃ) 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故

等対処設備の接続口 

建屋等の外から水，空気又は電力を供給する可

搬型重大事故等対処設備と常設設備との接続口

は，共通要因によって接続することができなく

なることを防止するため，それぞれ互いに異な

る複数の場所に設置する設計とする。 

重大事故等における条件に対して接続口は，想

定される重大事故等が発生した場合における温

度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，そ

の機能を確実に発揮できる設計とする。重大事

故等における条件に対する健全性については，

「(３) 環境条件等」に記載する。 

接続口は，「添付書類四 4．4.6 基礎地盤及び

周辺斜面の安定性評価」に基づく地盤に設置す

る建屋等内に設置し，地震，津波及び火災に対

しては，「1.6.2 重大事故等対処施設の耐震設

計」，「1.8 耐津波設計」及び「1.5.2 重大事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172



 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（32 / 60） 様式－７ 

32 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
重大事故等対処施設の耐震設計」，「ロ．

（６） 耐津波構造」及び「ロ．（４）(ⅱ) 重

大事故等対処施設の火災及び爆発防止」に基づ

く設計とする。溢水，化学薬品漏えい及び火災

に対して建屋の外から水，空気又は電力を供給

する可搬型重大事故等対処設備と常設設備との

接続口は，溢水，化学薬品漏えい及び火災によ

って接続することができなくなることを防止す

るため，それぞれ互いに異なる複数の場所に設

置する設計とする。溢③a 

接続口は，自然現象及び人為事象に対して，風

（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩

害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化

学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火

災及び爆発に対して健全性を確保する設計とす

る。接続口は，複数のアクセスルートを踏まえ

て自然現象，人為事象及び故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムに対して建屋等内

の適切に離隔した隣接しない位置の異なる複 

数の場所に設置する。 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる外的事象

のうち地震に対して，地震を要因とする重大事

故等に対処するために重大事故等時に機能を期

待する接続口は，「（ホ） 地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とする。接続口は，設計基準より厳しい条件

の要因となる事象の内的事象のうち配管の全周

破断に対して配管の全周破断の影響により接続

できなくなることを防止するため，漏えいを想

定するセル及びグローブボックス内で漏えい 

した放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）に対して健全性を確保する設計とす

る。 

また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使

用する場合には，それぞれの機能に必要な容量

が確保できる接続口を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故等対処施設に対する火災及び爆発の防止に関

する設計」に基づく設計とする。地震，津波及

び火災に対する健全性については，「（３） 環

境条件等」に記載する。溢水，化学薬品漏えい

及び火災に対して建屋の外から水，空気又は電

力を供給する可搬型重大事故等対処設備と常設

設備との接続口は，溢水，化学薬品漏えい及び

火災によって接続することができなくなること

を防止するため，それぞれ互いに異なる複数の

場所に設置する設計とする。溢◇1  

接続口は，自然現象及び人為事象に対して，風

（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩 

害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化

学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火

災及び爆発に対する健全性について，「（３）

環境条件等」に記載する。接続口は，複数のア

クセスルートを踏まえて自然現象，人為事象及

び故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムに対して建屋等内の適切に離隔した隣接し

ない位置の異なる複数の場所に設置する。 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる事象の外

的事象のうち地震に対して接続口は，「(５) 地

震を要因とする重大事故等に対する施設の耐 

震設計」に基づく設計とする。地震に対する健

全性については，「（３）環境条件等」に記載

する。設計基準より厳しい条件の要因となる事

象の外的事象のうち火山の影響（降下火砕物に

よる積載荷重，フィルタの目詰まり等），森林

火災，草原火災，干ばつ，積雪及び湖若しくは

川の水位降下に対して常設重大事故等対処設備

は，火山の影響（降下火砕物による積載荷重，

フィルタの目詰まり等）に対してはフィルタ交

換，清掃及び除灰する手順を，森林火災及び草

原火災に対しては消防車による初期消火活動を

行う手順を，積雪に対しては除雪する手順を，

干ばつ及び湖若しくは川の水位降下に対しては

再処理工程を停止した上で必要に応じて外部か

らの給水を行う手順を整備することにより，設

計基準事故に対処するための設備の安全機能と

同時にその機能が損なわれないことから，設計

上の考慮は不要である。設計基準より厳しい条

件の要因となる事象の内的事象のうち配管の全

周破断に対して常設重大事故等対処設備は，配

管の全周破断に対する健全性について，（３） 

環境条件等」に記載する。設計基準より厳しい

条件のうち動的機器の多重故障に対して常設重

大事故等対処設備は，当該動的機器の多重故障

の影響を受けないことから，設計上の考慮は不

要である。 

設計基準より厳しい条件の要因となる事象の内

的事象のうち長時間の全交流動力電源の喪失に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢③a：2ページへ） 
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（33 / 60） 様式－７ 

33 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

２） 悪影響防止 

重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の

設備（安全機能を有する施設，当該重大事故等

対処設備以外の重大事故等対処設備，ＭＯＸ燃

料加工施設及びＭＯＸ燃料加工施設の重大事故

等対処設備を含む。）に対して悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

重大事故等対処設備は，重大事故等における条

件を考慮し，他の設備への影響としては，重大

事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影

響（電気的な影響を含む。），内部発生飛散物

による影響並びに竜巻により飛来物となる影響

を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

系統的な影響について重大事故等対処設備は，

弁等の操作によって安全機能を有する施設とし

て使用する系統構成から重大事故等対処設備と

しての系統構成とすること，重大事故等発生前

（通常時）の隔離若しくは分離された状態から

弁等の操作や接続により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすること，他の設備から独立

して単独で使用可能なこと，安全機能を有する

施設として使用する場合と同じ系統構成で重大

事故等対処設備として使用すること等により，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，可搬型放水砲については，前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への放水により，

当該設備の使用を想定する重大事故時において

必要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

重大事故等対処設備が竜巻により飛来物となる

影響については風荷重を考慮し，屋外に保管す

る可搬型重大事故等対処設備は必要に応じて固

縛等の措置をとることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

対して常設重大事故等対処設備は，長時間の全

交流動力電源の喪失の影響を受けないことか

ら，設計上の考慮は不要である。 

また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使

用する場合には，それぞれの機能に必要な容量

が確保できる接続口を設ける設計とする。 

 

 

ｂ．悪影響防止 

重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の

設備（安全機能を有する施設，当該重大事故等

対処設備以外の重大事故等対処設備，ＭＯＸ 

燃料加工施設及びＭＯＸ燃料加工施設の重大事

故等対処設備を含む。）に対して悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

重大事故等対処設備は，重大事故等における条

件を考慮し，他の設備への影響としては，重大

事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影

響（電気的な影響を含む。），内部発生飛散物

並びに竜巻により飛来物となる影響を考慮し，

他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

系統的な影響について重大事故等対処設備は，

弁等の操作によって安全機能を有する施設とし

て使用する系統構成から重大事故等対処設備と

しての系統構成とすること，重大事故等発生前

（通常時）の隔離若しくは分離された状態から

弁等の操作や接続により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすること，他の設備から独立

して単独で使用可能なこと，安全機能を有する

施設として使用する場合と同じ系統構成で重大

事故等対処設備として使用すること等により，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，可搬型放水砲については，前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への放水により，

当該設備の使用を想定する重大事故時において

必要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

重大事故等対処設備からの内部発生飛散物によ

る影響については，高速回転機器の破損を想定

し，回転体が飛散することを防ぐことで他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

竜巻による影響を考慮する重大事故等対処設備

は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建屋等内に設置又は保管することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする，又は風荷

重を考慮し，屋外に保管する可搬型重大事故等

対処設備は必要により当該設備の固縛等の措置

をとることで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。風（台風）及び竜巻に対する健全

性について，「（３） 環境条件等」に記載す
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（34 / 60） 様式－７ 

34 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

(ロ) 個数及び容量 

１） 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事

故等の収束において，想定する事象及びその事

象の進展等を考慮し，重大事故等時に必要な目

的を果たすために，事故対応手段としての系統

設計を行う。 

重大事故等の収束は，これらの系統と可搬型重

大事故等対処設備の組合せにより達成する。 

「容量」とは，タンク容量，伝熱容量，発電機

容量，計装設備の計測範囲及び作動信号の設定

値等とする。 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等への対

処に十分に余裕がある容量を有する設計とする

とともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，動

的機器の単一故障を考慮した予備を含めた個数

を確保する。 

常設重大事故等対処設備のうち安全機能を有す

る施設の系統及び機器を使用するものについて

は，安全機能を有する施設の容量の仕様が，系

統の目的に応じて必要となる容量に対して十分

であることを確認した上で，安全機能を有する

施設としての容量と同仕様の設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への

対処を本来の目的として設置する系統及び機器

を使用するものについては，系統の目的に応じ

て必要な個数及び容量を有する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用する常設重大事故等対処設備は，

再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重

大事故等の対処に必要となる個数及び容量を有

する設計とする。 

 

２） 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等の収束において，想定する事象及びその

事象の進展を考慮し，事故対応手段としての系

統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの

系統の組合せ又はこれらの系統と常設重大事故

等対処設備の組合せにより達成する。 

「容量」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電

機容量，ボンベ容量，計測器の計測範囲等とす

る。 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応

じて必要な容量に対して十分に余裕がある容量

を有する設計とするとともに，設備の機能，信

頼度等を考慮し，予備を含めた保有数を確保す

る。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能

を兼用することで，設置の効率化，被ばくの低

減が図れるものは，同時に要求される可能性が

る。 

 

(２) 個数及び容量 

ａ．常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事

故等の収束において，想定する事象及びその事

象の進展等を考慮し，重大事故等時に必要な目 

的を果たすために，事故対応手段としての系統

設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系

統と可搬型重大事故等対処設備の組合せにより

達成する。 

「容量」とは，タンク容量，伝熱容量，発電機

容量，計装設備の計測範囲及び作動信号の設定

値等とする。 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等への対

処に十分に余裕がある容量を有する設計とする

とともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，動

的機器の単一故障を考慮した予備を含めた個数

を確保する。 

常設重大事故等対処設備のうち安全機能を有す

る施設の系統及び機器を使用するものについて

は，安全機能を有する施設の容量の仕様が，系

統の目的に応じて必要となる容量に対して十分

であることを確認した上で，安全機能を有する

施設としての容量と同仕様の設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への

対処を本来の目的として設置する系統及び機器

を使用するものについては，系統の目的に応じ

て必要な個数及び容量を有する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用する常設重大事故等対処設備は，

再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重

大事故等の対処に必要となる個数及び容量を有

する設計とする。 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等の収束において，想定する事象及びその

事象の進展を考慮し，事故対応手段としての系

統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの

系統の組合せ又はこれらの系統と常設重大事故

等対処設備の組合せにより達成する。 

「容量」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電

機容量，ボンベ容量，計測器の計測範囲等とす

る。 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応

じて必要な容量に対して十分に余裕がある容量

を有する設計とするとともに，設備の機能，信

頼度等を考慮し，予備を含めた保有数を確保す

る。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能

を兼用することで，設置の効率化，被ばくの低

減が図れるものは，同時に要求される可能性が 
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（35 / 60） 様式－７ 

35 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
ある複数の機能に必要な容量を合わせた設計と

し，兼用できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等への

対処に必要な個数（必要数）に加え，予備とし

て故障時のバックアップ及び点検保守による待

機除外時のバックアップを合わせて必要数以上

確保する。 

また，再処理施設の特徴である同時に複数の建

屋に対し対処を行うこと及び対処の制限時間等

を考慮して，建屋内及び建屋近傍で対処するも

のについては，複数の敷設ルートに対してそれ

ぞれ必要数を確保するとともに，建屋内に保管

するホースについては１本以上の予備を含めた

個数を必要数として確保する。 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，臨界事故，

冷却機能の喪失による蒸発乾固，放射線分解に

より発生する水素による爆発，有機溶媒等によ

る火災又は爆発，使用済燃料貯蔵槽等の冷却機

能等の喪失に対処する設備は，安全上重要な施

設の安全機能の喪失を想定し，その範囲が系統

で機能喪失する重大事故等については，当該系

統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設

備を１セット確保する。 

また，安全上重要な施設以外の施設の機器で発

生するおそれがある場合についても同様とす

る。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，ＭＯＸ燃料

加工施設と共用する可搬型重大事故等対処設備

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設におけ

る重大事故等の対処に必要となる個数及び容量

を有する設計とする。 

 

 

 

(ハ) 環境条件等 

１） 環境条件 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする

重大事故等に対処するものと外的事象を要因と

する重大事故等に対処するものそれぞれに対し

て想定される重大事故等が発生した場合におけ

る温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮

し，その機能が有効に発揮できるよう，その設

置場所（使用場所）及び保管場所に応じた耐環

境性を有する設計とするとともに，操作が可能

な設計とする。 

重大事故等時の環境条件については，重大事故

等における温度，圧力，湿度，放射線，荷重に

加えて，重大事故による環境の変化を考慮した

環境温度，環境圧力，環境湿度による影響，重

大事故等時に汽水を供給する系統への影響，自

然現象による影響，人為事象の影響及び周辺機

器等からの影響を考慮する。 

ある複数の機能に必要な容量を合わせた設計と

し，兼用できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等への

対処に必要な個数（必要数）に加え，予備とし

て故障時のバックアップ及び点検保守による待 

機除外時のバックアップを合わせて必要数以上

確保する。 

また，再処理施設の特徴である同時に複数の建

屋に対し対処を行うこと及び対処の制限時間等

を考慮して，建屋内及び建屋近傍で対処するも

のについては，複数の敷設ルートに対してそれ

ぞれ必要数を確保するとともに，建屋内に保管

するホースについては１本以上の予備を含めた

個数を必要数として確保する。 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，臨界事故，

冷却機能の喪失による蒸発乾固，放射線分解に

より発生する水素による爆発，有機溶媒等によ

る火災又は爆発，使用済燃料貯蔵槽等の冷却機

能等の喪失に対処する設備は，当該重大事故等

が発生するおそれがある安全上重要な施設の機

器ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１

セット確保する。ただし，安全上重要な施設の

安全機能の喪失を想定した結果，その範囲が系

統で機能喪失する重大事故等については，当該

系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な

設備を１セット確保する。また，安全上重要な

施設以外の施設の機器で発生するおそれがある

場合についても同様とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，ＭＯＸ燃料

加工施設と共用する可搬型重大事故等対処設備

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設におけ

る重大事故等の対処に必要となる個数及び容量

を有する設計とする。 

 

(３) 環境条件等 

ａ．環境条件 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする

重大事故等に対処するものと外的事象を要因と

する重大事故等に対処するものそれぞれに対し

て想定される重大事故等が発生した場合におけ

る温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮

し，その機能が有効に発揮できるよう，その設

置場所（使用場所）及び保管場所に応じた耐環

境性を有する設計とするとともに，操作が可能

な設計とする。 

重大事故等時の環境条件については，重大事故

等における温度，圧力，湿度，放射線，荷重に

加えて，重大事故による環境の変化を考慮した 

環境圧力，環境湿度による影響，重大事故等時

に汽水を供給する系統への影響，自然現象によ

る影響，人為事象の影響及び周辺機器等からの

影響を考慮する。 
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（36 / 60） 様式－７ 

36 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
荷重としては，重大事故等が発生した場合にお

ける機械的荷重に加えて，環境温度，環境圧力

及び自然現象による荷重を考慮する。 

また，同時又は連鎖して発生を想定する重大事

故等としては，冷却機能の喪失による蒸発乾固

及び放射線分解により発生する水素による爆発

を考慮する。系統的な影響を受ける範囲におい

て互いの事象による温度及び圧力の影響を考慮

する。 

 

 

自然現象については，重大事故等時における敷

地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等

対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展

に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に

重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがあ

る事象として，地震，津波，風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定す

る。自然現象による荷重の組合せについては，

地震，風（台風），積雪及び火山の影響を考慮

する。 

 

 

 

 

 

 

 

人為事象については，重大事故等時における敷

地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等

対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展

に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に

重大事故等対処設備に影響を与えるおそれのあ

る事象として，電磁的障害を選定する。 

重大事故等の要因となるおそれとなる「八、

ハ．（３） (ⅰ)（ａ） 重大事故の発生を仮定

する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定

する機器の特定」に記載する設計基準より厳し

い条件の要因となる 

事象を環境条件として考慮する。具体的には，

外的事象として，地震，火山の影響（降下火砕

物による積載荷重）を考慮する。また，内的事

象として，配管の全周破断を考慮する。 

周辺機器等からの影響としては，地震，火災，

溢水及び化学薬品漏えいによる波及的影響及び

内部発生飛散物を考慮する。溢③a 

また，同時に発生する可能性のあるＭＯＸ燃料

加工施設における重大事故等による影響につい

ても考慮する。 

 

 

 

荷重としては，重大事故等が発生した場合にお

ける機械的荷重に加えて，環境温度，環境圧力

及び自然現象による荷重を考慮する。また，同

時に発生を想定する重大事故等としては，冷却

機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解によ

り発生する水素による爆発を考慮する。系統的

な影響を受ける範囲において互いの事象による

温度及び圧力の影響を考慮する。なお，再処理

施設において，重大事故等が連鎖して発生する

ことはない。 

 

自然現象の選定に当たっては，地震，津波に加

え，敷地及びその周辺での発生実績の有無に関

わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集 

した洪水，風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学

的事象，森林火災，塩害等の事象を考慮する。 

その上で，これらの事象のうち，重大事故等時

における敷地及びその周辺での発生の可能性，

重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度

や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大

事故等時に重大事故等対処設備に影響を与える

おそれがある事象として，地震，津波，風（台

風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，

火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害

を選定する。自然現象による荷重の組合せにつ

いては，地震，風（台風），積雪及び火山の影

響を考慮する。 

 

人為事象としては，国内外の文献等から抽出

し，さらに事業指定基準規則の解釈第９条に示

される飛来物（航空機落下），有毒ガス，敷地 

内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近

隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝

突及び故意による大型航空機の衝突その他のテ 

ロリズムを考慮する。その上で，これらの事象

のうち，重大事故等時における敷地及びその周

辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への

影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間

余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対

処設備に影響を与えるおそれのある事象とし

て，電磁的障害を選定する。 

重大事故等の要因となるおそれとなる「添付書

類八 6．6.1 重大事故の発生を仮定する際の条

件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の

特定」に記載する設計基準より厳しい条件の要

因となる事象を環境条件として考慮する。具体

的には，外的事象として，地震，火山の影響

（降下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰

まり等），森林火災，草原火災，干ばつ，積雪

及び湖若しくは川の水位降下を考慮する。 

また，内的事象として，動的機器の多重故障，

長時間の全交流動力電源の喪失及び配管の全周

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢③a：2ページへ） 
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（37 / 60） 様式－７ 

37 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ） 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事

故等が発生した場合における温度，圧力，湿

度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効

に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）

に応じた耐環境性を有する設計とする。放射線

分解により発生する水素による爆発の発生及び

りん酸三ブチル（以下「ＴＢＰ」という。）又

はその分解生成物であるりん酸二ブチル，りん

酸一ブチル（以下「ＴＢＰ等」という。）と硝

酸，硝酸ウラニル又は硝酸プルトニウムの錯体 

（以下「ＴＢＰ等の錯体」という。）による急

激な分解反応の発生を想定する機器について

は，瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響によ

り必要な機能を損なわない設計とする。使用済

燃料貯蔵槽における燃料損傷防止の対処に係る

常設重大事故等対処設備は，重大事故等時にお

ける使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温

度，環境湿度を考慮した設計とする。同時に発

生を想定する冷却機能の喪失による蒸発乾固及

び放射線分解により発生する水素による爆発に

対して常設重大事故等対処設備は，系統的な影

響を受ける範囲において互いの事象による温

度，圧力及び湿度に対して，機能を損なわない

設計とする。 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に

対して常時汽水を通水するコンクリート構造物

については，腐食を考慮した設計とする。 

地震に対して常設重大事故等対処設備は，

「ロ．（５）(ⅱ) 重大事故等対処施設の耐震設

計」に記載する地震力による荷重を考慮して，

機能を損なわない設計とする。また，設計基準

より厳しい条件の要因となる外的事象のうち地

震に対して，地震を要因とする重大事故等に対

処するために重大事故等時に機能を期待する常

設重大事故等対処設備は, 「（ホ） 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とする。また，地震に対して常設重

大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器等か

らの波及的影響によって機能を損なわない設計

とするとともに，当該設備周辺の資機材の落

下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺

の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

行う。ただし，内的事象を要因とする重大事 

破断を考慮する。 

周辺機器等からの影響としては，地震，火災，

溢水，化学薬品漏えいによる波及的影響及び内

部発生飛散物を考慮する。溢◇1  

また，同時に発生する可能性のあるＭＯＸ燃料

加工施設における重大事故等による影響につい

ても考慮する。 

 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事

故等が発生した場合における温度，圧力，湿

度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効

に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）

に応じた耐環境性を有する設計とする。放射線

分解により発生する水素による爆発の発生及び

ＴＢＰ等の錯体による急激な分解反応の発生を

想定する機器については，瞬間的に上昇する温

度及び圧力の影響により必要な機能を損なわな

い設計とする。使用済燃料貯蔵槽における燃料

損傷防止の対処に係る常設重大事故等対処設備

は，重大事故等時における使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内の環境条件を考慮した設計とする。

同時に発生を想定する冷却機能の喪失による蒸

発乾固及び放射線分解により発生する水素によ

る爆発に対して常設重大事故等対処設備は，系

統的な影響を受ける範囲において互いの事象に

よる温度，圧力及び湿度に対して，機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に

対して常時汽水を通水するコンクリート構造物

については，腐食を考慮した設計とする。 

常設重大事故等対処設備の操作は，制御建屋の

中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室又は設置場所で可能な設計とす

る。 

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，

航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物

質の漏えい，近隣工場等の火災及び爆発に対し

て常設重大事故等対処設備は，建屋等に設置

し，外部からの衝撃による損傷を防止できる設

計とする。 

 

風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対し

て屋外の常設重大事故等対処設備は，風（台

風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下

火砕物による積載荷重により機能を損なわない
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（38 / 60） 様式－７ 

38 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち

安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設

と兼用する常設重大事故等対処設備は，地震に

より機能が損なわれる場合，代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期

間での修理の対応を行うこと，関連する工程の

停止等又はこれらを適切に組み合わせることに

より，その機能を確保する。溢水及び化学薬品

の漏えいに対して常設重大事故等対処設備は，

想定する溢水量及び化学薬品漏えいに対して常

設重大事故等対処設備は，機能を損なわない高

さへの設置，被水防護及び被液防護を行うこと

により，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。溢③a火災に対して常設

重大事故等対処設備は，「ロ．（４）(ⅱ) 重大

事故等対処施設の火災及び爆発防止」に基づく

設計とすることにより，重大事故等に対処する

ための機能を損なわない設計とする。ただし，

内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常

設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設

以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重

大事故等対処設備は，溢水，化学薬品漏えい及

び火災による損傷及び内部発生飛散物を考慮し

て，代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理等の対応を行

うこと，関連する工程の停止等又はそれらを適

切に組み合わせることで，重大事故等に対処す

るための機能を損なわない設計とする。溢③c 

津波に対して常設重大事故等対処設備は，

「ロ．（６） 耐津波設計」に基づく設計とす

る。 

屋内の常設重大事故等対処設備は，風（台

風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山

の影響に対して，外部からの衝撃による損傷を

防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル

廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋，制御建屋，非常用電源建屋，主排気筒管

理建屋，第１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯

水所，緊急時対策建屋及び洞道に設置し，重大

事故等に対処するための機能を損なわない設計

とする。屋外の常設重大事故等対処設備は，風

（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷

重及び降下火砕物による積載荷重により重大事

故等に対処するための機能を損なわない設計と

する。凍結，高温及び降水に対して屋外の常設

重大事故等対処設備は，凍結防止対策，高温防

止対策及び防水対策により，重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とする。ただ

し，内的事象を要因とする重大事故等へ対処す

る常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常

設計とする。 

 

凍結，高温及び降水に対して屋外の常設重大事

故等対処設備は，凍結対策，高温対策及び防水

対策により機能を損なわない設計とする。 

 

生物学的事象に対して屋外の常設重大事故等対

処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入を考

慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制できる

設計とする。 

 

森林火災に対して屋外の常設重大事故等対処設

備は，防火帯の内側に設置することにより，機

能を損なわない設計とする。また，森林火災か

らの輻射強度の影響を考慮した場合において

も，離隔距離の確保等により，常設重大事故等

対処設備の重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。ただし，内的事象を要

因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等

対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処

設備は，森林火災発生時に消防車による事前散

水による延焼防止を図るとともに代替設備によ

り機能を損なわない設計とする。 

 

塩害に対して屋外の常設重大事故等対処設備

は，再処理事業所の敷地が海岸から約４ｋｍ離

れており，また，短期的に影響を及ぼすもので

はなく，その影響は小さいことから，設計上の

考慮は不要とする。 

 

航空機落下については，三沢対地訓練区域で訓

練飛行中の航空機が施設に墜落することを想定

した防護設計の有無を踏まえた航空機落下確率 

評価の結果，再処理施設への航空機落下は考慮

する必要がないことから，航空機落下に対して

屋外の常設重大事故等対処設備は，設計上の考

慮は不要とする。 

 

有毒ガスについては，再処理施設周辺の固定施

設で発生する可能性のある有毒ガスとしては，

六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする六ふっ化

ウランが加水分解して発生するふっ化ウラニル

及びふっ化水素を考慮するが，重大事故等対処

設備が有毒ガスにより影響を受けることはない

ことから，有毒ガスに対して屋外の常設重大事

故等対処設備は，設計上の考慮は不要とする。 

 

化学物質の漏えいについては，機能を損なわな

い高さへの設置，被液防護を行うことにより，

機能を損なわない設計とする。 

 

近隣工場の火災，爆発については，石油備蓄基

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢③a：2ページへ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢③c：3ページへ） 
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（39 / 60） 様式－７ 

39 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
設重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響，凍結，高温，降水及び航空

機落下により機能が損なわれる場合，代替設備

により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間での修理の対応を行うこと，関連す

る工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせ

ることにより，その機能を確保する。落雷に対

して全交流動力電源喪失を要因とせずに発生す

る重大事故等に対処する常設重大事故等対処設

備は，直撃雷及び間接雷を考慮した設計を行

う。直撃雷に対して，当該設備は当該設備自体

が構内接地網と連接した避雷設備を有する設計

とする又は構内接地網と連接した避雷設備を有

する建屋等に設置することにより，重大事故等

に対処するための機能を損なわない設計とす

る。間接雷に対して，当該設備は雷サージによ

る影響を軽減することにより，重大事故等に対

処するための機能を損なわない設計とする。た

だし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処

する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要

な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する

常設重大事故等対処設備は，落雷により機能が

損なわれる場合，代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間での修理

の対応を行うこと，関連する工程の停止等又は

これらを適切に組み合わせることにより，その

機能を確保する。生物学的事象に対して常設重

大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物

の侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止又は

抑制することにより，重大事故等に対処するた

めの機能を損なわない設計とする。森林火災に

対して常設重大事故等対処設備は，防火帯の内

側に設置することにより，重大事故等に対処す

るための機能を損なわない設計とする。また，

森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合

においても，離隔距離の確保等により，常設重

大事故等対処設備の重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。ただし，内的

事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重

大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外

の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事

故等対処設備は，森林火災発生時に消防車によ

る事前散水による延焼防止を図るとともに代替

設備により機能を損なわない設計とする。塩害

に対して屋内の常設重大事故等対処設備は，換

気設備の建屋給気ユニットへの粒子フィルタの

設置，直接外気を取り込む施設の防食処理によ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。また，屋外の常設重大事故等

対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防止

対策又は受電開閉設備の絶縁性の維持対策によ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。敷地内の化学物質漏えいに対

地火災，ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガスト

レーラ庫の爆発を考慮するが，石油備蓄基地火

災の影響は小さいこと，ＭＯＸ燃料加工施設の

第１高圧ガストレーラ庫からの離隔距離が確保

されていることから，近隣工場等の火災及び爆

発に対して屋外の常設重大事故等対処設備は，

設計上の考慮は不要とする。 

 

自然現象及び人事象に対して内的事象を要因と

する重大事故等へ対処する常設重大事故等対処

設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備

は，当該設備が地震，風（台風），竜巻，積

雪，落雷，火山の影響，凍結，高温，降水及び

航空機落下により機能が損なわれる場合，代替

設備により必要な機能を確保すること，安全上

支障のない期間での修理の対応を行うこと又は

これらを適切に組み合わせることにより，その

機能を確保する。また，上記機能が確保できな

い場合に備え，関連する工程を停止する等の手

順を整備する。 

 

地震に対して常設重大事故等対処設備は，

「1.6.2 重大事故等対処施設の耐震設計」に記

載する地震力による荷重を考慮して，機能を損

なわない設計とする。外的事象の地震を要因と

する重大事故等に対する常設重大事故等対処設

備は,「(５) 地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

 

津波に対して常設重大事故等対処設備は，「1.8 

耐津波設計」に基づく設計とする。 

落雷に対して全交流動力電源喪失を要因とせず

に発生する重大事故等に対処する常設重大事故

等対処設備は，直撃雷及び間接雷を考慮した設

計を行う。直撃雷に対して，当該設備は当該設

備自体が構内接地網と連接した避雷設備を有す

る設計とする又は構内接地網と連接した避雷設

備を有する建屋等に設置する。間接雷に対し

て，当該設備は雷サージによる影響を軽減でき

る設計とする。 

 

電磁的障害に対して常設重大事故等対処設備

は，重大事故等時においても電磁波により機能

を損なわない設計とする。 

 

周辺機器等からの影響について，地震に対して

常設重大事故等対処設備は，当該設備周辺の機

器等からの波及的影響によって機能を損なわな

い設計とする。また，当該設備周辺の資機材の

落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周

辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置

を行う。想定する溢水量に対して常設重大事故
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（40 / 60） 様式－７ 

40 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
して屋外の常設重大事故等対処設備は，機能を

損なわない高さへの設置，被液防護を行うこと

により，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。電磁的障害に対して常設

重大事故等対処設備は，重大事故等時において

も電磁波により機能を損なわない設計とする。 

周辺機器等からの影響について常設重大事故等

対処設備は，内部発生飛散物に対して当該設備

周辺機器の高速回転機器の回転羽の損壊による

飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ

設置することにより機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる事象の内

的事象のうち配管の全周破断に対して常設重大

事故等対処設備は，漏えいを想定するセル及び

グローブボックス内で漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により

機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可

能性のあるＭＯＸ燃料加工施設における重大事

故等による建屋外の環境条件の影響を受けない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ） 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，圧力，湿

等対処設備は，機能を損なわない高さへの設

置，被水防護を行う。溢◇1 化学薬品漏えいに対

して屋内の常設重大事故等対処設備は，想定さ

れる化学薬品漏えいにより機能を損なわないよ

う，化学薬品漏えい量を考慮した高さへの設

置，被液防護を行う。火災に対して常設重大事

故等対処設備は，「1.5.2 重大事故等対処施設

に対する火災及び爆発の防止に関する設計」に

基づく設計とする。ただし，安全上重要な施設

以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重

大事故等対処設備は，溢水，化学薬品漏えい及

び火災に対して，これら事象による損傷を考慮

して，代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間での修理の対応を行

うこと又はこれらを適切に組み合わせることに

より，その機能を確保する。 

また，上記機能が確保できない場合に備え，関

連する工程を停止する等の手順を整備する。内

部発生飛散物に対して常設重大事故等対処設備

は，当該設備周辺機器の高速回転機器の回転羽

の損壊による飛散物の影響を考慮し，影響を受

けない位置へ設置することにより機能を損なわ

ない設計とする。 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる事象の外

的事象のうち火山の影響（降下火砕物による積

載荷重，フィルタの目詰まり等），森林火災，

草原火災，干ばつ，積雪及び湖若しくは川の水

位降下に対して常設重大事故等対処設備は，火

山の影響（降下火砕物による積載荷重，フィル

タの目詰まり等）に対してはフィルタ交換，清

掃及び除灰する手順を，森林火災及び草原火災

に対しては消防車による初期消火活動を行う手

順を，積雪に対しては除雪する手順を，干ばつ

及び湖若しくは川の水位降下に対しては再処理

工程を停止した上で必要に応じて外部からの給

水を行う手順を整備することにより，設計基準

事故に対処するための設備の安全機能と同時に

その機能が損なわれないことから，設計上の考

慮は不要である。設計基準より厳しい条件の要

因となる事象のうち，配管の全周破断に対して

常設重大事故等対処設備は，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

により機能を損なわない設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可

能性のあるＭＯＸ燃料加工施設における重大事

故等による建屋外の環境条件の影響を受けない 

設計とする。 

 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，圧力，湿
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（41 / 60） 様式－７ 

41 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効

に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）

及び保管場所に応じた耐環境性を有する設計と

する。使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止

の対処に係る可搬型重大事故等対処設備は，重

大事故等時における使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋内の環境温度，環境湿度を考慮した設計とす

る。 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に

対して常時汽水を通水する又は尾駮沼で使用す

る可搬型重大事故等対処設備は，耐腐食性材料

を使用する設計とする。また，尾駮沼から直接

取水する際の異物の流入防止を考慮した設計と

する。 

地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，当

該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を講

ずる。また，設計基準より厳しい条件の要因と

なる外的事象のうち地震に対して，地震を要因

とする重大事故等に対処するために重大事故等

時に機能を期待する可搬型重大事故等対処設備

は, 「（ホ） 地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計」に基づく設計とする。ま

た，当該設備周辺の機器等からの波及的影響に

よって機能を損なわない設計とするとともに，

当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷

を考慮して，当該設備周辺の資機材の落下防

止，転倒防止，固縛の措置を行う。溢水，化学

薬品漏えい及び火災に対して可搬型重大事故等

対処設備は，溢水及び化学薬品漏えいに対して

は想定する溢水量及び化学薬品漏えいに対して

機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水

防護及び被液防護を行うことにより，火災に対

して可搬型重大事故等対処設備は，「（ヘ） 可

搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防

護方針」に基づく火災防護を行うことにより，

重大事故等に対処するための機能を損なわない

設計とする。溢③a 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，

「ロ．（６） 耐津波設計」に基づく設計とす

る。 

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪及

び火山の影響に対して屋内の可搬型重大事故等

対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる建屋等に保管し，重大事故等に対処する

ための機能を損なわない設計とする。屋外の可

搬型重大事故等対処設備は，風（台風）及び竜

巻に対して風（台風）及び竜巻による風荷重を

考慮し，必要により当該設備又は当該設備を収

納するものに対して転倒防止，固縛等の措置を

講じて保管する設計とする。凍結，高温及び降

水に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，凍結防止対策，高温防止対策及び防水対策

により，重大事故等に対処するための機能を損

度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効

に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）

及び保管場所に応じた耐環境性を有する設計と

する。使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止

の対処に係る可搬型重大事故等対処設備は，重

大事故等時における使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋内の環境温度，環境湿度を考慮した設計とす

る。 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に

対して汽水を通水する又は尾駮沼で使用する可

搬型重大事故等対処設備は，耐腐食性材料を使

用する設計とする。また，尾駮沼から直接取水

する際の異物の流入防止を考慮した設計とす

る。 

可搬型重大事故等対処設備の操作は，設置場所

で可能な設計とする。 

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，

航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物 

質の漏えい，近隣工場等の火災及び爆発に対し

て可搬型重大事故等対処設備は，建屋等に保管

し，外部からの衝撃による損傷を防止できる設

計とする。 

 

風（台風）及び竜巻に対して屋外の可搬型重大

事故等対処設備は，風（台風）及び竜巻による

風荷重を考慮し，必要により当該設備又は当該

設備を収納するものに対して転倒防止，固縛等

の措置を講じて保管する設計とする。 

 

積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬型重大

事故等対処設備は，積雪に対しては除雪する手

順を，火山の影響（降下火砕物による積載荷

重，フィルタの目詰まり等）に対してはフィル

タ交換，清掃及び除灰する手順を整備する。 

 

凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬型重大

事故等対処設備は，凍結対策，高温対策及び防

水対策により機能を損なわない設計とする。 

 

生物学的事象に対して屋外の可搬型重大事故等

対処設備は，鳥類，昆虫類，小動物及び水生植

物の付着又は侵入を考慮し，これら生物の侵入

を防止又は抑制できる設計とする。 

 

森林火災に対して屋外の可搬型重大事故等対処

設備は，防火帯の内側に保管することにより，

機能を損なわない設計とする。また，森林火災

からの輻射強度の影響を考慮した場合において

も，離隔距離の確保等により，機能を損なわな

い設計とする。 

 

塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢③a：2ページへ） 
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（42 / 60） 様式－７ 

42 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
なわない設計とする。落雷に対して全交流動力

電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に

対処する可搬型重大事故等対処設備は，直撃雷

を考慮した設計を行う。直撃雷に対して，当該

設備は構内接地網と連接した避雷設備で防護さ

れる範囲内に保管する又は構内接地網と連接し

た避雷設備を有する建屋等に保管する。生物学

的事象に対して可搬型重大事故等対処設備は，

鳥類，昆虫類及び小動物の侵入を考慮し，これ

ら生物の侵入を防止又は抑制することにより，

重大事故等に対処するための機能を損なわない

設計とする。 

森林火災に対して可搬型重大事故等対処設備

は，防火帯の内側に保管することにより，重大

事故等に対処するための機能を損なわない設計

とする。また，森林火災からの輻射強度の影響

を考慮した場合においても，離隔距離の確保等

により，可搬型重大事故等対処設備の重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対処

設備は，換気設備の建屋給気ユニットへの粒子

フィルタの設置，直接外気を取り込む施設の防

食処理により，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。また，屋外の可搬

型重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等に

よる腐食防止対策又は絶縁性の維持対策によ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。敷地内の化学物質漏えいに対

して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，機能

を損なわない高さへの設置，被液防護を行うこ

とにより，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備

は，重大事故等時においても電磁波により機能

を損なわない設計とする。 

周辺機器等からの影響について可搬型重大事故

等対処設備は，内部発生飛散物に対して当該設

備周辺機器の高速回転機器の回転羽の損壊によ

る飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置

へ保管することにより機能を損なわない設計と

する。 

設計基準より厳しい条件の要因となる事象の外

的事象のうち火山の影響（降下火砕物による積

載荷重）及び積雪に対して可搬型重大事故等対

処設備は，火山の影響（降下火砕物による積載

荷重）に対しては除灰及び可搬型重大事故等対

処設備を屋内への配備，積雪に対しては除雪を

踏まえて影響がないよう機能を維持する。設計

基準より厳しい条件の要因となる事象の内的事

象のうち配管の全周破断に対して可搬型重大事

故等対処設備は，漏えいを想定するセル及びグ

ローブボックス内で漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機

は，換気設備の建屋給気ユニットへの粒子フィ

ルタの設置，直接外気を取り込む施設の防食処

理により，機能を損なわない設計とする。ま

た，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，屋外

施設の塗装等による腐食防止対策又は絶縁性の

維持対策により，機能を損なわない設計とす

る。 

 

航空機落下については，三沢対地訓練区域で訓

練飛行中の航空機が施設に墜落することを想定

した防護設計の有無を踏まえた航空機落下確率

評価の結果，再処理施設への航空機落下は考慮

する必要がないことから，航空機落下に対して

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，設計上の

考慮は不要とする。 

 

有毒ガスについては，再処理施設周辺の固定施

設で発生する可能性のある有毒ガスとしては，

六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする六ふっ化

ウランが加水分解して発生するふっ化ウラニル

及びふっ化水素を考慮するが，重大事故等対処

設備が有毒ガスにより影響を受けることはない

ことから，有毒ガスに対して屋外の可搬型重大

事故等対処設備は，設計上の考慮は不要とす

る。 

 

化学物質の漏えいについては，屋外の可搬型重

大事故等対処設備は，機能を損なわない高さへ

の設置，被液防護を行うことにより，機能を損 

なわない設計とする。 

 

近隣工場の火災，爆発については，石油備蓄基

地火災，ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガスト

レーラ庫の爆発を考慮するが，石油備蓄基地火

災の影響は小さいこと，ＭＯＸ燃料加工施設の

第１高圧ガストレーラ庫からの離隔距離が確保

されていることから，近隣工場等の火災及び爆

発に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，設計上の考慮は不要とする。 

 

地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，当

該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を講

ずる。外的事象の地震を要因とする重大事故等

に対する可搬型重大事故等対処設備は,「(５) 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とする。 

 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，

「1.8 耐津波設計」に基づく設計とする。 

 

落雷に対して，全交流動力電源喪失を要因とせ

ずに発生する重大事故等に対処する可搬型重大

事故等対処設備は，直撃雷を考慮した設計を行
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（43 / 60） 様式－７ 

43 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
能を損なわない場所に保管する。 

可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生する

可能性のあるＭＯＸ燃料加工施設における重大

事故等による建屋外の環境条件の影響を受けな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

う。直撃雷に対して，当該設備は構内接地網と

連接した避雷設備で防護される範囲内に保管す

る又は構内接地網と連接した避雷設備を有する

建屋等に保管する。 

 

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備

は，重大事故等時においても電磁波により機能

を損なわない設計とする。 

 

周辺機器等からの影響について，地震に対して

可搬型重大事故等対処設備は，当該設備周辺の

機器等からの波及的影響によって機能を損なわ 

ない設計とする。また，当該設備周辺の資機材

の落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備

周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措

置を行う。想定する溢水量に対して可搬型重大

事故等対処設備は，機能を損なわない高さへの

設置又は保管，被水防護を行う。溢◇1 化学薬品

漏えいに対して屋内の可搬型重大事故等対処設

備は，想定される化学薬品漏えいにより機能を

損なわないよう，化学薬品漏えい量を考慮した

高さへの設置又は保管，被液防護を行う。火災

に対して可搬型重大事故等対処設備は，「(６) 

可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する

防護方針」に基づく火災防護を行う。内部発生

飛散物に対して可搬型重大事故等対処設備は，

当該設備周辺機器の高速回転機器の回転羽の損

壊による飛散物の影響を考慮し，影響を受けな

い位置へ保管することにより機能を損なわない

設計とする。 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる事象の外

的事象のうち火山の影響（降下火砕物による積

載荷重，フィルタの目詰まり等），森林火災，

草原火災，干ばつ，積雪及び湖若しくは川の水

位降下に対して可搬型重大事故等対処設備は，

火山の影響（降下火砕物による積載荷重，フィ

ルタの目詰まり等）に対してはフィルタ交換，

清掃，除灰及び可搬型重大事故等対処設備を屋

内へ配備する手順を，森林火災及び草原火災に

対しては消防車による初期消火活動を行う手順

を，積雪に対しては除雪する手順を，干ばつ及

び湖若しくは川の水位降下に対しては再処理工

程を停止した上で必要に応じて外部からの給水

を行う手順を整備することにより，設計基準事

故に対処するための設備の安全機能と同時にそ

の機能が損なわれないことから，設計上の考慮

は不要である。設計基準より厳しい条件の要因

となる事象のうち，配管の全周破断に対して可

搬型重大事故等対処設備は，漏えいを想定する

セル及びグローブボックス内で漏えいした放射

性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により機能を損なわない場所に保管する。 
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（44 / 60） 様式－７ 

44 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生する

可能性のあるＭＯＸ燃料加工施設における重大

事故等による建屋外の環境条件の影響を受けな

い設計とする。 

 

(ｃ) 重大事故等時における環境条件 

重大事故等時の温度，圧力，湿度，放射線の影

響として，以下の条件を考慮しても機能を喪失

することはなく，必要な機能を有効に発揮する 

ことができる設計とする。各重大事故等時の環

境条件は以下のとおり。 

重大事故等時における環境温度，環境圧力，湿

度及び放射線を第 1.7.18－２表に示す。 

 

ⅰ．臨界事故の拡大を防止するための設備 

臨界の発生による溶液の温度の上昇及び沸騰に

より発生する蒸気による圧力及び湿度の上昇を

考慮し，以下を使用条件とする。 

・温度 

可溶性中性子吸収材の供給系統 

機器内：110℃ 

機器外：40℃ 

機器から廃ガス貯留槽までの系統：110℃ 

機器に空気を供給するための系統 

機器内：110℃ 

機器外：40℃ 

・圧力 

可溶性中性子吸収材の供給系統：３ｋＰａ 

機器から貯留設備の空気圧縮機までの系統：３

ｋＰａ 

貯留設備の空気圧縮機から廃ガス貯留槽までの

系統 

： 0.5ＭＰａ 

機器に空気を供給するための系統：0.69ＭＰａ 

・湿度 

可溶性中性子吸収材の供給系統 

機器内：接液又は気相部 100％ 

機器から廃ガス貯留槽までの系統：100％ 

機器に空気を供給するための系統 

機器内：接液又は気相部 100％ 

・放射線：10Ｓｖ／ｈ 

 

ⅱ．冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処する

ための設備 

崩壊熱による溶液の温度の上昇，沸騰により発

生する蒸気による圧力及び湿度の上昇，並びに

外部からの水の供給圧力を考慮し，以下を使用

条件とする。また，同時に発生するおそれのあ

る「放射線分解により発生する水素による爆

発」の使用条件も考慮する。 

・温度 

内部ループ通水の系統 
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（45 / 60） 様式－７ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器内の冷却水配管：130℃ 

機器外（冷却水出口／入口系統）：60℃ 

機器注水の系統 

機器内：130℃ 

機器外：60℃ 

冷却コイル又は冷却ジャケット通水の系統 

機器内の冷却水配管：130℃ 

機器外（冷却水出口／入口系統）：60℃ 

機器から導出先セルまでの系統 

凝縮器上流：130℃ 

凝縮器下流：50℃ 

導出先セルから排気までの系統：50℃ 

・圧力 

内部ループ通水の系統：0.98ＭＰａ 

水素爆発と同時発生を想定する冷却機能の喪失

による蒸発 

乾固を想定する貯槽：0.5ＭＰａ 

機器注水の系統：0.98ＭＰａ 

冷却コイル又は冷却ジャケット通水の系統：

0.98ＭＰａ 

機器から導出先セルまでの系統：３ｋＰａ 

水素爆発と同時発生：0.003～0.5ＭＰａ 

導出先セルから排気までの系統：－4.7ｋＰａ 

・湿度 

内部ループ通水の系統 

機器内：接液 

機器注水の系統 

機器内：接液又は気相部 100％ 

冷却コイル又は冷却ジャケット通水の系統 

機器内：接液 

機器から導出先セルまでの系統 

凝縮器上流：100％（蒸気） 

凝縮器下流：０％ 

導出先セルから排気までの系統 

セル導出以降の排気：０％ 

凝縮水回収系：接液 

 

ⅲ．放射線分解により発生する水素による爆発

に対処するための設備 

水素の燃焼による温度及び圧力の上昇，並びに

外部からの圧縮空気の供給圧力を考慮し，以下

を使用条件とする。また，同時に発生する 

おそれのある「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の使用条件も考慮する。 

・温度 

放射線分解により発生する水素による爆発を想

定する貯槽 

：110℃ 

圧縮空気の供給系統 

蒸発乾固と同時発生：130℃ 

単独事象：50℃ 

圧縮空気の供給系統 

蒸発乾固と同時発生：130℃ 
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単独事象：50℃ 

機器から導出先セルまでの系統 

凝縮器上流 

蒸発乾固と同時発生：130℃ 

凝縮器下流 

蒸発乾固と同時発生：50℃ 

導出先セルから排気までの系統 

蒸発乾固と同時発生：50℃ 

・圧力 

放射線分解により発生する水素による爆発を想

定する貯槽 

：0.5ＭＰａ 

圧縮空気の供給系統 

圧縮空気貯槽及び可搬型空気圧縮機の系統：

0.69ＭＰａ 

圧縮空気ユニットの系統 

：14ＭＰａ（減圧弁から供給先まで 0.97ＭＰ

ａ） 

機器から導出先セルまでの系統：0.003～0.5Ｍ

Ｐａ 

導出先セルから排気までの系統：－4.7ｋＰａ 

・湿度 

圧縮空気の供給系統 

蒸発乾固との同時発生：100％ 

機器から導出先セルまでの系統 

凝縮器上流 

蒸発乾固との同時発生：100％ 

凝縮器下流 

蒸発乾固との同時発生：０％ 

導出先セルから排気までの系統：０％ 

 

ⅳ．有機溶媒等による火災又は爆発に対処する

ための設備 

ＴＢＰ等の錯体による急激な分解反応が発生し

た時の温度及び圧力， 

当該事象発生後の温度及び圧力を考慮し，以下

を条件とする。 

・温度 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生時 

プルトニウム濃縮缶気相部：370℃ 

プルトニウム濃縮缶の加熱の停止に使用する設

備：215℃ 

プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止に使

用する設備 

：50℃ 

機器から廃ガス貯留槽までの系統：100℃ 

機器から排気までの系統：100℃ 

・圧力 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生時 

プルトニウム濃縮缶気相部：0.84ＭＰａ 

プルトニウム濃縮缶の加熱の停止に使用する設

備 

：1.96ＭＰａ 
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プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止に使

用する設備 

：0.97ＭＰａ 

機器から貯留設備の空気圧縮機までの系統：３

ｋＰａ以下 

貯留設備の空気圧縮機から廃ガス貯留槽までの

系統 

：0.5ＭＰａ 

機器から排気までの系統：30ｋＰａ（系統内の

大圧力） 

・湿度 

プルトニウム濃縮缶の加熱の停止に使用する設

備：100％ 

プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止に使

用する設備 

：100％ 

機器から廃ガス貯留槽までの系統：100％ 

機器から排気までの系統：100％ 

 

ⅴ．使用済燃料貯蔵槽等の冷却等のための設備 

崩壊熱による燃料貯蔵プール水の温度の上昇及

び沸騰による燃料貯蔵プール周辺の湿度の上昇

を考慮し，以下を使用条件とする。 

・温度 

想定事故１，想定事故２：100℃（燃料貯蔵プー

ル水） 

・圧力 

想定事故１，想定事故２ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済

燃料の受入れ施設の使用済燃料受入れ設備の燃

料仮置きピット，並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の使用済燃料の貯蔵施設の使用

済燃料貯蔵設備の燃料貯蔵プール及び燃料送出

しピット（ 以下「燃料貯蔵プール等」とい

う。）へ注水するための系統：1.2ＭＰａ 

 

 (ｄ) 自然現象等による条件 

自然現象及び人為事象（故意によるものを除

く。）（以下「自然現象等」という。）に対し

ては以下に示す条件において，能を喪失するこ 

とはなく，必要な機能を有効に発揮することが

できる設計とする。 

・地震については，「1.6.2 重大事故等対処施

設の耐震設計」に基づく地震力を考慮する。ま

た，外的事象の地震を要因とする重大事故等に

対処する重大事故等対処設備に対しては，

「（５） 地震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計」に基づく地震力を考慮する。 

・津波については，津波による影響を受けない

標高約 50ｍから約 55ｍ及び海岸からの距離約４

ｋｍから約５ｋｍの位置に設置，保管すること

から，設計上の考慮は不要である。 

・風（台風）については， 大風速 41.7ｍ／ｓ
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を考慮する。 

・竜巻については， 大風速 100ｍ／ｓを考慮

する。 

・凍結及び高温については， 低気温（－

15.7℃）及び 高気温（34.7℃）を考慮する。 

・降水については， 大１時間降水量（67.0ｍ

ｍ）を考慮する。 

・積雪については， 深積雪量（190ｃｍ）を考

慮する。 

・落雷については， 大雷撃電流 270ｋＡを考

慮する。 

・火山の影響については，降下火砕物の積載荷

重として層厚 55ｃｍ，密度 1.3ｇ／ｍ３を，ま

た，降下火砕物の侵入による閉塞を考慮す 

る。 

・生物学的事象については，鳥類，昆虫類，小

動物及び水生植物の付着又は侵入を考慮する。 

・森林火災については，敷地周辺の植生を考慮

する。 

・塩害については，海塩粒子の飛来を考慮する

が，再処理事業所の敷地は海岸から約４ｋｍ離

れており，また，短期的に影響を及ぼすもので

はなく，その影響は小さいと考えられる。 

自然現象の組合せについては，風（台風）及び

積雪，積雪及び竜巻，積雪及び火山の影響，積

雪及び地震，風及び火山の影響，風（台風）及

び地震を想定し，屋外に設置する常設重大事故

等対処設備はその荷重を考慮する。 

・有毒ガスについては，再処理施設周辺の固定

施設で発生する可能性のある有毒ガスとして

は，六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする六ふ

っ化ウランが加水分解して発生するふっ化ウラ

ニル及びふっ化水素を考慮するが，重大事故等

対処設備が有毒ガスにより影響を受けることは

ない。 

・化学物質の漏えいについては，再処理事業所

内で運搬する硝酸及び液体二酸化窒素の屋外で

の運搬又は受入れ時の漏えいを考慮するが，重

大事故等対処設備が化学物質により影響を受け

ることはないが，屋外の重大事故等対処設備は

保管に際して漏えいに対する高さを考慮する。 

・電磁的障害については，電磁波の影響を考慮

する。 

・近隣工場の火災，爆発については，石油備蓄

基地火災，ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガス

トレーラ庫の爆発を考慮するが，石油備蓄基地

火災の影響は小さいこと，ＭＯＸ燃料加工施設

の第１高圧ガストレーラ庫からの離隔距離が確

保されていることから，重大事故等対処設備が

影響を受けることはない。 

・航空機落下については，三沢対地訓練区域で

訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想

定した防護設計の有無を踏まえた航空機落下確
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２） 重大事故等対処設備の設置場所 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等

が発生した場合においても操作及び復旧作業に

支障がないように，線量率の高くなるおそれの

少ない場所の選定，当該設備の設置場所への遮

蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可

能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画

若しくは離れた場所から遠隔で操作可能な設

計，又は遮蔽設備を有する中央制御室，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに

緊急時対策所で操作可能な設計とする。 

 

３） 可搬型重大事故等対処設備の設置場所 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等が発生した場合においても設置及び常設

設備との接続に支障がないように，線量率の高

くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設

備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備

の設置場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有す

る中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室並びに緊急時対策所で操作可能

な設計により，当該設備の設置及び常設設備と

の接続が可能な設計とする。 

 

 

(ニ) 操作性及び試験・検査性 

１） 操作性の確保 

ⅰ） 操作の確実性 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等

が発生した場合においても操作を確実なものと

するため，重大事故等における条件を考慮し，

操作する場所において操作が可能な設計とす

る。 

操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を

確保するとともに，確実な操作ができるよう，

必要に応じて操作足場を設置する。また，防護

具，ＬＥＤヘッドランプ及びＬＥＤ充電式ライ

ト（以下「可搬型照明」という。）等は重大事

故等時に迅速に使用できる場所に配備する。 

現場操作において工具を必要とする場合は，一

般的に用いられる工具又は専用の工具を用い

て，確実に作業ができる設計とする。工具は，

作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保

管できる設計とする。可搬型重大事故等対処設

備は運搬・設置が確実に行えるよう，人力又は

車両等による運搬，移動ができるとともに，必

要により設置場所にてアウトリガの張出し又は

輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

率評価の結果，再処理施設への航空機落下は考

慮する必要がないことから，重大事故等対処設

備が航空機落下により影響を受けることはな

い。 

 

ｂ．重大事故等対処設備の設置場所 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等

が発生した場合においても操作及び復旧作業に

支障がないように，線量率の高くなるおそれの

少ない場所の選定，当該設備の設置場所への遮

蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可

能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画

若しくは離れた場所から遠隔で操作可能な設

計，又は遮蔽設備を有する中央制御室，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに

緊急時対策所で操作可能な設計とする。 

 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備の設置場所 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等が発生した場合においても設置及び常設

設備との接続に支障がないように，線量率の高 

くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設

備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備

の設置場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有す

る中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室並びに緊急時対策所で操作可能

な設計により，当該設備の設置及び常設設備と

の接続が可能な設計とする。 

 

 

 (４) 操作性及び試験・検査性 

ａ．操作性の確保 

(ａ) 操作の確実性 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等

が発生した場合においても操作を確実なものと

するため，重大事故等における条件を考慮し，

操作する場所において操作が可能な設計とす

る。 

操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を

確保するとともに，確実な操作ができるよう，

必要に応じて操作足場を設置する。また，防護

具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用

できる場所に配備する。 

 

現場操作において工具を必要とする場合は，一

般的に用いられる工具又は専用の工具を用い

て，確実に作業ができる設計とする。工具は，

作業場所の近傍又は再処理事業所内の屋外道路

及び屋内通路（以下「アクセスルート」とい

う。）の近傍に保管できる設計とする。可搬型

重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行え

るよう，人力又は車両等による運搬，移動がで

きるとともに，必要により設置場所にてアウト
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現場の操作スイッチは非常時対策組織要員の操

作性を考慮した設計とする。また，電源操作が

必要な設備は，感電防止のため露出した充電部

への近接防止を考慮した設計とする。 

現場において人力で操作を行う弁は，手動操作

が可能な設計とする。 

現場での接続操作は，ボルト･ネジ接続，フラン

ジ接続又はより簡便な接続方式等，接続方式を

統一することにより，速やかに，容易かつ確実

に接続が可能な設計とする。 

現場操作における誤操作防止のために重大事故

等対処設備には識別表示を設置する設計とす

る。 

また，重大事故等に対処するために迅速な操作

を必要とする機器は，必要な時間内に操作でき

るように中央制御室での操作が可能な設計とす

る。制御盤の操作器具は非常時対策組織要員の

操作性を考慮した設計とする。 

想定される重大事故等において操作する重大事

故等対処設備のうち動的機器は，その作動状態

の確認が可能な設計とする。 

 

 

ⅱ） 系統の切替性 

重大事故等対処設備のうち本来の用途（安全機

能を有する施設としての用途等）以外の用途と

して重大事故等に対処するために使用する設備

は，通常時に使用する系統から速やかに切替操

作が可能なように，系統に必要な弁等を設ける

設計とする。 

 

ⅲ） 可搬型重大事故等対処設備の常設設備との

接続性 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続す

るものについては，容易かつ確実に接続でき，

かつ，複数の系統が相互に使用することができ

るよう，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより

簡便な接続方式を用いる設計とし，配管・ダク

ト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温

度等の特性に応じたフランジ接続又はより簡便

な接続方式を用いる設計とする。また，同一ポ

ンプを接続する配管は流量に応じて口径を統一

すること等により，複数の系統での接続方式の 

統一を考慮した設計とする。 

 

ⅳ） 再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の

確保 

想定される重大事故等が発生した場合におい

て，可搬型重大事故等対処設備の保管場所から

設置場所への運搬及び接続場所への敷設，又は

他の設備の被害状況の把握のため，再処理事業

リガの張出し又は輪留めによる固定等が可能な

設計とする。 

現場の操作スイッチは非常時対策組織要員の操

作性を考慮した設計とする。また，電源操作が

必要な設備は，感電防止のため露出した充電部 

への近接防止を考慮した設計とする。 

現場において人力で操作を行う弁は，手動操作

が可能な設計とする。 

現場での接続操作は，ボルト･ネジ接続，フラン

ジ接続又はより簡便な接続方式等，接続方式を

統一することにより，速やかに，容易かつ確 

実に接続が可能な設計とする。 

現場操作における誤操作防止のために重大事故

等対処設備には識別表示を設置する設計とす

る。 

また，重大事故等に対処するために迅速な操作

を必要とする機器は，必要な時間内に操作でき

るように中央制御室での操作が可能な設計とす 

る。制御盤の操作器具は非常時対策組織要員の

操作性を考慮した設計とする。 

想定される重大事故等において操作する重大事

故等対処設備のうち動的機器は，その作動状態

の確認が可能な設計とする。 

 

 

(ｂ) 系統の切替性 

重大事故等対処設備のうち本来の用途（安全機

能を有する施設としての用途等）以外の用途と

して重大事故等に対処するために使用する設備 

は，通常時に使用する系統から速やかに切替操

作が可能なように，系統に必要な弁等を設ける

設計とする。 

 

(ｃ) 可搬型重大事故等対処設備の常設設備との

接続性 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続す

るものについては，容易かつ確実に接続でき，

かつ，複数の系統が相互に使用することができ

るよう，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより

簡便な接続方式を用い，配管・ダクト・ホース

は口径並びに内部流体の圧力及び温度等の特性

に応じたフランジ接続又はより簡便な接続方式

を用いる設計とする。また，同一ポンプを接続

する配管は流量に応じて口径を統一すること等

により，複数の系統での接続方式の統一を考慮

した設計とする。 

 

(ｄ) 再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の

確保 

想定される重大事故等が発生した場合におい

て，可搬型重大事故等対処設備の保管場所から

設置場所への運搬及び接続場所への敷設，又は

他の設備の被害状況の把握のため，再処理事業
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（51 / 60） 様式－７ 

51 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
所内の屋外道路及び屋内通路をアクセスルート

として以下の設計により確保する。 

アクセスルートは，環境条件として考慮した事

象を含め，自然現象，人為事象，溢水，化学薬

品の漏えい及び火災を考慮しても，運搬，移動

に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮

して複数のアクセスルートを確保する。溢◇4  

アクセスルートに対する自然現象については，

重大事故等時における敷地及びその周辺での発

生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象

進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点か

ら，アクセスルートに影響を与えるおそれがあ

る事象として，地震，津波（敷地に遡上する津

波を含む。），洪水，風（台風），竜巻，凍

結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象及び森林火災を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

アクセスルートに対する人為事象については，

重大事故等時における敷地及びその周辺での発

生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象

進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点か

ら，アクセスルートに影響を与えるおそれのあ

る事象として選定する航空機落下，敷地内にお

ける化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場

等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムに対して，迂回路も考慮した複数のアクセ 

スルートを確保する設計とする。 

屋外のアクセスルートは，「ロ．（５）(ⅱ) 重

大事故等対処施設の耐震設計」にて考慮する地

震の影響（周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩

壊及び道路面のすべり），その他自然現象によ

る影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積

雪並びに火山の影響）及び人為事象による影響

（航空機落下，爆発）を想定し，複数のアクセ

スルートの中から状況を確認し，早急に復旧可

能なアクセスルートを確保するため，障害物を

除去可能なホイールローダを３台使用する。 

ホイールローダは，必要数として３台に加え，

予備として故障時及び点検保守による待機除外

時のバックアップを４台，合計７台を保有数と

し，分散して保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

所内の屋外道路及び屋内通路をアクセスルート

として以下の設計により確保する。 

アクセスルートは，環境条件として考慮した事

象を含めて自然現象，人為事象，溢水，化学薬

品の漏えい及び火災を考慮しても，運搬，移動 

に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮

して複数確保する。溢◇1  

アクセスルートに対する自然現象については，

地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。）に

加え，敷地及びその周辺での発生実績の有無に

関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集

した洪水，風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学

的事象，森林火災，塩害等の事象を考慮する。

その上で，これらの事象のうち，重大事故等時

における敷地及びその周辺での発生の可能性，

アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，アクセス

ルートに影響を与えるおそれがある事象とし

て，地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む），洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，

積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象及び森

林火災を選定する。 

アクセスルートに対する人為事象については，

国内外の文献等から抽出し，さらに事業指定基

準規則の解釈第９条に示される飛来物（航空機

落下），有毒ガス，敷地内における化学物質の

漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆

発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムを考慮す

る。その上で，これらの事象のうち，重大事故

等時における敷地及びその周辺での発生の可能

性，アクセスルートへの影響度，事象進展速度

や事象進展に対する時間余裕の観点から，アク

セスルートに影響を与えるおそれのある事象と

して選定する航空機落下，敷地内における化学

物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火

災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムに対

して，迂回路も考慮した複数のアクセスルート

を確保する設計とする。 

なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突につい

ては立地的要因により設計上考慮する必要はな

い。落雷及び電磁的障害に対しては，道路面が

直接影響を受けることはないことからアクセス

ルートへの影響はない。 

生物学的事象に対しては，容易に排除可能なた

め，アクセスルートへの影響はない。 

屋外のアクセスルートは，「1.6.2 重大事故等

対処施設の耐震設計」にて考慮する地震の影響

（周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道

路面のすべり），その他自然現象による影響

（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並び
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（52 / 60） 様式－７ 

52 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，地震による屋外タン

クからの溢水及び降水に対しては，道路上への

自然流下も考慮した上で，通行への影響を受け

ない箇所に確保する設計とする。溢◇4  

敷地外水源の取水場所及び取水場所への屋外の

アクセスルートに遡上するおそれのある津波に

対しては，津波警報の解除後に対応を開始す

る。なお，津波警報の発令を確認時にこれらの

場所において対応中の場合に備え，非常時対策

組織要員及び可搬型重大事故等対処設備を一時

的に退避する手順を整備する。 

屋外のアクセスルートは，「ロ．（５）(ⅱ) 重

大事故等対処施設の耐震設計」にて考慮する地

震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面のす

べりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定

した上で，ホイールローダにより崩壊箇所を復

旧する又は迂回路を確保する。また，不等沈下

等に伴う段差の発生が想定される箇所において

は，段差緩和対策を行う設計とし，ホイールロ

ーダにより復旧する。 

 

 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象

のうち凍結及び積雪に対して，道路については

融雪剤を配備し，車両についてはタイヤチェー

ン等を装着することにより通行性を確保できる

設計とする。 

敷地内における化学物質の漏えいに対しては，

必要に応じて薬品防護具の着用により通行す

る。 

 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象

及び人為事象のうち森林火災及び近隣工場等の

火災に対しては，消防車による初期消火活動を

行う手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に火山の影響）及び人為事象による影響（航空 

機落下，爆発）を想定し，複数のアクセスルー

トの中から状況を確認し，早急に復旧可能なア

クセスルートを確保するため，障害物を除去可

能なホイールローダを３台使用する。ホイール

ローダは，必要数として３台に加え，予備とし

て故障時及び点検保守による待機除外時のバッ

クアップを４台，合計７台を保有数とし，分散

して保管する設計とする。 

屋外のアクセスルートは，地震による屋外タン

クからの溢水及び降水に対しては，道路上への

自然流下も考慮した上で，通行への影響を受け

ない箇所に確保する設計とする。溢◇1  

尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二又

川取水場所Ａ（以下「敷地外水源」という。）

の取水場所及び取水場所への屋外のアクセスル

ートに遡上するおそれのある津波に対しては，

津波警報の解除後に対応を開始する。なお，津

波警報の発令を確認時にこれらの場所において

対応中の場合に備え，非常時対策組織要員及び

可搬型重大事故等対処設備を一時的に退避する

手順を整備する。 

屋外のアクセスルートは，「1.6.2 重大事故等

対処施設の耐震設計」にて考慮する地震の影響

による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり 

で崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した

上で，ホイールローダにより崩壊箇所を復旧す

るか又は迂回路を確保する。また，不等沈下等

に伴う段差の発生が想定される箇所において

は，段差緩和対策を行う設計とし，ホイールロ

ーダにより復旧する。 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象

のうち凍結及び積雪に対して，道路については

融雪剤を配備し，車両についてはタイヤチェー

ン等を装着することにより通行性を確保できる

設計とする。敷地内における化学物質の漏えい

に対しては，必要に応じて薬品防護具の着用に

より通行する。なお，融雪剤の配備等について

は，「添付書類八 5.1.1(２) アクセスルートの

確保」に示す。 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象

及び人為事象のうち森林火災及び近隣工場等の

火災に対しては，消防車による初期消火活動を 

行う手順を整備する。 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の

衝突その他テロリズムによる大規模損壊時の消

火活動等については，「添付書類八 5.2 大規 

模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突

その他テロリズムへの対応における事項」に示

す。 

屋外のアクセスルートの地震発生時における，

火災の発生防止対策（可燃物を収納した容器の

固縛による転倒防止）及び火災の拡大防止対 
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（53 / 60） 様式－７ 

53 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

屋内のアクセスルートは，「ロ．（５）(ⅱ) 重

大事故等対処施設の耐震設計」の地震を考慮し

た建屋等に複数確保する設計とする。 

屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事

象として選定する風（台風），竜巻，凍結，高

温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災，塩害，航空機落下，爆発，敷

地内における化学物質の漏えい，近隣工場等の

火災，有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等

内に確保する設計とする。 

 

 

屋内のアクセスルートにおいては，機器からの

溢水及び化学薬品漏えいに対してアクセスルー

トでの非常時対策組織要員の安全を考慮した防

護具を着用する。また，地震時に通行が阻害さ

れないように，アクセスルート上の資機材の落

下防止，転倒防止及び固縛の措置並びに火災の

発生防止対策を実施する。 

屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被

ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用する。ま

た，夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため

可搬型照明を配備する。 

 

 

 

２） 試験・検査性 

重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認

するため，再処理施設の運転中又は停止中に必

要な箇所の点検保守，試験又は検査を実施でき

るよう，機能・性能の確認，漏えいの有無の確

認，分解点検等ができる構造とする。 

試験及び検査は，使用前事業者検査，定期事業

者検査，自主検査等に加え，維持活動としての

点検（日常の運転管理の活用を含む。）が実施

可能な設計とする。 

再処理施設の運転中に待機状態にある重大事故

等対処設備は，再処理施設の運転に大きな影響

を及ぼす場合を除き，定期的な試験又は検査が

できる設計とする。また，多様性又は多重性を

備えた系統及び機器にあっては，各々が独立し

て試験又は検査ができる設計とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必

要な設備は，原則として分解・開放（非破壊検

査を含む。）が可能な設計とし，機能・性能確

認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮す

ることにより，分解・開放が不要なものについ

ては外観の確認が可能な設計とする。 

策（大量の可燃物を内包する変圧器の防油堤の

設置）については，「火災防護計画」に定め

る。 

屋内のアクセスルートは，「1.6.2 重大事故等

対処施設の耐震設計」の地震を考慮した建屋等

に複数確保する設計とする。 

屋内のアクセスルートは，津波に対して立地的

要因によりアクセスルートへの影響はない。 

屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事

象として選定する風（台風），竜巻，凍結，高

温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学 

的事象，森林火災，塩害，航空機落下，爆発，

敷地内における化学物質の漏えい，近隣工場等

の火災，有毒ガス及び電磁的障害に対して，外

部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋

等内に確保する設計とする。 

屋内のアクセスルートにおいては，機器からの

溢水及び化学薬品漏えいに対してアクセスルー

トでの非常時対策組織要員の安全を考慮した防

護具を着用する。また，地震時に通行が阻害さ

れないように，アクセスルート上の資機材の落

下防止，転倒防止及び固縛の措置並びに火災の

発生防止対策を実施する。万一通行が阻害され

る場合は迂回する又は乗り越える。 

屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被

ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用する。ま

た，夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため

可搬型照明を配備する。 

 

 

ｂ．試験・検査性 

重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認

するため，再処理施設の運転中又は停止中に必

要な箇所の点検保守，試験又は検査を実施でき

るよう，機能・性能の確認，漏えいの有無の確

認，分解点検等ができる構造とする。 

試験及び検査は，使用前事業者検査，定期事業

者検査，自主検査等に加え，維持活動としての

点検（日常の運転管理の活用を含む。）が実施

可能な設計とする。 

再処理施設の運転中に待機状態にある重大事故

等対処設備は，再処理施設の運転に大きな影響

を及ぼす場合を除き，定期的な試験又は検査が

できる設計とする。また，多様性又は多重性を

備えた系統及び機器にあっては，各々が独立し

て試験又は検査ができる設計とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必

要な設備は，原則として分解・開放（非破壊検

査を含む。）が可能な設計とし，機能・性能確 

認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮す

ることにより，分解・開放が不要なものについ

ては外観の確認が可能な設計とする。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ホ) 地震を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計 

１） 地震を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計の基本方針 

基準地震動を超える地震に対して機能維持が必

要な施設については，重大事故等対処施設及び

安全機能を有する施設の耐震設計における設計

方針を踏襲し，基準地震動の 1.2 倍の地震力に

対して必要な機能が損なわれるおそれがないこ

とを目的として，以下のとおり耐震設計を行

う。 

ⅰ） 選定において基準地震動を 1.2 倍した地

震力を考慮する設備は，基準地震動を 1.2 倍し

た地震力に対して，必要な機能が損なわれるこ

とによって重大事故等の発生のおそれがないよ

うに設計する。 

ⅱ） 地震を要因として発生する重大事故等に対

処する重大事故等対処設備は，基準地震動を

1.2 倍した地震力に対して，重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがな

いように設計する。溢③d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち点検保守によ

る待機除外時のバックアップが必要な設備につ

いては，点検保守中に重大事故等が発生した場

合においても確実に対処できるようにするた

め，同時に点検保守を行う個数を考慮した待機

除外時のバックアップを確保する。なお，点検

保守時には待機除外時のバックアップを配備し

た上で点検保守を行うものとする。 

 

 

 

 

 

(５) 地震を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計 

ａ．地震を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計の基本方針 

基準地震動を超える地震に対して機能維持が必

要な施設については， 

重大事故等対処施設及び安全機能を有する施設

の耐震設計における設計方針を踏襲し，基準地

震動の 1.2 倍の地震力に対して必要な機能が損

なわれるおそれがないことを目的として，以下

のとおり耐震設計を行う。 

(ａ) 選定において基準地震動を 1.2 倍した地震

力を考慮する設備は，基準地震動を 1.2 倍した

地震力に対して，必要な機能が損なわれること

によって重大事故等の発生のおそれがないよう

に設計する。 

(ｂ) 地震を要因として発生する重大事故等に対

処する重大事故等対処設備は，基準地震動を

1.2 倍した地震力に対して，重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがな

いように設計する。溢◇1  

 

ｂ．地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算定方法は，以下の

とおり適用する。 

(ａ) 動的地震力 

地震を要因とする重大事故等に対する施設は，

「1.6.1.4.2 動的地震力」に示す基準地震動に

よる地震力を 1.2 倍した地震力を適用する。 

 

ｃ．荷重の組合せと許容限界 

荷重の組合せと許容限界は，以下によるものと

する。 

(ａ) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

ⅰ．建物・構築物 

１） 運転時の状態 

「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態」の

「(１) 建物・構築物」に示す「ａ．運転時の状

態」を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（溢③d：7，19，20，23

ページへ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 重大事故等時の状態 

再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事

故又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設

の機能を必要とする状態。 

３） 設計用自然条件 

「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態」の

「(１) 建物・構築 

物」に示す「ｂ．設計用自然条件」を適用す

る。 

ⅱ．機器・配管系 

１） 運転時の状態 

「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態」の

「(２) 機器・配管 

系」に示す「ａ．運転時の状態」を適用する。 

２） 運転時の異常な過渡変化時の状態 

「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態」の

「(２) 機器・配管 

系」に示す「ｂ．運転時の異常な過渡変化時の

状態」を適用する。 

３） 設計基準事故時の状態 

「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態」の

「(２) 機器・配管 

系」に示す「ｃ．設計基準事故時の状態」を適

用する。 

４） 重大事故等時の状態 

再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事

故又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設

の機能を必要とする状態。 

(ｂ) 荷重の種類 

ⅰ．建物・構築物 

１） 再処理施設のおかれている状態にかかわら

ず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，

積載荷重，土圧及び水圧 

２） 運転時の状態で施設に作用する荷重 

３） 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

４） 積雪荷重及び風荷重 

ただし，運転時及び重大事故等時の状態で施設

に作用する荷重には，機器・配管系から作用す

る荷重が含まれるものとし，地震力には，地震

時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反

力が含まれるものとする。 

ⅱ．機器・配管系 

１） 運転時の状態で施設に作用する荷重 

２） 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に

作用する荷重 

３） 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷

重 

４） 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

ただし，各状態において施設に作用する荷重に

は，常時作用している荷重，すなわち自重等の

固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に

設置される施設については，建物・構築物に準

じる。 
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（56 / 60） 様式－７ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

ⅰ．建物・構築物 

１) 選定において基準地震動を 1.2 倍した地震

力を考慮する設備が設置される重大事故等対処

施設の建物・構築物については，常時作用して

いる荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水

圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積

雪荷重及び風荷重と基準地震動を 1.2 倍した地

震力とを組み合わせる。 

２） 地震を要因として発生する重大事故等に対

処する重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設の建物・構築物については，常時

作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧

及び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷

重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動を 1.2 倍

した地震力とを組み合わせる。 

３） 地震を要因として発生する重大事故等に対

処する重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設の建物・構築物については，常時

作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧

及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等

時の状態で施設に作用する荷重は，その事故事

象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確

率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動

又は弾性設計用地震動による地震力）と組み合

わせる。この組み合わせについては，事故事象

の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率

の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設

定する。なお，継続時間については対策の成立

性も考慮した上で設定する。 

なお，常時作用している荷重のうち，土圧及び

水圧について，基準地震動による地震力，弾性

設計用地震動による地震力と組み合わせる 

場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。 

ⅱ．機器・配管系 

１) 選定において基準地震動を 1.2 倍した地震

力を考慮する設備に係る機器・配管系について

は，常時作用している荷重及び運転時の状態で

施設に作用する荷重と基準地震動を 1.2 倍した

地震力とを組み合わせる。 

２） 地震を要因として発生する重大事故等に対

処する重大事故等対処設備に係る機器・配管系

については，常時作用している荷重及び運転時

の状態で施設に作用する荷重と基準地震動を

1.2 倍した地震力とを組み合わせる。 

３） 地震を要因として発生する重大事故等に対

処する重大事故等対処設備に係る機器・配管系

については，常時作用している荷重，運転時の

異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状

態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷

重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び

地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（57 / 60） 様式－７ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震力（基準地震動又は弾性設計用地震動による

地震力）と組み合わせる。この組み合わせにつ

いては，事故事象の発生確率，継続時間及び地

震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総

合的に勘案の上設定する。なお，継続時間につ

いては対策の成立性も考慮した上で設定する。 

なお，屋外に設置される施設については，建

物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み

合わせる。 

ⅲ．荷重の組合せ上の留意事項 

１) ある荷重の組合せ状態での評価が，その他

の荷重の組合せ状態と比較して明らかに厳しい

ことが判明している場合には，その他の荷重の

組合せ状態での評価は行わないことがある。 

２） 重大事故等対処施設を支持する建物・構築

物の当該部分の支持機能を確認する場合におい

ては，支持される施設の設備分類に応じた地震

力と常時作用している荷重及びその他必要な荷

重とを組み合わせる。 

３） 積雪荷重については，屋外に設置されてい

る施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施

設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重

の割合が無視できる施設を除き，地震力との組

み合わせを考慮する。 

４） 風荷重については，屋外の直接風を受ける

場所に設置されている施設のうち，風荷重の影

響が地震荷重と比べて相対的に無視できないよ

うな構造，形状及び仕様の施設においては，地

震力との組み合わせを考慮する。 

５） 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重

との組み合わせについては，「(３) 環境条件

等」の「ａ．環境条件」の「(ｃ) 重大事故等時

における環境条件」に示す条件を考慮する。 

(ｄ) 許容限界 

地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対す

る許容限界は，以下のとおりとする。 

ⅰ．選定において基準地震動を 1.2 倍した地震

力を考慮する設備 

放射性物質の保持機能を維持する設備の機能の

確保に対しては，内包する放射性物質（液体，

気体，固体）の閉じ込めバウンダリを構成する

部材のき裂や破損により漏えいしないこと。 

核的制限値（寸法）を維持する設備の機能の確

保に対しては，地震による変形等により臨界に

至らないこと。 

落下・転倒防止機能を維持する設備の機能の確

保に対しては，放射性物質（固体）を内包する

容器等を搬送する設備の破損により，容器等が

落下又は転倒しないこと。 

ガラス固化体の崩壊熱除去機能の確保に対して

は，収納管及び通風管の破損により冷却空気流

路が閉塞しないこと。 

上記の各機能について，基準地震動の 1.2 倍の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ヘ) 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対

する防護方針 

可搬型重大事故等対処設備は，「事業指定基準

規則」の第三十三条第３項第６号にて，共通要

因によって設計基準事故に対処するための設備

の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大

地震力に対して，「1.6.1.5.4 許容限界」の

「(２) 機器・配管系」の「ａ．Ｓクラスの機

器・配管」に示す「(ａ) 基準地震動による地震

力との組合せに対する許容限界」にて確認した

上で，それ以外を適用する場合は各機能が維持

できること。 

地震に対して各設備が保持する安全機能を第

1.7.18－３表に示す。 

ⅱ．地震を要因として発生する重大事故等に対

処する重大事故等対処設備 

地震を要因として発生する重大事故等の対処に

必要な常設重大事故等対処設備は，基準地震動

の 1.2 倍の地震力に対して，「1.6.1.5.4 許容

限界」の「(２) 機器・配管系」の「ａ．Ｓクラ

スの機器・配管」に示す「(ａ) 基準地震動によ

る地震力との組合せに対する許容限界」にて確

認した上で，それ以外を適用する場合は，設備

のき裂や破損等により水及び空気の供給や放出

経路の維持等，重大事故等の対処に必要な機能

が維持できること。 

対象設備は，第 1.7.18－１表に示す重大事故等

の要因事象のうち，外的事象に係る常設重大事

故等対処設備に示す。 

ⅲ．ⅰ及びⅱに示す設備を設置する建物・構築

物 

ⅰ及びⅱに示す設備を設置する建物・構築物

は，基準地震動を 1.2 倍した地震力に対する建

物・構築物全体としての変形能力について，

「1.6.1.5.4 許容限界」の「(１) 建物・構築

物」の「ａ．Ｓクラスの建物・構築物」に示す

「(ａ) 基準地震動による地震力との組合せに 

対する許容限界」を適用する。 

ｄ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，各保管場所にお

ける基準地震動を 1.2 倍した地震力に対して，

転倒しないよう固縛等の措置を講ずるととも

に，動的機器については加振試験等により重大

事故等の対処に必要な機能が損なわれないこ

と。また，ホース等の静的機器は，複数の保管

場所に分散して保管することにより，地震によ

り重大事故等の対処に必要な機能が損なわれな

いこと。 

対象設備は，第 1.7.18－１表に示す重大事故等

の要因事象のうち，外的事象に係る可搬型重大

事故等対処設備に示す。溢◇2  

 

 

(６) 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対

する防護方針 

可搬型重大事故等対処設備は，事業指定基準規

則の第 33 条第３項第６号にて，共通要因によっ

て設計基準事故に対処するための設備の安全機

能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（59 / 60） 様式－７ 

59 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
事故等に対処するために必要な機能と同時にそ

の重大事故等に対処するために必要な機能が損

なわれることがないことを求められている。 

再処理施設の可搬型重大事故等対処設備の内部

火災に対する防護方針を以下に示す。 

１） 可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止 

可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，

建屋近傍，外部保管エリアは，発火性物質又は

引火性物質を内包する設備に対する火災発生防

止を講ずるとともに，電気系統の過電流による

過熱及び焼損の防止対策を講ずる設計とする。 

重大事故等に対処するために必要な機能を損な

うおそれがある可搬型重大事故等対処設備の保

管場所には，可燃性蒸気又は可燃性微粉が滞留

するおそれがある設備，火花を発する設備，高

温となる設備並びに水素を発生する設備を設置

しない設計とする。 

２） 不燃性又は難燃性材料の使用 

可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃

性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不

燃性材料又は難燃性材料の使用が困難な場合

は，代替材料を使用する設計とする。また，代

替材料の使用が技術的に困難な場合には，当該

可搬型重大事故等対処設備における火災に起因

して，他の可搬型重大事故等対処設備の火災が

発生することを防止するための措置を講ずる設

計とする。 

３） 落雷，地震等の自然現象による火災の発生

防止 

敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重

大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や

事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事

故等時に可搬型重大事故等対処設備に影響を与

えるおそれがある事象として，地震，津波，風

（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び

塩害を選定する。 

風（台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの

事象に対して重大事故等に対処するために必要

な機能を損なうことのないように，自然現象か

ら防護する設計とすることで，火災の発生を防

止する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に

対しては，侵入防止対策によって影響を受けな

い設計とする。 

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象

及び塩害は，発火源となり得る自然現象ではな

く，火山の影響についても，火山から再処理施

設に到達するまでに降下火砕物が冷却されるこ

とを考慮すると，発火源となり得る自然現象で

はない。 

したがって，再処理施設で火災を発生させるお

それのある自然現象として，落雷及び地震につ

対処するために必要な機能と同時にその重大事

故等に対処するために必要な機能が損なわれる

ことがないことを求められている。 

再処理施設の可搬型重大事故等対処設備の内部

火災に対する防護方針を以下に示す。 

ａ．可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止 

可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，

建屋近傍，外部保管エリアは，発火性物質又は

引火性物質を内包する設備に対する火災発生防

止を講ずるとともに，電気系統の過電流による

過熱及び焼損の防止対策を講ずる設計とする。 

重大事故等に対処するために必要な機能を損な

うおそれがある可搬型重大事故等対処設備の保

管場所には，可燃性蒸気又は可燃性微粉が滞 

留するおそれがある設備，火花を発する設備，

高温となる設備並びに水素を発生する設備を設

置しない設計とする。 

ｂ．不燃性又は難燃性材料の使用 

可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃

性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不

燃性材料又は難燃性材料の使用が困難な場合

は，代替材料を使用する設計とする。また，代

替材料の使用が技術的に困難な場合には，当該

可搬型重大事故等対処設備における火災に起因

して，他の可搬型重大事故等対処設備の火災が

発生することを防止するための措置を講ずる設

計とする。 

ｃ．落雷，地震等の自然現象による火災の発生

防止 

敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重

大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や

事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事

故等時に可搬型重大事故等対処設備に影響を与

えるおそれがある事象として，地震，津波，風

（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び

塩害を選定する。 

風（台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの

事象に対して重大事故等に対処するために必要

な機能を損なうことのないように，自然現象か

ら防護する設計とすることで，火災の発生を防

止する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に

対しては，侵入防止対策によって影響を受けな

い設計とする。 

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象

及び塩害は，発火源となり得る自然現象ではな

く，火山の影響についても，火山から再処理施

設に到達するまでに降下火砕物が冷却されるこ

とを考慮すると，発火源となり得る自然現象で

はない。 

したがって，再処理施設で火災を発生させるお

それのある自然現象として，落雷及び地震につ
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 要求事項との対比表 第 12 条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（60 / 60） 様式－７ 

60 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
いて，これらの自然現象によって火災が発生し

ないように，火災防護対策を講ずる設計とす

る。 

４） 早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火については，可搬型重大事

故等対処設備に対する火災の影響を限定し，早

期の火災感知及び消火を行うための火災感知設

備及び消火設備を設置する設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそ

れのある火災を早期に感知するとともに，火災

の発生場所を特定するために，固有の信号を発

する異なる種類の火災感知器又は同等の機能を

有する機器を組み合わせて設置する設計とす

る。 

消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二

次的影響が重大事故等対処設備に及ばないよう

適切に配置する設計とする。 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定

される火災の性質に応じた容量の消火剤を備え

る設計とする。 

火災時の消火活動のため，大型化学高所放水

車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車を

配備する設計とする。 

重大事故等への対処を行う建屋内のアクセスル

ートには，重大事故等が発生した場合のアクセ

スルート上の火災に対して初期消火活動ができ

るよう消火器を配備し，初期消火活動ができる

手順を整備する。 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，

火災発生時の煙又は放射線の影響により消火活

動が困難となるところには，固定式消火設備を

設置することにより，消火活動が可能な設計と

する。 

屋内消火栓，消火設備の現場盤操作等に必要な

照明器具として，蓄電池を内蔵した照明器具を

設置する。 

５） 火災感知設備及び消火設備に対する自然現

象の考慮 

火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現

象によっても，火災感知及び消火の機能，性能

が維持されるよう，凍結，風水害，地震時の地

盤変位を考慮した設計とする。 

 

 

 

いて，これらの自然現象によって火災が発生し

ないように，火災防護対策を講ずる設計とす

る。 

ｄ．早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火については，可搬型重大事

故等対処設備に対する火災の影響を限定し，早

期の火災感知及び消火を行うための火災感知設

備及び消火設備を設置する設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそ

れのある火災を早期に感知するとともに，火災

の発生場所を特定するために，固有の信号を発

する異なる種類の火災感知器又は同等の機能を

有する機器を組み合わせて設置する設計とす

る。 

消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二

次的影響が重大事故等対処設備に及ばないよう

適切に配置する設計とする。 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定

される火災の性質に応じた容量の消火剤を備え

る設計とする。 

火災時の消火活動のため，大型化学高所放水

車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車を

配備する設計とする。 

重大事故等への対処を行う建屋内のアクセスル

ートには，重大事故等が発生した場合のアクセ

スルート上の火災に対して初期消火活動ができ

るよう消火器を配備し，初期消火活動ができる

手順を整備する。 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，

火災発生時の煙又は放射線の影響により消火活

動が困難となるところには，固定式消火設備を

設置することにより，消火活動が可能な設計と

する。 

屋内消火栓，消火設備の現場盤操作等に必要な

照明器具として，蓄電池を内蔵した照明器具を

設置する。 

ｅ．火災感知設備及び消火設備に対する自然現

象の考慮 

火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現

象によっても，火災感知及び消火の機能，性能

が維持されるよう，凍結，風水害，地震時の地

盤変位を考慮した設計とする。 
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中項目 記載内容（概要） 記載区分 様式６紐づけ№

1. 溢水等による損傷防止の基本方針 中表紙 新規 －

1. 1 概要 当該添付書類の記載概要を記載 新規 －

1. 2 溢水等による損傷防止の基本方針
溢水等による損傷防止に関する詳細設計方針の全体概要
を記載

1. 2 1 防護すべき設備の選定 防護すべき設備の選定の概要について記載

1. 2 2 溢水評価条件の設定 溢水評価条件の設定の概要について記載

1. 2 3 溢水評価及び防護設計方針 溢水評価及び防護設計方針の概要を記載

1. 2 4 溢水防護に関する施設の設計方針 溢水防護に関する施設の設計方針の概要を記載

1. 3 適用規格 適用規格を記載 新規 －

2. 防護すべき設備の選定 中表紙 新規 －

2. 1 概要 ２．での説明概要 新規 －

2. 2 防護すべき設備の選定 タイトル

2. 2 1 防護すべき設備の選定方針 防護すべき設備の選定方針を記載

2. 2 2 溢水防護対象設備の抽出結果 溢水防護対象設備の抽出結果を記載

2. 2 3 防護すべき設備のうち評価対象の選定について 防護すべき設備のうち評価対象の選定結果を記載

3. 溢水評価条件の設定 中表紙 新規 －

3. 1 概要 ３．での説明概要 新規 －

3. 2 溢水源及び溢水量の設定 タイトル

3. 2 1 想定破損による溢水
想定破損による溢水で想定する溢水源と溢水量の設定方
針を記載

3. 2 2 消火水等の放水による溢水
消火水等の放水による溢水で想定する溢水源と溢水量の
設定方針を記載

3. 2 3 地震起因による溢水
地震起因による溢水で想定する溢水源と溢水量の設定方
針を記載

3. 2 4 その他の溢水
その他の溢水で想定する溢水源と溢水量の設定方針を記
載

3. 3 溢水防護区画及び溢水経路の設定 タイトル

3. 3 1 溢水防護区画の設定 溢水防護区画の設定方針を記載

3. 3 2 溢水防護区画内漏えいでの溢水経路 溢水防護区画内漏えいでの溢水経路を記載

3. 3 3 溢水防護区画外漏えいでの溢水経路 溢水防護区画外漏えいでの溢水経路

4. 溢水影響に関する評価 中表紙 新規 －

4. 1 概要 ４．での説明概要 新規 －

4. 2 溢水評価 タイトル

4. 2 1 没水影響に対する評価 没水影響に対する評価方針及び結果を記載

4. 2 2 被水影響に対する評価 被水影響に対する評価方針及び結果を記載

4. 2 3 蒸気影響に対する評価 蒸気影響に対する評価方針及び結果を記載

4. 2 4 燃料貯蔵プール・ピット等の機能維持に関する溢水評価
燃料貯蔵プール・ピット等の機能維持に関する溢水評価
方針及び結果を記載

4. 3 溢水防護区画を内包する建屋外からの流入防止 タイトル

4. 3 1 屋外タンク等からの流入防止 屋外タンク等からの流入防止方針及び結果を記載

4. 3 2 地下水からの影響評価 地下水からの影響評価方針及び結果を記載

5. 溢水防護設備の詳細設計 中表紙 新規 －

5. 1 概要 ５．での説明概要 新規 －

5. 2 設計の基本方針 溢水防護設備の設計の基本方針を記載 新規 溢⑧

5. 3 要求機能及び性能目標 タイトル

5. 3 1 溢水伝播を防止する設備 溢水伝播を防止する設備の要求機能及び性能目標を記載

5. 3 2 蒸気影響を緩和する設備 蒸気影響を緩和する設備の要求機能及び性能目標を記載

5. 3 3 溢水量を低減する設備 溢水量を低減する設備の要求機能及び性能目標を記載

5. 4 機能設計 タイトル

5. 4 1 溢水伝播を防止する設備 溢水伝播を防止する設備の機能設計を記載

5. 4 2 蒸気影響を緩和する設備 蒸気影響を緩和する設備の機能設計を記載

5. 4 3 溢水量を低減する設備 溢水量を低減する設備の機能設計を記載

6. 溢水防護設備の耐震性についての計算書 中表紙 新規 －

6. 1 溢水防護設備の耐震計算結果 中表紙 新規 －

6. 1 1 概要 ６．での説明概要

6. 1 2 耐震評価条件整理 溢水防護設備の耐震評価条件整理結果を記載

6. 2 貫通部止水処置の耐震性についての計算書 中表紙

6. 2 1 概要 ６．２での説明概要

6. 2 2 一般事項 配置概要、構造計画、評価方針等を記載

6. 2 3 評価部位 評価部位を記載

6. 2 4 構造強度評価 構造強度評価方針を記載

6. 2 5 評価結果 評価結果を記載

6. 3 水密扉の耐震性についての計算書 中表紙

6. 3 1 概要 ６．３での説明概要

6. 3 2 一般事項 配置概要、構造計画、評価方針等を記載

6. 3 3 評価部位 評価部位を記載

6. 3 4 構造強度評価 構造強度評価方針を記載

6. 3 5 評価結果 評価結果を記載

6. 4 防水扉の耐震性についての計算書 中表紙

6. 4 1 概要 ６．４での説明概要

添付書類Ⅵ　「再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書」

目次番号

新規 溢①~⑨

新規 溢⑥

新規 溢③，④

新規 溢③，⑤

新規 溢③，⑦

溢⑦新規

溢⑧新規

新規 溢⑧

新規 溢⑧

溢⑧

溢⑧新規

新規
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中項目 記載内容（概要） 記載区分 様式６紐づけ№

添付書類Ⅵ　「再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書」

目次番号

6. 4 2 一般事項 配置概要、構造計画、評価方針等を記載

6. 4 3 評価部位 評価部位を記載

6. 4 4 構造強度評価 構造強度評価方針を記載

6. 4 5 評価結果 評価結果を記載

6. 5 堰の耐震性についての計算書 中表紙

6. 5 1 概要 ６．５での説明概要

6. 5 2 一般事項 配置概要、構造計画、評価方針等を記載

6. 5 3 評価部位 評価部位を記載

6. 5 4 構造強度評価 構造強度評価方針を記載

6. 5 5 評価結果 評価結果を記載

6. 6 床ドレン逆止弁の耐震性についての計算書 中表紙

6. 6 1 概要 ６．６での説明概要

6. 6 2 一般事項 配置概要、構造計画、評価方針等を記載

6. 6 3 評価部位 評価部位を記載

6. 6 4 構造強度評価 構造強度評価方針を記載

6. 6 5 評価結果 評価結果を記載

6. 7 止水ダンパの耐震性についての計算書 中表紙

6. 7 1 概要 ６．７での説明概要

6. 7 2 一般事項 配置概要、構造計画、評価方針等を記載

6. 7 3 評価部位 評価部位を記載

6. 7 4 構造強度評価 構造強度評価方針を記載

6. 7 5 評価結果 評価結果を記載

6. 8 緊急遮断弁の耐震性についての計算書 中表紙

6. 8 1 概要 ６．８での説明概要

6. 8 2 一般事項 配置概要、構造計画、評価方針等を記載

6. 8 3 評価部位 評価部位を記載

6. 8 4 構造強度評価 構造強度評価方針を記載

6. 8 5 評価結果 評価結果を記載

6. 9 蒸気遮断弁の耐震性についての計算書 中表紙

6. 9 1 概要 ６．９での説明概要

6. 9 2 一般事項 配置概要、構造計画、評価方針等を記載

6. 9 3 評価部位 評価部位を記載

6. 9 4 構造強度評価 構造強度評価方針を記載

6. 9 5 評価結果 評価結果を記載

6. 10 蒸気防護板の耐震性についての計算書 中表紙

6. 10 1 概要 ６．１０での説明概要

6. 10 2 一般事項 配置概要、構造計画、評価方針等を記載

6. 10 3 評価部位 評価部位を記載

6. 10 4 構造強度評価 構造強度評価方針を記載

6. 10 5 評価結果 評価結果を記載

6. 11 止水板及び蓋の耐震性についての計算書 中表紙

6. 11 1 概要 ６．１１での説明概要

6. 11 2 一般事項 配置概要、構造計画、評価方針等を記載

6. 11 3 評価部位 評価部位を記載

6. 11 4 構造強度評価 構造強度評価方針を記載

6. 11 5 評価結果 評価結果を記載

6. 12 溢水防護板の耐震性についての計算書 中表紙

6. 12 1 概要 ６．１２での説明概要

6. 12 2 一般事項 配置概要、構造計画、評価方針等を記載

6. 12 3 評価部位 評価部位を記載

6. 12 4 構造強度評価 構造強度評価方針を記載

6. 12 5 評価結果 評価結果を記載

6. 13 溢水防護に係る施設の耐震性に関する説明書 中表紙

6. 13 1 溢水防護に係る施設の耐震性についての計算書の方針
溢水防護に係る施設の耐震性についての計算書の方針を
記載

6. 13 2 溢水源としない耐震Ｂ，Ｃクラス機器の耐震性についての計算書
溢水源としない耐震Ｂ，Ｃクラス機器の耐震性について
の計算書結果を記載

7. 溢水防護設備の強度計算書 中表紙 新規 －

7. 1 貫通部止水処置の強度計算書 貫通部止水処置の強度計算書結果を記載

7. 2 水密扉の強度計算書 水密扉の強度計算書結果を記載

7. 3 防水扉の強度計算書 防水扉の強度計算書結果を記載

7. 4 堰の強度計算書 堰の強度計算書結果を記載

7. 5 床ドレン逆止弁の強度計算書 床ドレン逆止弁の強度計算書結果を記載

7. 6 止水ダンパの強度計算書 止水ダンパの強度計算書結果を記載

7. 7 蒸気防護板の強度計算書 蒸気防護板の強度計算書結果を記載

7. 8 止水板及び蓋の強度計算書 止水板及び蓋の強度計算書結果を記載

7. 9 溢水防護板の強度計算書 溢水防護板の強度計算書結果を記載

別紙 計算機プログラム（解析コード）の概要 計算機プログラム（解析コード）の概要を記載 新規 －

溢⑧

溢⑧

溢⑧

溢⑧

溢⑧

溢⑧

溢⑧

溢⑧

溢⑧

溢⑧

溢⑧新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

第 14条（安全避難通路等） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 
解 

釈 

添付 

書類 

① 
安全避難通路に関する設計 技術基準の要求を受けている内容 

１項・

一号 
－ 

a,b 
② 

避難用照明の設計 技術基準の要求を受けている内容 
１項・

二号 
－ 

③ 設計基準事故時に使用する照

明及び専用電源の設計 
技術基準の要求を受けている内容 

１項・

三号 
－ 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 
添付 

書類 

□1  添付書類の記載の採用 
事業変更許可申請書 添六の記載を採用することか

ら記載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 
添付 

書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書 本文又は添六に重複した記載

があることから記載しない。 
－ 

◇2  概要（電気設備） 
概要は添付書類の「電気設備に関する説明書」にて記

載するため記載しない。 
c 

◇3  仕様（電気設備） 
仕様は添付書類の「電気設備に関する説明書」にて記

載するため記載しない。 
c 

◇4  

概要（誘導灯・非常灯・運転保

安灯・直流非常灯・蓄電池内蔵

照明） 

概要は添付書類の「安全避難通路に関する説明書」お

よび「照明設備に関する説明書」にて記載するため記

載しない。 

a,b 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 安全避難通路に関する説明書 

b 照明設備に関する説明書 

c 電気設備に関する説明書 
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要求事項との対比表 第十四条 安全避難通路等（1 / 5） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十四条 

 

 再処理施設には、次に掲げる設備が設けられ

ていなければならない。 

 

 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示すること

により容易に識別できる安全避難通路① 

 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機

能を損なわない避難用の照明② 

 

 

 

 

 

 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明 

(前号の避難用の照明を除く。) 及びその専用の

電源③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設には，その位置を明確かつ恒久的

に表示することにより容易に識別できる安全避

難通路及び照明用の電源が喪失した場合におい

ても機能を損なわない避難用照明として，ディ

ーゼル発電機又は灯具に内蔵した蓄電池により

電力を供給できる誘導灯及び非常灯を設置し，

安全に避難できる設計とする。①-1, ①-2, ②-

1,②-2, 

 

 

 

設計基準事故が発生した場合において，昼夜

及び場所を問わず，再処理施設内で事故対策の

ための作業が可能となるよう，避難用照明とは

別に作業用照明を設ける設計とする。③-1 

設計基準事故に対処するために，監視，操作

等が必要となる中央制御室並びに使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，作業用

照明として運転保安灯，直流非常灯又は蓄電池

内蔵型照明を設置し，運転保安灯は非常用母

線，直流非常灯は非常用蓄電池に接続し，非常

用ディーゼル発電機からも電力を供給できる設

計とするとともに，蓄電池内蔵型照明は非常用

母線に接続し，内蔵蓄電池を備える設計とす

る。③-2 

また，現場作業の緊急性との関連において，

仮設照明の準備に時間的猶予がある場合には，

可搬型照明を活用する設計とする。③-3 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(ｆ) 安全避難通路等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設には，その位置を明確かつ恒久的

に表示することにより容易に識別できる安全避

難通路及び照明用の電源が喪失した場合におい

ても機能を損なわない避難用照明を設ける設計

とする。①-1,②-1 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故が発生した場合において，昼夜

及び場所を問わず，再処理施設内で事故対策の

ための作業が可能となるよう，避難用照明とは

別に作業用照明を設ける設計とする。③-1 

設計基準事故に対処するために，監視，操作

等が必要となる中央制御室並びに使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，作業用

照明として運転保安灯，直流非常灯又は蓄電池

内蔵型照明を設置し，運転保安灯は非常用母

線，直流非常灯は非常用蓄電池に接続し，非常

用ディーゼル発電機からも電力を供給できる設

計とするとともに，蓄電池内蔵型照明は非常用

母線に接続し，内蔵蓄電池を備える設計とす

る。③-2 

また，現場作業の緊急性との関連において，

仮設照明の準備に時間的猶予がある場合には，

可搬型照明を活用する設計とする。③-3 

これらの設計においては，設計基準において

想定する事故に対して再処理施設の安全性が損

なわれない（安全機能を有する施設が安全機能

 

適合のための設計方針 

第１項第一号について 

再処理施設の建屋内及びその他の人が立ち入

る区域には，安全避難通路を設ける設計とす

る。また，安全避難通路には，必要に応じて，

単純，明確及び永続性のある標識並びに誘導灯

及び非常灯①-2を設け，その位置を明確かつ恒

久的に表示することにより容易に識別できる設

計とする。◇1  

 

第１項第二号について 

再処理施設には，照明用の電源が喪失した場

合においても機能を損なわない避難用の照明と

して，誘導灯及び非常灯を設ける設計とし，誘 

導灯及び非常灯は，事業所内のディーゼル発電

機，灯具に内蔵した蓄電池②-2からの給電によ

り，外部からの電源が喪失した場合においても

その機能を損なわない設計とする。◇1  

 

第１項第三号について 

再処理施設には，昼夜及び場所を問わず，再

処理施設内で事故対策のための作業が可能とな

るよう，設計基準事故が発生した場合に用いる

作業用照明（前号の避難用の照明を除く。）及

びその専用の電源を設ける設計とする。◇1  

再処理施設としては，設計基準事故が発生し

た場合において，再処理施設の状態を監視及び

制御するために必要な中央制御室並びに使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，

運転保安灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明

を設ける設計とし，必要な監視，操作等が確実

に行えるように非常灯と同等以上の照度を有す

る設計とする。◇1  

中央制御室の運転保安灯は，外部電源が喪失

した場合においてもその機能を損なわないよう

に 6.9ｋＶ非常用主母線に接続し，第２非常用

ディーゼル発電機から電力を供給する設計とす

る。◇1  

中央制御室の直流非常灯は，第２非常用蓄電

池に接続し，全交流動力電源喪失時から重大事

1.9.14 安全避難通路等 

（安全避難通路等） 

第十四条 再処理施設には、次に掲げる設備

を設けなければならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示するこ

とにより容易に識別できる安全避難通路 

二 照明用の電源が喪失した場合においても

機能を損なわない避難用の照明 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照

明（前号の避難用の照明を除く。）及びそ

の専用の電源 

 

 

 

 

 

 

○設基① 

【性能】①-1 

その位置を明確かつ恒久

的に表示することにより

容易に識別できる安全避

難通路 

 

○設【手段】①-1 

その位置を明確かつ恒久

的に表示することにより

容易に識別できる安全避

難通路及び照明用の電源

が喪失した場合において

も機能を損なわない避難

用照明を設ける設計とす

る。 

 

○設基① 

【性能】①-2 

照明用の電源が喪失した

場合においても機能を損

なわない避難用の照明 

 

○設【手段】①-2 

誘導灯及び非常灯は，事

業所内のディーゼル発電

機，灯具に内蔵した蓄電

池からの給電により，外

部からの電源が喪失した

場合においてもその機能

を損なわない設計とす

る。 
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要求事項との対比表 第十四条 安全避難通路等（2 / 5） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明は，全交流

動力電源喪失時から重大事故等に対処するため

に必要な電力の供給が重大事故等対処設備から

開始される前までの間，点灯可能な設計とす

る。③-4 

を損なわない。）ために必要な重大事故等対処

施設，設備等への措置を含める。□1  

故等に対処するために必要な電力の供給が重大

事故等対処設備から開始される前までの間，点

灯可能な設計とする。③-4 

中央制御室の蓄電池内蔵型照明は，全交流動

力電源喪失時から重大事故等に対処するために

必要な電力の供給が重大事故等対処設備から開

始される前までの間，点灯可能な内蔵蓄電池を

備える設計とする。③-4 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の運転保安灯は，外部電源が喪失した場合に

おいてもその機能を損なわないように 6.9ｋＶ

非常用母線に接続し，第１非常用ディーゼル発

電機から電力を供給する設計とする。◇1  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の直流非常灯は，第１非常用蓄電池に接続

し，全交流動力電源喪失時においてもその機能

を損なわない設計とする。③-4 

また，現場作業の緊急性との関連において，

設計基準事故の収束後の火災の鎮火確認や漏え

い液の回収系統のライン形成を行う場合など，

仮設照明の準備に時間的猶予がある場合には，

初動操作に対応する当直（運転員）が滞在して

いる中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室に配備する可搬型照明を

活用する設計とする。◇1  

これらの作業用の照明により，設計基準事故

等で操作が必要となる場所及びそのアクセスル

ートの照明を確保でき，昼夜及び場所を問わ

ず，再処理施設で事故対策のための作業が生じ

た場合に作業が可能となる設計とする。◇1  

 

9.2 電気設備 

9.2.1 設計基準対象の施設 

9.2.1.1 概要 

＜中略＞ 

照明設備は通常時に使用する照明の他に，安

全避難通路にその位置を明確かつ恒久的に表示

することにより容易に識別でき，照明用の電源

が喪失した場合においても機能を損なわない避

難用照明と設計基準事故が発生した場合におい

て，昼夜及び場所を問わず事故対策のための作

業が生じた場合に作業が可能となるよう，避難

用の照明とは別に作業用照明を設ける設計とす

る。◇1  

また，現場作業の緊急性との関連において，

仮設照明の準備に時間的猶予がある場合には，

可搬型照明を活用する設計とする。◇1  

 

9.2.1.2 設計方針 

＜中略＞ 

(13) 再処理施設の安全避難通路には，その位置

を明確かつ恒久的に表示することにより容易に

○設基① 

【性能】①-3 

計基準事故が発生した場

合に用いる照明 (前号の

避難用の照明を除く。) 

及びその専用の電源 

 

○設【手段】①-3 

・設計基準事故が発生し

た場合において，作業が

可能となるよう，避難用

照明とは別に作業用照明

を設ける。また、作業用

照明として運転保安灯，

直流非常灯又は蓄電池内

蔵型照明を設置し，運転

保安灯は非常用母線，直

流非常灯は非常用蓄電池

に接続し，非常用ディー

ゼル発電機からも電力を

供給できる設計とする。 

・現場作業の緊急性との

関連において，仮設照明

の準備に時間的猶予があ

る場合には，可搬型照明

を活用する設計とする。 
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要求事項との対比表 第十四条 安全避難通路等（3 / 5） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
識別できるように，避難用照明として誘導灯及

び非常灯を設ける設計とする。◇1  

また，誘導灯及び非常灯は，外部電源が喪失

した場合においてもその機能を損なわないよう

に蓄電池を内蔵した設計とする。◇1  

(14) 再処理施設には，設計基準事故が発生した

場合において用いる作業用の照明として，中央

制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室に運転保安灯，直流非常灯又は蓄

電池内蔵型照明を設ける設計とする。◇1  

運転保安灯は，外部電源が喪失した場合にお

いてもその機能を損なわないように，非常用デ

ィーゼル発電機から電力を供給する設計とす

る。◇1  

直流非常灯は非常用直流電源設備（非常用蓄

電池）に接続し，蓄電池内蔵型照明は内蔵蓄電

池を備えることにより，全交流動力電源喪失時

から重大事故等に対処するために必要な電力の

供給が重大事故等対処設備から開始される前ま

での間，その機能を損なわない設計とする。◇1  

また，設計基準事故等において，想定外の警

報発報により現場作業が必要となった場合及び

そのアクセスルートについては，制御室に配備

している可搬型照明を活用する。◇1  

＜中略＞ 

 

9.2.1.3 主要設備の仕様 

受電開閉設備，受電変圧器，非常用母線，運

転予備用母線及び常用母線，ディーゼル発電

機，直流電源設備，計測制御用交流電源設備及

び照明設備の設備仕様を第 9.2－１表～第 9.2－

７表にそれぞれ示す。また，ディーゼル発電機

の燃料貯蔵設備の設備仕様を第 9.2－８表～第

9.2－９表に示す。◇3  

 

電気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵

に係る受電開閉設備，受電変圧器，非常用母

線，常用母線，ディーゼル発電機，直流電源設

備，計測制御用交流電源設備，照明及び作業用

電源設備，ケーブル及び電線路は，再処理設備

本体の運転開始に先立ち使用できる設計とす

る。◇2  

 

9.2.1.4 主要設備 

＜中略＞ 

9.2.1.4.1 受電開閉設備 

＜中略＞ 

9.2.1.4.2 変圧器 

＜中略＞ 

9.2.1.4.3 所内高圧系統 

＜中略＞ 

9.2.1.4.4 所内低圧系統 
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要求事項との対比表 第十四条 安全避難通路等（4 / 5） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
＜中略＞ 

9.2.1.4.5 ディーゼル発電機 

＜中略＞ 

9.2.1.4.6 直流電源設備 

＜中略＞ 

9.2.1.4.7 計測制御用交流電源設備 

＜中略＞ 

9.2.1.4.8 再処理施設内機器 

＜中略＞ 

 

9.2.1.4.9 照明及び作業用電源設備 

(１) 照明設備の主要設備 

ａ．誘導灯 

消防法で規定する避難口及び避難通路には，

避難用の照明として，誘導灯を設ける設計とす

る。誘導灯は，460Ｖ運転予備用母線又は 460Ｖ 

常用母線（ただし，非常用電源建屋，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設においては 460

Ｖ非常用母線）から変圧器を通して 105Ｖで受

電し，外部電源が喪失した場合においてもその

機能を損なわないように蓄電池を内蔵した設計

とする。◇4  

 

ｂ．非常灯 

建築基準法で規定する居室，居室から地上へ

至る通路，階段及び踊り場には，避難用の照明

として，非常灯を設ける設計とする。非常灯

は，460Ｖ運転予備用母線又は 460Ｖ常用母線

（ただし，非常用電源建屋，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設においては 460Ｖ非常用母

線）から変圧器を通して 105Ｖで受電し，外部

電源が喪失した場合においてもその機能を損な

わないように蓄電池を内蔵した設計とする。◇4  

 

ｃ．運転保安灯 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室には，運転保安灯を設ける

設計とする。運転保安灯は，460Ｖ非常用母線か

ら変圧器を通して 210Ｖで受電し，外部電源が

喪失した場合においてもその機能を損なわない

ように非常用ディーゼル発電機から電力を供給

する設計とする。◇4  

 

ｄ．直流非常灯 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室には，直流非常灯を設ける

設計とする。直流非常灯は，非常用直流電源設

備（非常用蓄電池）に接続し，全交流動力電源

喪失時においてもその機能を損なわないように

自動点灯する設計とする。◇4  

 

ｅ．蓄電池内蔵型照明 
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要求事項との対比表 第十四条 安全避難通路等（5 / 5） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
中央制御室には，蓄電池内蔵型照明を設け

る設計とする。蓄電池内蔵型照明は，蛍光

灯に蓄電池を内蔵した照明で，460Ｖ非常用

母線に接続し，設計基準事故の短時間の全

交流動力電源喪失時に設計基準事故等に対

処するために必要な電力の供給が非常用デ

ィーゼル発電機から開始される前までの

間，又は全交流動力電源喪失時から重大事

故等に対処するために必要な電力の供給が

重大事故等対処設備から開始される前まで

の間，内蔵蓄電池の電力で点灯する設計と

する。◇4  
＜中略＞ 

 

9.2.1.4.10 ケーブル及び電線路 

＜中略＞ 

9.2.1.4.11 燃料貯蔵設備 

＜中略＞ 

9.2.1.5 母線切替 

＜中略＞ 

9.2.1.6 試験・検査 

＜中略＞ 
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中項目 記載内容（概要） 記載区分 様式６紐づけ№
１ 概要 当該添付書類の概要を記載 新規 ①②
２ 基本方針 安全避難通路の基本方針を記載 新規 ①②
３ 施設の詳細設計方針 安全避難通路の設計を記載 新規 ①②

添付書類Ⅳ-1-1-9　「安全避難通路に関する説明書」
目次番号
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

第 20条（計測制御系統施設） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・

号 

解

釈 

添付書類 

○1  ウランの精製施設に供給され

る溶液中のプルトニウムの濃

度に関する設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 1・- - a 

② 液体状の中性子吸収材を使用

する場合にあっては、その濃度

に関する設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 1・- - a 

③ 

 

使用済燃料溶解槽内の温度に

関する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 1・- - a 

④ 蒸発缶内の温度及び圧力に関

する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 1・- - a 

⑤ 廃液槽の冷却水の流量及び温

度に関する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 1・- - a 

⑥ その他必要な事項の計測に関

する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 1・- - a 

⑦ 放射性廃棄物の排気口又はこ

れに近接する箇所における排

気中の放射性物質の濃度を確

実に検知して速やかに警報す

る設備を設けることに関する

設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 2・- - b 

⑧ 管理区域における外部放射線

に係る原子力規制委員会の定

める線量当量を確実に検知し

て速やかに警報する設備を設

けることに関する設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 2・- - b 

⑨ 液体状の放射性廃棄物の廃棄

施設から液体状の放射性物質

が著しく漏えいするおそれが

生じたときに、これらを確実に

検知して速やかに警報する設

備を設けることに関する設計

方針 

技術基準の要求を受けている内容 2・- - a 

⑩ 計測制御系統施設の施設 許可事項の展開 1・- - a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  核計装設備の種類に関する項

目 

核計装設備の種類に関する項目については、添付書

類「Ⅵ-1-2 計測制御系統施設に関する説明書」に

a 
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

て記載する。 

□2  
主要な工程計装設備の種類に

関する項目 

主要な工程計装設備の種類に関する項目について

は，添付書類「Ⅵ-1-2 計測制御系統施設に関する

説明書」にて記載する。 

a 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  規則への適合性（概要）「計測制

御施設」の記載 

本文と記載内容の趣旨が同じであるため，記載し

ない。 

－ 

◇2  
計測制御設備の詳細設計方針，

仕様，試験・検査，評価の記載 

計測制御設備の詳細設計方針，仕様，試験・検

査，評価については、添付書類「Ⅵ-1-2 計測制

御系統施設に関する説明書」にて記載する。 

a 

◇3  
主要設備の仕様 

添付書類「Ⅵ-1-2 計測制御系統施設に関する説

明書」に示す。 

a 

◇4  
主要設備の個別記載 

添付書類「Ⅵ-1-2 計測制御系統施設に関する説

明書」に示す。 

a 

◇5  評価 設計方針の裏返しであるため記載しない。 － 

◇6  
他条文設備の重複記載 

安全保護回路、制御室は、各個別条文にて適合性

整理を行うため記載しない。 

ｃ,ｄ 

◇7  不燃性材料又は難燃性材料の

使用 

第 11条「火災等による損傷の防止」にて整理す

る。 

e 

◇8  再処理設備本体運転開始の先立ち

使用に関すること 

先行に関わる記載のため記載しない － 

◇9  安全上重要な施設との信頼性に関

すること 

信頼性に関わる記載のため記載しない － 

◇10  外部電源系統機能喪失時の，圧縮

空気供給に関すること 

Ⅳ-2 再処理施設に関する図面に示す ｆ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 

Ⅵ-1-2 計測制御系統施設に関する説明書（重大事故等対処設備に係る事項を除く） 

Ⅵ-1-2-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

計測装置の計測範囲及び警報動作範囲 

b 
Ⅵ-1-4 放射線管理施設に関する説明書 

設計基準対象施設の計測範囲及び警報動作範囲 

ｃ 

Ⅵ-1-2 計測制御系統施設に関する説明書（重大事故等対処設備に係る事項を除く） 

Ⅵ-1-2-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

安全保護回路 

ｄ 
Ⅵ-1-3 制御室及び緊急時対策所に関する説明書（重大事故等対処設備に係る事項を除く） 

Ⅵ-1-3-1 制御室及び緊急時対策所の機能に関する説明書 

e 添付Ⅲ 火災及び爆発の防止に関する説明書 

ｆ Ⅳ-2 再処理施設に関する図面 
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要求事項との対比表 第２０条 計測制御系統施設（1/18） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第二十条 再処理施設には、次に掲げる事項その

他必要な事項を計測し、制御する設備が設けられ

ていなければならない。この場合において、当該

事項を計測する設備については、直接計測するこ

とが困難な場合は間接的に計測する設備をもって

代えることができる。 

①②③④⑤⑥⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設は，計測制御設備，安全保護

回路，制御室及び制御室換気設備で構成する。 

 計測制御設備は，再処理施設の運転時，停止時

及び事故時の監視及び制御のための設備である。

⑩ 

 

計測制御設備は，再処理施設の使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設，せん断処理施設，溶解施

設，分離施設，精製施設，脱硝施設，酸及び溶媒

の回収施設，製品貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄

施設及びその他再処理設備の附属施設の計測制御

系で構成する。また，各々の計測制御系は，ガン

マ線，アルファ線及び中性子の計数率を測定し，

監視及び制御を行う核計装設備並びに温度，圧

力，流量，液位，密度，濃度，位置等のプロセス

量を測定し，監視及び制御を行う工程計装設備で

構成する。⑩ 

なお，核計装設備においては，計測のために少

量の核燃料物質を封入した検出器を使用する。ま

た，核計装設備は，検出器の校正に放射性同位元

素及び使用済燃料集合体を使用する。⑩ 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の計測制

御系は，使用済燃料受入れ設備の計測制御系及び

使用済燃料貯蔵設備の計測制御系で構成する。⑩ 

せん断処理施設の計測制御系は，燃料供給設備

の計測制御系及びせん断処理設備の計測制御系で

構成する。⑩ 

溶解施設の計測制御系は，溶解設備の計測制御

系及び清澄・計量設備の計測制御系で構成する。 

分離施設の計測制御系は，分離設備の計測制御

系，分配設備の計測制御系及び分離建屋一時貯留

処理設備の計測制御系で構成する。⑩ 

精製施設の計測制御系は，ウラン精製設備の計

測制御系，プルトニウム精製設備の計測制御系及

び精製建屋一時貯留処理設備の計測制御系で構成

する。⑩ 

脱硝施設の計測制御系は，ウラン脱硝設備の計

測制御系及びウラン・プルトニウム混合脱硝設備

の計測制御系で構成する。⑩ 

酸及び溶媒の回収施設の計測制御系は，酸回収

設備の計測制御系及び溶媒回収設備の計測制御系

で構成する。⑩ 

放射性廃棄物の廃棄施設の計測制御系は，気体

廃棄物の廃棄施設の計測制御系，液体廃棄物の廃

棄施設の計測制御系及び固体廃棄物の廃棄施設の

計測制御系で構成する。⑩ 

 

再処理施設には，安全機能を有する施設の健全

性を確保するために必要なパラメータを制御，監

視及び記録するために，計測制御系統施設を設け

る設計とする。⑩ 

計測制御系統施設は，再処理施設の運転時，停

止時及び運転時の異常な過渡変化時において，安

全機能を有する施設の健全性を確保するために必

要なパラメータを想定される範囲内に制御できる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(ｊ) 計測制御系統施設 

再処理施設には，安全機能を有する施設の健全

性を確保するために必要なパラメータを制御，監

視及び記録するために，計測制御系統施設を設け

る設計とする。⑩ 

計測制御系統施設は，再処理施設の運転時，停

止時及び運転時の異常な過渡変化時において，安

全機能を有する施設の健全性を確保するために必

要なパラメータを想定される範囲内に制御できる

とともに，想定される範囲内で監視できる設計と

1.9 再処理施設に関する「再処理施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規則」への適合性 

1.9.1 概  要 

1.9.18 計測制御系統施設 

（計測制御系統施設） 

第十八条 再処理施設には、次に掲げるところに

より、計測制御系統施設を設けなければならな

い。◇1  

一 安全機能を有する施設の健全性を確保するた

めに監視することが必要なパラメータは、運転

時、停止時及び運転時の異常な過渡変化時におい

ても想定される範囲内に制御できるものとするこ

と。◇1  

二 前号のパラメータは、運転時、停止時及び運

転時の異常な過渡変化時においても想定される範

囲内で監視できるものとすること。◇1  

三 設計基準事故が発生した場合の状況を把握

し、及び対策を講じるために必要なパラメータ

は、設計基準事故時に想定される環境下におい

て、十分な測定範囲及び期間にわたり監視できる

ものとすること。◇1  

四 前号のパラメータは、設計基準事故時におい

ても確実に記録され、及び当該記録が保存される

ものとすること。◇1  

 

 適合のための設計方針 

第一号について 

核計装設備及び主要な工程計装設備における安

全機能を有する施設の健全性を確保するため，核

計装設備の臨界安全管理の観点による，ガンマ

線，中性子等の放射線の測定，並びに主要な工程

計装設備による再処理施設の各施設の温度，圧

力，流量，液位，密度，濃度等を想定される範囲

内に制御できる設計とする。◇1  

 

 

第二号について 

 第一号のパラメータは，必要な対策を講じ得る

ように，核計装設備，主要な工程計装設備等によ

り，想定される範囲内で監視できる設計とする。

◇1  

 

第三号について 

 設計基準事故時においても，核計装設備の臨界

安全管理の観点による，ガンマ線，中性子等の放

射線の測定，並びに主要な工程計装設備による再

処理施設の各施設の温度，圧力，流量，液位，密

度，濃度等は，設計基準事故時に想定される環境

下において，十分な測定範囲及び期間にわたり監

視できる設計とする。◇1  

 

第四号について 

 設計基準事故時においても，核計装設備の状態

を監視するために必要なガンマ線，中性子等の放

射線の測定，並びに主要な工程計装設備による再

○許  基① 

事業変更許可申請書との整

合性を説明するため、計測

制御設備の系統構成を記

載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許  基① 

事業変更許可申請書との整

合性を説明するため、計測

装置全般に関する基本設計

方針を記載 
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要求事項との対比表 第２０条 計測制御系統施設（2/18） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 ウランの精製施設に供給される溶液中のプル

トニウムの濃度 ○1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 液体状の中性子吸収材を使用する場合にあっ

ては、その濃度 ② 

 

 

 

 

 

 

 

三 使用済燃料溶解槽内の温度 ③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 蒸発缶内の温度及び圧力 ④ 

 

 

とともに，想定される範囲内で監視できる設計と

する。⑩ 

 

 

設計基準事故が発生した場合の状況を把握し，

及び対策を講ずるために必要なパラメータは，設

計基準事故時に想定される環境下において十分な

測定範囲及び期間にわたり監視できる設計とす

る。⑩ 

設計基準事故時に状況を把握し，対策を講ずる

ために必要なパラメータは，設計基準事故時にお

いても確実に記録し，及び当該記録が保存できる

設計とする。⑩ 

 

 

 

 

6.1.2.4 主要設備 

(ｊ) 計測制御系統施設 

(５) 精製施設の計測制御系 

ｂ．プルトニウム精製設備の計測制御系 

(ａ) 核計装 

ⅰ．プルトニウム洗浄器の有機溶媒のアルファ

線の計数率を測定し，計数率高で中央制御室に警

報を発する。検出器及び警報器は，二重化する。

また，アルファ線検出器は耐震性を持たせること

が困難なため，故障警報を設けるとともに，警報

を検知し，運転員が工程を停止する回路を設ける

設計とする。 

○1  

 

(３) 溶解施設の計測制御系 

 ａ．溶解設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

 ⅵ．可溶性中性子吸収材を使用する運転時に

は，溶解槽に供給する硝酸中の可溶性中性子吸収

材濃度を硝酸供給槽にて測定し，濃度低で中央制

御室に警報を発する設計とする。 

② 

 

(３) 溶解施設の計測制御系 

 ａ．溶解設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

ⅱ．溶解槽の溶解液温度を測定し，温度低で中

央制御室に警報を発する。溶解液温度低下がさら

に大きい場合は，せん断停止信号を発する。これ

らのうち溶解液温度によるせん断停止のための検

出器及びインターロック回路は，二重化する設計

とする。 

③ 

 

(４) 分離施設の計測制御系 

ｂ．分配設備の計測制御系 

 (ｂ) 工程計装 

 ⅶ．ウラン濃縮缶の缶内圧力を測定し，圧力高

で中央制御室に警報を発するとともに，ウラン濃

する。⑩ 

 

 

設計基準事故が発生した場合の状況を把握し，

及び対策を講ずるために必要なパラメータは，設

計基準事故時に想定される環境下において十分な

測定範囲及び期間にわたり監視できる設計とす

る。⑩ 

設計基準事故時に状況を把握し，対策を講ずる

ために必要なパラメータは，設計基準事故時にお

いても確実に記録され，及び当該記録が保存され

る設計とする。⑩ 

 

 

 

 

ヘ．計測制御系統施設の設備 

(１) 核計装設備の種類  

安全機能を有する施設の健全性を確保するた

め，臨界安全管理の観点から，ガンマ線，中性

子等の放射線を測定し，運転監視・制御を行う

とともに，安全を確保するための警報等を発す

る核計装設備を設置する。核計装設備で測定す

るパラメータは，再処理施設の運転時，停止時

及び運転時の異常な過渡変化時においても想定

される範囲内に制御できるとともに，想定され

る範囲内で監視できる設計とする。また，設計

基準事故時に想定される環境下において十分な

測定範囲及び期間にわたり監視できる設計とす

る。核計装設備を以下に示す。□1  

使用済燃料の受入れ施設の燃料仮置きピット

に，使用済燃料集合体の燃焼度及び平均濃縮度

を測定する燃焼度計測装置を設置する。□1  

分離施設の分配設備のプルトニウム洗浄器の

中性子の計数率を測定し，警報を発する中性子

検出器を設置する。また，分配設備のプルトニ

ウム洗浄器のアルファ線の計数率を測定し，警

報を発するアルファ線検出器を設置する。□1  

精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニ

ウム洗浄器のアルファ線の計数率を測定し，警

報を発するアルファ線検出器を設置する。□1  

 

 

(３) 主要な工程計装設備の種類  

(ⅰ) 設計基準対象の施設 

安全機能を有する施設の健全性を確保するた

め，再処理施設の各施設の温度・圧力・流量・

液位・密度・濃度等を測定し，運転監視・制御

を行うとともに，安全を確保するための警報等

を発する工程計装設備を設置する。工程計装設

備で測定するパラメータは，再処理施設の運転

時，停止時及び運転時の異常な過渡変化時にお

いても想定される範囲内に制御できるととも

に，想定される範囲内で監視できる設計とす

る。また，設計基準事故時に想定される環境下

において十分な測定範囲及び期間にわたり監視

処理施設の各施設の状態を監視するために必要な

温度，圧力，流量，液位，密度，濃度等のパラメ

ータは，事象の経過後において参照できるよう，

確実に記録され，及び当該記録が保存される設計

とする。◇1  

 

 

6. 計測制御系統施設 

6.1 設計基準対象の施設 

6.1.1 概要 

 計測制御系統施設は，計測制御設備，安全保護

回路，制御室及び制御室換気設備で構成する。◇2  

 計測制御設備は，再処理施設の運転時，停止時

及び事故時の監視及び制御のための設備である。

◇2  

 安全保護回路は，運転時の異常な過渡変化及び

設計基準事故が発生した場合に，その異常状態を

検知し，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事

故の拡大防止又は抑制のための設備の作動を速や

かに，かつ，自動で開始する設備である。◇2  

 制御室は，再処理施設の運転の状態を集中的に

監視及び制御するため，中央制御室並びに使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室を設置す

る。◇2  

 制御室換気設備は，適切な換気及び空調を行う

ための設備である。◇2  

 

6.1.2 計測制御設備 

6.1.2.1 概要 

 計測制御設備は，再処理施設の使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設，せん断処理施設，溶解施

設，分離施設，精製施設，脱硝施設，酸及び溶媒

の回収施設，製品貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄

施設及びその他再処理設備の附属施設の計測制御

系で構成する。また，各々の計測制御系は，核計

装設備及び工程計装設備で構成する。◇2  

核計装設備は，臨界安全の観点から安全上重要

な施設であって，ガンマ 線，アルファ線，中性

子の計数率等を測定し，警報等を発する設備であ

る。◇2  

 

核計装設備においては，検出器に封入して又は

検出器の校正用に少量の核燃料物質を使用する。

また，核計装設備は，検出器の校正に放射性同位

元素及び使用済燃料集合体を使用する。◇2  

工程計装設備は，各施設の温度，圧力，流量，

液位，密度等を測定し，通常監視及び制御を行う

設備である。そのうち，各施設の核，熱及び化学

的制限値を維持するために必要な計測制御系統及

び各施設の安全機能を維持するために必要な計測

制御系統は，異常状態を検知し，警報，工程停止

信号等を発する安全上重要な施設である。◇2  

 

6.1.2.2 設計方針 

(１) 計測制御設備は，運転時，停止時及び運転

時の異常な過渡変化時において施設の運転状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基① 

【性能】 

プルトニウム洗浄器の有

機溶媒のアルファ線の計数

率を測定し，計数率高で中

央制御室に警報を発する。

検出器及び警報器は，二重

化する。また，アルファ線

検出器は耐震性を持たせる

ことが困難なため，故障警

報を設けるとともに，警報

を検知し，運転員が工程を

停止する回路を設けるこ

と。 

【手段】 

・精製施設の計測制御系 

 

○許○設基① 

【性能】 

可溶性中性子吸収材を使

用する運転時には，溶解槽

に供給する硝酸中の可溶性

中性子吸収材濃度を硝酸供

給槽にて測定し，濃度低で

中央制御室に警報を発する

こと。 

【手段】 

・溶解施設の計測制御系 

 

○許○設基① 

【性能】 

溶解槽の溶解液温度を測

定し，温度低で中央制御室

に警報を発する。溶解液温

度低下がさらに大きい場合

は，せん断停止信号を発す

る。これらのうち溶解液温

度によるせん断停止のため

の検出器及びインターロッ
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要求事項との対比表 第２０条 計測制御系統施設（3/18） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縮缶加熱蒸気発生器への一次蒸気の遮断信号を発

する設計とする設計とする。 

その他にも温度等について計測制御設備を設け

指示，警報及び制御を行う設計とする。 

④ 

 

(５) 精製施設の計測制御系 

ａ．ウラン精製設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

ⅴ．ウラン濃縮缶の缶内圧力を測定し，圧力高

で中央制御室に警報を発するとともに，ウラン濃

縮缶加熱蒸気発生器への一次蒸気の遮断信号を発

する設計とする。 

その他にも温度等について計測制御設備を設け

指示，警報及び制御を行う設計とする。 

④ 

 

(５) 精製施設の計測制御系 

ｂ．プルトニウム精製設備の計測制御系 

(ｂ) 工程計装 

ⅵ．プルトニウム濃縮缶の缶内圧力を測定及び

制御し，圧力高で中央制御室に警報を発するとと

もに，プルトニウム濃縮缶加熱蒸気発生器への一

次蒸気の遮断信号を発する設計とする。 

その他にも温度等について計測制御設備を設け

指示，警報及び制御を行う設計とする。 

④ 

 

ａ．酸回収設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

ⅳ．第１酸回収系の精留塔の圧力を測定し，精

留塔の圧力高により中央制御室に警報を発すると

ともに，加熱蒸気の遮断信号を発する設計とす

る。 

その他にも温度等について計測制御設備を設け

指示，警報及び制御を行う設計とする。 

④ 

 

ａ．酸回収設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

ⅳ．第２酸回収系の精留塔の圧力を測定し，精

留塔の圧力高により中央制御室に警報を発すると

ともに，加熱蒸気の遮断信号を発する設計とす

る。 

その他にも温度等について計測制御設備を設け

指示，警報及び制御を行う設計とする。 

④ 

 

 ｂ．液体廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

 ⅰ．高レベル廃液濃縮缶の圧力を制御する設計

とする。 

その他にも温度等について計測制御設備を設け

指示，警報及び制御を行う設計とする。 

④ 

 

できる設計とする。主要な工程計装設備を以下

に示す。□2  

使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プールの水

位を測定し，警報を発する水位計を設置する。

□2  

せん断処理施設のせん断機のせん断刃位置を

測定し，警報を発する検出器を設置する。□2  

溶解施設の溶解槽への供給硝酸の流量を測定

し警報を発する流量測定装置を設置する。ま

た，溶解槽の溶解液温度及び溶解液密度を測定

し警報を発する温度測定装置及び密度測定装置

を設置する。また，清澄機の振動を測定し，警

報を発する振動測定装置を設置する。□2  

分離施設の抽出塔に供給する溶解液供給流量

を測定し，警報を発する流量測定装置を設置す

る。□2  

精製施設のウラン濃縮缶の加熱蒸気の温度を

測定し，警報を発する温度測定装置を設置す

る。□2  

脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設

備還元炉の還元ガス水素濃度を測定し，警報を

発する水素濃度測定装置を設置する。□2  

酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第２酸

回収系の蒸発缶加熱蒸気の温度を測定し，警報

を発する温度測定装置を設置する。□2  

酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第１酸

回収系の蒸発缶加熱蒸気の圧力を測定し，警報

を発する圧力測定装置を設置する。□2  

製品貯蔵施設のウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵設備の貯蔵容器台車等の運転制御装置

を設置する。□2  

液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設

備高レベル濃縮廃液貯槽の廃液の温度を測定

し，警報を発する温度測定装置を設置する。□2  

固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス

固化設備の固化セル移送台車上の流下ガラスの

重量を測定し，警報を発する重量計を設置す

る。□2  

その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気

系の空気貯槽圧力を測定し，警報を発する圧力

測定装置を設置する。□2  

溶解施設の溶解槽への供給硝酸の可溶性中性

子吸収材濃度を測定し，警報を発する濃度測定

装置を設置する。□2  

固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液混合槽

及び供給液槽廃液温度を測定し，警報を発する

温度測定装置を設置する。□2  

精製施設の凝縮器の出口冷却水流量を測定

し，警報を発する流量測定装置を設置する。□2  

精製施設のプルトニウム濃縮缶の缶内液位を

測定し，警報を発する液位測定装置を設置す

る。□2  

 

態を想定される範囲内で監視及び制御できる

設計とする。◇2  

(２) 計測制御設備は，可能な限り不燃性又は難

燃性材料を使用する設計とする。◇7  

(３)  計測制御設備のうち安全上重要な施設の安

全機能を維持するために必要な計測制御系

は，動的機器の単一故障を仮定しても安全が

確保できるよう多重性又は多様性を有すると

ともに，電気的・物理的な独立性を有する設

計とする。◇2  

(４) 計測制御設備は，安全保護回路との部分的

共用によって安全保護回路が有する安全機能

を損なうことのない設計とする。◇2  

(５) 計測制御設備のうち安全機能を有する施設

の計測制御系は，その健全性及び能力を確認

するため，安全機能の重要度及び設備の特性

に応じ，運転中又は停止中に試験又は検査が

できる設計とする。◇2  

(６) 計測制御設備のうち安全上重要な施設の計

測制御系は，外部電源系統の機能喪失時及び

一般圧縮空気系の機能喪失時にも，安全機能

が確保できる設計とする。◇2  

(７) 計測制御設備のうち安全機能を有する施設

の計測制御系は，それらの安全機能を健全に

維持するための適切な保守及び修理ができる

設計とする。◇2  

(８) 計測制御設備のうち安全機能を有する施設

の計測制御系は，設計基準事故が発生した場

合の状況を把握し，対策を講ずるために必要

なパラメータを，設計基準事故時に想定され

る環境下において，十分な測定範囲及び期間

にわたり監視（記録を含む。）できる設計と

する。当該記録は適切な保存を行う。◇2  

(９) 計測制御設備は，再処理施設の健全性を確

保するために必要なパラメータを監視するた

めの設備及び再処理施設の安全性を確保する

ために必要な操作を行うことができる設備を

分離施設，精製施設その他必要な施設に設け

る設計とする。◇2  

(10) 計測制御設備のうち使用済燃料の受入れ及

び貯蔵の安全確保及び運転操作上必要な計測

制御系は，再処理設備本体の運転開始に先立

ち使用できる設計とする。◇8  

(11) 安全上重要な施設と同等の信頼性を維持す

る施設とした計測制御設備（核計装設備，工

程計装設備）は，安全上重要な施設への波及

的影響防止をし，多重化による高い信頼性を

確保して既に設置され運用している経緯を踏

まえ，安全上重要な施設の計測制御設備と同

等の信頼性を維持する設計とする。◇9  

 

 

6.1.2.3 主要設備の仕様 

 計測制御設備の仕様を第 6.1.2－１表，第 6.1.2

－２表及び第 6.1.2－３表に示す。◇2  

また，主要な計測制御系の系統概要図を第

ク回路は，二重化するこ

と。 

【手段】 

・溶解施設の計測制御系 

 

○許○設基① 

【性能】 

ウラン濃縮缶の缶内圧力

を測定し，圧力高で中央制

御室に警報を発するととも

に，ウラン濃縮缶加熱蒸気

発生器への一次蒸気の遮断

信号を発すること。 

温度等について計測制御

設備を設け指示，警報及び

制御を行うこと。 

【手段】 

・分離施設の計測制御系 

・その他の計測制御設備 

 

 

○許○設基① 

【性能】 

ウラン濃縮缶の缶内圧力

を測定し，圧力高で中央制

御室に警報を発するととも

に，ウラン濃縮缶加熱蒸気

発生器への一次蒸気の遮断

信号を発すること。 

温度等について計測制御

設備を設け指示，警報及び

制御を行うこと。 

【手段】 

・精製施設の計測制御系 

・その他の計測制御設備 

 

○許○設基① 

【性能】 

プルトニウム濃縮缶の缶

内圧力を測定及び制御し，

圧力高で中央制御室に警報

を発するとともに，プルト

ニウム濃縮缶加熱蒸気発生

器への一次蒸気の遮断信号

を発すること。 

温度等について計測制御

設備を設け指示，警報及び

制御を行うこと。 

【手段】 

・精製施設の計測制御系 

・その他の計測制御設備 

 

○許○設基① 

【性能】 

第１酸回収系の精留塔の

圧力を測定し，精留塔の圧
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要求事項との対比表 第２０条 計測制御系統施設（4/18） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五 廃液槽の冷却水の流量及び温度 ⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．溶媒回収設備の計測制御系 

 (ａ) 工程計装 

 ⅱ．第１蒸発缶及び溶媒蒸留塔の系統内の圧力

を測定し，圧力が異常に上昇した場合には，不活

性ガス（窒素）注入信号を発するとともに有機溶

媒の供給停止及び加熱蒸気の遮断信号を発する設

計とする。 

その他にも温度等について計測制御設備を設け

指示，警報及び制御を行う設計とする。 

④ 

 

(10) その他の計測制御設備 

  再処理施設の各施設は，安全冷却水流量，温

度その他のプロセス量についても計測制御設備を

設け指示，警報及び制御を行う設計とする。 

⑤⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2－１図～第 6.1.2－23図に示す。◇2  

なお，計測制御設備のうち使用済燃料の受入れ

及び貯蔵に係る使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理

設備の附属施設の計測制御系は，再処理設備本体

の運転開始に先立ち使用できる。◇8  

 

 

6.1.2.4 主要設備 

 計測制御設備は，再処理施設の使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設，せん断処理施設，溶解施

設，分離施設，精製施設，脱硝施設，酸及び溶媒

の回収施設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他

再処理設備の附属施設の計測制御系で構成する。

また，各々の計測制御系は，ガンマ線，アルファ

線及び中性子の計数率を測定し，監視及び制御を

行う核計装設備並びに温度，圧力，流量，液位，

密度，濃度，位置等のプロセス量を測定し，監視

及び制御を行う工程計装設備で構成する。⑩ 

なお，核計装設備においては，計測のために少

量の核燃料物質を封入した検出器を使用する。ま

た，核計装設備は，検出器の校正に放射性同位元

素及び使用済燃料集合体を使用する。⑩ 

計測制御設備は，可能な限り難燃性ケーブルを

使用し，ケーブルトレイ及び電線管は，金属材料

を主体に使用する。また，その他の構成品も可能

な限り不燃性又は難燃性材料を使用する。◇7  

ただし，燃焼度計測装置の一部に使用する放射

線測定器用のケーブルについて，専用電線管に収

納し，電線管外部からの酸素の供給防止のため，

両端は耐火性を有するシール材で処置するととも

に，機器との接続部においては可動性を持たせる

必要があることから，不燃性，遮炎性，耐久性及

び被覆性の確認された防火シートで覆う設計とす

ることで，十分な保安水準を確保する設計とす

る。◇7  

計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機

能を維持するために必要な計測制御系は，各々，

多重化又は多様化した回路で構成し，その多重化

又は多様化した回路は，相互干渉が起こらないよ

うに，電源及びケーブルトレイを２系統に分離

し，電気的・物理的な独立性を持たせる。◇2  

計測制御設備は，安全保護回路と検出器，変換

器等を共用する場合には，計測制御設備の故障に

より安全保護回路が有する安全機能に影響を与え

ないように，アイソレータ及び継電器を用いて計

測制御設備と分離する。◇2  

計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計

測制御系は，その健全性及び能力を確認するた

め，安全機能の重要度及び設備の特性に応じ，必

要に応じて試験回路を設け，運転中又は停止中に

試験又は検査を行う。◇2  

計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計

測制御系は，それらの安全機能を健全に維持する

ための適切な保守及び修理ができる設計とする。 

計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計

力高により中央制御室に警

報を発するとともに，加熱

蒸気の遮断信号を発するこ

と。 

温度等について計測制御

設備を設け指示，警報及び

制御を行うこと。 

【手段】 

・酸及び溶媒の回収施設の

計測制御系 

・その他の計測制御設備 

 

○許○設基① 

【性能】 

第２酸回収系の精留塔の

圧力を測定し，精留塔の圧

力高により中央制御室に警

報を発するとともに，加熱

蒸気の遮断信号を発するこ

と。 

温度等について計測制御

設備を設け指示，警報及び

制御を行うこと。 

【手段】 

・酸及び溶媒の回収施設の

計測制御系 

・その他の計測制御設備 

 

○許○設基① 

【性能】 

高レベル廃液濃縮缶の圧

力を制御すること。 

温度等について計測制御

設備を設け指示，警報及び

制御を行うこと。 

【手段】 

・放射性廃棄物の廃棄施設

の計測制御系 

・その他の計測制御設備 

 

 

○許○設基① 

【性能】 

第１蒸発缶及び溶媒蒸留

塔の系統内の圧力を測定

し，圧力が異常に上昇した

場合には，不活性ガス（窒

素）注入信号を発するとと

もに有機溶媒の供給停止及

び加熱蒸気の遮断信号を発

すること。 

温度等について計測制御

設備を設け指示，警報及び

制御を行うこと。 

【手段】 

・酸及び溶媒の回収施設の
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要求事項との対比表 第２０条 計測制御系統施設（5/18） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機

能を維持するために必要な計測制御系は，外部電

源系統の機能喪失時にも，その安全機能が確保で

きるようその他再処理設備の附属施設の非常用所

内電源系統に接続する。⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所

における排気中の放射性物質の濃度を計測し，検

知して速やかに警報を発すること。 

⑦ 

 

管理区域における外部放射線に係る原子力規制

委員会の定める線量当量を計測し，検知して速や

かに警報を発すること。 

⑧ 

 

 

 

 

 

主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい

液受皿の集液溝の液位を測定し，液位高で中央制

御室に警報を発する。 

⑨ 

測制御系は，設計基準事故が発生した場合の状況

を把握し，対策を講ずるために必要なパラメータ

を，設計基準事故時に想定される環境下におい

て，十分な測定範囲及び期間にわたり監視（記録

を含む。）できる設計とする。◇2  

計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機

能を維持するために必要な計測制御系は，外部電

源系統の機能喪失時にも，その安全機能が確保で

きるようその他再処理設備の附属施設の非常用所

内電源系統に接続する。⑩ 

また，安全上重要な施設の安全機能を維持する

ために必要な計測制御系に，圧縮空気を供給する

必要がある場合は，外部電源系統の機能喪失時に

も，その安全機能が確保できるようその他再処理

設備の附属施設の非常用所内電源系統に接続した

安全圧縮空気系から圧縮空気を供給する。◇10  

計測制御設備のうち必要な耐震性を持たせるこ

とが困難な分離施設のプルトニウム洗浄器のアル

ファ線検出器及び精製施設のプルトニウム洗浄器

のアルファ線検出器は，故障警報を設けるととも

に警報を検知し運転員が工程を停止する回路を設

ける設計とする。◇2  

なお，計測制御設備のうち使用済燃料の受入れ

及び貯蔵に係る使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理

設備の附属施設の計測制御系は，再処理設備本体

の運転開始に先立ち使用できる。◇8  

(１) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の計

測制御系◇2  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の計

測制御系は，使用済燃料受入れ設備の計測制

御系及び使用済燃料貯蔵設備の計測制御系で

構成する。 

ａ．使用済燃料受入れ設備の計測制御系 

(ａ) 核計装 

   使用済燃料受入れ設備の計測制御系の核計

装設備である燃焼度計測装置は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設並びに溶解施設の

臨界安全管理のために，平均濃縮度の測定を

行う。また，燃焼度計測装置の校正及び検査

の際には，標準線源及び燃料貯蔵プールに貯

蔵した使用済燃料集合体を用いる。⑥ 

   燃焼度計測装置は，電離箱，ゲルマニウム

半導体検出器及び核分裂計数管で構成され，

２系列の燃料仮置きピットにそれぞれ設置

し，使用済燃料集合体１体ごとに燃焼度及び

平均濃縮度を測定する。電離箱は，使用済燃

料集合体の軸方向に多数個配置し，グロスガ

ンマ線強度の分布を測定する。また，ゲルマ

ニウム半導体検出器及び核分裂計数管は，使

用済燃料集合体の中央部に複数設置し，特定

のエネルギのガンマ線の強度及び主に自発核

分裂核種から放出される中性子を測定する。

燃焼度計測装置は，これら多様化した測定方

法により得られる測定結果から燃焼度及び平

均濃縮度を求める。燃焼度計測装置の校正及

計測制御系 

・その他の計測制御設備 

 

○許○設基① 

【性能】 

再処理施設の各施設は，

その他にも計測制御設備を

設け指示，警報及び制御を

行うこと。 

【手段】 

・その他の計測制御設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許  基① 

事業変更許可申請書との整

合性を説明するため、計測

装置全般に関する基本設計

方針を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排気口又はこれに近接する箇所における排気

中の放射性物質の濃度及び線量当量を計測

し，検知して速やかに警報を発する設備にお

ける構成等は「要求事項との対比表 第 21条

（放射線管理施設）」に記す。 
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要求事項との対比表 第２０条 計測制御系統施設（6/18） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
２ 再処理施設には、その設備の機能の喪失、誤

操作その他の要因により再処理施設の安全性を

著しく損なうおそれが生じたとき、次条第二号

の放射性物質の濃度若しくは同条第四号の外部

放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当

量が著しく上昇したとき又は液体状の放射性廃

棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が著し

く漏えいするおそれが生じたときに、これらを

確実に検知して速やかに警報する設備が設けら

れていなければならない。 

⑦⑧⑨ 

 

 

び検査は，標準線源及び使用済燃料集合体を

用いて適切な校正を行うことにより信頼性を

確保する 。

（１）

⑥ 

(ｂ) 工程計装 

燃料取出しピット及び燃料仮置きピットに

は，漏えい検知装置を設置し，漏えい時には

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室に警報を発する。⑥ 

ｂ．使用済燃料貯蔵設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

   使用済燃料貯蔵設備の計測制御系は，燃料

貯蔵プールの水位及び水温を測定し，水位低

又は温度高で使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室に警報を発する。 

燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットに

は，漏えい検知装置を設置し，漏えい時には

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室に警報を発する。⑥ 

(２) せん断処理施設の計測制御系◇2  

せん断処理施設の計測制御系は，燃料供給

設備の計測制御系及びせん断処理設備の計測

制御系で構成する。⑥ 

ａ．燃料供給設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．光学的読み取り装置により，使用済燃料集合

体番号を読み取り，異常のある場合は中央制御

室に警報を発する。⑥ 

ⅱ．燃料横転クレーンによる使用済燃料集合体の

つり上げ，横転及びせん断機への供給を制御す

る。⑥ 

ｂ．せん断処理設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．溶解施設の溶解槽のバケット１個当たりの燃

料装荷量が所定量を超えないよう，せん断機に

おいてせん断する使用済燃料集合体の送り出し

長さ及びせん断刃位置を測定し，せん断機のせ

ん断速度及びせん断長さを制御する。⑥ 

また，エンドピース酸洗浄槽に有意量の核燃

料物質が入らないよう，せん断機においてせん

断する使用済燃料集合体の送り出し長さ及びせ

ん断刃位置を測定し，エンドピースせん断位置

を制御する。⑥ 

せん断機は，溶解槽のホイールの停止位置確

認信号及びホイールのロック位置確認信号によ

りせん断を行う。⑥ 

ⅱ．せん断機においてせん断する使用済燃料集合

体のエンドピースせん断位置異常，せん断刃位

置異常，燃料せん断長位置異常により，警報を

発するとともにせん断停止信号を発する。 

これらのせん断停止のための検出器及びイン

ターロック回路は，二重化する。⑥ 

ⅲ．せん断機のせん断停止回路（せん断停止系含

む。）は安全保護回路であり，計測制御設備の

せん断位置の異常等による停止の他に，溶解槽

の溶解液温度，溶解液密度等の異常信号，エン

○許○設基① 

【性能】 

放射性廃棄物の排気口又

はこれに近接する箇所にお

ける排気中の放射性物質の

濃度を計測し，検知して速

やかに警報を発する設備 

【手段】 

・排気モニタリング設備 

 

○許○設基① 

【性能】 

管理区域における外部放

射線に係る原子力規制委員

会の定める線量当量を計測

し，検知して速やかに警報

を発する設備 

【手段】 

・屋内モニタリング設備 

 

○許○設基① 

【性能】 

主要機器を収納するセル

の床に設置した漏えい液受

皿の集液溝の液位を測定

し，液位高で中央制御室に

警報を発する設備 

【手段】 

・漏えい検知装置 

 

排気モニタリング設備及

び屋内モニタリング設備の

設備構成等は「要求事項と

の対比表 第 21条（放射

線管理施設）」に記す。 
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要求事項との対比表 第２０条 計測制御系統施設（7/18） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
ドピース酸洗浄槽の洗浄液温度，洗浄液密度等

の異常信号を受け，せん断停止信号を発するイ

ンターロックと共用する。⑥ 

(３) 溶解施設の計測制御系◇2  

   溶解施設の計測制御系は，溶解設備の計測

制御系及び清澄・計量設備の計測制御系で構

成する。 

ａ．溶解設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．溶解槽は，せん断終了信号を受け，所定の溶

解時間を経過した後，溶解槽のホイールを回転

させ，１バケット分回転したことを確認してせ

ん断開始信号を発する。⑥ 

ⅱ．溶解槽の溶解液温度，溶解液密度及び槽内圧

力を測定し，温度低，密度高又は圧力高で中央

制御室に警報を発する。溶解液温度低下がさら

に大きい場合又は溶解液密度上昇がさらに大き

い場合は，せん断停止信号を発する。これらの

うち溶解液温度及び溶解液密度によるせん断停

止のための検出器及びインターロック回路は，

二重化する。③ 

ⅲ．溶解槽に供給する硝酸の流量を制御し，流量

低で中央制御室に警報を発する。供給硝酸流量

低下がさらに大きい場合は，せん断停止信号を

発する。せん断停止のための検出器及びインタ

ーロック回路は，多様化する。⑥ 

ⅳ．硝酸調整槽の硝酸密度を測定し，中央制御室

に指示する。⑥ 

ⅴ．硝酸供給槽の硝酸密度を測定し，密度低で中

央制御室に警報を発し，硝酸密度低下がさらに

大きい場合は，せん断停止信号を発する。せん

断停止のための検出器及びインターロック回路

は，二重化する。⑥ 

ⅵ．可溶性中性子吸収材を使用する運転時には，

溶解槽に供給する硝酸中の可溶性中性子吸収材

濃度を硝酸供給槽にて測定し，濃度低で中央制

御室に警報を発する。② 

ⅶ．可溶性中性子吸収材緊急供給槽の液位を測定

し，液位低で中央制御室に警報を発し，液位低

下がさらに大きい場合は，せん断停止信号を発

する。せん断停止のための検出器及びインター

ロック回路は，二重化する。⑥ 

ⅷ．第１よう素追出し槽及び第２よう素追出し槽

の溶解液密度を測定し，密度高で中央制御室に

警報を発する。検出器及び警報器は，二重化す

る。⑥ 

ⅸ．エンドピース酸洗浄槽の洗浄液密度を測定

し，密度高で中央制御室に警報を発し，洗浄液

密度上昇がさらに大きい場合は，せん断停止信

号を発する。せん断停止のための検出器及びイ

ンターロック回路は，二重化する。⑥ 

ⅹ．エンドピース酸洗浄槽の洗浄液温度を測定

し，温度低で中央制御室に警報を発し，洗浄液

温度低下がさらに大きい場合は，せん断停止信

号を発する。せん断停止のための検出器及びイ

ンターロック回路は，二重化する。⑥ 
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要求事項との対比表 第２０条 計測制御系統施設（8/18） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
ⅺ．エンドピース酸洗浄槽への供給硝酸密度を測

定し，密度低で中央制御室に警報を発し，供給

硝酸密度低下がさらに大きい場合は，せん断停

止信号を発する。せん断停止のための検出器及

びインターロック回路は，二重化する。⑥ 

ⅻ．エンドピース酸洗浄槽への供給硝酸流量を制

御し，流量低で中央制御室に警報を発し，供給

硝酸流量低下がさらに大きい場合は，せん断停

止信号を発する。せん断停止のための検出器及

びインターロック回路は，二重化する。⑥ 

ⅹⅲ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏

えい液受皿の集液溝の液位を測定し，液位高で

中央制御室に警報を発する。⑨ これらのうち

溶解槽セル及び放射性配管分岐第１セルの漏え

い液受皿の検出器及び警報器は，二重化する。 

⑥ 

ｂ．清澄・計量設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．清澄機の振動及び軸受温度を測定し，振動大

及び温度高で中央制御室に警報を発する。⑥ 

ⅱ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏え

い液受皿の集液溝の液位を測定し，液位高で中

央制御室に警報を発する。⑨ これらのうち中

継槽セル，清澄機セル，計量・調整槽セル，計

量後中間貯槽セル及び放射性配管分岐第４セル

の漏えい液受皿の検出器及び警報器は，二重化

する。⑥ 

(４) 分離施設の計測制御系◇2  

   分離施設の計測制御系は，分離設備の計測

制御系，分配設備の計測制御系及び分離建屋

一時貯留処理設備の計測制御系で構成する。 

ａ．分離設備の計測制御系 

(ａ) 核計装 

ⅰ．補助抽出器の中性子の計数率を測定し，計数

率高で中央制御室に警報を発し，中性子の計数

率上昇がさらに大きい場合，工程停止信号を発

する。工程停止のための検出器及びインターロ

ック回路は，二重化する。（安全上重要な施設

と同等の信頼性を維持する施設）⑥ 

(ｂ) 工程計装 

ⅰ．抽出塔に供給する溶解液流量を測定し，流量

高で中央制御室に警報を発し，溶解液流量上昇

がさらに大きい場合，溶解液の送液停止信号を

発する。送液停止のための検出器及びインター

ロック回路は，二重化する。（安全上重要な施

設と同等の信頼性を維持する施設）⑥ 

ⅱ．抽出塔に供給する有機溶媒流量を測定し，流

量低で中央制御室に警報を発し，有機溶媒流量

低下がさらに大きい場合，工程停止信号を発す

る。工程停止のための検出器及びインターロッ

ク回路は，二重化する。（安全上重要な施設と

同等の信頼性を維持する施設）⑥ 

ⅲ．第１洗浄塔から抽出塔への洗浄廃液密度を測

定し，密度高で中央制御室に警報を発し，洗浄

廃液密度上昇がさらに大きい場合，工程停止信

号を発する。工程停止のための検出器及びイン
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要求事項との対比表 第２０条 計測制御系統施設（9/18） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
ターロック回路は，二重化する。（安全上重要

な施設と同等の信頼性を維持する施設）⑥ 

ⅳ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏え

い液受皿の集液溝の液位を測定し，液位高で中

央制御室に警報を発する。⑨ なお，溶解液中

間貯槽セル，溶解液供給槽セル，抽出塔セル，

抽出廃液受槽セル，抽出廃液供給槽セル及び放

射性配管分岐第２セルの漏えい液受皿の検出器

及び警報器は，二重化する。⑥ 

ⅴ．第１洗浄塔及び第２洗浄塔へ供給する洗浄用

硝酸濃度を制御及び指示し，濃度が低下した場

合には，中央制御室に警報を発する。⑥ 

ⅵ．第１洗浄塔及び第２洗浄塔へ供給する洗浄用

硝酸流量を指示し，流量が低下した場合には，

中央制御室に警報を発する。⑥ 

ｂ．分配設備の計測制御系 

(ａ) 核計装 

ⅰ．プルトニウム洗浄器の中性子の計数率を測定

し，計数率高で中央制御室に警報を発する。な

お，中性子の計数率上昇がさらに大きい場合，

工程停止信号を発するインターロック回路は安

全保護回路とする。⑥ 

ⅱ．プルトニウム洗浄器のアルファ線の計数率を

測定し，計数率高で中央制御室に警報を発す

る。検出器及び警報器は，二重化する。また，

アルファ線検出器は耐震性を持たせることが困

難なため，故障警報を設けるとともに，警報を

検知し，運転員が工程を停止する回路を設ける

設計とする。⑥ 

(ｂ) 工程計装 

ⅰ．プルトニウム分配塔に供給するウラナス及び

ヒドラジンを含む硝酸溶液の流量を制御する。

流量が低下した場合には，中央制御室に警報を

発する。⑥ 

ⅱ．プルトニウム洗浄器に供給するヒドラジンを

含む硝酸溶液の流量を制御し，流量が低下した

場合には，中央制御室に警報を発する。⑥ 

ⅲ．ウラン逆抽出器内の溶液温度を測定し，溶液

温度が異常に上昇した場合には，中央制御室に

警報を発するとともに逆抽出用硝酸の供給停止

信号を発する。⑥ 

ⅳ．ウラン濃縮缶の凝縮液を冷却する熱交換器出

口の凝縮液温度を制御し，凝縮液温度が異常に

上昇した場合には，中央制御室に警報を発す

る。⑥ 

ⅴ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の圧力を制御するこ

とにより加熱蒸気の温度を調整する。⑥ 

ⅵ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の温度を測定し，温

度高で中央制御室に警報を発する。なお，加熱

蒸気温度上昇がさらに大きい場合，ウラン濃縮

缶への加熱蒸気の遮断及びウラン濃縮缶加熱蒸

気発生器への一次蒸気の遮断信号を発するイン

ターロック回路は，安全保護回路とする。⑥ 

ⅶ．ウラン濃縮缶の缶内圧力及び液位を測定し，

圧力高又は液位低で中央制御室に警報を発する

とともに，ウラン濃縮缶加熱蒸気発生器への一
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要求事項との対比表 第２０条 計測制御系統施設（10/18） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
次蒸気の遮断信号を発する。④ また，缶内密

度を測定し，密度高で中央制御室に警報を発す

る。⑥ 

ⅷ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏え

い液受皿の集液溝の液位を測定し，液位高で中

央制御室に警報を発する。⑨ なお，プルトニ

ウム洗浄器セルの漏えい液受皿の検出器及び警

報器は，二重化する。⑥ 

ｃ．分離建屋一時貯留処理設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

   主要機器を収納するセルの床に設置した漏

えい液受皿の集液溝の液位を測定し，液位高

で中央制御室に警報を発する。⑨ なお，分

離建屋一時貯留処理第１セル及び分離建屋一

時貯留処理第２セルの漏えい液受皿の検出器

及び警報器は，二重化する。⑥ 

(５) 精製施設の計測制御系◇2  

   精製施設の計測制御系は，ウラン精製設備

の計測制御系，プルトニウム精製設備の計測

制御系及び精製建屋一時貯留処理設備の計測

制御系で構成する。 

ａ．ウラン精製設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．逆抽出器内の溶液温度を測定し，溶液温度が

異常に上昇した場合には，中央制御室に警報を

発するとともに逆抽出用硝酸の供給停止信号を

発する。⑥ 

ⅱ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の圧力を制御するこ

とにより加熱蒸気の温度を調整する。⑥ 

ⅲ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の温度を測定し，温

度高で中央制御室に警報を発し，加熱蒸気温度

上昇がさらに大きい場合は，ウラン濃縮缶への

加熱蒸気の遮断及びウラン濃縮缶加熱蒸気発生

器への一次蒸気の遮断信号を発する。⑥ 

ⅳ．ウラン濃縮缶の凝縮液を冷却する熱交換器出

口の凝縮液温度を制御し，凝縮液温度が異常に

上昇した場合には中央制御室に警報を発する。 

⑥ 

ⅴ．ウラン濃縮缶の缶内圧力及び液位を測定し，

圧力高又は液位低で中央制御室に警報を発する

とともに，ウラン濃縮缶加熱蒸気発生器への一

次蒸気の遮断信号を発する。④ また，缶内密

度を測定し，密度高で中央制御室に警報を発す

る。⑥ 

ⅵ．ウラナス製造器に供給する水素ガス流量を制

御し，ウラナス製造器の水素ガス圧力を測定

し，圧力高で中央制御室に警報を発するととも

に，水素ガスの供給停止信号を発する。また，

ウラナス製造器に供給する硝酸ウラニル溶液の

流量を測定し，流量低で中央制御室に警報を発

するとともに，硝酸ウラニル溶液の供給停止信

号を発する。⑥ 

ⅶ．第１気液分離槽から洗浄塔へ移送する未反応

の水素ガス圧力を制御し，流量を測定し，圧力

高又は流量高で中央制御室に警報を発する。⑥ 

ⅷ．洗浄塔に供給する空気流量を測定し，流量低
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要求事項との対比表 第２０条 計測制御系統施設（11/18） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
で中央制御室に警報を発するとともに，窒素ガ

スの供給信号を発する。⑥ 

ⅸ．第２気液分離槽へ供給する窒素ガス流量を測

定し，流量低で中央制御室に警報を発する。⑥ 

ⅹ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏え

い液受皿の集液溝の液位を測定し，液位高で中

央制御室に警報を発する。⑨  

ｂ．プルトニウム精製設備の計測制御系 

(ａ) 核計装 

ⅰ．プルトニウム洗浄器の有機溶媒のアルファ線

の計数率を測定し，計数率高で中央制御室に警

報を発する。検出器及び警報器は，二重化す

る。また，アルファ線検出器は耐震性を持たせ

ることが困難なため，故障警報を設けるととも

に，警報を検知し，運転員が工程を停止する回

路を設ける設計とする。① 

(ｂ) 工程計装 

ⅰ．加熱用の温水の流量を調節することにより逆

抽出塔に供給する有機溶媒，ＨＡＮ及びヒドラ

ジンを含む硝酸溶液並びに逆抽出液の温度を制

御する。⑥ 

ⅱ．逆抽出塔内の溶液温度を測定し，温度高で中

央制御室に警報を発する。なお，溶液温度上昇

がさらに大きい場合，供給する有機溶媒，ＨＡ

Ｎ及びヒドラジンを含む硝酸溶液並びに逆抽出

液の加熱用の温水の遮断信号を発するインター

ロック回路は安全保護回路とする。⑥ 

ⅲ．プルトニウム洗浄器に供給するヒドラジンを

含む硝酸溶液の流量を制御し，流量が低下した

場合には，中央制御室に警報を発する。⑥ 

ⅳ．加熱用の温水の流量を調節することにより，

ウラン逆抽出器に供給する硝酸溶液の温度を制

御する。⑥ 

ⅴ．ウラン逆抽出器内の温度を測定し，温度高で

中央制御室に警報を発するとともに，供給する

硝酸溶液の加熱用の温水の遮断信号を発する。 

⑥ 

ⅵ．プルトニウム濃縮缶の缶内圧力及び密度を測

定及び制御し，圧力高又は密度高で中央制御室

に警報を発するとともに，プルトニウム濃縮缶

加熱蒸気発生器への一次蒸気の遮断信号を発す

る。④ また，缶内液位を測定し，液位低で中

央制御室に警報を発するとともに，プルトニウ

ム濃縮缶加熱蒸気発生器への一次蒸気の遮断信

号を発する。⑥ 

ⅶ．プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気の圧力を制御

することにより加熱蒸気の温度を調整する。⑥ 

ⅷ．プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気の温度を測定

し，温度高で中央制御室に警報を発する。な

お，加熱蒸気温度上昇がさらに大きい場合，プ

ルトニウム濃縮缶への加熱蒸気の遮断及びプル

トニウム濃縮缶蒸気発生器への一次蒸気の遮断

信号を発するインターロック回路は，安全保護

回路とする。⑥ 

ⅸ．注水槽の液位を指示し，液位低で中央制御室

に警報を発する。検出器及び警報器は，二重化
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要求事項との対比表 第２０条 計測制御系統施設（12/18） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
する。（安全上重要な施設と同等の信頼性を維

持する施設）⑥ 

ⅹ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏え

い液受皿の集液溝の液位を測定し，液位高で中

央制御室に警報を発する。⑨ これらのうちプ

ルトニウム精製塔セル，プルトニウム濃縮缶供

給槽セル，油水分離槽セル，プルトニウム濃縮

液受槽セル，プルトニウム濃縮液一時貯槽セ

ル，プルトニウム濃縮液計量槽セル及び放射性

配管分岐第１セルの漏えい液受皿の検出器及び

警報器は，二重化する。⑥ 

ⅺ．凝縮器の出口冷却水流量を測定し，流量低で

中央制御室に警報を発する。⑥ 

ⅻ．凝縮器の出口廃ガス温度を測定し，温度高で

中央制御室に警報を発する。⑥ 

ｃ．精製建屋一時貯留処理設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

   主要機器を収納するセルの床に設置した漏

えい液受皿の集液溝の液位を測定し，液位高

で中央制御室に警報を発する。⑨  

(６) 脱硝施設の計測制御系◇2  

   脱硝施設の計測制御系は，ウラン脱硝設備

の計測制御系及びウラン・プルトニウム混合

脱硝設備の計測制御系で構成する。 

ａ．ウラン脱硝設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．脱硝塔外壁の温度を測定し，脱硝塔の外部ヒ

ータの出力を制御することにより温度を調整す

る。⑥ 

ⅱ．脱硝塔内の温度を測定し，温度が異常に低下

した場合，硝酸ウラニル濃縮液の供給停止信号

を発する。この供給停止のための検出器及びイ

ンターロック回路は，二重化する。⑥ 

ⅲ．脱硝塔内の圧力を測定し，圧力が異常に上昇

した場合，脱硝塔運転停止信号を発する。 

ⅳ．脱硝塔内の流動層レベルを測定し，流動層レ

ベルが異常に上昇した場合，硝酸ウラニル濃縮

液の供給停止信号を発する。⑥ 

ⅴ．ウラン酸化物貯蔵容器充てん定位置を検出

し，ＵＯ３粉末の充てん起動信号を発する。この

充てん起動のための検出器及びインターロック

回路は，二重化する。⑥ 

ⅵ．液体状の放射性物質を取り扱う主要機器の床

に設置した漏えい液受皿の集液溝の液位を測定

し，液位高で中央制御室に警報を発する。⑨  

ｂ．ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の計測制

御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．脱硝装置内のウラン・プルトニウム混合脱硝

粉体の白熱を温度計及び照度計を用いて検出し

て脱硝の終了を確認したのち，温度高により脱

硝皿取扱装置の起動の条件信号を発するととも

に，照度高によりシャッタの起動の条件信号を

発する。この脱硝皿取扱装置及びシャッタの起

動のための検出器及びインターロック回路は，

温度計と照度計により多様化する。⑥ 
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要求事項との対比表 第２０条 計測制御系統施設（13/18） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
ⅱ．脱硝皿内のウラン・プルトニウム混合脱硝粉

体の空気輸送終了を検出し，秤量器による空脱

硝皿の重量を確認した後，脱硝皿取扱装置の起

動信号を発する。この脱硝皿取扱装置の起動の

ための検出器及びインターロック回路は，多様

化する。⑥ 

ⅲ．焙焼炉の加熱ヒータ部の温度を測定し，加熱

ヒータを制御する。なお，温度が異常に上昇し

た場合に，加熱停止の信号を発するインターロ

ック回路は，安全保護回路とする。⑥ 

ⅳ．還元炉の加熱ヒータ部の温度を測定し，加熱

ヒータを制御する。なお，温度が異常に上昇し

た場合に，加熱停止の信号を発するインターロ

ック回路は，安全保護回路とする。⑥ 

ⅴ．還元炉に供給する還元用窒素・水素混合ガス

（以下では「還元ガス」という｡）中の水素濃度

を測定し，水素濃度が異常に上昇した場合に

は，濃度高で警報を発する。なお，この警報と

ともに還元ガスの供給停止の信号を発するイン

ターロック回路は，安全保護回路とする。⑥ 

ⅵ．保管容器の充てん定位置を検知し，ＭＯＸ粉

末の充てん起動信号を発する。この充てん起動

のための検出器及びインターロック回路は，二

重化する。⑥ 

ⅶ．粉末缶の充てん定位置を検知し，ＭＯＸ粉末

の充てん起動信号を発する。この充てん起動の

ための検出器及びインターロック回路は，二重

化する。⑥ 

ⅷ．粉末缶の質量を秤量器により確認し，粉末缶

払出装置の起動信号を発する。この粉末缶払出

装置起動のための検出器及びインターロック回

路は，二重化する。⑥ 

ⅸ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏え

い液受皿の集液溝の液位を測定し，液位高で中

央制御室に警報を発する。⑨ これらのうち硝

酸プルトニウム貯槽セル，混合槽セル及び一時

貯槽セルの漏えい液受皿の検出器及び警報器

は，二重化する。⑥ 

(７) 酸及び溶媒の回収施設の計測制御系◇2  

酸及び溶媒の回収施設の計測制御系は，酸

回収設備の計測制御系及び溶媒回収設備の計

測制御系で構成する。 

ａ．酸回収設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．蒸発缶の加熱蒸気の圧力を制御することによ

り加熱蒸気の温度を調整する。⑥ 

ⅱ．第１酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気の圧力を測

定し，圧力高により中央制御室に警報を発す

る。⑥ 

ⅲ．第２酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気の温度を測

定し，温度高で中央制御室に警報を発する。な

お，加熱蒸気温度上昇がさらに大きい場合，蒸

発缶への加熱蒸気の遮断及び蒸発缶加熱蒸気発

生器への一次蒸気の遮断信号を発するインター

ロック回路は，安全保護回路とする。⑥ 

ⅳ．第１酸回収系及び第２酸回収系の精留塔の圧
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要求事項との対比表 第２０条 計測制御系統施設（14/18） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
力及び液位並びに蒸発缶の液位を測定し，精留

塔の圧力高又は液位低並びに蒸発缶の液位低に

より中央制御室に警報を発するとともに，加熱

蒸気の遮断信号を発する。④  

ⅴ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏え

い液受皿の集液溝の液位を測定し，液位高で中

央制御室に警報を発する。⑨  

ｂ．溶媒回収設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．温水加熱している第１洗浄器及び第３洗浄器

内の溶液の温度を測定し，温度高で中央制御室

に警報を発するとともに，加熱用の温水の供給

停止信号を発する。⑥ 

ⅱ．第１蒸発缶及び溶媒蒸留塔の系統内の圧力を

測定し，圧力が異常に上昇した場合には，不活

性ガス（窒素）注入信号を発するとともに有機

溶媒の供給停止及び加熱蒸気の遮断信号を発す

る。④  

ⅲ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏え

い液受皿の集液溝の液位を測定し，液位高で中

央制御室に警報を発する。⑨  

(８) 放射性廃棄物の廃棄施設の計測制御系◇2  

   放射性廃棄物の廃棄施設の計測制御系は，

気体廃棄物の廃棄施設の計測制御系，液体廃

棄物の廃棄施設の計測制御系及び固体廃棄物

の廃棄施設の計測制御系で構成する。 

ａ．気体廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御

系 

(ⅰ) 溶解槽内圧力を制御し，圧力高で中央制御

室に警報を発する。検出器及び警報器は，二

重化する。⑥ 

(ⅱ) 排風機の回転数を測定し，回転数低で中央

制御室に警報を発する。⑥ 

(ⅲ) ミストフィルタ，高性能粒子フィルタ及び

よう素フィルタの差圧を測定する。⑥ 

(ⅳ) ＮＯｘ吸収塔出口側の廃ガスの温度を測定

し，温度高で中央制御室に警報を発する。⑥ 

(ⅴ) 加熱器出口側の廃ガスの温度を制御する。 

⑥ 

(ⅵ) 主要機器を収納するセルの床に設置した漏

えい液受皿の集液溝の液位を測定し，液位高

で中央制御室に警報を発する。⑨  

ⅱ．塔槽類廃ガス処理設備の計測制御系 

(ⅰ) 前処理建屋，分離建屋，精製建屋（プルト

ニウム系），ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の塔槽

類廃ガス処理設備の洗浄塔入口圧力を制御

し，圧力高で中央制御室に警報を発する。検

出器及び警報器は，二重化する。⑥ 

(ⅱ) 排風機の回転数，排風機の入口側圧力又は

排風機の入口・出口間差圧を測定し，回転数

低，圧力高又は差圧低で中央制御室に警報を

発する。⑥ 

(ⅲ) 高性能粒子フィルタ及びよう素フィルタの
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
差圧を測定する。⑥ 

(ⅳ) 加熱器出口側の廃ガスの温度を制御する。 

⑥ 

(ⅴ) 主要機器を収納するセルの床に設置した漏

えい液受皿の集液溝の液位を測定し，液位高

で中央制御室に警報を発する。⑨  

ⅲ．高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計

測制御系 

(ⅰ) ガラス溶融炉内部の気相圧力を制御し，圧

力高で中央制御室に警報を発する。検出器及

び警報器は，二重化する。⑥ 

(ⅱ) 排風機の入口側圧力を測定し，圧力高で中

央制御室に警報を発する。⑥ 

(ⅲ) ミストフィルタ，ルテニウム吸着塔，高性

能粒子フィルタ及びよう素フィルタの差圧を

測定する。⑥ 

(ⅳ) 廃ガス洗浄器出口側の廃ガスの温度を測定

し，温度高で中央制御室に警報を発する。 

(ⅴ) 加熱器出口側の廃ガスの温度を制御する。 

⑥ 

(ⅵ) 主要機器を収納するセルの床に設置した漏

えい液受皿の集液溝の液位を測定し，液位高

で中央制御室に警報を発する。⑨  

ⅳ．換気設備の計測制御系 

(ⅰ) ミストフィルタ（高レベル廃液ガラス固化

建屋換気設備のミストフィルタのみ）及び高

性能粒子フィルタの差圧を測定する。⑥ 

ｂ．液体廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．高レベル廃液濃縮缶の圧力を制御する。④ 

ⅱ．高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の圧力を制御

することにより加熱蒸気の温度を調整する。⑥ 

ⅲ．高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の温度を測定

し，温度高で中央制御室に警報を発する。な

お，加熱蒸気温度上昇がさらに大きい場合，高

レベル廃液濃縮缶への加熱蒸気の遮断及び高レ

ベル廃液濃縮缶加熱蒸気発生器への一次蒸気の

遮断信号を発するインターロック回路は，安全

保護回路とする。⑥ 

ⅳ．高レベル廃液濃縮缶の凝縮器の排気側出口温

度を測定し，温度高で中央制御室に警報を発す

る。なお，出口温度上昇がさらに大きい場合，

高レベル廃液濃縮缶への加熱蒸気の遮断及び高

レベル廃液濃縮缶加熱蒸気発生器への一次蒸気

の遮断信号を発するインターロック回路は，安

全保護回路とする。⑥ 

ⅴ．高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽

及び高レベル廃液共用貯槽の廃液温度を測定

し，温度高で中央制御室に警報を発する。⑥ 

ⅵ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏え

い液受皿の集液溝の液位を測定し，液位高で中

央制御室に警報を発する。⑨ これらのうち高

レベル廃液供給槽セル，高レベル濃縮廃液貯槽

セル，高レベル濃縮廃液一時貯槽セル，不溶解

残渣廃液貯槽セル，不溶解残渣廃液一時貯槽セ

ル及び高レベル廃液共用貯槽セルの漏えい液受
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要求事項との対比表 第２０条 計測制御系統施設（16/18） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
皿の検出器及び警報器は，二重化する。⑥ 

ｃ．固体廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．固化セル移送台車上に多重に設けた重量計に

より，固化セル移送台車上の流下ガラスの質量

を中央制御室に指示する。⑥ 

ⅱ．ガラス溶融炉の溶融ガラスをガラス固化体容

器に注入する際には，所定質量値で注入停止信

号を発し，所定質量値よりも質量がさらに増加

した場合には，中央制御室に警報を発する。な

お，所定質量値で注入停止信号を発するインタ

ーロック回路は安全保護回路とする。さらに安

全保護回路による質量上限でガラスの流下が停

止しなかった場合は質量上限警報を中央制御室

に発する。⑥ 

ⅲ．ガラス溶融炉とガラス固化体容器との結合装

置圧力が所定の値でない場合及び固化セル移送

台車位置が所定の位置にない場合，インターロ

ックにより流下ノズルの加熱を停止する。これ

らのうち，結合装置圧力による加熱停止のため

の検出器及びインターロック回路は，二重化す

る。⑥ 

ⅳ．高レベル廃液混合槽及び供給液槽の廃液の温

度を測定し，温度高で中央制御室に警報を発す

る。⑥ 

ⅴ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏え

い液受皿の集液溝の液位を測定し，液位高で中

央制御室に警報を発する。⑨ なお，固化セル

及び高レベル廃液混合槽セルの漏えい液受皿の

検出器及び警報器は，二重化する。⑥ 

(９) その他再処理設備の附属施設の計測制御系 

◇2  

ａ．安全圧縮空気系の水素掃気用空気貯槽及び計

装用空気貯槽の圧力を測定し，圧力低で中央制

御室に警報を発する。この検出器及び警報器

は，二重化する。⑥ 

ｂ．水素掃気用希釈空気流量を測定し，流量低で

中央制御室に警報を発する。⑥ 

ｃ．安全冷却水系の冷却水循環ポンプの運転状態

を監視し，故障を検知して，中央制御室に警報

を発する。この検知装置及び警報器は，各々の

ポンプに各１式設置する。⑥ 

ｄ．冷却対象機器からの放射性物質の漏えい検知

のために安全冷却水系の冷却水の放射線レベル

を測定し，放射線レベル高で中央制御室に警報

を発する。⑨  

ｅ．安全蒸気系のボイラの運転状態を監視し，故

障を検知して，中央制御室に警報を発する。検

知装置及び警報器は，各々のボイラに各１式設

置する。⑥ 

(10) その他の計測制御設備◇2  

   再処理施設の各施設は，その他にも計測制

御設備を設け指示，警報及び制御を行う。⑤

⑥ 
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要求事項との対比表 第２０条 計測制御系統施設（17/18） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
6.1.2.5 試験・検査 

  安全機能を有する施設の計測制御系は，安全

機能の重要度及び設備の特性に応じて，運転中

又は停止中に行う計器の点検及び保守により機

能，性能の維持を行う。◇2  

計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全

機能を維持するために必要な計測制御系は，そ

の健全性及び能力を確認するため，設備の特性

に応じ，定期的な警報装置の作動確認，インタ

ーロックの作動確認並びに計器の点検及び保守

により機能，性能の維持を行う。また，必要に

応じて試験回路を設け，運転中又は停止中に試

験又は検査を実施する。◇2  

安全機能を有する施設の計測制御系のうち，

「1.7.7 安全機能を有する施設の設計」に示す

安全上重要な施設から安全機能を有する施設に

分類を変更した「6.1.2.4 主要設備」の安全上

重要な施設と同等の信頼性を維持する施設につ

いては，安全上重要な施設への波及的影響防止

をし，多重化による高い信頼性を確保して設置

され運用している経緯を踏まえ，安全上重要な

施設と同等の信頼性を維持する観点から，定期

的な警報装置の作動確認，インターロックの作

動確認並びに計器の点検及び保守により機能，

性能の維持を行う。◇2  

 

 

6.1.2.6 評  価◇5  

(１) 計測制御設備は，運転時，停止時及び運転

時の異常な過渡変化時において施設運転状態

を想定される範囲内で監視及び制御できる。 

(２) 計測制御設備は，可能な限り不燃性又は難

燃性材料を使用する設計としているので火災

を防止できる。 

(３) 計測制御設備のうち安全上重要な施設の安

全機能を維持するために必要な計測制御系

は，多重性又は多様性を有するとともに，電

気的・物理的な独立性を有する設計としてい

るので，動的機器の単一故障を仮定してもそ

の安全機能が確保できる。 

(４) 計測制御設備は，アイソレータ及び継電器

を用いて安全保護回路と分離する設計として

いるので，安全保護回路との部分的共用によ

って安全保護回路の安全機能を損なうことは

ない。 

(５) 計測制御設備のうち安全機能を有する施設

の計測制御系は，その健全性及び能力を確認

するため，安全機能の重要度及び設備の特性

に応じ，必要に応じて試験回路を設ける設計

としているので，運転中又は停止中に試験又

は検査を実施できる。 

(６) 計測制御設備のうち安全上重要な施設の安

全機能を維持するために必要な計測制御系

は，その他再処理設備の附属施設の非常用所

内電源系統に接続する設計としているので，

外部電源系統の機能喪失時にも，安全機能が
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要求事項との対比表 第２０条 計測制御系統施設（18/18） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
確保できる。 

また，安全上重要な施設の安全機能を維持

するために，必要な計測制御系に圧縮空気を

供給する必要がある場合は，外部電源系統の

機能喪失時にも，その安全機能が確保できる

ようその他再処理設備の附属施設の非常用所

内電源系統に接続した安全圧縮空気系から圧

縮空気を供給する設計としているので，安全

機能を確保できる。 

(７) 計測制御設備のうち安全機能を有する施設

の計測制御系は，それらの安全機能を健全に

維持するための適切な保守及び修理ができる

設計としているので適切な保守及び修理が実

施できる。 

(８) 計測制御設備のうち安全機能を有する施設

の計測制御系は，設計基準事故が発生した場

合の状況を把握し，対策を講ずるために必要

なパラメータを，設計基準事故時に想定され

る環境下において，十分な測定範囲及び期間

にわたり監視（記録を含む。）できる設計と

しているので安全機能を確保できる。当該記

録は適切に保存を行うため，事象の経過後に

おいても参照できる。 

(９) 計測制御設備は，再処理施設の健全性を確

保するために必要なパラメータを監視するた

めの設備及び再処理施設の安全性を確保する

ために必要な操作を行うことができる設備を

分離施設，精製施設及びその他必要な施設に

設ける設計としているので適切な監視及び制

御が実施できる。 

(10) 計測制御設備のうち使用済燃料の受入れ及

び貯蔵の安全確保及び運転操作上必要な計測

制御設備は，再処理設備本体の運転開始に先

立ち使用できる。 

(11) 安全上重要な施設と同等の信頼性を維持す

る施設とした計測制御設備（核計装設備,工程

計装設備）は，安全上重要な施設への波及的

影響防止をし，多重化による高い信頼性で設

計すること及び当該施設を継続的に維持する

ための管理を行うことにより，安全上重要な

施設の計測制御設備と同等の信頼性を維持で

きる。 
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中項目 記載内容（概要） 記載区分 様式６紐づけ№

Ⅵ-1-2-1
計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に
関する説明書

― 新規※

1 概要 当該添付書類の記載概要を記載 新規※

2 基本方針 ― 新規※

2.1 設計基準対象施設に関する計測
設計基準対象施設に関する詳細設計方針の全体概要を記
載

新規※ ⓪～⑤、⑨

2.2 重大事故等対処設備に関する計測
重大事故等対処設備に関する詳細設計方針の全体概要を
記載

新規

3 計測装置の構成 ― 新規※

3.1 計測装置の構成 ― 新規※

3.1.1 核計装設備
核計装設備の各計測装置ごとの検知から記録、保存まで
の構成を記載する。

新規※ ⓪～⑤、⑨

3.1.2 工程計装設備
工程装設備の各計測装置ごとの検知から記録、保存まで
の構成を記載する。

新規※ ⓪～⑤、⑨

3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存 ― 新規※

3.2.1 計測結果の指示又は表示
計測結果の指示及び表示場所に関する設計方針を記載す
る。

新規※ ⓪～⑤、⑨

3.2.2 設計基準対象施設に関する計測結果の記録及び保存 計測結果の記録及び保存に関する設計方針を記載する。 新規※ ⓪～⑤、⑨

3.2.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録及び保存 計測結果の記録及び保存に関する設計方針を記載する。 新規

3.3 安全保護回路 当該項目での記載概要を記載 新規※

3.3.1 不正アクセス行為等の被害の防止
安全保護回路の不正アクセス行為に対する詳細設計方針
について記載する。

新規※

3.4 計測装置の計測範囲及び警報動作範囲
計測が必要なプロセス変動範囲に対し、各計測装置の計
測範囲び警報設定値を設定根拠とともに記載する。

新規※ ⓪～⑤、⑨

Ⅵ-1-2-2
使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する
説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

― 新規※

1 概要 当該添付書類の記載概要を記載 新規※

2 基本方針 ― 新規※

2.1
設計基準対象施設に関する燃料貯蔵プール温度及び燃料貯蔵プール水位の
計測

設計基準対象施設に関する詳細設計方針の全体概要を記
載

新規※ ⑥

2.2
重大事故等対処設備に関する使用済燃料プール温度及び使用済燃料プール
水位等の計測

重大事故等対処設備に関する詳細設計方針の全体概要を
記載

新規

3 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の構成 ― 新規※

3.1 燃料貯蔵プール温度及び燃料貯蔵プール水位等を計測する装置
燃料貯蔵プール温度、燃料貯蔵プール水位、漏えい検知
に関する各計測装置ごとの検知から記録、保存までの構
成を記載する。

新規※ ⑥

3.2
使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測結果の記録及び保
存

― 新規※

3.2.1 計測結果の指示又は表示
計測結果の指示及び表示場所に関する設計方針を記載す
る。

新規※ ⑥

3.2.2 設計基準対象施設に関する計測結果の記録及び保存 計測結果の記録及び保存に関する設計方針を記載する。 新規※ ⑥

3.2.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録及び保存 計測結果の記録及び保存に関する設計方針を記載する。 新規

3.3 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電源構成
設計基準対象施設における温度及び水位等を監視する装
置の電源構成について記載する。

新規※ ⑥

4
使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲及び警報動作
範囲

計測が必要なプロセス変動範囲に対し、各計測装置の計
測範囲び警報設定値を設定根拠とともに記載する。

新規※ ⑥

Ⅵ-1-2-3
再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し
た場合の情報把握に関する説明書

― 新規

1 概要 当該添付書類の記載概要を記載 新規

2 基本方針
再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ
ロリズムが発生した場合に関する詳細設計方針の全体概
要を記載

新規

3
再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し
た場合に情報を把握するための装置の構成

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ
ロリズムが発生した場合における各計測装置の構成を記
載する。

新規

3.1
再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し
た場合に情報を把握するための装置

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ
ロリズムが発生した場合における各計測装置の検知から
記録、保存までの構成を記載する。

新規

3.2
再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し
た場合に把握する情報の記録及び保存

計測結果の記録及び保存に関する設計方針を記載する。 新規

※：記載の明確化を含む

添付書類Ⅵ-1-2　「計測制御系統施設に関する説明書」

目次番号
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

第 21条（放射線管理施設） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・

号 

解

釈 

添付書類 

①  線量当量率，放射性物質の濃度な

どの計測に係る放射線管理施設に

関する設計 

技術基準の要求事項を受けている内容 1項 

 

a,b,c 

②  放射線遮蔽物の側壁の線量当量率

の計測に係る設備に関する設計 

技術基準の要求事項を受けている内容 1項

1号 

 a,c 

③  排気口等における排気中の放射性

物質の濃度の計測に係る設備に関

する設計 

技術基準の要求事項を受けている内容 
1項

2号 

 a,b,c 

④  排水口等における排水中の放射性

物質の濃度の計測に係る設備に関

する設計 

技術基準の要求事項を受けている内容 
1項

3号 

 a,c 

⑤  管理区域における外部放射線に係

る線量当量率，空気中の放射性物

質の濃度及び放射性物質によって

汚染された物の表面の放射性物質

の密度の計測に係る設備に関する

設計 

技術基準の要求事項を受けている内容 

1項

4号 

 a,c 

⑥  周辺監視区域における外部放射線

に係る線量当量の計測に係る設備

に関する設計 

技術基準の要求事項を受けている内容 
1項

5号 

 a,b,c 

⑦  放射線業務従事者の出入管理，汚

染管理，除染等に係る設備に関す

る設計 

事業変更許可申請書に記載している内容

であり、事業指定基準規則第２３条への

整合の観点から記載する内容 

－ 

 a,c 

⑧  必要な情報を制御室その他当該情

報を伝達する必要がある場所に表

示するための運用 

事業変更許可申請書に記載している内容

であり、事業指定基準規則第２３条への

整合の観点から記載する内容 

－ 

 

c 

⑨  

モニタリングポストに係る設計等 

事業変更許可申請書に記載している内容

であり、事業指定基準規則第２４条への

整合の観点から記載する内容 

－ 

 

ｂ,c 

⑩  

参考にする指針等に係る記載 

事業変更許可申請書に記載している内容

であり、事業指定基準規則第２４条への

整合の観点から記載する内容 

－ 

 

 c 

⑪  
先行使用に係る記載 

放射線管理施設のうち、しゅん工施設の

放射線管理施設の先行使用に係る内容 
－ 

 
－ 

⑫  
放射線管理施設に係る運用 

運用に関する詳細を保安規定に定めるこ

とを記載する内容 
－ 

 
－ 
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  

冒頭宣言 

放射線管理施設に係る基本設計方針の冒頭宣言であ

り、詳細な基本設計方針を本文、添付書類六から記載

するため記載しない。 

― 

□2  重大事故等対処設備の内容 49条 監視測定設備で説明するため。 ― 

□3  
重複記載 

本文ロで記載した内容であり、本文チの記載と重複し

ているため、本文チの内容を反映する。 
― 

□4  他条文の参照 他条文を参照するための記載のため。 ― 

□5  
共用に関する記載 

施設の共用については第１６条安全機能を有する施設

において説明するため記載しない。 
― 

□6  主排気筒管理建屋の設計に関する

内容 

本文 イ．建物 ２．再処理設備本体に係る「建物」に

記載するため。 
― 

□7  
添付書類記載内容 

添付書類六の内容を基本設計方針とするため記載しな

い。 
― 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  

冒頭宣言 

放射線管理施設に係る基本設計方針の冒頭宣言であ

り、詳細な基本設計方針を本文、添付書類六から記載

するため記載しない。 

― 

◇2  重複記載 本文記載事項と重複するため記載しない。 ― 

◇3  
共用に関する記載 

施設の共用については第１６条安全機能を有する施設

において説明するため記載しない。 
― 

◇4  
外部火災発生時の対処に係る内容 

第８条 外部からの衝撃による損傷の防止で説明する

ため 
― 

４．添付書類等 

№ 書類名 

ａ 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（放射線管理施設） 

ｂ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

放射線管理施設 

ｃ 放射線管理施設に関する説明書 
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様式－７ 

 

1 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

第二十一条 放射線管理施設 

 

 

 

工場等には、次に掲げる事項を計測する放

射線管理施設が設けられていなければならな

い。この場合において、当該事項を直接計測

することが困難な場合は、これを間接的に計

測する施設をもって代えることができる。１

－① 

 

一 再処理施設の放射線遮蔽物の側壁におけ

る原子力規制委員会の定める線量当量率１－

② 

 

二 放射性廃棄物の排気口又はこれに近接す

る箇所における排気中の放射性物質の濃度１

－③ 

 

三 放射性廃棄物の海洋放出口又はこれに近

接する箇所における放出水中の放射性物質の

種類別の量及び濃度１－④ 

 

四 管理区域における外部放射線に係る原子

力規制委員会の定める線量当量、空気中の放

射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染

された物の表面の放射性物質の密度１－⑤ 

 

五 周辺監視区域における外部放射線に係る

原子力規制委員会の定める線量当量１－⑥ 

 

 

 

放射線管理施設 

第 1章 共通項目 

 放射線管理施設の共通項目である「X.地震等、X.

自然現象、X.火災、X.溢水等～」の基本設計方針に

ついては、「～施設」の基本設計方針「第 1章共通

項目」に基づく設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章個別項目 

1.放射線管理施設 

1.1系統構成及び主要設備 

再処理施設においては、公衆並びに放射線業務従

事者及び管理区域に一時的に立ち入る者（以下「放射

線業務従事者等」という。）の線量を合理的に達成でき

る限り低減することを放射線防護の基本方針とし、

放射線管理施設を設計するとともに管理区域の設定

等とともに運用する。 

放射線管理施設には，再処理施設の管理区域の主

要箇所の放射線レベル又は放射能レベルを監視する

こと及び再処理施設の運転時，停止時，運転時の異

常な過渡変化時及び設計基準事故時において，再処

理施設外へ放出する放射性物質の濃度，周辺監視区

域境界付近の放射線等を監視するために，放射線監

視設備として屋内モニタリング設備，排気モニタリ

ング設備，排水モニタリング設備，放射線サーベイ

機器及び環境モニタリング設備を，試料分析関係設

備として放射能測定設備，放出管理分析設備及び環

境試料測定設備を，環境管理設備として放射能観測

車及び気象観測設備を設ける設計とする。１－①②

③④⑤⑥ 

 

 

 

 

また，放射線から放射線業務従事者等を防護する

ため，放射線業務従事者等の出入管理，汚染管理，

除染等を行うために出入管理関係設備として出入管

理設備及び汚染管理設備並びに個人管理用設備を設

け，放射線被ばくを監視及び管理する設計とする。

１－①⑦⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

 

(ｏ) 放射線管理施設 

 

再処理事業所には，放射線から放射線業務従事者

及び管理区域に一時的に立ち入る者（以下「放射線

業務従事者等」という。）を防護するため，放射線

業務従事者の出入管理，汚染管理，除染等を行う放

射線管理施設を設け，放射線被ばくを監視及び管理

する設計とする。１－①⑦ 

また，放射線管理に必要な情報として管理区域に

おける空間線量，空気中の放射性物質の濃度及び床

面等の放射性物質の表面密度を，中央制御室及びそ

の他該当情報を伝達する必要がある場所に表示でき

る設備（安全機能を有する施設に属するものに限

る。）を設ける設計とする。１－⑧ 

 

 

 

 

(ｐ) 監視設備 

 再処理施設の運転時，停止時，運転時の異常な

過渡変化時及び設計基準事故時において，当該再

処理施設及びその境界付近における放射性物質の

濃度及び線量を監視，測定し，並びに設計基準事

故時における迅速な対応のために必要な情報を中

央制御室その他当該情報を伝達する必要がある場

所に表示できる設備（安全機能を有する施設に属

するものに限る。）を設ける設計とする。１－①

②③④⑤⑥⑧ 

 

 モニタリングポスト及びダストモニタは，非常

用所内電源系統に接続し，電源復旧までの期間，

電源を受電できる設計とする。さらに，モニタリ

ングポスト及びダストモニタは，専用の無停電電

源装置を有し，電源切替時の短時間の停電時に電

源を受電できる設計とする。２－□7  

 また，モニタリングポスト及びダストモニタから

測定したデータの伝送は，モニタリングポスト及び

ダストモニタを設置する場所から中央制御室及び緊

急時対策所間において有線系回線及び無線系回線に

より多様性を有し，測定値は中央制御室で監視，記

録を行うことができる設計とする。また，緊急時対

策所でも監視することができる設計とする。２－□7  

モニタリングポスト及びダストモニタは，その測定

値が設定値以上に上昇した場合，直ちに中央制御室

に警報を発信する設計とする。２－□7  

 重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気

中へ放出される放射性物質の濃度及び線量を監視

し，及び測定し，並びにその結果を記録するために

8. 放射線管理施設 

8.1 設計基準対象の施設 

8.1.1 概  要 

 

放射線管理施設は，放射線業務従事者等の放射線

被ばくを管理するとともに，周辺環境における線量

当量等を監視するためのもので，出入管理関係設

備，試料分析関係設備，放射線監視設備，環境管理

設備，個人管理用設備及びその他の設備で構成す

る。３－◇1  

試料分析関係設備においては，分析用の標準試料

及び放射能測定を行う機器の校正用に少量の核燃料

物質を使用する。 

放射線管理施設の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設，

廃棄物管理施設及び六ヶ所保障措置分析所と共用す

る。３－◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海工認に倣って

DB設備に対する共

通的な要求事項を

呼び込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付７との関連性

のため記載追加 

 

 

 

 

○設基① 

【性能】 

放射線レベル,放射

能レベル,放射性物

質の濃度及び線量

の監視測定 

【手段：設備】１

－①②③④⑤⑥ 

試料分析関係設備,

放射線監視設備及

び環境管理設備を

用いた測定 

 

 

 

 

 

○設基① 

【性能】 

放射線業務従事者

の出入管理，汚染

管理，除染及び被

ばく管理 

【手段：設備】１

－⑦ 

出入管理関係設備

及び個人管理用設

備を用いた管理 

 

○設基③ 
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さらに，放射線管理に必要な情報として管理区域

における空間線量，空気中の放射性物質の濃度及び

床面等の放射性物質の表面密度を，中央制御室及び

その他該当情報を伝達する必要がある場所に表示で

きる設備（安全機能を有する施設に属するものに限

る。）を設ける設計とする。１－⑧⑫ 

 

＜このあとに SAの記載が続く＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。２

－□3  

 重大事故等が発生した場合に敷地内において，風

向，風速その他の気象条件を測定し，及びその結果

を記録するために必要な重大事故等対処設備を設置

及び保管する。２－□3  

重大事故等が発生し，モニタリングポスト及びダ

ストモニタの電源が喪失した場合に，代替電源から

給電するために必要な重大事故等対処設備を設置及

び保管する。２－□3  

 放射線管理施設の重大事故等対処設備は，放射線

監視設備，代替モニタリング設備，試料分析関係設

備，代替試料分析関係設備，環境管理設備，代替放

射能観測設備，代替気象観測設備及び環境モニタリ

ング用代替電源設備で構成する。２－□3  

 

チ．放射線管理施設の設備 

再処理施設の運転時，停止時，運転時の異常な過

渡変化時及び設計基準事故時において，再処理施設

外へ放出する放射性物質の濃度，周辺監視区域境界

付近の放射線等を監視するために，試料分析関係設

備として放出管理分析設備及び環境試料測定設備

を，放射線監視設備として排気モニタリング設備，

排水モニタリング設備及び環境モニタリング設備

を，環境管理設備として放射能観測車を設ける。１

－①③④⑥ 

 

 

環境モニタリング設備であるモニタリングポスト

及びダストモニタについては，設計基準事故時にお

ける迅速な対応のために必要な情報を中央制御室及

び緊急時対策所に指示できる設計とする。２－□7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モニタリングポスト及びダストモニタは，非常用

所内電源系統に接続し，電源復旧までの期間，電源

を受電できる設計とする。さらに，モニタリングポ

スト及びダストモニタは，専用の無停電電源装置を

有し，電源切替時の短時間の停電時に電源を受電で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2 設計方針 

放射線管理施設は，放射線被ばくを合理的に達成

できる限り低くするために，次の方針に基づき設計

する。３－◇1  

(１) 放射線業務従事者等の管理区域への出入り及び

物品の管理区域への搬出入に対して，出入管理，

汚染管理及び放射線業務従事者等の被ばく管理が

できるようにする。３－◇2  

(２) 再処理施設内外の主要な箇所における線量当量

率，空気中の放射性物質の濃度及び表面の放射性

物質の密度を測定，監視できるようにする。３－

◇2  

(３) 放射線監視設備からの主要な情報は，制御室に

おいて集中して監視できるようにする。１－②③

⑤⑥⑧ 

(４) 主排気筒及び北換気筒の放射性物質の環境放出

管理に係る放射線監視設備については，特に多重

性を考慮する。１－③ 

(５) 万一の事故に備えて，必要な放射線計測器及び

防護具を備える。１－⑦⑫ 

(６) 事故時に必要な放射線監視設備は，「発電用軽

水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関

する審査指針（昭和56年７月23日原子力安全委員

会決定）」を参考とした設計とする。１－⑩ 

(７) 平常時の放射性物質の放出に係る放射線監視設

備は，「発電用軽水型原子炉施設における放出放

射性物質の測定に関する指針（昭和53年９月29日

原子力委員会決定）」を参考とした設計とする。

１－⑩ 

(８) 放射線管理施設のうち使用済燃料の受入れ及び

貯蔵に係る設備は，再処理設備本体の運転開始に

先立ち使用できる設計とする。１－⑪ 

(９) 環境モニタリング設備のモニタリングポスト及

びダストモニタは，非常用所内電源系統に接続す

るとともに，伝送は多様性を有する設計とする。

１－⑨ 

 

【手段：運用】１

－⑫ 

除染等を実施する

運用 

 

 

 

 

 

○設基① 

【性能】 

放射線管理に係る

情報の表示 

【手段：設備】１

－⑧ 

空間線量及び放射

性物質の濃度の中

央制御室への伝達 

 

○設基③ 

【手段：運用】１

－⑫ 

空間線量、放射性

物質濃度及び表面

密度の表示 
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きる設計とする。２－□7  

モニタリングポスト及びダストモニタから測定し

たデータの伝送は，モニタリングポスト及びダスト

モニタを設置する場所から中央制御室及び緊急時対

策所間において有線系回線及び無線系回線により多

様性を有し，測定値は中央制御室で監視，記録を行

うことができる設計とする。また，緊急時対策所で

も監視することができる設計とする。モニタリング

ポスト及びダストモニタは，その測定値が設定値以

上に上昇した場合，直ちに中央制御室に警報を発信

する設計とする。１－⑨ 

 

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気

中へ放出される放射性物質の濃度及び線量を監視

し，及び測定し，並びにその結果を記録するために

必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。２

－□2  

重大事故等が発生した場合に敷地内において，風

向，風速その他の気象条件を測定し，及びその結果

を記録するために必要な重大事故等対処設備を設置

及び保管する。２－□2  

重大事故等が発生し，モニタリングポスト及びダ

ストモニタの電源が喪失した場合に，代替電源から

電源を供給するために必要な重大事故等対処設備を

設置及び保管する。２－□2  

放射線管理施設の重大事故等対処設備は，放射線

監視設備，代替モニタリング設備， 試料分析関係

設備，代替試料分析関係設備，環境管理設備， 代

替放射能観測設備，代替気象観測設備及び 環境モ

ニタリング用代替電源設備で構成する。２－□2  

放射線業務従事者等の放射線管理を確実に行うと

ともに，周辺環境における線量当量等を監視するた

め，以下の設備を設ける。１－⑦⑥ 

 

中央制御室については，「ヘ．(４) (ⅰ) 制御

室等」に，緊急時対策所については，「リ．(４) 

(ⅸ) 緊急時対策所」に，非常用所内電源系統につ

いては，「リ．(１) (ⅰ) 電気設備」に記載す

る。２－□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 放射線管理施設のうち他施設と共用する設備

は，共用によって再処理施設の安全性を損なわな

い設計とする。３－◇2  

 

8.1.3 主要設備の仕様 

放射線管理施設の主要設備の仕様を以下に示す。 

(１) 出入管理関係設備*  １式 １－⑦ 

(２) 試料分析関係設備**  １式 １－③④⑤⑥ 

(３) 放射線監視設備***  １式 １－②③④⑤

⑥ 

(４) 環境管理設備****   １式 １－⑥ 

(５) 個人管理用設備***** １式 １－⑦ 

放射線管理施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵

に係る設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち

使用できる。１－⑪ 

注) 

*印の設備の一部は，廃棄物管理施設と共用する。 

**印の設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。 

***印の設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設，廃棄

物管理施設及び六ヶ所保障措置分析所と共用す

る。 

****印の設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃

棄物管理施設と共用する。 

*****印の設備は，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物

管理施設と共用する。３－◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236



様式－７ 

 

4 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
1.2放射線管理施設の基本設計方針 

 

 

(ⅰ) 放射線監視設備 

管理区域の主要箇所の放射線レベル又は放射能レ

ベルを監視するための屋内モニタリング設備とし

て，エリアモニタ，ダストモニタ及び臨界警報装置

を設ける。また，放射線サーベイに使用する放射線

サーベイ機器を備える設計とする。１－②⑤ 

 

 

また，再処理施設外へ放出する放射性物質の濃度

並びに周辺監視区域境界付近の空間放射線量率及び

空気中の放射性物質の濃度を監視するため，排気モ

ニタリング設備，排水モニタリング設備及び環境モ

ニタリング設備を設ける設計とする。 

排気モニタリング設備のうち，主排気筒の排気筒

モニタ及び排気サンプリング設備は，主排気筒管理

建屋に収納する。１－③④⑥ 

＜このあとに SA（屋外）の記載が続く＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ａ）屋内モニタリング設備 

再処理施設の管理区域には，作業環境の主要な箇所

の線量当量率
（１）（２）

を監視するためにエリアモニタを設け

る設計とする。また．作業環境の主要な個所の空気

中の放射性物質の濃度を監視するために粒子状放射

性物質を連続的に捕集,測定するダストモニタを設

ける設計とする。 

再処理施設では,臨界事故が発生する可能性は極め

て低いと考えられるが，多数の管理方法の組合せで

臨界を防止していることにより，臨界管理上重要な

施設としている溶解施設の溶解槽並びに臨界事故を

想定した場合に，従事者に著しい放射線被ばくをも

たらすおそれのあるセル及び室周辺に，臨界警報装

置を設置し,臨界の発生を直ちに検知するととも

に，従事者に臨界事故の発生を報知する設計とす

る。１－⑤ 

 

 

 

エリアモニタ及びダストモニタの測定値は，中央

制御室において指示及び記録するとともに，放射線

 

 

 

（１）(ⅲ) 放射線監視設備 

管理区域の主要箇所の放射線レベル又は放射能レ

ベルを監視するための屋内モニタリング設備とし

て，エリアモニタ，ダストモニタ及び臨界警報装置

を設ける。また，放射線サーベイに使用する放射線

サーベイ機器を備える。１－②⑤ 

 

（２）(ⅱ) 放射線監視設備 

再処理施設外へ放出する放射性物質の濃度並びに

周辺監視区域境界付近の空間放射線量率及び空気中

の放射性物質の濃度を監視するための屋外モニタリ

ング設備として，排気モニタリング設備，排水モニ

タリング設備及び環境モニタリング設備を設ける。 

 

排気モニタリング設備のうち，主排気筒の排気筒

モニタ及び排気サンプリング設備は，主排気筒管理

建屋に収納する。１－③④⑥ 

主排気筒管理建屋の主要構造は，鉄筋コンクリー

ト造で，地上１階，建築面積約300ｍ２の建物であ

る。２－□6  

主排気筒管理建屋機器配置概要図を第183図に示

す。２－□6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4.3 放射線監視設備 

放射線監視設備は，屋内モニタリング設備，屋外

モニタリング設備及び放射線サーベイ機器で構成す

る。３－◇1  

(１) 屋内モニタリング設備 

再処理施設内の作業環境の放射線レベル又は放射

能レベルを監視するため，主要な箇所に屋内モニタ

リング設備を設ける。３－◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内モニタリング設備には，エリアモニタ，ダス

トモニタ及び臨界警報装置がある。エリアモニタ及

びダストモニタは，各施設の作業環境の主要な箇所

の線量当量率
（１）（２）

又は空気中の放射性物質の濃度を監視

するために設ける。また，臨界事故が発生する可能

性は極めて低いと考えられるが，多数の管理方法の

組合せで臨界を防止していることにより，臨界管理

上重要な施設としている溶解施設の溶解槽並びに臨

界事故を想定した場合に，従事者に著しい放射線被

ばくをもたらすおそれのあるセル及び室周辺にて，

臨界の発生を直ちに検知するとともに，従事者に臨

界事故の発生を報知するため，臨界警報装置を

設ける
（３）（４）

。１－⑤ 

 

 

 

 

エリアモニタ及びダストモニタは，中央制御室に

おいて指示及び記録するとともに，放射線レベル又

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設基① 

【性能】 

237



様式－７ 

 

5 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を

超えたときは，中央制御室及び必要な箇所において

警報を発する設計とする。エリアモニタ及びダスト

モニタの測定値は，緊急時対策所において指示する

設計とする。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室においても当該施設に係るエリアモ

ニタ及びダストモニタの測定値の指示及び記録を行

い，放射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設

定した値を超えたときは，警報を発する設計とす

る。１－⑤ 

臨界警報装置は，放射線レベルがあらかじめ設定

した値を超えたときは，中央制御室及び必要な箇所

において警報を発する。１－⑤また，非常用所内電

源系統に接続できる設計とする。※ 

 

 

 

 

 

屋内モニタリング設備は，監視対象箇所で想定さ

れる放射線レベル又は放射能レベルを十分測定でき

るようにするとともに，「発電用軽水型原子炉施設

における事故時の放射線計測に関する審査指針（昭

和56年７月23日原子力安全委員会決定）」を参考に

して，事故時には，建屋立入りのための線量当量率

の状況が把握できるようにする。１－⑩ 

屋内モニタリング設備には次のものがあり，監視

対象箇所の放射線状況に応じて適切な設備を選んで

設置する。主な監視対象区域を第8.1－１表(１)～

第8.1－１表(３)に示す。１－⑤ 

放射線管理施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯

蔵に係る設備は，再処理設備本体の運転開始に先立

ち使用できる設計とする。１－⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたと

きは，中央制御室及び必要な箇所において警報を発

する。エリアモニタ及びダストモニタの測定値は，

緊急時対策所において指示する。また，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても必要

なモニタリング設備の指示及び記録を行い，放射線

レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を

超えたときは，警報を発する。１－⑤ 

臨界警報装置は，放射線レベルがあらかじめ設定

した値を超えたときは，中央制御室及び必要な箇所

において警報を発する。また，非常用所内電源系統

に接続できる設計とする。１－⑤ 

 

 

 

 

 

 

屋内モニタリング設備は，監視対象箇所で想定さ

れる放射線レベル又は放射能レベルを十分測定でき

るようにするとともに，「発電用軽水型原子炉施設

における事故時の放射線計測に関する審査指針（昭

和56年７月23日原子力安全委員会決定）」を参考に

して，事故時には，建屋立入りのための線量当量率

の状況が把握できるようにする。１－⑩ 

屋内モニタリング設備には次のものがあり，監視

対象箇所の放射線状況に応じて適切な設備を選んで

設置する。主な監視対象区域を第8.1－１表(１)～

第8.1－１表(３)に示す。１－⑤ 

分析建屋のダストモニタの一部は，六ヶ所保障措

置分析所と共用する。３－◇3  

共用する分析建屋のダストモニタの一部は，分析

建屋及び六ヶ所保障措置分析所の空気中の放射性物

質の捕集に必要な容量を確保する設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性を損なわない

設計とする。３－◇3  

ａ．エリアモニタ 

ガンマ線エリアモニタ１－②⑤ 

中性子線エリアモニタ１－②⑤ 

ｂ．ダストモニタ 

ベータ線ダストモニタ１－⑤ 

アルファ線ダストモニタ１－⑤ 

ｃ．臨界警報装置１－⑤ 

 

 

 

２) 屋外モニタリング設備 

再処理施設外へ放出する放射性物質の放射能レベ

ル及び再処理施設周辺の放射線レベルを監視するた

め屋外モニタリング設備を設ける。３－◇2  

屋外モニタリング設備は，排気モニタリング設

備，排水モニタリング設備及び環境モニタリング設

備で構成する。３－◇2  

線量当量率及び放

射性物質濃度の監

視 

【手段：設備】１

－⑤ 

エリアモニタ、ダ

ストモニタ及び臨

界警報装置による

監視 

ダストモニタによ

る放射性物質の集

じん 

 

 

 

 

 

○設基① 

【性能】 

放射線情報の指

示・警報・記録 

 

【手段：設備】１

－⑤ 

中央制御室及び使

用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設

の制御室における

指示・警報・記録 

 

※本設計は自主的

な対応であり規則

等に基づく設計で

はない。 

 

 

 

○設基⑤ 

【引用】 

事故時指針 
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（ｂ）排気モニタリング設備 

排気モニタリング設備は，排気筒モニタ，排気サ

ンプリング設備及び冷却空気出口シャフトモニタで

構成する。１－③ 

排気筒モニタは，特に多重性を考慮し,２系統の

ガスモニタで構成し，主排気筒及び北換気筒から放

出される放射性希ガスの連続監視を行い，中央制御

室にて指示及び記録するとともに，放射能レベルが

あらかじめ設定した値を超えたときは，警報を発す

る設計とする。排気筒モニタの測定値は，緊急時対

策所において指示する。また，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室においても必要な排気筒

モニタの指示及び記録を行い，放射能レベルがあら

かじめ設定した値を超えたときは，警報を発する設

計とする。排気サンプリング設備には，よう素用フ

ィルタ，粒子用フィルタ，炭素－14捕集装置及びト

リチウム捕集装置を設けて放射性よう素，粒子状放

射性物質，炭素－14及びトリチウムを連続的に捕集

し，定期的に回収し，放出管理分析装置にて測定す

る。１－③⑧⑫ 

放出管理分析に必要な試料の定期的な回収及び測

定に係る事項については再処理施設保安規定に定め

る。 

 

 

また，冷却空気出口シャフトには，ガスモニタを

設け，排気口から放出される放射性希ガスを監視す

る。１－③ 

 

 

 

 

 

排気モニタリング設備は，「発電用軽水型原子炉

施設における放出放射性物質の測定に関する指針

（昭和53年９月29日原子力委員会決定）」を参考に

して計測方法及び試料採取方法を定め，放出される

放射性物質の濃度及び量の測定ができるとともに，

「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線

計測に関する審査指針（昭和56年７月23日原子力安

全委員会決定）」を参考にして，事故時にも放出さ

れる放射性物質の量を把握できる設計とする。１－

③⑩また，安全上重要な施設である主排気筒の排気

筒モニタは，非常用所内電源系統に接続する設計と

する。さらに，排気筒モニタの機能を健全に維持す

るための適切な保守及び修理ができるようにするた

め２系統のガスモニタは互いに独立した系統とし、

保守対象の系統が他の系統に影響を及ぼさない設計

とする。１－③⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．排気モニタリング設備 

排気モニタリング設備は，排気筒モニタ，排気サ

ンプリング設備及び冷却空気出口シャフトモニタで

構成する。１－③ 

排気筒モニタは，２系統のガスモニタで構成し，

主排気筒及び北換気筒から放出される放射性希ガス

の連続監視を行い，中央制御室にて指示及び記録す

るとともに，放射能レベルがあらかじめ設定した値

を超えたときは，警報を発する。排気筒モニタの測

定値は，緊急時対策所において指示する。また，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室におい

ても必要な排気筒モニタの指示及び記録を行い，放

射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたとき

は，警報を発する。排気サンプリング設備には，よ

う素用フィルタ，粒子用フィルタ，炭素－14捕集装

置及びトリチウム捕集装置を設けて放射性よう素，

粒子状放射性物質，炭素－14及びトリチウムを連続

的に捕集し，定期的に回収，測定する。１－③⑧⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

また，冷却空気出口シャフトには，ガスモニタを

設け，排気口から放出される放射性希ガスを監視す

る。１－③ 

 

 

 

 

 

排気モニタリング設備は，「発電用軽水型原子炉

施設における放出放射性物質の測定に関する指針

（昭和53年９月29日原子力委員会決定）」を参考に

して計測方法及び試料採取方法を定め，放出される

放射性物質の濃度及び量の測定ができるとともに，

「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線

計測に関する審査指針（昭和56年７月23日原子力安

全委員会決定）」を参考にして，事故時にも放出さ

れる放射性物質の量を把握できる設計とする。１－

③⑩また，安全上重要な施設である主排気筒の排気

筒モニタは，非常用所内電源系統に接続する設計と

する。さらに，排気筒モニタの機能を健全に維持す

るための適切な保守及び修理ができる設計とする。

１－③⑩ 

排気モニタリング設備のモニタリング内容を第

8.1－２表に示す。１－③ 

 

 

 

○設基① 

【性能】 

放射性希ガスの連

続監視 

放射性物質の捕集 

【手段：設備】１

－③ 

排気筒モニタ、シ

ャフトモニタによ

る測定 

排気サンプリング

設備による捕集 

 

 

○設基② 

【手段：運用】１

－⑫ 

放出管理分析に必

要な試料の定期的

な回収及び放出管

理分析装置による

測定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設基⑤ 

【指針】 

測定指針及び事故

時指針 

 

 

 

 

 

○設基① 

【性能】 

排気筒モニタの保

守及び修理 

【手段：設備】１

－③ 

排気筒モニタが保

守及び修理できる

構造 
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放射線管理施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯

蔵に係る設備は，再処理設備本体の運転開始に先立

ち使用できる設計とする。１－⑪ 

＜このあとに SAの記載が続く＞ 

 

 

（ｄ）排水モニタリング設備 

液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の

第１放出前貯槽又は第２放出前貯槽から排水をサン

プリングするための排水サンプリング設備を設け，

サンプリング試料を放出管理分析設備にて分析，測

定する設計とする。 

排水のサンプリングは第１放出前貯槽又は第２放

出前貯槽からの放出に先立って実施することを再処

理施設保安規定に定める。１－④⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排水サンプリング設備は，「発電用軽水型原子炉

施設における放出放射性物質の測定に関する指針

（昭和53年９月29日原子力委員会決定）」を参考に

して計測方法及び試料採取方法を定め，放出される

放射性物質の濃度及び量の測定ができる設計とす

る。１－⑩ 

 

また，放出の異常の有無を確認するため排水モニ

タを設け，中央制御室にて指示及び記録するととも

に，放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた

ときは，警報を発する設計とする。さらに，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても

必要な排水モニタの指示及び記録を行い，放射能レ

ベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，警報

を発する設計とする。１－④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．排水モニタリング設備 

液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の

第１放出前貯槽又は第２放出前貯槽から排水をサン

プリングするための排水サンプリング設備を設け，

サンプリング試料を放出管理分析設備にて分析，測

定する。１－④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排水サンプリング設備は，「発電用軽水型原子炉

施設における放出放射性物質の測定に関する指針

（昭和53年９月29日原子力委員会決定）」を参考に

して計測方法及び試料採取方法を定め，放出される

放射性物質の濃度及び量の測定ができる設計とす

る。１－④⑩ 

 

また，放出の異常の有無を確認するため排水モニ

タを設け，中央制御室にて指示及び記録するととも

に，放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた

ときは，警報を発する。さらに，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室においても必要な排水

モニタの指示及び記録を行い，放射能レベルがあら

かじめ設定した値を超えたときは，警報を発する。

１－④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設基① 

【性能】 

放出される放射性

物質の濃度及び量

の測定 

【手段：設備】１

－④ 

排水サンプリング

設備による排水の

サンプリング 

放出管理分析設備

での測定 

 

○設基② 

【手段：運用】１

－⑫ 

放出前の濃度の測

定 

 

 

 

○設基⑤ 

【指針】 

測定指針及び事故

時指針 

 

 

 

○設基① 

【性能】 

放出の異常の有無

の確認 

 

【手段：設備】１

－④ 

排水モニタによる

監視 
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（ｃ）環境モニタリング設備 

周辺監視区域境界付近に，空間放射線量率の連続

監視を行うためのモニタリングポスト及び空間放射

線量測定のための積算線量計を設置する設計とす

る。１－⑥ 

また，空気中の放射性物質の濃度を監視するた

め，粒子状放射性物質を連続的に捕集，測定するダ

ストモニタを設ける設計とする。１－⑥ 

モニタリングポスト及びダストモニタは，その測

定値を中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室において指示及び記録し，空間放

射線量率又は放射能レベルがあらかじめ設定した値

を超えたときは，警報を発する設計とする。モニタ

リングポスト及びダストモニタの測定値は，緊急時

対策所において指示する設計とする。１－⑥ 

積算線量計は定期的な頻度で回収し,空間放射線

量を測定する。 

積算線量計の定期的な回収及び測定に係る事項に

ついては再処理施設保安規定に定める。１－⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，モニタリングポスト及びダストモニタから

測定したデータの伝送は,モニタリングポスト及び

ダストモニタを設置する場所から中央制御室及び緊

急時対策所において有線系回線及び無線系回線によ

り多様性を有する設計とする。１－⑨ 

 

 

 

 

モニタリングポスト及びダストモニタは，電源復

旧までの期間の電源を確保するため，非常用所内電

源系統に接続する設計とする。さらに，モニタリン

グポスト及びダストモニタは，短時間の停電時に電

源を確保するため，専用の無停電電源装置を有する

設計とする。１－⑨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境モニタリング設備は，モニタリングポスト，

ダストモニタ及び積算線量計で構成し，周辺監視区

域境界付近に設ける。２－□7  

モニタリングポスト及びダストモニタは，再処理

施設及びＭＯＸ燃料加工施設の周辺監視区域境界付

近の空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度

の測定を行うための設備であり，周辺監視区域が同

一の区域であることから，ＭＯＸ燃料加工施設と共

用し，共用によって再処理施設の安全性を損なわな

い設計とする。２－□5□7  

また，積算線量計は，再処理施設，ＭＯＸ燃料加

工施設及び廃棄物管理施設の周辺監視区域付近の空

間放射線量測定のための設備であり，周辺監視区域

が同一の区域であることからＭＯＸ燃料加工施設及

び廃棄物管理施設と共用し，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない設計とする。２－□5□7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．環境モニタリング設備 

周辺監視区域境界付近に，空間放射線量率の連続

監視を行うためのモニタリングポスト及び空間放射

線量測定のための積算線量計を設置する。１－⑥ 

また，空気中の放射性物質の濃度を監視するた

め，粒子状放射性物質を連続的に捕集，測定するダ

ストモニタを設ける。１－⑥ 

モニタリングポスト及びダストモニタは，その測

定値を中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室において指示及び記録し，空間放

射線量率又は放射能レベルがあらかじめ設定した値

を超えたときは，警報を発する。１－⑥モニタリン

グポスト及びダストモニタの測定値は，緊急時対策

所において指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，モニタリングポスト及びダストモニタから

中央制御室及び緊急時対策所への伝送は，有線及び

無線により，多様性を有する設計とする。１－⑨ 

 

 

 

 

 

 

モニタリングポスト及びダストモニタは，電源復

旧までの期間の電源を確保するため，非常用所内電

源系統に接続する設計とする。さらに，モニタリン

グポスト及びダストモニタは，短時間の停電時に電

源を確保するため，専用の無停電電源装置を有する

設計とする。１－⑨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設基① 

【性能】 

周辺監視区域境界

付近の線量及び濃

度の監視 

 

【手段：設備】１

－⑥ 

モニタリングポス

トによる線量率の

連続監視 

積算線量計による

線量の測定 

ダストモニタによ

る放射性物質の集

じん 

ダストモニタによ

る放射性物質濃度

の測定 

 

○設基② 

【手段：運用】１

－⑫ 

積算線量計の定期

的な回収及び測定 

 

 

 

○設基① 

【性能】 

伝送の多様性 

【手段：設備】１

－⑨ 

有線及び無線回線

により多様性 

 

 

○設基① 

【性能】 

電源復旧までの電

源の確保 

 

【手段：設備】１

－⑨ 

非常用所内電源系

統からの給電 

専用の UPSからの

給電 
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環境モニタリング設備の測定地点，測定範囲，測

定方法及び測定頻度は，「六ヶ所再処理施設周辺の

環境放射線モニタリング計画について」を参考にし

て定めるとともに，「発電用軽水型原子炉施設にお

ける事故時の放射線計測に関する審査指針（昭和56

年７月23日原子力安全委員会決定）」を参考とし

て，事故時においても周辺監視区域境界の空間放射

線量率及び空気中の放射性物質の濃度の状況を把握

できるものとする。１－⑩ 

＜このあとに SAの記載が続く＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）放射線サーベイ機器 

平常時及び事故時の外部放射線に係る線量当量

率，空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によ

って汚染された物の表面の放射性物質の密度を測

定，監視するために，放射線サーベイ機器を備える

設計とする。１－②⑤ 

放射線サーベイは，外部放射線に係る線量当量率

については携帯用の各種サーベイメータにより，空

気中の放射性物質の濃度についてはサンプリング法

により，また，放射性物質によって汚染された物の

表面の放射性物質の密度についてはサーベイメータ

又はスミヤ法による放射能測定により行う。１－②

⑤ 

放射線サーベイ関係の主要測定器及び器具は，次

のとおりである。１－②⑤ 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ１－⑤ 

ガンマ線用サーベイメータ１－②⑤ 

中性子線用サーベイメータ１－②⑤ 

ダストサンプラ１－⑤ 

ガスモニタ１－⑤ 

ダストモニタ１－⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，防火帯の外側に位置する環境モニタリング

設備が，外部火災により機能喪失した場合には，代

替設備又は「8.1.4.4 環境管理設備」に示す放射

能観測車により，空間放射線量率及び空気中の放射

性物質の濃度を監視する。３－◇4  

 

 

 

 

環境モニタリング設備の測定地点，測定範囲，測

定方法及び測定頻度は，「六ヶ所再処理施設周辺の

環境放射線モニタリング計画について」を参考にし

て定めるとともに，「発電用軽水型原子炉施設にお

ける事故時の放射線計測に関する審査指針（昭和56

年７月23日原子力安全委員会決定）」を参考とし

て，事故時においても周辺監視区域境界の空間放射

線量率及び空気中の放射性物質の濃度の状況を把握

できるものとする。１－⑩ 

モニタリングポスト及びダストモニタは，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。また，積算線量計は，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用する。

３－◇2  

共用するモニタリングポスト，ダストモニタ及び

積算線量計は，仕様及び運用を各施設で同一とし，

周辺監視区域が同一の区域であることにより，監視

結果の共有を図る設計とすることで，共用によって

再処理施設の安全性を損なわない設計とする。３－

◇2  

 

(３) 放射線サーベイ機器 

平常時及び事故時の外部放射線に係る線量当量

率，空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によ

って汚染された物の表面の放射性物質の密度を測

定，監視するために，放射線サーベイ機器を備え

る。１－②⑤ 

放射線サーベイは，外部放射線に係る線量当量率

については携帯用の各種サーベイメータにより，空

気中の放射性物質の濃度についてはサンプリング法

により，また，放射性物質によって汚染された物の

表面の放射性物質の密度についてはサーベイメータ

又はスミヤ法による放射能測定により行う。１－②

⑤ 

放射線サーベイ関係の主要測定器及び器具は，次

のとおりである。１－②⑤ 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ１－⑤ 

ガンマ線用サーベイメータ１－②⑤ 

中性子線用サーベイメータ１－②⑤ 

ダストサンプラ１－⑤ 

ガスモニタ１－⑤ 

ダストモニタ１－⑤ 

 

 

 

○設基② 

【手段：運用】１

－⑫ 

火災による機能喪

失時における放射

能観測車による代

替測定 

 

 

○設基⑤ 

【指針】 

モニタリング計画

及び事故時指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設基① 

【性能】 

線量当量率、放射

性物質濃度及び表

面密度の測定 

【手段：設備】１

－②⑤ 

サーベイメータ等

による測定 

サンプラ等による

捕集 
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(ⅱ) 代替モニタリング設備 

（1） 代替排気モニタリング設備 

（2） ～～ 

（3）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時において，再処理施設から大気中へ

放出される放射性物質の濃度並びに周辺監視区域に

おける放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測

定し，並びにその結果を記録するため，放射線監視

設備を常設重大事故等対処設備として位置付ける。

２－□2  

放射線監視設備は，主排気筒の排気モニタリング

設備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気モニタリング設備，北換気筒（使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒），使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気設備のダクト及び環境モニタリング設

備で構成する。２－□2  

重大事故等時において，放射性気体廃棄物の廃棄

施設からの放出が想定される主排気筒及び北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）をモニタリ

ング対象とする。２－□2  

重大事故等時において，再処理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設の周辺監視区域境界付近の空間放射線量

率及び空気中の放射性物質の濃度をモニタリング対

象とする。２－□2  

重大事故等時において，放射線監視設備が機能喪

失した場合に，その機能を代替する代替モニタリン

グ設備を可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。２－□2  

設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部で

ある受電開閉設備等を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。２－□2  

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯槽を

常設重大事故等対処設備として設置する。２－□2  

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油用タン

クローリを可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。２－□2  

代替電源設備の一部である使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機を可搬型重大事故等対

処設備として配備する。２－□2  

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング設備の代替設備である可搬型排

気モニタリング設備は，「リ．（１)（ⅰ） 電気設

備」の一部である，代替電源設備の使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機により電力を受

電する設計とする。２－□2  

放射線監視設備の常設重大事故等対処設備に給電

するための，受電開閉設備，所内高圧系統，所内低

圧系統及び計測制御用交流電源設備については，

「リ． (１) (ⅰ) 電気設備」に，代替モニタリン

グ設備の可搬型重大事故等対処設備に給電するため

の代替電源設備については「リ． (１) (ⅰ) 電気

設備」に，可搬型排気モニタリング用発電機等へ給

油するための補機駆動用燃料補給設備については，

「リ． (４) (ⅶ) 補機駆動用燃料補給設備」に示

す。２－□2  

 

代替モニタリング設備は，可搬型排気モニタリン
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グ設備，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置，可搬型データ表示装置，可搬型排気モニタリン

グ用発電機，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備

のダクトの一部，可搬型環境モニタリング設備，可

搬型環境モニタリング用データ伝送装置，可搬型環

境モニタリング用発電機，可搬型建屋周辺モニタリ

ング設備及び監視測定用運搬車で構成する。２－□2  

代替モニタリング設備は，常設モニタリング設備

（モニタリングポスト等）が機能喪失しても代替し

得る十分な台数を配備する設計とする。２－□2  

重大事故等時において，環境モニタリング設備，

可搬型排気モニタリング用発電機，可搬型環境モニ

タリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝

送装置，可搬型環境モニタリング用発電機及び監視

測定用運搬車は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。

２－□2  

重大事故等時において，共用する環境モニタリン

グ設備，可搬型排気モニタリング用発電機，可搬型

環境モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用

データ伝送装置，可搬型環境モニタリング用発電機

及び監視測定用運搬車は，再処理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設における重大事故等対処を考慮し，共用

によって重大事故時の対処に影響を及ぼさない設計

とする。２－□2  

放射線監視設備のうち，内的事象を要因として発

生した場合に対処に用いる北換気筒（使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒），

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクト，代

替モニタリング設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気設備のダクトの一部及び環境モニタリング設備

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，

火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機

能の確保，修理の対応等により重大事故等に対処す

るための機能を損なわない設計とする。２－□2  

代替モニタリング設備のうち，主排気筒をモニタ

リング対象とする可搬型排気モニタリング設備，可

搬型排気モニタリング用データ伝送装置，可搬型デ

ータ表示装置及び可搬型排気モニタリング用発電機

は，放射線監視設備の主排気筒の排気モニタリング

設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，故障時バックアップを含め

て必要な数量を放射線監視設備の主排気筒の排気モ

ニタリング設備が設置される建屋から100ｍ以上の

離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとと

もに，主排気筒管理建屋及び制御建屋にも保管する

ことで位置的分散を図る。２－□2  

主排気筒管理建屋及び制御建屋内に保管する場合

は放射線監視設備の主排気筒の排気モニタリング設

備が設置される場所と異なる場所に保管することで

位置的分散を図る。２－□2  

代替モニタリング設備のうち，北換気筒（使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）をモニタリング対象

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244



様式－７ 

 

12 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とする可搬型排気モニタリング設備及び可搬型排気

モニタリング用データ伝送装置は，放射線監視設備

の北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング設備と共通要因によって同時に

その機能が損なわれるおそれがないように，故障時

バックアップを含めて必要な数量を放射線監視設備

の北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング設備が設置される建屋から100

ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリア

に分散して保管することで位置的分散を図る。２－

□2  

代替モニタリング設備のうち，可搬型環境モニタ

リング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型環境モニタリング用発電機は，放射

線監視設備の環境モニタリング設備と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップを含めて必要な数量を放射

線監視設備の環境モニタリング設備が設置される周

辺監視区域境界付近から100ｍ以上の離隔距離を確

保した複数の外部保管エリアに分散して保管するこ

とで位置的分散を図る。２－□2  

代替モニタリング設備の可搬型建屋周辺モニタリ

ング設備は，放射線監視設備の環境モニタリング設

備と共通要因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないように，故障時バックアップを含めて

必要な数量を放射線監視設備の環境モニタリング設

備が設置される周辺監視区域境界付近から100ｍ以

上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋にも保管することで位置的分散を図る。２－□2  

放射線監視設備の主排気筒の排気モニタリング設

備の排気サンプリング設備及び代替モニタリング設

備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクト

は，弁等の操作によって安全機能を有する施設とし

て使用する系統構成から重大事故等対処設備として

の系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 ２－□2  

放射線監視設備のうち，主排気筒の排気モニタリ

ング設備の排気筒モニタ，北換気筒（使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）及

び環境モニタリング設備は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同様に重大事故等対処設備と

して使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。２－□2  

主排気筒の排気モニタリング設備及び北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニ

タリング設備は，再処理施設から放出される放射性

物質の濃度の監視，測定するために必要なサンプリ

ング量及び計測範囲に対して十分な容量を有する設

計とするとともに，主排気筒管理建屋及び北換気筒

管理建屋に２系列を有する設計とする。２－□2  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境モニタリング

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

245



様式－７ 

 

13 
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設備は，周辺監視区域境界付近において，放射性物

質の濃度及び線量の監視，測定するために必要なサ

ンプリング量及び計測範囲に対して十分な容量を有

する設計とするとともに，９台を有する設計とす

る。２－□2  

可搬型排気モニタリング設備は，再処理施設から

放出される放射性物質の濃度の監視，測定に必要な

サンプリング量及び計測範囲を有する設計とすると

ともに，保有数は，必要数として２台，予備として

故障時のバックアップを２台の合計４台以上を確保

する。２－□2  

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置は，可

搬型排気モニタリング設備の測定値を衛星通信によ

り中央制御室及び緊急時対策所に伝送できる設計と

するとともに，保有数は，必要数として２台，予備

として故障時のバックアップを２台の合計４台以上

を確保する。２－□2  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型排気モニタ

リング用発電機は，可搬型排気モニタリング設備，

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，代替試

料分析関係設備のうち，可搬型核種分析装置及び可

搬型トリチウム測定装置に給電できる容量を有する

設計とするとともに，保有数は，必要数として１

台，予備として故障時及び点検保守による待機除外

時のバックアップを２台の合計３台以上を確保す

る。２－□2  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型環境モニタ

リング設備は，周辺監視区域において，放射性物質

の濃度及び線量の監視，測定に必要なサンプリング

量及び計測範囲を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として９台，予備として故障時のバッ

クアップを９台の合計18台以上を確保する。２－□2  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型環境モニタ

リング用データ伝送装置は，可搬型環境モニタリン

グ設備の測定値を衛星通信により中央制御室及び緊

急時対策所に伝送できる設計とするとともに，保有

数は，必要数として９台，予備として故障時のバッ

クアップを９台の合計18台以上を確保する。２－□2  

可搬型データ表示装置は，可搬型排気モニタリン

グ用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用

データ伝送装置から衛星通信により伝送される可搬

型ガスモニタ及び可搬型環境モニタリング設備の測

定値を指示できる設計とするとともに，保有数は，

必要数として１台，予備として故障時のバックアッ

プを１台の合計２台以上を確保する。２－□2また，

電源喪失により保存した記録が失われないよう，電

磁的に記録，保存するとともに，必要な容量を保存

できる設計とする。２－□2  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型環境モニタ

リング用発電機は，代替モニタリング設備のうち，

可搬型環境モニタリング設備及び可搬型環境モニタ

リング用データ伝送装置に給電できる容量を有する

設計とするとともに，保有数は，必要数として９
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台，予備として故障時及び点検保守による待機除外

時のバックアップを10台の合計19台以上を確保す

る。２－□2  

可搬型データ表示装置は，代替モニタリング設備

及び代替気象観測設備で同時に要求される測定値又

は観測値の表示機能を有する設計とし，兼用できる

設計とする。２－□2  

可搬型建屋周辺モニタリング設備のガンマ線用サ

ーベイメータ（ＳＡ）は，建屋周辺において，線量

当量率を測定するための計測範囲を有する設計とす

るとともに，保有数は，必要数として８台，予備と

して故障時のバックアップを８台の合計16台以上を

確保する。２－□2  

可搬型建屋周辺モニタリング設備の中性子線用サ

ーベイメータ（ＳＡ）は，建屋周辺において，線量

当量率を測定するための計測範囲を有する設計とす

るとともに，保有数は，必要数として２台，予備と

して故障時のバックアップを２台の合計４台以上を

確保する。２－□2  

可搬型建屋周辺モニタリング設備のアルファ・ベ

ータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト

サンプラ（ＳＡ）は，建屋周辺において，空気中の

放射性物質の濃度を測定するためのサンプリング量

及び計測範囲を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として３台，予備として故障時のバック

アップを３台の合計６台以上を確保する。２－□2  

地震を要因として発生した場合に対処に用いる主

排気筒の排気モニタリング設備の配管の一部は，

「ロ.（７）（ⅱ）（ｂ）（ホ） 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設計とする。

２－□2  

放射線監視設備の主排気筒の排気モニタリング設

備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる主排

気筒管理建屋及び制御建屋に設置し，風（台風）等

により機能を損なわない設計とする。２－□2  

代替モニタリング設備のうち，可搬型排気モニタ

リング設備，可搬型排気モニタリング用データ伝送

装置，可搬型データ表示装置，可搬型排気モニタリ

ング用発電機，可搬型環境モニタリング設備，可搬

型環境モニタリング用データ伝送装置，可搬型建屋

周辺モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング

用発電機は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る主排気筒管理建屋，制御建屋，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管

庫・貯水所に保管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。２－□2  

代替モニタリング設備のうち，可搬型データ表示

装置及び可搬型建屋周辺モニタリング設備は，溢水

量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けな

い高さへの保管，被水防護及び被液防護する設計と

する。２－□2  

放射線監視設備は内部発生飛散物の影響を考慮
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し，主排気筒管理建屋，北換気筒管理建屋，制御建

屋及び周辺監視区域境界付近の内部発生飛散物の影

響を受けない場所に設置することにより，機能を損

なわない設計とする。２－□2  

代替モニタリング設備は内部発生飛散物の影響を

考慮し，主排気筒管理建屋，制御建屋，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保

管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場

所に保管することにより，機能を損なわない設計と

する。２－□2  

主排気筒の排気モニタリング設備，代替モニタリ

ング設備の可搬型排気モニタリング設備及び代替モ

ニタリング設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

設備のダクトの一部は，コネクタに統一することに

より，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可

能な設計とする。２－□2  

主排気筒の排気モニタリング設備の排気サンプリ

ング設備及び代替モニタリング設備の使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一部は，通常時

に使用する系統から速やかに切り替えることができ

るよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，それ

ぞれ簡易な接続及び弁等の操作により安全機能を有

する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速

やかに切り替えられる設計とする。２－□2  

放射線監視設備，代替モニタリング設備のうち，

可搬型排気モニタリング設備，可搬型環境モニタリ

ング設備及び可搬型建屋周辺モニタリング設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に校正，機能の確

認，性能の確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。２－□2  

また，放射線監視設備のうち，主排気筒の排気モ

ニタリング設備及び北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備は，各々

が独立して試験又は検査が可能な設計とする。２－

□2  

代替モニタリング設備のうち，可搬型排気モニタ

リング用データ伝送装置，可搬型データ表示装置，

可搬型排気モニタリング用発電機，可搬型環境モニ

タリング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリ

ング用発電機は，再処理施設の運転中又は停止中に

機能の確認，性能の確認及び外観の確認が可能な設

計とする。２－□2  

 

(ａ) 主要な設備 

 (イ) 放射線監視設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

主排気筒の排気モニタリング設備（設計基準対象

の施設と兼用） 

排気筒モニタ 

２ 系列          ２－□2  

 排気サンプリング設備  

   ２ 系列          ２－□2  

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の排気モニタリング設備（設計基準対象の施設と兼

用） 

排気筒モニタ  

   ２ 系列          ２－□2  

 排気サンプリング設備 

    ２ 系列          ２－□2  

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

（設計基準対象の施設と兼用） 

    １ 基           ２－□2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備（設計基準

対象の施設と兼用） 

１ 系列          ２－□2  

環境モニタリング設備（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）（設計基準対象の施設と兼用） 

モニタリングポスト   

   ９ 台           ２－□2  

ダストモニタ 

   ９ 台           ２－□2  

 

(ロ)  代替モニタリング設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備（設計基準

対象の施設と兼用）（放射線監視設備と兼用） 

 １ 系列          ２－□2  

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型排気モニタリング設備 

可搬型ガスモニタ 

  ４ 台（予備として故障時のバックアップを

２台）２－□2  

可搬型排気サンプリング設備 

 ４ 台（予備として故障時のバックアップを２

台）２－□2  

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置 

４ 台（予備として故障時のバックアップを２

台）２－□2  

可搬型データ表示装置 

   ２ 台（予備として故障時のバックアップ

を１台）２－□2  

可搬型排気モニタリング用発電機（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用） 

   ３ 台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台）２－□2  

可搬型環境モニタリング設備（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

可搬型線量率計 

   18 台（予備として故障時のバックアップ

を９台）２－□2  

可搬型ダストモニタ 

   18 台（予備として故障時のバックアップ

を９台）２－□2  

 可搬型環境モニタリング用データ伝送装置 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 
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 (ⅱ) 試料分析関係設備 

作業環境，設備及び物品の放射線管理用試料の放

射能を測定するため，放射能測定設備を備える設計

とする。 

 放射能測定設備は,作業環境においてサンプリン

グした試料の放射能を測定するための放射能測定装

置及び放射性核種を弁別するための核種分析装置を

備える設計とする。１－⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気体廃棄物及び液体廃棄物の放出に係る試料の分

析及び放射能測定を行うため，放出管理分析設備を

備える設計とする。１－③④ 

18 台（予備として故障時のバックアップを９

台）２－□2  

 可搬型環境モニタリング用発電機（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） 

19 台（予備として故障時及び待機除外時のバッ

クアップを10台）２－□2  

可搬型建屋周辺モニタリング設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

16 台（予備として故障時のバックアップを８

台）２－□2  

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） 

４ 台（予備として故障時のバックアップを２

台）２－□2  

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

６ 台（予備として故障時のバックアップを３

台）２－□2  

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

６ 台（予備として故障時のバックアップを３

台）２－□2  

 監視測定用運搬車（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

７ 台（予備として故障時及び待機除外時のバッ

クアップを４台）２－□2  

 

 

 

 

 

 

（１）(ⅱ) 試料分析関係設備 

作業環境，設備及び物品の放射線管理用試料の放

射能を測定するため，放射能測定設備を備える。１

－⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)(ⅰ) 試料分析関係設備 

気体廃棄物及び液体廃棄物の放出に係る試料の分

析及び放射能測定を行うため，放出管理分析設備を

備える。１－③④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4.2 試料分析関係設備 

再処理施設の放射線管理に伴う放射性廃棄物の放

出管理用試料，作業環境の放射線管理用試料及び環

境試料の一般化学分析，放射化学分析及び放射能測

定を行うため，次の設備を備える。３－◇2  

 

(１) 放出管理分析設備 

気体廃棄物及び液体廃棄物の放出に係る試料の分

析，放射能測定等を行う機器を備える。３－◇2  

 

 

(２) 放射能測定設備 

作業環境等の放射線管理用試料中の放射性物質の

濃度等を測定するため放射能測定機器を備える。３

－◇2  

(３) 環境試料測定設備 

周辺監視区域境界付近及び周辺地域で採取した試

料の放射能測定を行う機器を備える。１―⑥３－◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設基① 

【性能】 

放射線管理用試料

の放射能の測定 

【手段：設備】１

－⑤ 

放射能測定設備に

よる測定 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設基① 

【性能】 

放出に係る放射性

物質濃度の測定 

環境試料に係る放

射性物質濃度の測
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
放出管理分析設備は,放射性よう素の放射能を測

定するための核種分析装置,粒子状放射性物質の放

射能を測定するための放射能測定装置並びに炭素－

14及びトリチウムの放射能を測定するための放射能

測定装置を備える設計とする。 

 

また，周辺監視区域境界付近で採取した試料の放

射能測定を行うため，環境試料測定設備を備える設

計とする。１－⑦ 

環境試料測定設備は, 周辺監視区域境界付近及び

周辺地域で採取した試料の放射能測定を行うための

放射能測定装置及び核種分析装置を備える設計とす

る。 

 

＜このあとに SAの記載が続く＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，周辺監視区域境界付近及び周辺地域で採取

した試料の放射能測定を行うため，環境試料測定設

備を備える。１－⑦ 

 

 

 

環境試料測定設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料

加工施設の周辺監視区域境界付近で採取した試料の

放射能測定を行うための設備であり，周辺監視区域

が同一の区域であることから，ＭＯＸ燃料加工施設

と環境試料測定設備の一部を共用し，共用によって

再処理施設の安全性を損なわない設計とする。2－

□5  

重大事故等時において，再処理施設外へ放出する

放射性物質の濃度及び周辺監視区域境界付近の空気

中の放射性物質の濃度を測定するため，試料分析関

係設備を常設重大事故等対処設備として位置付け

る。２－□2  

設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部で

ある受電開閉設備等を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。２－□2  

試料分析関係設備の常設重大事故等対処設備に給

電するための，受電開閉設備，所内高圧系統，所内

低圧系統については，「リ． (１) (ⅰ) 電気設

備」に示す。２－□2  

試料分析関係設備は，放出管理分析設備及び環境

試料測定設備で構成し，重大事故等時において，捕

集した試料の放射性よう素，粒子状放射性物質，炭

素－14及びトリチウムの濃度を測定できる設計とす

る。２－□2  

重大事故等時において，試料分析関係設備が機能

喪失した場合に，その機能を代替する代替試料分析

関係設備を可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。２－□2  

代替試料分析関係設備は，可搬型試料分析設備で

構成する。２－□2  

重大事故等時において，環境試料測定設備及び可

搬型試料分析設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設と

共用する。２－□2  

重大事故等時において，共用する環境試料測定設

備及び可搬型試料分析設備の一部は，再処理施設及

びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処を考

慮し，共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼ

さない設計とする。２－□2  

内的事象を要因として発生した場合に対処に用い

る試料分析関係設備は，自然現象，人為事象，溢

水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対

して代替設備による機能の確保，修理の対応等によ

り重大事故等に対処するための機能を損なわない設

計とする。２－□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境試料測定設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用する。３－◇3  

共用する環境試料測定設備は，仕様及び運用を各

施設で同一とし，周辺監視区域が同一の区域である

ことにより，測定結果の共有を図る設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性を損なわない

設計とする。３－◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定 

 

【手段：設備】１

－③④⑦ 

放出管理分析設備

による分析・測定 

環境試料測定設備

による測定 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替試料分析関係設備は，試料分析関係設備と共

通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれ

がないように，故障時バックアップを含めて必要な

数量を試料分析関係設備が設置される建屋から100

ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管

するとともに，主排気筒管理建屋にも保管すること

で位置的分散を図る。２－□2  

試料分析関係設備は，安全機能を有する施設とし

て使用する場合と同様に重大事故等対処設備として

使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。２－□2  

試料分析関係設備の放出管理分析設備は，再処理

施設から放出される放射性物質の濃度を測定するた

めに必要な計測範囲に対して十分な容量を有する設

計とするとともに，１台を有する設計とする。２－

□2  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する試料分析関係設備

の環境試料測定設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料

加工施設から放出される放射性物質の濃度を測定す

るために必要な計測範囲に対して十分な容量を有す

る設計とするとともに，１台を有する設計とする。

２－□2  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型試料分析設

備の可搬型放射能測定装置は，再処理施設及びＭＯ

Ｘ燃料加工施設から放出される放射性物質の濃度を

測定できる計測範囲を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として１台，予備として故障時の

バックアップを１台の合計２台以上を確保する。２

－□2  

可搬型試料分析設備の可搬型トリチウム測定装置

は，再処理施設から放出される放射性物質の濃度を

測定できる計測範囲を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として１台，予備として故障時の

バックアップを１台の合計２台以上を確保する。２

－□2  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型試料分析設

備の可搬型核種分析装置は，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設から放出される放射性物質の濃度を測

定できる計測範囲を有する設計とするとともに，保

有数は，必要数として２台，予備として故障時のバ

ックアップを２台の合計４台以上を確保する。２－

□2  

代替試料分析関係設備は，外部からの衝撃による

損傷を防止できる主排気筒管理建屋，第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。２－□2  

試料分析関係設備は内部発生飛散物の影響を考慮

し，分析建屋及び環境管理建屋の内部発生飛散物の

影響を受けない場所に設置することにより，機能を

損なわない設計とする。２－□2  

代替試料分析関係設備は内部発生飛散物の影響を

考慮し，主排気筒管理建屋，第１保管庫・貯水所及

び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252



様式－７ 

 

20 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 環境管理設備 

平常時及び事故時に敷地周辺の空間放射線量率及

び空気中の放射性物質の濃度を迅速に測定するた

め，空間放射線量率測定器，中性子線用サーベイメ

ータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及び放射能

測定器を搭載した無線通話装置付きの放射能観測車

を備える設計とする。また，敷地周辺の公衆の線量

評価に資するため，風向，風速，日射量，放射収支

量，雨量及び温度を観測し，記録する気象観測設備

を設ける設計とする。１－⑥ 

気象観測設備は，その観測値を中央制御室におい

けない場所に保管することにより，機能を損なわな

い設計とする。２－□2  

試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に校正，機能の確

認，性能の確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。２－□2  

(ａ) 主要な設備 

(イ) 試料分析関係設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

放出管理分析設備（設計基準対象の施設と兼用） 

放射能測定装置（ガスフローカウンタ）  

１ 台            ２－□2  

放射能測定装置（液体シンチレーションカウン

タ）１ 台  ２－□2  

核種分析装置              

１ 台           ２－□2  

環境試料測定設備（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）

（設計基準対象の施設と兼用） 

核種分析装置         

１ 台           ２－□2  

(ロ) 代替試料分析関係設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型試料分析設備 

可搬型放射能測定装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

２ 台（予備として故障時のバックアップを１

台）２－□2  

可搬型核種分析装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

４ 台（予備として故障時のバックアップを２

台）２－□2  

可搬型トリチウム測定装置  

 ２ 台（予備として故障時のバックアップを１

台）２－□2  

 

 

 

 

 

（２）(ⅲ) 環境管理設備 

敷地内に気象を観測する気象観測設備を設ける。

また，敷地周辺の放射線モニタリングを行う放射能

観測車を備える。２－□7  

 

放射能観測車は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工

施設の平常時及び事故時に敷地周辺の空間放射線量

率及び空気中の放射性物質濃度を迅速に測定するた

めの設備であり，敷地が同一であることから，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用し，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない設計とする。２－□5  

また，気象観測設備は，再処理施設，ＭＯＸ燃料

加工施設及び廃棄物管理施設の敷地内において気象

を観測するための設備であり，敷地が同一であるこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4.4 環境管理設備 

平常時及び事故時に敷地周辺の空間放射線量率及

び空気中の放射性物質の濃度を迅速に測定するた

め，空間放射線量率測定器，中性子線用サーベイメ

ータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及び放射能

測定器を搭載した無線通話装置付きの放射能観測車

を備える。また，敷地周辺の公衆の線量評価に資す

るため，風向，風速，日射量，放射収支量，雨量及

び温度を観測し，記録する気象観測設備を設ける。

１－⑥ 

気象観測設備は，その観測値を中央制御室におい

て指示及び記録するとともに，緊急時対策所におい

て指示する。１－⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設基① 

【性能】 

線量率及び放射性

物質濃度の測定 

【手段：設備】１

－⑥ 

放射能観測車によ

る測定 

 

○設基① 

【性能】 

気象条件の観測 

【手段：設備】１
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
て指示及び記録するとともに，緊急時対策所におい

て指示する設計とする。１－⑥ 

＜このあとに SAの記載が続く＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とから，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設と

気象観測設備の一部を共用し，共用によって再処理

施設の安全性を損なわない設計とする。２－□5  

重大事故等時において，敷地周辺の空間放射線量

率及び空気中の放射性物質の濃度を迅速に測定する

ため，放射能観測車を可搬型重大事故等対処設備と

して位置付ける。２－□2  

重大事故等時において，敷地内の風向，風速，日

射量，放射収支量及び雨量を観測し，及びその結果

を記録するため，気象観測設備を常設重大事故等対

処設備として位置付ける。２－□2  

環境管理設備は，放射能観測車及び気象観測設備

で構成する。２－□2  

重大事故等時において，敷地内の気象条件，敷地

周辺の空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃

度をモニタリング対象とする。２－□2  

重大事故等時において，放射能観測車が機能喪失

した場合に，その機能を代替する代替放射能観測設

備を可搬型重大事故等対処設備として配備する。２

－□2  

代替放射能観測設備は，可搬型放射能観測設備で

構成する。２－□2  

重大事故等時において，気象観測設備が機能喪失

した場合に，その機能を代替する代替気象観測設備

を可搬型重大事故等対処設備として配備する。２－

□2  

代替気象観測設備は，可搬型気象観測設備，可搬

型気象観測用データ伝送装置，可搬型データ表示装

置，可搬型風向風速計，可搬型気象観測用発電機及

び監視測定用運搬車で構成する。２－□2  

設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部で

ある受電開閉設備等を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。２－□2  

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯槽を

常設重大事故等対処設備として設置する。２－□2  

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油用タン

クローリを可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。２－□2  

環境管理設備の常設重大事故等対処設備に給電す

るための，受電開閉設備，所内高圧系統について

は，「リ． (１) (ⅰ) 電気設備」に，可搬型気象

観測用発電機等へ給油するための補機駆動用燃料補

給設備については，「リ． (４) (ⅶ) 補機駆動用

燃料補給設備」に示す。２－□2  

重大事故等時において，環境管理設備，可搬型放

射能観測設備，可搬型気象観測設備，可搬型気象観

測用データ伝送装置及び可搬型気象観測用発電機

は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。２－□2  

重大事故等時において，共用する環境管理設備，

可搬型放射能観測設備，可搬型気象観測設備，可搬

型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気象観測用

発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設にお

ける重大事故等対処を考慮し，共用によって重大事

放射能観測車は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。また，気象観測設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工

施設及び廃棄物管理施設と共用する。３－◇2  

共用する放射能観測車及び気象観測設備の一部

は，仕様及び運用を各施設で同一とし，周辺監視区

域等が同一の区域であることにより，測定結果の共

有を図る設計とすることで，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない設計とする。３－◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－⑥ 

気象観測設備によ

る測定（指示・記

録） 
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故時の対処に影響を及ぼさない設計とする。２－□2  

内的事象を要因として発生した場合に対処に用い

る環境管理設備は，自然現象，人為事象，溢水及び

火災に対して代替設備による機能の確保，修理の対

応等により重大事故等に対処するための機能を損な

わない設計とする。２－□2  

代替放射能観測設備及び代替気象観測設備は，環

境管理設備と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないように，故障時バックアップ

を含めて必要な数量を環境管理設備が設置される環

境管理建屋近傍及び再処理施設の敷地内の露場から

100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エ

リアに分散して保管することで位置的分散を図る。

２－□2  

環境管理設備の気象観測設備は，安全機能を有す

る施設として使用する場合と同様に重大事故等対処

設備として使用することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。２－□2  

屋外に保管する環境管理設備の放射線観測車は，

竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛

等の措置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。２－□2  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境管理設備の気

象観測設備は，敷地内において風向，風速その他の

気象条件を観測するために必要な計測範囲に対して

十分な容量を有する設計とするとともに，１台を有

する設計とする。２－□2  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境管理設備の放

射能観測車は，敷地内において，空気中の放射性物

質の濃度及び線量を測定するために必要なサンプリ

ング量及び計測範囲に対して十分な容量を有する設

計とするとともに，１台を有する設計とする。２－

□2  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する代替放射能観測設

備は，敷地内において，空気中の放射性物質の濃度

及び線量を測定するために必要なサンプリング量及

び計測範囲を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として１台，予備として故障時のバック

アップを１台の合計２台以上を確保する。２－□2  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型気象観測設

備は，敷地内において風向，風速その他の気象条件

を観測できる設計とするとともに，保有数は，必要

数として１台，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを２台の合計３台以上

を確保する。２－□2  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型気象観測用

データ伝送装置は，可搬型気象観測設備の観測値を

衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送

できる設計とするとともに，保有数は，必要数とし

て１台，予備として故障時のバックアップを１台の

合計２台以上を確保する。２－□2  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型気象観測用

発電機は，可搬型気象観測設備及び可搬型気象観測
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用データ伝送装置に給電できる容量を有する設計と

するとともに，保有数は，必要数として１台，予備

として故障時及び点検保守による待機除外時のバッ

クアップを２台の合計３台以上を確保する。２－□2  

可搬型データ表示装置は，可搬型気象観測用デー

タ伝送装置から衛星通信により伝送される可搬型気

象観測設備の観測値を指示できる設計とするととも

に，保有数は，必要数として１台，予備として故障

時のバックアップを１台の合計２台以上を確保す

る。また，電源喪失により保存した記録が失われな

いよう，電磁的に記録，保存するとともに，必要な

容量を保存できる設計とする。２－□2  

可搬型風向風速計は，敷地内において風向，風速

を観測できる設計とするとともに，保有数は，必要

数として１台，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを２台の合計３台以上

を確保する。２－□2  

環境管理設備の気象観測設備は，風（台風），竜

巻，積雪及び火山の影響に対して，風（台風）及び

竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による

積載荷重により機能を損なわない設計とする。２－

□2  

屋外に保管する環境管理設備の放射能観測車は，

風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重を考慮し，当該設備の転倒防止，固縛

等の措置を講じて保管する設計とする。２－□2  

代替放射能観測設備及び代替気象観測設備は，外

部からの衝撃による損傷を防止できる第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。２－□2  

環境管理設備の気象観測設備は内部発生飛散物の

影響を考慮し，再処理施設の敷地内の露場の内部発

生飛散物の影響を受けない場所に設置することによ

り，機能を損なわない設計とする。２－□2  

代替放射能観測設備及び代替気象観測設備は内部

発生飛散物の影響を考慮し，主排気筒管理建屋，第

１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部発

生飛散物の影響を受けない場所に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。２－□2  

環境管理設備，代替放射能観測設備，代替気象観

測設備のうち，可搬型気象観測設備及び可搬型風向

風速計は，再処理施設の運転中又は停止中に校正，

機能の確認，性能の確認及び外観の確認が可能な設

計とする。２－□2  

可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気象

観測用発電機は，再処理施設の運転中又は停止中に

機能の確認，性能の確認及び外観の確認が可能な設

計とする。２－□2  

 

(ａ) 主要な設備 

 (イ) 環境管理設備（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）（設計基準対象の施設と兼用） 

［常設重大事故等対処設備］ 
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気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支

計，雨量計） 

１ 台           ２－□2  

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

放射能観測車 

    １ 台           ２－□2  

 

(ロ) 代替放射能観測設備 

可搬型放射能観測設備（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン

チレーション）（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックアップを１

台）２－□2  

ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックアップを１

台）２－□2  

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックアップを１

台）２－□2  

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックアップを１

台）２－□2  

可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックアップを１

台）２－□2  

 

(ハ) 代替気象観測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射

収支計，雨量計）（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

３ 台（予備として故障時及び待機除外時のバッ

クアップを２台）２－□2  

可搬型気象観測用データ伝送装置（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用） 

２ 台（予備として故障時のバックアップを１

台）２－□2  

可搬型データ表示装置（代替モニタリング設備と

兼用） 

２ 台（予備として故障時のバックアップを１

台）２－□2  

可搬型気象観測用発電機（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

３ 台（予備として故障時及び待機除外時のバッ

クアップを２台）２－□2  

可搬型風向風速計 

   ３ 台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台）２－□2  

監視測定用運搬車（代替モニタリング設備と兼

用） 

３ 台（予備として故障時及び待機除外時のバッ
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クアップを２台）２－□2  

 

(ⅳ)  環境モニタリング用代替電源設備 

重大事故等時において，非常用所内電源系統から

環境モニタリング設備の電源が喪失した場合に，代

替電源から給電するため，環境モニタリング用代替

電源設備を可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。２－□2  

環境モニタリング用代替電源設備は，環境モニタ

リング用可搬型発電機及び監視測定用運搬車で構成

する。２－□2  

環境モニタリング用代替電源設備は，ＭＯＸ燃料

加工施設と共用する。２－□2  

共用する環境モニタリング用代替電源設備は，給

電先が共用する環境モニタリング設備であり，必要

となる電力及び燃料が増加するものではないことか

ら，共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさ

ない設計とする。２－□2  

設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部で

ある受電開閉設備等を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。２－□2  

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯槽を

常設重大事故等対処設備として設置する。２－□2  

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油用タン

クローリを可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。２－□2  

放射線監視設備，試料分析関係設備及び環境管理

設備の常設重大事故等対処設備に給電するための，

受電開閉設備，所内高圧系統，所内低圧系統及び計

測制御用交流電源設備については，「リ． (１) 

(ⅰ) 電気設備」に，環境モニタリング用可搬型発

電機へ給油するための補機駆動用燃料補給設備につ

いては，「リ． (４) (ⅶ) 補機駆動用燃料補給設

備」に示す。２－□2  

環境モニタリング用代替電源設備は，放射線監視

設備の環境モニタリング設備と共通要因によって同

時にその機能が損なわれるおそれがないように，故

障時バックアップを含めて必要な数量を放射線監視

設備の環境モニタリング設備が設置される周辺監視

区域境界付近から100ｍ以上の離隔距離を確保した

複数の外部保管エリアに分散して保管することで位

置的分散を図る。２－□2  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境モニタリング

用代替電源設備は，放射線監視設備の環境モニタリ

ング設備に給電できる容量を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数として９台，予備として故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ

を10台の合計19台以上を確保する。２－□2  

環境モニタリング用代替電源設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる第１保管庫・貯水所及

び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。２－□2  

環境モニタリング用代替電源設備は内部発生飛散
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅳ) 出入管理関係設備 

放射線業務従事者等の管理区域の出入管理のため

の出入管理設備並びに汚染管理及び除染のための汚

染管理設備を設ける設計とする。１－⑦ 

 

（ａ）出入管理設備 

再処理施設の管理区域への立入りは，原則として

ゲート等の出入管理設備を設けた出入管理室を通る

設計とし，ここで放射線業務従事者等の出入管理及

び物品類の搬出入管理を行うこととし,出入管理に

係る事項について再処理施設保安規定に定める。１

物の影響を考慮し，第１保管庫・貯水所及び第２保

管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場

所に保管することにより，機能を損なわない設計と

する。２－□2  

環境モニタリング用代替電源設備は，環境モニタ

リング設備と容易かつ確実に接続できるよう，ケー

ブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式を

用いる設計とする。２－□2  

環境モニタリング用代替電源設備は，再処理施設

の運転中又は停止中に機能の確認，性能の確認及び

外観の確認が可能な設計とする。２－□2  

 

(ａ) 主要な設備 

 (イ) 環境モニタリング用代替電源設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

環境モニタリング用可搬型発電機（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用） 

19 台（予備として故障時及び待機除外時のバッ

クアップを10台） 

容  量 約５ ｋＶＡ／台      ２－□2  

監視測定用運搬車（代替モニタリング設備と兼

用） 

７ 台（予備として故障時及び待機除外時のバッ

クアップを４台） 

２－□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 出入管理関係設備 

放射線業務従事者等の管理区域の出入管理のため

の出入管理設備並びに汚染管理及び除染のための汚

染管理設備を設ける。１－⑦ 

北換気筒管理建屋は，再処理施設用と廃棄物管理

施設用の排気モニタリング設備をそれぞれ設置する

設計とするため，「再処理規則」及び「核燃料物質

又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理

の事業に関する規則」に基づき管理区域を設定す

る。管理区域への出入管理に用いる出入管理設備は

廃棄物管理施設と共用し，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない設計とする。2－□5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4.1 出入管理関係設備 

出入管理及び汚染管理のため，次の設備を設け

る。３－◇1  

 

 

(１) 出入管理設備 

再処理施設の管理区域への立入りは，原則として

ゲート等の出入管理設備を設けた出入管理室を通る

設計とし，ここで放射線業務従事者等の出入管理及

び物品類の搬出入管理を行う。１－⑫ 

 

 

ただし，使用済燃料輸送容器，大型機器等の搬出

入に際しては，各施設の機器搬入口で放射線業務従

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設基① 

【性能】 

従事者の出入管理

及び汚染管理 

 

【手段：設備】１

－⑦ 

出入管理設備によ

る出入管理 

更衣室等の設置 

退出モニタ、汚染

サーベイメータに

よる汚染測定 
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様式－７ 

 

27 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
－⑦⑫ 

ただし，使用済燃料輸送容器，大型機器等の搬出

入に際しては，各施設の機器搬入口で放射線業務従

事者等の出入管理及び物品類の搬出入管理を行うこ

ととし，必要に応じて臨時の出入管理設備を設ける

ことを再処理施設保安規定に定める。１－⑫ 

 

 

 

 

 

 

また，放射線管理に必要な各種サーベイメータを

備える設計とする。本サーベイメータは（ⅰ）

（ｅ）放射線サーベイ機器と兼ねる。１－⑦ 

 

（ｂ）汚染管理設備 

管理区域への出入りに伴う汚染管理及び除染を行

うため，更衣室，シャワー室，手洗い場及び退出モ

ニタを設ける設計とする。また，汚染サーベイメー

タ及び汚染除去用器材を備える設計とする。本サー

ベイメータは（ⅰ）（ｅ）放射線サーベイ機器と兼

ねる。さらに，管理区域で使用した防護衣の洗濯を

行う洗濯設備を設ける。１－⑦⑫ 

汚染サーベイメータによる汚染管理及び除染方法

については再処理保安規定に定める。 

汚染除去用機材の配備については再処理施設保安

規定に定める。 

洗濯設備は，再処理事業所内の廃棄物管理施設，

ＭＯＸ燃料加工施設及び核燃料物質の使用施設の管

理区域で使用した汚染のない防護衣の洗濯も行うこ

ととし,これらの運用を再処理施設保安規定に定め

る。１－⑫ 

 

(ⅴ) 個人管理用設備 

放射線業務従事者等の線量管理のため，外部被ば

くに係る線量当量を測定する個人線量計と，内部被

ばくによる線量を評価するためのホールボディカウ

ンタを備える設計とする。１－⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅵ) その他の設備 

放射線監視設備及び機器を定期的に点検校正し計

測器の信頼度を維持するために，必要な機器を設け

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(ⅳ) 個人管理用設備 

放射線業務従事者等の線量評価のため，個人線量

計及びホールボディカウンタを備える。2－□7  

個人線量計及びホールボディカウンタは，再処理

施設，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設の放

射線業務従事者等の線量評価のための設備であり，

ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用し，

共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計

とする。2－□5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事者等の出入管理及び物品類の搬出入管理を行うこ

ととし，必要に応じて臨時の出入管理設備を設け

る。１－⑫ 

出入管理設備の一部は，廃棄物管理施設と共用す

る。３－◇2  

共用する出入管理設備の仕様及び出入管理に係る

運用を各施設で同一とする設計とすることで，共用

によって再処理施設の安全性を損なわない設計とす

る。３－◇2  

また，放射線管理に必要な各種サーベイメータを

備える。１－⑦ 

 

(２) 汚染管理設備 

管理区域への出入りに伴う汚染管理及び除染を行

うため，更衣室，シャワー室，手洗い場及び退出モ

ニタを設ける。また，汚染サーベイメータ及び汚染

除去用器材を備える。さらに，管理区域で使用した

防護衣の洗濯を行う洗濯設備を設ける。１－⑦ 

洗濯設備は，再処理事業所内の廃棄物管理施設，

ＭＯＸ燃料加工施設及び核燃料物質の使用施設の管

理区域で使用した汚染のない防護衣の洗濯も行う。

１－⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4.5 個人管理用設備 

放射線業務従事者等の線量管理のため，外部被ば

くに係る線量当量を測定する個人線量計と，内部被

ばくによる線量を評価するためのホールボディカウ

ンタを備える。１－⑦ 

個人線量計及びホールボディカウンタは，ＭＯＸ

燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用する。３－

◇2  

共用する個人線量計及びホールボディカウンタ

は，仕様及び運用を各施設で統一し，必要な個数を

確保する設計とすることで，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない設計とする。３－◇3  

 

 

 

 

8.1.4.6 その他の設備 

放射線監視設備及び機器を定期的に点検校正し計

測器の信頼度を維持するために，必要な機器を設け

る。１－⑫ 

また，平常時及び事故時の放射線防護に必要な防

護衣，呼吸器，防護マスク等の防護具類を備える。

１－⑫ 

洗濯設備による洗

濯 

 

○設基② 

【手段：運用】１

－⑦ 

出入管理室を介し

た出入管理 

キャスク等の大型

物品の搬入時にお

ける出入管理（臨

時の出入管理設備

を設ける運用も含

む） 

汚染サーベイメー

タの使用用途 

汚染除去機材の配

備 

洗濯設備の使用用

途 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設基① 

【性能】 

外部被ばく線量当

量の測定 

内部被ばくの線量

評価 

 

【手段：設備】１

－⑦ 

個人線量計による

測定 

ホールボディカウ

ンタによる測定 

 

 

○設基② 

【手段：運用】１

－⑫ 

点検校正に必要な

機器の配備 

防護具類の配備 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
ることとし，同設備を配備することについて再処理

施設保安規定に定める。１－⑫ 

また，平常時及び事故時の放射線防護に必要な防

護衣，呼吸器，防護マスク等の防護具類を備えるこ

とを再処理施設保安規定に定める。１－⑫ 

 

 

（ⅶ） 試験・検査 

出入管理関係設備，試料分析関係設備，放射線監

視設備等は，定期的に検査及び校正を行うことによ

りその健全性を確認することとし,これらの運用を

再処理施設保安規定に定める。１－⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.5 試験・検査 

出入管理関係設備，試料分析関係設備，放射線監

視設備等は，定期的に検査及び校正を行うことによ

りその健全性を確認する。１－⑫ 

 

 

 

○設基② 

【手段：運用】１

－⑫ 

定期的な検査及び

校正 
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中項目 記載内容（概要） 記載区分 様式６紐づけ№
3. 6. 放射線管理施設 － タイトル －

(1) 機能 放射線管理施設が担う機能に係る記載 新規 ①、③、⑥、⑨

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散
設備の信頼性に係る説明として、設計基準事故対処設備
と重大事故等対処設備の独立性等を展開

新規 ①、③、⑥、⑨

(3) 悪影響防止
共用による他の原子力施設に対する悪影響の防止に係る
説明等を展開

新規 ①、③、⑥、⑨

※：その他の設備に関しては、重大事故の要求事項を踏まえ調整中

添付書類Ⅳ　「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書」
※

目次番号
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中項目 記載内容（概要） 記載区分 様式６紐づけ№
Ⅵ-1-1-2- 6 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（放射線管理施設） 放射線管理施設の各設備の機能と個数の根拠を記載 新規※2 ①～⑦
※1：その他の設備に関しては、重大事故の要求事項を踏まえ調整中
※2：記載の充実化、明確化

添付書類Ⅳ　「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（放射線管理施設）」※1

目次番号

263



中項目 記載内容（概要） 記載区分 様式６紐づけ№
１． 概要 当該添付書類の記載概要を記載 新規※ －

２． 基本方針 放射線管理施設に関する詳細設計方針の全体概要を記載 新規※ ①～⑦

２． １ 設計基準対象施設に関する計測
設計基準対象施設の要求事項に対応するための設計内容
を記載

既認可 ①～⑦

２． ２ 重大事故等対処設備に関する計測
重大事故等対処設備の要求事項に対応するための設計内
容を記載

新規 －

３． 放射線管理施設の構成 放射線管理施設の各設備の構成についての概要を記載 新規 ①～⑦

３． １ 放射線監視設備 放射線監視設備の機能及び設備構成について記載 既認可 ①～⑥、⑨

３． ２ 代替モニタリング設備 代替モニタリング設備の機能及び設備構成について記載 新規 －

３． ３ 試料分析関係設備 試料分析関係設備の機能及び設備構成について記載 既認可 ①、③～⑥

３． ４ 代替試料分析関係設備 代替試料分析関係設備の機能及び設備構成について記載 新規 －

３． ５ 環境管理設備 環境管理設備の機能及び設備構成について記載 既認可 ①、③、⑥
３． ６ 代替放射能観測設備 代替放射能観測設備の機能及び設備構成について記載 新規 －
３． ７ 代替気象観測設備 代替気象観測設備 新規 －

３． ８ 環境モニタリング用代替電源設備
環境モニタリング用代替電源設備の機能及び設備構成に
ついて記載

新規 －

３． ９ 出入管理関係設備 出入管理関係設備の機能及び設備構成について記載 既認可 ⑦
３． １０ 個人管理用設備 個人管理用設備の機能及び設備構成について記載 既認可 ⑦
３． １１ 放射線管理施設の計測結果の表示，記録及び保存 項目タイトル － －

３． １１． １ 設計基準対象施設に関する計測結果の指示又は表示，記録及び保存
設計基準対象施設に関する計測結果の指示又は表示，記
録場所及び記録を保存する計測項目を記載

既認可 ①～⑥、⑧

３． １１． ２ 重大事故等対処設備に関する計測結果の指示又は表示，記録及び保存
重大事故等対処設備に関する計測結果の指示又は表示，
記録場所及び記録を保存する計測項目を記載

新規 －

３． １２ その他 項目タイトル － －

３． １２． １ 放射線管理施設の保有等について
重大事故等対処設備以外に保有する放射線管理施設に係
る方針を記載

新規 －

４． 放射線管理施設の計測範囲及び警報動作範囲 項目タイトル － －

４． １ 設計基準対象施設の計測範囲及び警報動作範囲
設計基準対象施設の計測範囲及び警報動作範囲について
考慮するべき事項を記載

新規※ ①～⑥、⑩

４． ２ 重大事故等対処設備の計測範囲及び警報動作範囲
重大事故等対処設備の計測範囲及び警報動作範囲につい
て考慮するべき事項を記載

新規 －

※：記載の充実化、明確化

添付書類Ⅳ　「放射線管理施設に関する説明書」

目次番号
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

第 22条（安全保護回路） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・

号 

解

釈 

添付書類 

① 安全保護回路の施設 技術基準の要求を受けている内容 1・- - a 

② 自動回路（異常状態における，核

的，熱的及び化学的制限値の抑制）

に関する設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 2・1 

- 

a 

③ 自動回路（火災，爆発等の抑制，又

は防止）に関する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 2・2 

- 
a 

④ 単一故障時の多重性確保に関する

設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 2・3 

- 
a 

⑤ 駆動源の喪失，系統の遮断等の発

生時における安全確保に関する設

計方針 

技術基準の要求を受けている内容 2・4 

- 

a 

⑥ 

不正アクセス行為に関する設計方

針 

安全保護回路は，不正アクセス行為におけ

る，使用目的に反する動作をさせる行為に

よる被害の影響を損なうおそれが無く，必

要な措置を講じないことを踏まえて基本

設計方針に記載する。 

2・5 

- 

a 

⑦ 計測制御系統と安全保護回路の共

用に関する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 2・6 

- 
a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  系統概要図 添付書類Ⅳ-2「再処理施設に関する図面」に示す。 b 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  
事業指定基準規則への適合方針 

事業指定基準規則要求事項及び適合のための設計方針

であるため記載しない。 
－ 

◇2  
重複記載 

事業変更許可申請書本文又は添付書類六の他の記載箇

所と同じ趣旨の記載であるため記載しない。 
－ 

◇3  

適切な試験，保守・修理 

第 16条「安全機能を有する施設」にて整理する。 

適切な試験を行うために必要な試験回路については添

付書類「Ⅵ-1-2 計測制御系統施設に関する説明書」

に示す 

a 

◇4  不燃性材料又は難燃性材料の使用 第 11条「火災等による損傷の防止」にて整理する。 c 

◇5  
主要設備の仕様 

添付書類「Ⅵ-1-2 計測制御系統施設に関する説明

書」に示す。 
a 

◇6  
主要設備の個別記載 

添付書類「Ⅵ-1-2 計測制御系統施設に関する説明

書」に示す。 
a 

◇7  評価 設計方針の裏返しであるため記載しない。 － 
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様式-６ 設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 

Ⅵ-1-2 計測制御系統施設に関する説明書（重大事故等対処設備に係る事項を除く） 

Ⅵ-1-2-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

計測装置の計測範囲及び警報動作範囲 

不正アクセス行為等の被害の防止 

b Ⅳ-2 再処理施設に関する図面 

c 添付Ⅲ 火災及び爆発の防止に関する説明書 

 

266



要求事項との対比表 第２２条 安全保護回路（1/8） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

第二十二条 再処理施設には、安全保護回路が設

けられていなければならない。① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 安全保護回路は、次に掲げるところによるも

のでなければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が

発生した場合において、これらの異常な状態を

検知し、これらの核的、熱的及び化学的制限値

を超えないようにするための設備の作動を速や

かに、かつ、自動的に開始させるものとするこ

と。② 

 

二 火災、爆発その他の再処理施設の安全性を著

しく損なうおそれが生じたときに、これらを抑

制し、又は防止するための設備（前号に規定す

安全保護回路 

 

安全保護回路は，運転時の異常な過渡変化及び

設計基準事故が発生した場合において，これらの

異常を検知し，これらの核的，熱的及び化学的制

限値を超えないようにするための設備並びに火

災，爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損

なうおそれが生じたときに，これらを抑制し，又

は防止するための設備の作動を速やかに，かつ，

自動で開始させるものであり，以下の(ａ)～(ｏ)

で構成する。○1  

(ａ) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮

缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

(ｂ) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊

急供給回路及びせん断処理施設のせん断機の

せん断停止回路 

(ｃ) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱

停止回路 

(ｄ) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高に

よる加熱停止回路 

(ｅ) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温

度高による加熱停止回路 

(ｆ) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸

発缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

(ｇ) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による

還元ガス供給停止回路 

(ｈ) 分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数

率高による工程停止回路 

(ｉ) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮

缶凝縮器排気出口温度高による加熱停止回路 

(ｊ) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加

熱停止回路 

(ｋ) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加

熱停止回路 

(ｌ) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失によ

る建屋給気閉止ダンパの閉止回路（分離建

屋） 

(ｍ) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失によ

る建屋給気閉止ダンパの閉止回路（精製建

屋） 

(ｎ) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車

上の質量高によるガラス流下停止回路 

(ｏ) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高に

よる固化セル隔離ダンパの閉止回路 

○1  

安全保護回路は，運転時の異常な過渡変化及び

設計基準事故が発生した場合において，これらの

異常な状態を検知し，これらの核的，熱的及び化

学的制限値を超えないようにするための設備並び

に火災，爆発その他の再処理施設の安全性を著し

く損なうおそれが生じたときに，これらを抑制

し，又は防止するための設備の作動を速やかに，

かつ，自動で開始させる設計とする。②③ 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｋ) 安全保護回路 

安全保護回路は，運転時の異常な過渡変化及び

設計基準事故が発生した場合において，これらの

異常な状態を検知し，これらの核的，熱的及び化

学的制限値を超えないようにするための設備並び

に火災，爆発その他の再処理施設の安全性を著し

く損なうおそれが生じたときに，これらを抑制

し，又は防止するための設備の作動を速やかに，

かつ，自動で開始させる設計とする。②③ 

 

計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用

する場合であって，単一故障が生じた場合におい

ても，当該安全保護回路の安全保護機能が失われ

ない設計とする。⑦ 

 

ヘ．計測制御系統施設の設備 

(２) 主要な安全保護回路の種類 

(ⅰ) 設計基準対象の施設 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が

発生した場合において，これらの異常を検知

し，これらの核的，熱的及び化学的制限値を超

えないようにするための設備並びに火災，爆発

その他の再処理施設の安全性を著しく損なうお

それが生じたときに，これらを抑制し，又は防

止するための設備の作動を速やかに，かつ，自

動で開始させる安全保護回路は，以下の(ａ)～

(ｏ)で構成する。①これらの安全保護回路の系

統概要図を第 20図～第 34図に示す。□1  

 

(ａ) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮

缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

(ｂ) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊

急供給回路及びせん断処理施設のせん断機の

せん断停止回路 

(ｃ) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱

停止回路 

(ｄ) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高に

よる加熱停止回路 

(ｅ) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温

度高による加熱停止回路 

(ｆ) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸

発缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

(ｇ) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による

還元ガス供給停止回路 

(ｈ) 分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数

率高による工程停止回路 

(ｉ) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮

缶凝縮器排気出口温度高による加熱停止回路 

(ｊ) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加

熱停止回路 

(ｋ) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加

熱停止回路 

(ｌ) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失によ

1.9 再処理施設に関する「再処理施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規則」への適合性 

1.9.1 概  要 

1.9.19 安全保護回路◇1  

（安全保護回路） 

第十九条 再処理施設には、次に掲げるところに

より、安全保護回路（安全機能を有する施設に属

するものに限る。以下この条において同じ。）を

設けなければならない。  

一 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が

発生した場合において、これらの異常な状態を

検知し、これらの核的、熱的及び化学的制限値

を超えないようにするための設備の作動を速や

かに、かつ、自動的に開始させるものとするこ

と。 

二 火災、爆発その他の再処理施設の安全性を著

しく損なうおそれが生じたときに、これらを抑

制し、又は防止するための設備（前号に規定す

るものを除く。）の作動を速やかに、かつ、自

動的に開始させるものとすること。 

三 計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共

用する場合であって、単一故障が生じた場合に

おいても当該安全保護回路の安全保護機能が失

われないものとすること。 

 

適合のための設計方針 

第一号について 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発

生した場合において，これらの異常な状態を検知

し，これらの核的，熱的及び化学的制限値を超え

ないよう，温度計により液体廃棄物の廃棄施設の

高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度を計測し，加熱

蒸気温度高により加熱蒸気遮断を目的とした弁が

閉となり工程停止となる機能を有する設備等の作

動を速やかに，かつ，自動で開始させる設計とす

る。 

 

第二号について 

火災，爆発その他の再処理施設の安全性を著し

く損なうおそれが生じたときに，これらを抑制

し，防止するため，交流不足電圧継電器により外

部電源喪失を検知し，建屋給気閉止ダンパを閉止

する機能を有する設備等（第一号に規定するもの

を除く。）の作動を速やかに，かつ，自動で開始

させる設計とする。 

 

第一号及び第二号について 

第一号及び第二号の要求事項に対して，運転時

の異常な過渡変化及び設計基準事故に対処するた

めに必要な以下の 15回路を安全保護回路として選

定する。 

(１) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮

缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

(２) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊

急供給回路及びせん断処理施設のせん断機の

せん断停止回路 

○許○設基① 

【性能】 

安全保護回路の施設 

 

【手段：設備】① 

以下の安全保護回路を施設 

・液体廃棄物の廃棄施設の高レ

ベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高

による加熱停止回路❶ 

・溶解施設の溶解槽の可溶性中

性子吸収材緊急供給回路及びせ

ん断処理施設のせん断機のせん

断停止回路❷ 

・精製施設の逆抽出塔溶液温度

高による加熱停止回路❸ 

・分離施設のウラン濃縮缶加熱

蒸気温度高による加熱停止回路

❹ 

・精製施設のプルトニウム濃縮

缶加熱蒸気温度高による加熱停

止回路❺ 

・酸及び溶媒の回収施設の第２

酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度

高による加熱停止回路❻ 

・脱硝施設の還元ガス受槽水素

濃度高による還元ガス供給停止

回路❼ 

・分離施設のプルトニウム洗浄

器中性子計数率高による工程停

止回路❽ 

・液体廃棄物の廃棄施設の高レ

ベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口

温度高による加熱停止回路❾ 

・脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温

度高による加熱停止回路➓ 

・脱硝施設の還元炉ヒータ部温

度高による加熱停止回路⓫ 

・気体廃棄物の廃棄施設の外部

電源喪失による建屋給気閉止ダ

ンパの閉止回路（分離建屋）⓬ 

・気体廃棄物の廃棄施設の外部

電源喪失による建屋給気閉止ダ

ンパの閉止回路（精製建屋）⓭ 

・固体廃棄物の廃棄施設の固化

セル移送台車上の質量高による

ガラス流下停止回路⓮ 

・気体廃棄物の廃棄施設の固化

セル圧力高による固化セル隔離

ダンパの閉止回路⓯ 

 

※以降は対象となる安全保護回

路を白抜き番号で表示 

○許○設基① 

【性能】 

運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故が発生した場合にお

ける異常な状態の検知及び核

的、熱的及び化学的制限値を超

えないようにするための設備の

作動を速やかに、かつ、自動的

に開始 

【手段：設備】② 

❶❷❸❹❺❻❼❽❾➓⓫⓬⓭⓮

⓯ 

 

○許○設基① 

【性能】 
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要求事項との対比表 第２２条 安全保護回路（2/8） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
るものを除く。）の作動を速やかに、かつ、自

動的に開始させるものとすること。③ 

 

三 系統を構成する機械若しくは器具又はチャン

ネルは、単一故障（事業指定基準規則第十五条

第二項に規定する単一故障をいう。第二十九条

第五項において同じ。）が起きた場合又は使用

状態からの単一の取り外しを行った場合におい

て、安全保護機能を失わないよう、多重性を確

保すること。④ 

 

四 駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状

況が生じた場合においても、再処理施設をより

安全な状態に移行し、又は当該状態を維持する

ことにより、再処理施設の安全上支障がない状

態を維持できるものであること。⑤ 

 

五 不正アクセス行為その他の電子計算機に使用

目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に

反する動作をさせる行為による被害を防止する

ために必要な措置を講ずること。⑥ 

 

六 計測制御系統を安全保護回路と共用する場合

には、その安全保護機能を失わないよう、計測

制御系統から機能的に分離されたものであるこ

と。⑦ 

 

 

 安全保護回路は，動的機器の単一故障を仮定し

てもその安全機能が確保できるよう多重性又は多

様性を有するとともに，電気的，物理的な独立性

を有する設計とする。④ 

 

 

 

 

 安全保護回路は，電源の喪失，安全保護動作に

関連する継電器のコイルの断線，短絡等におい

て，安全上許容される状態になる設計とする。⑤ 

 

 

 

安全保護回路は，不正アクセス行為における，

使用目的に反する動作をさせる行為による被害の

影響を損なうおそれがない設計とする。⑥ 

 

計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用

する場合であって，単一故障が生じた場合におい

ても，当該安全保護回路の安全保護機能が失われ

ない設計とする。⑦ 

 

る建屋給気閉止ダンパの閉止回路（分離建

屋） 

(ｍ) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失によ

る建屋給気閉止ダンパの閉止回路（精製建

屋） 

(ｎ) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車

上の質量高によるガラス流下停止回路 

(ｏ) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高に

よる固化セル隔離ダンパの閉止回路① 

(３) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱

停止回路 

(４) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高に

よる加熱停止回路 

(５) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温

度高による加熱停止回路 

(６) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸

発缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

(７) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による

還元ガス供給停止回路 

(８) 分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数

率高による工程停止回路 

(９) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮

缶凝縮器排気出口温度高による加熱停止回路  

(10) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加

熱停止回路 

(11) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加

熱停止回路 

(12) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失によ

る建屋給気閉止ダンパの閉止回路（分離建

屋） 

(13) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失によ

る建屋給気閉止ダンパの閉止回路（精製建

屋） 

(14) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車

上の質量高によるガラス流下停止回路 

(15) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高に

よる固化セル隔離ダンパの閉止回路 

 

第三号について 

計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用

する場合であって，単一故障が生じた場合におい

ても当該安全保護回路の安全保護機能が失われな

い設計とする。 

安全保護回路は，液体廃棄物の廃棄施設の高レ

ベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回

路等の変換器，アイソレータ及び検出器を計測制

御系統施設の計測制御設備と共用する以外は，計

測制御設備とは完全に分離する等，計測制御設備

での故障が安全保護回路に影響を与えない設計と

する。 

計測制御系統施設の計測制御設備と安全保護回

路は，電源，検出器等を，原則として分離する設

計とする。温度計等の検出部を計測制御設備の表

示，記録用検出部と一部共用する場合は，当該温

度計等を安全保護回路として単一故障等を考慮す

る設計とし，計測制御設備の短絡，地絡又は断線

によって安全保護回路に影響を与えない設計とす

る。 

 

6.1.3 安全保護回路 

6.1.3.1 概要◇2  

 安全保護回路は，運転時の異常な過渡変化及び

設計基準事故が発生した場合において，これらの

異常を検知し，これらの核的，熱的及び化学的制

限値を超えないようにするための設備並びに火

火災、爆発その他の再処理施設

の安全性を著しく損なうおそれ

が発生した際の抑制又は防止す

るための設備の作動を速やか

に、かつ、自動的に開始 

【手段：設備】③ 

❷⓬⓮⓯ 

 
○許○設基① 

【性能】 

系統を構成する機械若しくは器

具又はチャンネルは、単一故障

が起きた場合又は使用状態から

の単一の取り外しを行った場合

における安全保護機能を失わな

いための多重性の確保 

【手段：設備】④ 

❶❷❸❹❺❻❼❽❾➓⓫⓬⓭⓮

⓯ 

 

○許○設基① 

【性能】 

駆動源の喪失、系統の遮断その

他の不利な状況が生じた場合に

おいても、再処理施設をより安

全な状態に移行し、又は当該状

態を維持することによる再処理

施設の安全上支障がない状態の

維持 

【手段：設備】⑤ 

⓬⓭⓯ 

 
○許○設基① 
【性能】 

不正アクセス行為における，使

用目的に反する動作をさせる行

為による被害の影響を損なうお

それがない設計 

【手段：設備】⑥ 

❶❷❸❹❺❻❼❽❾➓⓫⓬⓭⓮

⓯ 

 
○許○設基① 

【性能】 

計測制御系統を安全保護回路

と共用する場合に、その安全保

護機能を失わないための計測制

御系統からの機能的分離 

【手段：設備】 

❶❷❸❹❺❻❼❽❾➓⓫⓬⓭⓮

⓯ 
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要求事項との対比表 第２２条 安全保護回路（3/8） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
災，爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損

なうおそれが生じたときに，これらを抑制し，又

は防止するための設備の作動を速やかに，かつ，

自動で開始させる設計とし，以下のもので構成す

る。 

(１) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮

缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

(２) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊

急供給回路及びせん断処理施設のせん断機の

せん断停止回路 

(３) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱

停止回路 

(４) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高に

よる加熱停止回路 

(５) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温

度高による加熱停止回路 

(６) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸

発缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

(７) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による

還元ガス供給停止回路 

(８) 分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数

率高による工程停止回路 

(９) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮

缶凝縮器排気出口温度高による加熱停止回路 

(10) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加

熱停止回路 

(11) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加

熱停止回路 

(12) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失によ

る建屋給気閉止ダンパの閉止回路（分離建

屋） 

(13) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失によ

る建屋給気閉止ダンパの閉止回路（精製建

屋） 

(14) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車

上の質量高によるガラス流下停止回路 

(15) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高に

よる固化セル隔離ダンパの閉止回路 

 

6.1.3.2 設計方針 

(１) 安全保護回路は，運転時の異常な過渡変化

及び設計基準事故が発生した場合において，

これらの異常を検知し，これらの核的，熱的

及び化学的制限値を超えないようにするため

の設備並びに火災，爆発その他の再処理施設

の安全性を著しく損なうおそれが生じたとき

に，これらを抑制し，又は防止するための設

備の作動を速やかに，かつ，自動で開始させ

る設計とする。◇2  

(２) 安全保護回路は，動的機器の単一故障を仮

定してもその安全機能が確保できるよう多重

性又は多様性を有するとともに，電気的，物

理的な独立性を有する設計とする。④ 

 

(３) 安全保護回路は，検出器等を計測制御設備

と一部共用する場合は，当該検出器等を安全
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要求事項との対比表 第２２条 安全保護回路（4/8） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
保護回路として設計するとともに，計測制御

設備の短絡，地絡又は断線によって安全保護

回路に影響を与えない設計とする。◇2  

(４) 安全保護回路は，適切な方法により，試験

できるよう試験回路を設ける設計とする。◇3  

(５) 安全保護回路は，可能な限り不燃性材料又

は難燃性材料を使用する設計とする。◇4  

(６) 安全保護回路は，電源の喪失，安全保護動

作に関連する継電器のコイルの断線，短絡等

において，安全上許容される状態になる設計

とする。⑤ 

(７) 安全保護回路は，それらの安全機能を健全

に維持するための適切な保守及び修理ができ

る設計とする。◇3  

 

6.1.3.3 主要設備の仕様◇5  

安全保護回路の主要設備の仕様を第 6.1.3－１

表に示す。 

なお，安全保護回路の系統概要図を第 6.1.3－

１図～第 6.1.3－15図に示す。 

 

 

6.1.3.4 主要設備 

 安全保護回路は，多重化又は多様化した回路で

構成する。その多重化又は多様化した回路は，安

全機能を有する施設からの電磁障害による相互干

渉が起こらないように，電源及びケーブルトレイ

を２系統に分離し，電気的，物理的な独立性を持

たせる。◇2  

安全保護回路は，検出器，変換器等を計測制御

設備と共用する場合は，当該検出器等を安全保護

回路として設計するとともに，当該計測制御設備

の故障が安全保護回路に影響を与えないように，

アイソレータ及び継電器を用いて計測制御設備と

分離する。◇2  

安全保護回路は，適切な方法により試験できる

よう，試験回路を設ける設計とする。◇3  

安全保護回路は，適切な保守及び修理ができる設

計とする。◇3  

安全保護回路の火災発生防止対策は「1.5.1.2.3 

不燃性材料又は難燃性材料の使用」に示す。◇4  

安全保護回路は，電源の喪失，安全保護動作に

関連する継電器のコイルの断線，短絡等におい

て，安全上許容される状態になる設計とする。◇2  

(１) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮

缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路高レベ

ル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止

回路は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液濃縮缶におけるＴＢＰ又はＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応を防止するためのものであ

り，温度検出器により高レベル廃液濃縮缶へ

の加熱蒸気の温度高を検知し，蒸気発生器へ

の一次蒸気配管の遮断弁を閉じる信号を発す

る回路及び別の温度検出器により高レベル廃

液濃縮缶への加熱蒸気の温度高を検知し高レ

ベル廃液濃縮缶への加熱蒸気配管の遮断弁を
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要求事項との対比表 第２２条 安全保護回路（5/8） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
閉じる信号を発する回路で多様化して構成す

る。◇6  

(２) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊

急供給回路及びせん断処理施設のせん断機の

せん断停止回路可溶性中性子吸収材緊急供給

回路及びせん断停止回路（せん断停止系含

む。）は，溶解施設の溶解槽における臨界事

故を速やかに収束させるためのものであり，

溶解槽セルの外の放射線検出器により放射線

線量率高を検知し，可溶性中性子吸収材の供

給配管の弁を開く信号及びせん断機を停止す

る信号を発する回路を二重化して構成する。

◇6  

(３) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱

停止回路逆抽出塔溶液温度高による加熱停止

回路は，プルトニウム精製設備の逆抽出塔内

の有機溶媒の温度が上昇しｎ－ドデカンに引

火することを防止するためのものであり，温

度検出器により逆抽出塔の溶液温度高を検知

し，供給する有機溶媒，ＨＡＮ及びヒドラジ

ンを含む硝酸溶液並びに逆抽出液の加熱用の

温水の遮断弁を閉じる信号を発する回路を二

重化して構成する。◇6  

(４) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高に

よる加熱停止回路ウラン濃縮缶加熱蒸気温度

高による加熱停止回路は，分離施設のウラン

濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応を防止するためのものであり，温度検出

器によりウラン濃縮缶への加熱蒸気の温度高

を検知し，蒸気発生器への一次蒸気配管の遮

断弁を閉じる信号を発する回路及び別の温度

検出器によりウラン濃縮缶への加熱蒸気の温

度高を検知し，ウラン濃縮缶への加熱蒸気配

管の遮断弁を閉じる信号を発する回路で多様

化して構成する。◇6  

(５) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温

度高による加熱停止回路プルトニウム濃縮缶

加熱蒸気温度高による加熱停止回路は，精製

施設のプルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応を防止するためのも

のであり，温度検出器によりプルトニウム濃

縮缶への加熱蒸気の温度高を検知し，蒸気発

生器への一次蒸気配管の遮断弁を閉じる信号

を発する回路及び別の温度検出器によりプル

トニウム濃縮缶への加熱蒸気の温度高を検知

し，プルトニウム濃縮缶への加熱蒸気配管の

遮断弁を閉じる信号を発する回路で多様化し

て構成する。◇6  

(６) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸

発缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路第２

酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による加熱

停止回路は，酸及び溶媒の回収施設の第２酸

回収系の蒸発缶におけるＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応を防止するためのものであり，

温度検出器により蒸発缶への加熱蒸気の温度

高を検知し，蒸気発生器への一次蒸気配管の
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要求事項との対比表 第２２条 安全保護回路（6/8） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
遮断弁を閉じる信号を発する回路及び別の温

度検出器により蒸発缶への加熱蒸気の温度高

を検知し，蒸発缶への加熱蒸気配管の遮断弁

を閉じる信号を発する回路で多様化して構成

する。◇6  

(７) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による

還元ガス供給停止回路還元ガス受槽水素濃度

高による還元ガス供給停止回路は，ウラン・

プルトニウム混合脱硝設備の還元炉での還元

ガス中の水素濃度の上昇による水素の爆発を

防止するためのものであり，還元炉に供給す

る還元ガス中の水素濃度検出器により水素濃

度高を検知し，還元ガスの供給を停止する弁

を閉じる信号を発する回路を二重化して構成

する。◇6  

(８) 分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数

率高による工程停止回路プルトニウム洗浄器

中性子計数率高による工程停止回路は，分配

設備のプルトニウム洗浄器に過度のプルトニ

ウムが流入し臨界になることを防止するため

のものであり，プルトニウム洗浄器セルの外

の中性子検出器により計数率高を検知し，プ

ルトニウム分配塔からプルトニウム洗浄器へ

の有機溶媒の移送を停止する工程停止信号を

発する回路を二重化して構成する。◇6  

(９) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮

缶凝縮器排気出口温度高による加熱停止回路

高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高に

よる加熱停止回路は，液体廃棄物の廃棄施設

の高レベル廃液濃縮缶凝縮器に供給する冷却

水が停止し凝縮機能が低下することによる放

射性物質の放出の有意な増加を防止するため

のものであり，温度検出器により高レベル廃

液濃縮缶凝縮器の排気出口温度高を検知し，

蒸気発生器への一次蒸気配管の遮断弁を閉じ

る信号を発する回路及び別の温度検出器によ

り高レベル廃液濃縮缶凝縮器の排気出口温度

高を検知し，高レベル廃液濃縮缶への加熱蒸

気配管の遮断弁を閉じる信号を発する回路で

多様化して構成する。◇6  

(10) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加

熱停止回路焙焼炉ヒータ部温度高による加熱

停止回路は，ウラン・プルトニウム混合脱硝

設備の焙焼炉のヒータ部温度が異常に上昇し

たことによる焙焼炉の炉心管が破損し，閉じ

込め機能が喪失することを防止するためのも

のであり，温度検出器により焙焼炉のヒータ

部温度高を検知し，ヒータへの通電を停止す

る信号を発する回路を二重化して構成する。

◇6   

(11) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加

熱停止回路還元炉ヒータ部温度高による加熱

停止回路は，ウラン・プルトニウム混合脱硝

設備の還元炉のヒータ部温度が異常に上昇し

たことによる還元炉の炉心管が破損し，閉じ

込め機能が喪失することを防止するためのも
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要求事項との対比表 第２２条 安全保護回路（7/8） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
のであり，温度検出器により還元炉のヒータ

部温度高を検知し，ヒータへの通電を停止す

る信号を発する回路を二重化して構成する。

◇6   

(12) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失によ

る建屋給気閉止ダンパの閉止回路（分離建

屋）外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ

閉止回路（分離建屋）は，外部電源喪失時に

分離建屋内が正圧になることを防止するため

のものであり，母線電圧低を検知し分離建屋

の建屋給気閉止ダンパを閉止する信号を発す

る回路を二重化して構成する。◇6  

(13) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失によ

る建屋給気閉止ダンパの閉止回路（精製建

屋）外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ

閉止回路（精製建屋）は，外部電源喪失時に

精製建屋内が正圧になることを防止するため

のものであり，母線電圧低を検知し精製建屋

の建屋給気閉止ダンパを閉止する信号を発す

る回路を二重化して構成する。◇6  

(14) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車

上の質量高によるガラス流下停止回路固化セ

ル移送台車上の質量高によるガラス流下停止

回路は，高レベル廃液ガラス固化設備のガラ

ス溶融炉からの溶融ガラスがガラス固化体容

器から漏えいすることによる放射性物質の放

出の有意な増加を防止するためのものであ

り，固化セル移送台車上の重量検出器により

質量高を検知し，注入停止信号を発する回路

を二重化して構成する。◇6  

(15) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高に

よる固化セル隔離ダンパの閉止回路固化セル

圧力高による固化セル隔離ダンパの閉止回路

は，高レベル廃液ガラス固化建屋の固化セル

の負圧が低下した場合に固化セルから建屋へ

の逆流を防止するためのものであり，圧力検

出器により固化セルの圧力高を検知し，固化

セルへの給気系に設けた固化セル隔離ダンパ

を閉止する信号を発する回路を二重化して構

成する。◇6  

 

6.1.3.5 試験・検査 

 安全保護回路は，その健全性及び能力を確認す

るため，必要に応じて試験回路を用いて，運転中

又は停止中に試験又は検査を実施する。◇3  

 

 

6.1.3.6 評価◇7  

(１) 安全保護回路は，再処理施設の安全性を著

しく損なうおそれのある運転時の異常な過渡

変化及び設計基準事故が発生した場合，その

異常状態を検知し，設備を速やかに，かつ，

自動で開始させる設計としていることから，

その拡大を防止又は抑制できる。 

(２) 安全保護回路は，多重性又は多様性を有す

るとともに，電気的，物理的な独立性を有す
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要求事項との対比表 第２２条 安全保護回路（8/8） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
る設計としていることから，動的機器の単一

故障を仮定してもその安全機能が確保でき

る。 

(３) 安全保護回路は，アイソレータ及び継電器

を用いて計測制御設備と分離する設計として

いることから，計測制御設備との部分的共用

によってその安全機能を損なうことはない。  

(４) 安全保護回路は，試験回路を設ける設計と

していることから，その安全機能を損なうこ

となく，定期的に試験及び検査ができる。  

(５) 安全保護回路は，可能な限り不燃性材料又

は難燃性材料を使用する設計としていること

から，火災が発生することを防止できる。 

(６) 安全保護回路は，駆動源の喪失又は系統の

遮断が発生しても安全上許容される状態にな

る設計としていることから，その安全機能を

損なうことはない。 

(７) 安全保護回路は，それらの安全機能を健全

に維持するための適切な保守及び修理ができ

る設計としていることから安全機能が維持で

きる。 
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中項目 記載内容（概要） 記載区分 様式６紐づけ№

Ⅵ-1-2-1
計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に
関する説明書

― 新規※

1 概要 当該添付書類の記載概要を記載 新規※

2 基本方針 ― 新規※

2.1 設計基準対象施設に関する計測
設計基準対象施設に関する詳細設計方針の全体概要を記
載

新規※

2.2 重大事故等対処設備に関する計測
重大事故等対処設備に関する詳細設計方針の全体概要を
記載

新規

3 計測装置の構成 ― 新規※

3.1 計測装置の構成 ― 新規※

3.1.1 核計装設備
核計装設備の各計測装置ごとの検知から記録、保存まで
の構成を記載する。

新規※

3.1.2 工程計装設備
工程装設備の各計測装置ごとの検知から記録、保存まで
の構成を記載する。

新規※

3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存 ― 新規※

3.2.1 計測結果の指示又は表示
計測結果の指示及び表示場所に関する設計方針を記載す
る。

新規※

3.2.2 設計基準対象施設に関する計測結果の記録及び保存 計測結果の記録及び保存に関する設計方針を記載する。 新規※

3.2.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録及び保存 計測結果の記録及び保存に関する設計方針を記載する。 新規

3.3 安全保護回路 当該項目での記載概要を記載 新規※ ①～⑦

3.3.1 不正アクセス行為等の被害の防止
安全保護回路の不正アクセス行為に対する詳細設計方針
について記載する。

新規※ ⑥

3.4 計測装置の計測範囲及び警報動作範囲
計測が必要なプロセス変動範囲に対し、各計測装置の計
測範囲び警報設定値を設定根拠とともに記載する。

新規※ ②③

Ⅵ-1-2-2
使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する
説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

― 新規※

1 概要 当該添付書類の記載概要を記載 新規※

2 基本方針 ― 新規※

2.1
設計基準対象施設に関する燃料貯蔵プール温度及び燃料貯蔵プール水位の
計測

設計基準対象施設に関する詳細設計方針の全体概要を記
載

新規※

2.2
重大事故等対処設備に関する使用済燃料プール温度及び使用済燃料プール
水位等の計測

重大事故等対処設備に関する詳細設計方針の全体概要を
記載

新規

3 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の構成 ― 新規※

3.1 燃料貯蔵プール温度及び燃料貯蔵プール水位等を計測する装置
燃料貯蔵プール温度、燃料貯蔵プール水位、漏えい検知
に関する各計測装置ごとの検知から記録、保存までの構
成を記載する。

新規※

3.2
使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測結果の記録及び保
存

― 新規※

3.2.1 計測結果の指示又は表示
計測結果の指示及び表示場所に関する設計方針を記載す
る。

新規※

3.2.2 設計基準対象施設に関する計測結果の記録及び保存 計測結果の記録及び保存に関する設計方針を記載する。 新規※

3.2.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録及び保存 計測結果の記録及び保存に関する設計方針を記載する。 新規

3.3 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電源構成
設計基準対象施設における温度及び水位等を監視する装
置の電源構成について記載する。

新規※

4
使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲及び警報動作
範囲

計測が必要なプロセス変動範囲に対し、各計測装置の計
測範囲び警報設定値を設定根拠とともに記載する。

新規※

Ⅵ-1-2-3
再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し
た場合の情報把握に関する説明書

― 新規

1 概要 当該添付書類の記載概要を記載 新規

2 基本方針
再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ
ロリズムが発生した場合に関する詳細設計方針の全体概
要を記載

新規

3
再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し
た場合に情報を把握するための装置の構成

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ
ロリズムが発生した場合における各計測装置の構成を記
載する。

新規

3.1
再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し
た場合に情報を把握するための装置

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ
ロリズムが発生した場合における各計測装置の検知から
記録、保存までの構成を記載する。

新規

3.2
再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し
た場合に把握する情報の記録及び保存

計測結果の記録及び保存に関する設計方針を記載する。 新規

※：記載の明確化を含む

添付書類Ⅵ-1-2　「計測制御系統施設に関する説明書」

目次番号
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各評価項目に対する類型化について 

 

 

 １０月１日の面談資料３では、様式－６，７に基づき技術基準要求事項から設

工認申請書添付書類の評価項目への展開の具体的な内容について、搬送設備を

例に以下の条文について説明した。 

 第四条（核燃料物質の臨界防止） 

 第六条（地震による損傷の防止） 

 第十一条（火災等による損傷の防止） 

 第十八条（搬送設備） 

  

 本資料では、様式－６，７に基づき明らかにした上記条文に関連する評価項目

（中項目）の具体的な記載概要、安全審査における説明実績の概要を示すととも

に、評価項目（中項目）の内容に基づき各評価項目に対する類型化の考え方を示

す。 

 

276



第４条（核燃料物質の臨界防止） 

項目 内容 

臨界安全設計

の基本方針 

評価内容 臨界防止に関する基本設計方針を記載 

１．基本的な考え方 

・単一ユニットについて、形状寸法管理等により臨界

安全設計を行う。 

・複数ユニットについて、単一ユニット相互間の適切

な配置の維持等により臨界安全設計を行う。 

２．臨界安全設計基準 

 ・設計用核燃料物質及びＵ・Ｐｕ同位体組成 

 ・設計に使用するハンドブック及び計算コード 

 ・判定基準（keff≦0.95） 

３．計算コードの概要 

 

安全審査で

の説明状況 

既認可から内容に変更がないことを説明 

 

既認可から

の変更内容 

なし 

審査におけ

る説明内容 

既認可から内容に変更がないことを説明する。 

以上より、類型化数は１となる。 
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項目 内容 

各施設の臨界

防止に関する

説明書 

評価内容 (1)対象 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

・せん断処理施設 

・溶解施設 

・分離施設 

・精製施設 

・脱硝施設 

・製品貯蔵施設 

・その他再処理設備の附属施設 

 

(2)内容 

・申請設備の臨界安全管理の概要 

・各機器の臨界安全解析 

・臨界安全解析のモデル化 等 

 

安全審査で

の説明状況 

既認可から内容に変更がないことを説明 

 

既認可から

の変更内容 

なし 

審査におけ

る説明内容 

既認可から内容に変更がないことを説明する。 

以上より、類型化数は１となる。 

 

 

278



火災防護対策設備 

項目 内容 

放射線分解水

素の水素掃気

能力評価 

評価方法 ・空気の供給が停止した時に、溶液及び有機溶媒の放射

線分解により発生する水素が可燃限界濃度に達する

恐れのある機器のうち、可燃限界濃度に達するまでの

時間余裕が小さい機器を対象として、対象となる機器

の崩壊熱と水素発生量に係る評価結果を既認可にて

示している。 

 

安全審査で

の説明状況 

－ 

（既許可から変更がないため、説明無し。） 

既認可から

の変更内容 

変更なし。 

 

既認可から冷却期間が 4→15年に変更されているが、安

全側への変更であるため、評価自体に変更なし。 

審査におけ

る説明内容 

－ 

（既許可から変更がないため、説明無し。（設備別設定値

根拠書に記載）） 
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項目 内容 

グローブボッ

クス難燃化 

評価方法 (1)対象 

・事業指定基準規則の解釈第 5 条 2 項六号 グローブボ

ックスの難燃化要求へ対応として、全てのグローブボ

ックスのなかから、再処理施設の安全機能を火災から

防護する観点から、1 次バウンダリが閉じ込め機能を

有し、且つ可燃性物質によりパネルが構成されるもの

と対象とする。 

 

(2)難燃性能試験 

・グローブボックス難燃化対策として、可燃性パネルの

外面に設置する難燃材について、UL94 垂直燃焼試験及

び JIS酸素指数による燃焼性の試験により、難燃性能

を満足することについて、検証試験により評価する。 

安全審査で

の説明状況 

(1) 対象 

・対策が必要となるグローブボックスについて、選定フ

ローを示し、対象を選定（231基→8基） 

 

(2)難燃性能試験 

・難燃化対策としての対策概要、評価の考え方（適用規

格）、及び試験結果について説明済み。 

 

既認可から

の変更内容 

新規 

審査におけ

る説明内容 

対象及び評価方法及については安全審査（整理資料）で

説明していることから、具体的設計方法（詳細設計によ

り決定されたる材料）に基づき、評価結果が判定基準を

満足することを説明する。 

対象となるグローブボックス（8 基）に対し、対策方法

は共通であるため、1種類の説明となる。 
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２．火災の感知・消火 

項目 内容 

ケーブルトレ

イ内消火設備

の性能確認等 

評価方法 【消火性能確認試験】 

・消火設備のうちケーブルトレイ内の消火を目的とした

局所消火設備は消防法に基づいた設備（消防認定設

備）ではないため、使用状況を模擬し消火が可能尾で

あることを確認するとともに、消火に必要となる消火

剤の容量を確認する。 

 

安全審査で

の説明状況 

【消火性能確認試験】 

・局所消火設備の仕様概要および適用例については説明

しているが、消火の成立性及び必要となる消火剤の容

量については、試験にて確認することとしている。 

 

既認可から

の変更内容 

新規 

審査におけ

る説明内容 

【消火性能確認試験】 

・局所消火設備の試験条件、判定基準、消火剤容量

(kg/m3)について説明する。 

・当該設備は複数の建屋に設置されるが、対策方法は共

通であるため、説明対象は共通（1種類）となる。 
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項目 内容 

火災感知設備

及び消火設備

の耐震性 

評価方法 (1)感知設備 

・火災感知設備は、地震等の自然現象によっても、火災

感知の機能、性能が維持されていることを要求されて

いるため、火災感知設備は、耐震評価及び加振試験に

より機能及び性能が維持されることを確認する。 

(2)消火設備 

・消火設備は、地震等の自然現象によっても、消火の機

能、性能が維持されていることを要求されているた

め、消火設備は、耐震評価及び加振試験により機能及

び性能が維持されることを確認する。 

安全審査で

の説明状況 

(1)感知設備 

・火災感知設備の耐震については、安重機能を有する機

器等が維持すべき耐震重要度分類に応じて機能を維

持できる設計とする説明を実施しているが、機能及び

性能を維持できることの説明は実施していない。 

(2)消火設備 

・消火設備の耐震については、安重機能を有する機器等

が維持すべき耐震重要度分類に応じて機能を維持で

きる設計とする説明を実施しているが、機能を維持で

きることの説明は実施していない。 

既認可から

の変更内容 

新規 

審査におけ

る説明内容 

(1)感知設備 

・電力の耐震計算に倣い以下の設備について、耐震計算

及び加振試験結果を説明する。 

①火災感知器 7種類 28パターン 

②火災受信機盤 1種類 

(2)消火設備 

・電力の耐震計算に倣い以下の設備について、耐震計算

及び加振試験結果を説明する。 

 ①二酸化炭素消火設備 

  ・ボンベラック（ボンベラック、ボンベ、容器弁） 

・選択弁ユニット 

・制御盤 
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 ・消火剤供給配管 

 ②ハロゲン化物消火設備 

  ・ボンベラック（ボンベラック、ボンベ、容器弁） 

・選択弁ユニット 

・制御盤 

 ・消火剤供給配管 

 ③窒素消火設備 

  ・ボンベラック（ボンベラック、ボンベ、容器弁） 

・選択弁ユニット 

・制御盤 

 ・消火剤供給配管 

 

・当該設備は複数の建屋に設置されるが、対策方法は共

通であるため、説明対象は共通（各 1種類）となる。 
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３．火災及び爆発の影響軽減 

項目 内容 

火災耐久試験

結果 

①耐火壁の３

時間耐火性

能 

評価方法 火災区域の耐火壁に対する 3 時間耐火対策について

は、火災防護審査基準 2.3.1(1)及び(3)にて、他の火災

区域から３時間以上の耐火能力を有する耐火壁により

分離することが要求されている。また、2.3.1参考(1)に

て、耐火壁の設計の妥当性が、火災耐久試験によって確

認されていることが要求されている。 

【コンクリート壁の耐火性能】 

・コンクリート壁の３時間耐火性能に必要な壁厚は、国

内既往の文献により、150mm以上の設計とする。 

【耐火シール、防火戸、防火ダンパ、間仕切壁の耐火

性能】 

・建設基準法の規定に準じた加熱曲線で３時間加熱し、

防火設備性能試験の判定基準をすべて満足すること

を確認する。 

・判定基準 

 ①火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間が生じないこと。 

②非加熱面側に 10秒を超えて発炎を生じない。 

③非加熱面側に 10秒を超えて火炎が噴出しないこと。 

安全審査で

の説明状況 

【コンクリート壁の耐火性能】 

・安全審査では、評価対象、評価条件、評価方法につい

て説明している。 

【耐火シール、防火戸、防火ダンパ、間仕切壁の耐火性

能】 

・安全審査では、評価対象となる材料や型式等、評価条

件、評価方法、評価結果について説明している。 

・（実績）耐火シール：26種類、防火戸：2種類、防火ダ

ンパ：2種類、間仕切壁：2種類 

既認可から

の変更内容 

－ 

審査におけ

る説明内容 

・安全審査にて説明していない材料や型式等について、

評価結果が判定基準内となることを説明する。 

・当該設備は複数の建屋に設置されるが、対策方法は共

通であるため、共通事項として説明する。 

・（追加説明が必要）耐火シール：1種類、防火戸：2種
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類、防火ダンパ：1種類、間仕切壁：1種類 

・当該設備は複数の建屋に設置されるが、対策方法は共

通であるため、共通事項として説明する。 

 

項目 内容 

火災耐久試験

結果 

②系統分離対

策に係る 1

時間耐火隔

壁の耐火性

能確認 

評価方法 【耐火隔壁の試験】 

(1)耐火性能確認試験 

・火災防護審査基準「2.3 火災の影響軽減」（2）c．に

基づき、互いに相違する系列の最重要設備に該当する

機器間を分離する耐火隔壁が 1時間の耐火能力を有す

ることを、耐火性能確認試験により確認する。 

(2)判定基準 

・耐火隔壁の非加熱側の温度上昇値が平均 140K、最大

180Kを超えない（距離を確認する）こと。 

・非加熱側へ 10 秒を超えて継続する火炎の噴出がない

こと。 

・非加熱面で 10秒を超えて継続する発炎がないこと。 

・火炎が通る亀裂等の損傷および隙間が生じないこと。 

安全審査で

の説明状況 

【耐火隔壁の試験】 

・安全審査では、耐火隔壁の仕様例、寸法の設定方法お

よび耐火試験性能確認試験の判定基準について説明

を実施。 

一方、耐火隔壁の詳細な仕様や試験方法についての説

明は実施していない。 

・また、系統分離対策を講ずる最重要設備は以下のとお

りとして説明を実施している。 

 ①プルトニウムを含む溶液又は粉末及び高レベル放

射性液体廃棄物の閉じ込め機能（排気機能，PS）を

有する気体廃棄物の排気設備の排風機 

②崩壊熱除去機能のうち安全冷却水系の重要度の高

いもの，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備貯蔵室からの排気系 

③安全圧縮空気系 

④上記機能の維持に必要な支援機能である非常用所

内電源系統 

既認可から － 
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の変更内容 

審査におけ

る説明内容 

・当該設備は複数の建屋に設置されるが、対策方法は共

通であるため、共通事項として説明する。 

・耐火隔壁の仕様を説明する（機器用耐火隔壁 2種類、

ケーブルトレイ用耐火隔壁 ）。 

・耐火隔壁の試験方法および試験結果を説明する（2 種

類）。 
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項目 内容 

内部火災影響

評価 

評価方法 ・内部火災影響評価は、「原子力発電所の内部火災影響評

価ガイド」を参考として、想定される再処理施設内の

火災又は爆発によって、安全上重要な施設の多重化さ

れたそれぞれの系統が同時に機能を損なわれること

について、火災影響評価にて確認する。 

評価は、以下の手順により行う。 

① 火災伝播評価として、火災影響を受けるおそれの

ある安全上重要な施設が設置される建屋に対し

て、各火災区域及び火災区画の特性(可燃性物質

量、境界となる壁等)を調査する。 

② 【最重要設備の評価】 

安全上重要な施設のうち、最重要設備について

は、系統分離がされていることを確認し、最重要

設備の安全機能が少なくとも一つは確保される

ことを確認する。 

③ 【最重要設備以外の安全上重要な施設】 

最重要設備以外の安重設備は、当該区域又は隣接

区域における最も過酷な単一火災を想定して、Ｆ

ＤＴＳ（火災力学ツール）を用いた火災影響評価を

実施し、安全上重要な施設が同時に機能を喪失し

ないことを評価する。 

④ 内部火災影響評価の結果、安全上重要な施設の安

全機能に影響を及ぼすおそれがある場合には、火

災防護対策の強化を図る。 

安全審査で

の説明状況 

・代表建屋（CA建屋）にて評価の手順及び結果を説明し

ているが、全建屋の説明は実施していない。 

 

既認可から

の変更内容 

－ 

審査におけ

る説明内容 

・評価方法については安全審査で説明しており、当該手

法に基づく、全建屋（13建屋）の評価結果について示

す。 
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第１８条（搬送設備） 

項目 内容 

基本方針 評価内容 ○使用済燃料等の落下防止機能に関する具体的な設計

方針を記載する。 

・使用済燃料を搬送する設備は、つりワイヤの二重化を

施し、フックに脱落防止機構を施す。 

・燃料取出し装置は、移動領域検出用のリミットスイッ

チによるインターロックを設け、走行及び横方向に機

械的ストッパを設ける。 等 

 

安全審査で

の説明状況 

既認可から内容に変更がないことを説明 

 

既認可から

の変更内容 

なし 

審査におけ

る説明内容 

既認可から内容に変更がないことを説明する。 

以上より、類型化数は１となる。 
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項目 内容 

搬送設備の容

量について 

評価内容 (1)対象

・燃料移送水中台車 他

(2)内容

・搬送設備の容量及び容量設定の根拠を記載

（記載例） 

安全審査で

の説明状況 

既認可から内容に変更がないことを説明 

既認可から

の変更内容 

なし 

審査におけ

る説明内容 

既認可から内容に変更がないことを説明する。 

以上より、類型化数は１となる。 
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項目 内容 

使用済燃料等

の落下防止対

策 

評価内容 ○使用済燃料等の落下防止機能に関連する構造図等を

記載する。 

 

○落下時のライニングの健全性に関する評価内容を記

載する。 

 記載例を別紙１に示す。 

 

○つり上げ高さに関する具体的内容を記載する。 

 記載例を別紙２に示す。 

 

安全審査で

の説明状況 

既認可から内容に変更がないことを説明（記載の充実

化） 

 

既認可から

の変更内容 

なし（記載の充実化） 

審査におけ

る説明内容 

記載の充実化による変更のみで、既認可から内容に変更

がないことを説明する。 

以上より、類型化数は１となる。 
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別紙１ 
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別紙２ 
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竜巻影響評価① 

項目 内容 

風圧力等（複合

荷重）に対する

影響評価① 

評価方法 (1)対象 

 竜巻防護対象施設を収納する建屋 

 ガラス固化体貯蔵建屋 

 ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 

 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

 ガラス固化体受入れ建屋 

(2)評価方法 

 設計荷重（竜巻）として、風圧力、気圧差及び設計

飛来物の衝突による組合せ荷重並びにその他考慮

すべき荷重として、自重、積載荷重を考慮するとと

もに、積雪との重ね合わせを考慮する。 

 建屋全体の主要構造の健全性確認及び波及影響確

認は、建屋の質点系モデルに設計荷重（竜巻）を静

的に作用させ、変形量（耐震壁のせん断ひずみ及び

鉄骨架構の層間変形角または変形量）を評価する。

この時、飛来物の衝突荷重は力積等価となる静的荷

重を設定し、安全側の評価となるよう建物の最上部

に作用させる。 

 屋根の構造の健全性確認は、風圧力、気圧差及び常

時作用する荷重による荷重条件と設計時長期荷重

の荷重増分比率により評価する。 

 

安全審査で

の説明状況 

 評価対象となる建屋を個別に明記。 

 評価における荷重の組み合わせ方について整理資

料に明記。 

 

既認可から

の変更内容 

－ 

審査におけ

る説明内容 

 上記方針に則った評価における評価モデルの考え

方、評価結果について個別に説明する。 

 建屋に対する評価方法は共通であるため、代表建屋

ひとつを説明する。 
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竜巻影響評価② 

項目 内容 

飛来物の衝突

に対する影響

評価 

評価方法 (1)対象 

 竜巻防護対象施設を収納する建屋 

 ガラス固化体貯蔵建屋 

 ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 

(2)評価方法 

 設計飛来物の衝突に対して、竜巻防護対象施設を設

置する区画の構成部材（壁及び屋根）が貫通及び裏

面剥離を防止できる構造であることを評価する。 

 貫通限界厚さは Degen 式で、裏面剥離限界厚さは

Chang 式で算出し、この必要厚さを満足することを

確認する。裏面剥離限界厚さを満足しない部位につ

いては、衝突解析により裏面剥離が生じないことを

確認する。 

 衝突解析は、被衝突側の対象構造及び設計飛来物を

モデル化、動的な荷重を作用させ、部材応力（最内

層部材の破断ひずみ）により評価する。 

 

安全審査で

の説明状況 

 評価対象となる建屋を個別に明記。 

 設計飛来物に対する評価ではないが、評価式につい

ては整理資料に記載している（車両の衝突に対する

貫通限界厚さ、裏面剥離限界厚さの算出を記載）。 

 

既認可から

の変更内容 

－ 

審査におけ

る説明内容 

 上記に則った評価結果について個別に説明する。 

 建屋に対する評価方法は共通であるため、代表建屋

ひとつを説明する。 
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竜巻影響評価③ 

項目 内容 

風圧力等（複合

荷重）に対する

影響評価② 

評価方法 (1)対象 

 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設

のうち建屋以外 

 ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒 

 

(2)評価方法 

 設計荷重（竜巻）としての風圧力及び設計飛来物の

衝突による組合せ荷重に対して主要構造の健全性

が維持され、倒壊に至らないことを評価する。 

 飛来物の衝突については、評価上厳しい部位に衝突

させることを考慮することとし、健全性が維持でき

ないと想定される脚部の一部欠損を前提とした応

力評価を実施する。応力評価の結果が NG の場合は、

詳細評価（衝突解析）を実施する。 

 衝突解析は、被衝突側の対象構造及び設計飛来物を

モデル化、動的な荷重を作用させ、部材の破断ひず

みにより評価する。 

 評価にあたっては自重を考慮するとともに、その他

の自然現象として積雪との重ね合わせを考慮する。 

 

安全審査で

の説明状況 

 評価対象となる屋外施設を個別に明記。 

 評価における荷重の組み合わせ方について整理資

料に明記。 

 

既認可から

の変更内容 

－ 

審査におけ

る説明内容 

 上記方針に則った評価における評価モデルの考え

方、評価結果について個別に説明する。 

 対象設備はひとつであるため、個別に説明する。 
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竜巻影響評価④ 

項目 内容 

気圧差に対す

る影響評価 

評価方法 (1)対象 

 建屋内の竜巻防護対象施設のうち外気と繋がって

いる施設 

 ガラス固化体貯蔵設備の収納管 

 

(2)評価方法 

 気圧差によって生じる応力が、許容応力を下回るこ

とを確認する。 

 

安全審査で

の説明状況 

 評価対象となる施設を個別に明記。 

 

既認可から

の変更内容 

－ 

審査におけ

る説明内容 

 上記方針に則った評価における評価モデルの考え

方、評価結果について個別に説明する。 

 対象設備はひとつであるため、個別に説明する。 
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